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昭和２９年に美濃加茂市が誕生して以来、 

このまちで暮らす人は増え、まちは発展し、 

人々の生活を支える多くの公共施設などがつくられてきました。 

 

保育園や小学校、中学校、交流センター、道路や水道、公園など・・・ 

いずれも私たちの暮らしを豊かにしてきた大切な施設です。 

 

しかし、これから多くの施設は老朽化が進み、一斉に更新の時期を迎えます。 

あわせて、「モノから心の豊かさ」「量よりも質」「画一ではなくて個性」 

様々な価値観の転換が求められる時代になってきました。 

 

そんな今だからこそ、将来に誇れる行動を起こさなければなりません。 

「未来への挑戦」をはじめるときです。 

 

そこで、私たちの未来に幸せな暮らしがあることを願って、 

あるべきすべての公共施設が市民に愛され、活用されているまちをめざして、 

美濃加茂市公共施設等総合管理計画を策定いたしました。 

 

この計画は、 

「孫子の代まで住み続けられるまち」の実現にむけた、 

ひとつの道しるべになることと思っています。 

 

最後に本計画の策定にあたり、 

貴重なご意見やご提言をいただきました 

名古屋工業大学の須藤先生、 

アンケートにご協力をいただきました多くの市民の皆様に、 

心から感謝を申し上げます。 

 

 

平成２９年３月  

美濃加茂市長 藤 井 浩 人 

  



 

成熟社会における公共施設マネジメント 

～市民の思いをカタチに変える施設愛～ 
名古屋工業大学 准教授 須 藤 美 音 

■成熟社会の公共施設 

日本社会が発展途上であった時代では、工業の発展により、大量生産・大量消費が社会の豊かさ

を支えていました。一般の人々の消費も拡大しつつありましたが、人と人とが支えながら生活していた時

代でもあります。人が支えあうことを求めていたので、自然と人が集まり、地域のコミュニティが形成されて

いました。今ある公共施設の多くがこのような時代の中で建設されました。 

現在、経済成長がピークに達し、成熟社会と呼ばれています。成熟社会になると、経済や社会制度

が発展し、必要なモノやサービスは満たされ、自由で便利な生活ができるようになりました。大量生産・

大量消費型の社会が破綻し、人々が求めるモノやサービスが多様化しています。また、個人個人も、

自己実現を目指して生き方が多様化するようになりました。このため、物事の価値評価や判断を個人が

行い、集団との関係は薄れるようになっています。このような中で、社会や国もそれに応じて制度や仕組

みが変わってきています。当然、公共施設の需要も変化しており、成熟社会のニーズを満たす公共施

設の在り方を見直していく必要があります。 
 

■成熟社会での公共施設のマネジメント 

成熟社会において、老年人口の増加に伴い、社会保障費などの扶助費が増加、そして税収も減少

することから、公共施設の維持保全や改修などに当てられる投資的経費が減少します。高度成長期

に建設された公共施設は大規模改修の時期を迎えていますが、それが困難な状況になっており、老朽

化が一層加速している自治体が増えてきています。 

美濃加茂市においては、現状、人口が増加傾向にありますが、すでに少子化、高齢化の波は押し

寄せています。そのため、近い将来の人口減少を見据えて、施設の需要減少に対応すべく、公共施

設の総量縮減をしていく方向で計画する必要があります。そして、将来にわたり保有すべき施設に対して

は、施設の質の見直しを施します。これには、建物の耐震性、省エネ性等建物の基本的な性能を向上

させつつ、計画的に保全をし、長寿命化を図るように管理をしていかなければなりません。さらに、市民の

求める公共サービスを把握した上で施設の用途変更も行い、施設の有効活用を図ります。 

公共施設の『量の見直し』、『質の見直し』の実施にあたっては、まず利用者の需要を把握することが

必要になりますが、これは 2016年 9月に実施した美濃加茂市民の方々へのアンケート調査により、明ら

かになっています。調査結果より、現在の公共施設の利用状況については、やや利用者に偏りが見ら

れていることがわかりました。利用者の居住地域の偏りと年齢層の偏りです。公共施設は主として美濃

加茂市中心部に配置されていますが、これは、人口密度を考慮したものであり、合理的な方法であると

思います。しかし、山間部と比較して中心部に住む市民の利用者が多く、偏りが生じてきてしまっているよ

うです。また、年齢別にみると、30 代の子育て世代、70 代の利用頻度が高い傾向にありました。特に、

20代以下、70代を超える方々は一般的に交通弱者と呼ばれていますが、公共施設へのアクセスの困

難さから利用が遠のいていることがアンケートからわかりました。これらの格差を是正するため、現在進行

している美濃加茂市地域公共交通網形成計画の推進が期待されます。 

そして、次の段階として、将来にわたり保有すべき施設を計画的かつ適切に保全していく必要がありま



 

す。建物のライフサイクルコスト（建物の資材調達・製造～使用～廃棄までに必要なコスト）のうち 8 割

以上は建設後のコストです。そして、建設後にかかるコストの中でも、保全コストは大きな割合となってい

ます。老朽化が進む施設を限られた予算の中で保全を行うには、施設に関わるコストの見える化、そして、

故障・不具合のパターンを認識し、計画的に修繕していくことが重要です。これまでは、事後保全（故障

が生じたらその都度修復にあたる方法）が中心になっていましたが、これは、施設利用者に不便をかける

だけではなく、結果的に修復にかかるコストが大きくなってしまいます。今後は、将来を見据えて計画的に

保全を行うことが重要になってきます。 
 

■公共施設に対する『愛情形成』が最大の対策 

高度成長期は、公共施設の需要が供給量を上回っていたため、公共施設マネジメントの課題として

は、とにかく、今必要なサービスを急ピッチで整備するということでした。一方、現在の成熟社会の中では、

規模の縮小を見据えてマネジメントしていくことになり、高度成長期に行われていた公共施設マネジメント

よりも多くの課題があります。課題を克服するためには技術的な対策が必要になりますが、最も簡単でか

つ極めて重要な対策としては『公共施設に対して愛情をもって接すること』であると考えます。この点は、

美濃加茂市の公共施設マネジメントの理念として『あるべき全ての公共施設が市民に愛され活用されて

いるまち』と掲げられており、他の自治体には見られない特色のあるものです。 

愛情形成には、公共施設に対する問題を市民全てが共有することが重要です。公共施設は市民の

財産であり、この財産を今後どのように維持すべきか市民みんなで知恵を絞って考えていかなければなり

ません。アンケート調査から公共施設の問題に対する市民の関心度を見ると、全体の半数以上の方

が関心を持っていることがわかりました。特に、公共施設を日常的に利用していただき、関わりが強い人

ほど、公共施設の問題に対する関心が高いという傾向にありました。そのため、今後も多くの方に施設を

利用してもらい、関心度向上に努める必要があります。しかし、その一方で、公共施設との関わりが強く

なるほど「施設をこのまま維持していきたい」と考える方が多い傾向がありました。このような考えを持つこと

は、当然のことかもしれませんが、今後の厳しい状況を特に利用者の方にはご理解いただくよう努める必

要があります。 

また、市民の方々が求めるサービスに着目すると、アンケート調査より、「教育」・「子育て」・「福祉」・

「防災」関係の施設への強い要望がありました。さらに、「自分が好きなこと、得意なことを公共施設で

活かしてみたい」という声が 43.3％を占めていました。多くの市民が公共施設に積極的に関わりたいと感

じているようです。今後もこのような市民の方々の声をいかした施設の経営が求められます。 

 大切な財産である公共施設を今後も適切な形で維持していくためには、利用者の方々そして管理者

の方々に施設に対して愛情をもって接していただくことが極めて重要なことであると考えています。とても単

純な行為ですが、施設にある物を大切に取り扱ったり、手入れをしたりという 1つ 1つの愛情が、修繕費

用の低減、利用者満足度の上昇そして施設の長寿命化という大きな成果を生むと思います。 

 

 

  

須藤 美音 准教授のプロフィール 

1979年東京生まれ。2002年慶應義塾大学理工学部管理工学科卒業。2004年慶應義塾大学大学院理工

学研究科修了。同年建築設備設計事務所入社、環境やファシリティマネジメントに関するコンサルティングに

従事。2008年東京大学大学院工学系研究科博士（工学）取得（課程外）。2010年国立大学法人名古屋工

業大学助教着任。現在、同大学准教授。                          （※平成 29年 3月時点） 
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第１部 公共施設等総合管理計画の策定及び推進 

 ※平成 29年 3月策定、平成 31年 1月一部改訂  
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1. 公共施設等総合管理計画策定の目的等 

1.1 公共施設等総合管理計画策定の目的  

 

濃尾平野の北端に位置する美濃加茂市は、一定の都市機能を維持しつつも良好な自然環境を併せ持つ「生

活環境の豊かな都市」です。都市の利便性・快適性と地方のやさしさを一緒に感じることができるまちとして、人口

は平成 28年（2016年）5月に 5万 6千人を超え、今もゆるやかに増加を続けています。 

  

美濃加茂市が保有する公共施設＊の多くは、高度経済成長期後半からバブル期にかけて、人口増加や社会情

勢に対応した公共サービスの提供を目指して整備されてきました。道路や橋梁、上・下水道等のインフラ施設＊に

ついても、豊かな生活の実現のため、適宜拡充を進めてきました。 

しかし、これらの公共施設等＊は現在においてその多くが老朽化＊しており、適切な公共サービスの存続や利用

者の安全性の確保のためには、公共施設等の維持管理と併せてこれら大量の老朽化施設の更新＊についても検

討していく必要があります。 

 

我が国においては、国と地方の債務残高が 1,000 兆円を超える額にまで達しており、地方財政においても少子

高齢化の急速な進展に伴う社会保障費＊の増加など、より一層厳しさが増す中、変化する市民ニーズにも的確に

対応していく必要があります。 

 

このような中、これまでの手法による公共施設等の維持管理や更新等は財政上にも大きな負担となり、真に必

要な他の公共サービスにも影響を与えかねないことが懸念されます。市民・議会・行政等が課題を共有し、公共

サービスのあり方を見直し、健全な財政を維持し持続可能な公共サービスの提供を進めるためには、将来的な人

口、財政等の状況を踏まえたうえで、公共施設等を適切に管理し、効率的に運営していくことが求められていま

す。 

 

このような背景から、国は、平成 26 年（2014 年）4 月に全ての地方公共団体に対して、「インフラ長寿命化基

本計画＊」（平成 25 年 11 月国策定）を上位計画とする今後の公共施設等の管理方針等を定めた行動計画

（「公共施設等総合管理計画」）の策定を要請しました。 

 

国からの要請を受け、美濃加茂市では、公共施設等の現況及び将来の見通しを整理し、公共施設等マネジメ

ント＊の基本方針を示すなど、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための計画として「美濃加茂市

公共施設等総合管理計画」（以下「本計画」といいます。）を策定しました。 

 

美濃加茂市は、本計画に基づき、長期的な視点をもって公共施設等の更新・統廃合＊・長寿命化＊などを計画

的に行うとともに公共施設等を効率的に運営することにより、財政負担の軽減・平準化＊及び公共施設等の最適

化を図ります。 
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1.2 公共施設等総合管理計画の位置付け  

 

■国は、インフラ施設を「新しく造ること」から「賢く使うこと」への認識の変化をもって、「インフラ長寿命化基本計画」

を策定しました。また、全ての地方公共団体においても、従来の主に施設の現状を維持していくことを目的とした

「維持管理」ではなく、人口・財政等の社会情勢を踏まえた多角的な視点で「公共施設等マネジメント」を推進し

ていくことが要請されています。 

■本計画は、国の動向を踏まえた総務省の要請における「公共施設等総合管理計画」として位置付けます。また、

市の財政計画とリンクすることで、公共施設等の維持管理や更新等に要する費用について中長期的な財政状

況の視点から展開します。 

■なお、本計画に基づき、いわゆるハコモノである公共施設の類型（学校教育系、行政系等）ごと、及びインフラ施

設の種類ごとに個別施設計画＊（長寿命化計画＊）を策定し、公共施設等全体のマネジメントを推進する必要が

あります。本計画は、これらの個別施設計画の上位計画として位置付けます。 

 

公共施設等総合管理計画の位置付け 
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1.3 公共施設等総合管理計画策定の対象範囲 

 

■本計画では、公共施設（庁舎、小中学校、交流センターなどのいわゆるハコモノ）及びインフラ施設（道路、公園、

上水道、下水道）の全施設（以下「公共施設等」といいます。）を対象とします。 

■設置の目的や建物の規模の観点から、今後の方向性を大幅に改善・転換することが難しい施設については、従

来の維持管理状況の見直しと改善を主として検討します。 

 

公共施設等総合管理計画の対象範囲 

 

 

公共施設等の分類 
 

公共施設 インフラ施設 

大分類 中分類 大分類 中分類 

学校教育系施設 学校、その他教育施設 道路 舗装、橋梁、トンネル 

市民文化系施設 集会施設、文化施設 公園※ 公園※ 

社会教育系施設 図書館、博物館等 上水道※ 上水道※ 

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 
ｽﾎﾟｰﾂ施設、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
施設・観光施設 

下水道※ 下水道※ 

子育て支援施設 
幼保・こども園、幼児・児
童施設 

その他 その他 

保健・福祉施設 
高齢/障害/児童福祉施
設、保健施設、その他保
健・福祉施設 

※インフラ施設のうち、「公園、上水道、下水道」の
管理事務所、浄水場、クリーンセンター等の建物
や建物付属設備等は公共施設（ハコモノ）として
扱います。 行政系施設 

庁舎等、消防施設、その
他行政系施設 

公営住宅 公営住宅 

公園※ 公園※ 

供給処理施設 供給処理施設 

上水道施設※ 上水道施設※ 

下水道施設※ 下水道施設※ 

その他 その他 
 

＊ 

公共施設のうち、下記のような施設については、現
状の維持管理・運営等を継続するものとし、公共施
設等総合管理計画策定時の検討対象としません。 
 
・用途が限られ、維持管理・運営等方針について特
筆すべき改善・計画を必要としないもの（倉庫等） 

 
・基本的に人の出入りがない、又は、施設の用途の
うち、建物が主要な役割を持たないもの 
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地区別公共施設一覧（本計画策定に当たり方針等の検討を要する主要な施設） 
 

 

(1/2) 太田地区・古井地区・山之上地区・蜂屋地区 

 

 

※公共施設は、平成 27年度末時点のデータを使用しています。 

※地区別の人口は、美濃加茂市の行政地区別人口統計表（各年 4月 1日現在）のデータを使用しています。 

 

※平成 28年度時点 
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地区別公共施設一覧（本計画策定に当たり方針等の検討を要する主要な施設） 
 
 

(2/2) 加茂野地区・伊深地区・三和地区・下米田地区 

 

 

※公共施設は、平成 27年度末時点のデータを使用しています。 

※地区別の人口は、美濃加茂市の行政地区別人口統計表（各年 4月 1日現在）のデータを使用しています。 

 

※平成 28年度時点 
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2. 公共施設等の現況及び将来の見通し 

2.1 老朽化の状況や利用状況をはじめとした公共施設等の現況 

(1) 美濃加茂市の地域性・人口推移・財政状況 
 

① 美濃加茂市の地域性及びエリア区分 
 

■美濃加茂市は、昭和 29年（1954年）に 9町村（太田町、古井町、山之上村、蜂屋村、加茂野村、伊深村、

下米田村、三和村（一部）及び和知村（一部））の合併により誕生しました。 

美濃加茂市のエリア区分 

  
 

■中心市街地を形成し、鉄道や国道が発達している市の南部（太田地区、古井地区）は、人口が集中しており、

主要な公共施設が集約されていることから、コンパクトシティ＊としての機能を果たす「コンパクトエリア＊」として位

置付けます。近年市民の公共施設の利用形態が多様化しており、コンパクトエリアにおいては、同様の機能を有

する公共施設が複数存在していることから、利便性の維持とともに公共施設の再配置＊が検討課題となってい

ます。 

■また、コンパクトエリアの周辺地区は、人口の自然増減や各地区の開発状況による人口推移を踏まえ、真に必

要な公共施設のみを設置する「サテライトエリア＊」として位置付けます。サテライトエリアにおいては、公共交通

等を利用して主要な公共施設があるコンパクトエリアにアクセスすることを前提に考え、サテライトエリアの利便性

向上を図るため、両エリア間を便利に結ぶ公共交通サービスの充実が重要課題です。 

■市の北部（伊深地区及び三和地区）は、海抜 559.2mの御殿山を中心とした丘陵地となっており、人口減少が

著しい地域です。今後の人口推移を踏まえ、公共施設の効率的な配置や運営を検討する必要があります。 

 

ポイント 

●コンパクトエリアは、利便性の維持とともに、機能が重複している公共施設の再配置が課題 

●サテライトエリアは、人口推移を踏まえた公共施設の効率的な配置や運営が課題 

●コンパクトエリアとサテライトエリアを便利に結ぶ公共交通サービスの充実が課題 

背景：国土地理院の電子地形図（タイル）を加工して掲載 

太田地区・古井地区 

庁舎等、主要な公共施設が集約されてい

る地域（コンパクトエリア） 

周辺地区 
コンパクトエリアを中心として   で結ぶエリア 

（山之上・蜂屋・加茂野・伊深・三和・下米田） 

 
各地区の交流の核となる公共施設が配

置されている地域（サテライトエリア） 
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② 人口推移・推計 （平成 28年度時点） 

 

■「美濃加茂市人口ビジョン（平成 28年 3月策定）」によると、美濃加茂市の人口は令和 22年（2040年）頃ま

では増加するものと予測されていますが、近年人口の増加率は鈍化しており、生産年齢人口の割合も減少し続

けていることから、税収の減少をはじめとする将来の財政への影響が懸念されています。 

■また、ゆるやかではあるものの少子高齢化が進行しており、令和 22年頃には高齢者（65歳以上）の占める割合

が約 30％となる見込みです。少子高齢化の進行に伴い、扶助費＊の増加や、今後の公共サービスへの市民ニ

ーズが次第に変化していくことが予測されます。 

美濃加茂市の将来展望人口 

[人口（人）]  

 

<出典> 美濃加茂市人口ビジョン（平成 28年 3月策定） 
 

年齢 3区分別人口の推計等 

 

  

56,875 

52,925 

54,729 

58,318 

56,694 

50,000

52,500

55,000

57,500

60,000

平成22年 平成27年 平成32年 平成37年 平成42年 平成47年 平成52年 平成57年 平成62年 平成67年 平成72年

社人研(※)推計

美濃加茂市の将来展望人口

「子どもを生み・育てやすい美濃加茂市」「女性が暮らしやすい美濃加

茂市」にすることで、出生数と社会移動数の維持・増加をめざす。

※「国立社会保障・人口問題研究所」の略

up!

18.7

17.6

16.4

15.5

15.6

15.5

12.7

11.7

13.9

68.5 

67.5 

67.2 

66.6 

64.9 

62.0 

57.4 

54.5 

54.5 

12.8

14.9

16.3

17.8

19.5

22.5

29.9

33.8

31.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成2年

平成7年

平成12年

平成17年

平成22年

平成27年

平成52年

平成72年

平成72年

15歳未満 15～64歳 65歳以上

国勢調査 

社人研推計 

■年齢 3区分別人口割合の推移・推計 

令和 2 年  令和７年  令和 12 年  令和 17 年  令和 22 年  令和 27 年  令和 32 年  令和 37 年  令和 42 年  

令和 22年 

令和 42 年 

令和 42 年 
美濃加茂市の
将来展望人口 

 

<出典> 

down! up! 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<出典> 国勢調査データ 
 

人口構成の変化 

 

 

 

<出典> 国勢調査データ 

ゆるやかではあるものの、少子高齢化が進行している 

15.5

13.2

12.6

62.0

58.7

60.7

22.5

28.1

26.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

美濃加茂市

岐阜県

全国

15歳未満 15～64歳 65歳以上

■年齢 3区分別人口割合（平成 27年度） 

国・県よりも高齢化の進行はゆるやか 
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■市内各地区の人口推移を見ると、太田・古井地区は、ピーク時からやや減少傾向に転じています。 

■一方で隣接する加茂野・蜂屋・下米田地区は増加傾向にあり、コンパクトエリア周辺のサテライトエリアへの人口

集中が顕著な状況にあることから、今後、公共施設へのニーズが多様化していくことが予測されます。 

■市北部の伊深・三和地区は顕著な減少傾向にあり、特に小学校や保育園等のように特定年齢を対象とする公

共施設については供給過多となることが予想されることから、今後の公共施設のあり方について検討する必要

があります。 

地区別の人口推移 

 

<出典> 美濃加茂市の統計書（※人口には外国人人口を含まず） 
 

ポイント 

●人口は、令和 22年頃以降に減少する見込みで、少子高齢化もゆるやかに進行している 

●税収の減少、扶助費の増加等、人口減少・少子高齢化による財政への影響が懸念される 

●コンパクトエリア及び同エリア周辺のサテライトエリアへの人口集中、市北部（伊深・三和地区）

の人口減少が顕著であり、公共施設へのニーズの多様化が予測される 
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③ 財政状況 （平成 27年度末時点） 

 

1) 歳入・歳出の状況 

 

■一般会計＊決算において、平成 15年度（2003年度）から平成 27年度（2015年度）にかけて、歳入が 190

億円前後、歳出が 175億円前後で推移しています。 

■歳入のうちで最も割合が大きい地方税（市税）は、近年微増傾向にありますが、過去 10年間のピークであった

平成20年度（2008年度）からは減少しています。一方で、地方交付税＊の割合はやや高くなっていることから、

今後の自主財源＊の確保に向けた施策の検討が必要となっています。 

■歳出では、定員管理＊の成果として人件費の割合が低下していますが、扶助費は平成 18年度（2006年度）か

らの 10年間で 2倍以上に増加しており、今後の高齢化の進展等により更なる増加が懸念されています。 

一般会計決算【歳入】の推移 

 

<出典> 財政課データ 

 

一般会計決算【歳出】の推移 

 

<出典> 財政課データ 

 

ポイント 

●地方税（市税）がピーク時から減少しており、自主財源の確保が課題 

●扶助費が 10年間で 2倍以上に増加しており、今後は高齢化に伴い更に増加する見込み 

7,443 7,350 7,542 7,714 8,825 8,873 8,762 8,172 8,094 7,727 7,940 7,997 8,308 

2,802 2,219 2,247 2,302
1,974 1,678 2,044 2,015 2,485 2,545 2,735 2,382 2,491 

18,215

19,187 19,345

18,508 17,396 18,529 18,584 18,040

19,827
18,634

19,513 19,073 
20,763 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
地方税 地方交付税 その他一般財源 地方債 国庫支出金 都道府県支出金 その他特定財源

2,696 2,721 2,679 2,565 2,650 2,636 2,707 2,665 2,530 2,446 2,369 2,384 2,434

1,470 1,558 1,586 1,727 1,906 2,048 2,126 2,883 3,130 3,125
3,205 3,464 3,536

16,547 16,860
17,430 17,234

15,621

17,425 17,168
16,720

18,136 17,404 17,930 17,843
18,818

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
人件費 物件費 維持補修費 扶助費 補助費等 投資的経費 公債費 積立金・投資及び出資金・貸付金 繰出金

[百万円] 

[百万円] 
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2) 投資的経費の推移 

 

■美濃加茂市の一般会計において、公共施設、道路及び橋梁の修繕＊工事等を含む建設事業に充てた投資的

経費＊総額の推移は、平成 23年度（2011年度）から平成 25年度（2013年度）にかけて減少していますが、 

その後増加傾向に転じています。 

■平成 20年度が約 33億円とやや大きくなっているのは、学校給食センターが建設されたことによるものです。 

■道路及び橋梁に係る投資的経費は平成 23年度以降減少しています。一方、小中学校の耐震化工事や、老

朽化施設の建替え事業の実施に伴い、公共施設に係る投資的経費は増加傾向にあります。 

■企業会計＊における資本的支出＊の推移は、上水道が年度によってばらつきがあるのに対し、下水道は減少傾

向にあります。 

■美濃加茂市中期財政計画において、現在の社会資本の整備水準と将来負担のバランスを考えながら計画的

な事業を推進していくこととし、投資的経費等に係る市債の抑制を目標としています。その中で、今後増加する

ことが見込まれる公共施設等の維持管理及び更新に係る財源の確保が課題となっています。 

投資的経費【公共施設及びインフラ施設・一般会計分】の推移 

 

※数値の端数処理の関係上、一部合計値が一致しない箇所があります。       <出典> 財政課データ 

 

資本的支出【公共施設及びインフラ施設・企業会計分】の推移 

 
<出典> 上下水道課データ 

 

ポイント 

●公共施設の耐震化や建替え等に係る投資的経費は、増加傾向にある 

●道路・橋梁の投資的経費は、減少傾向にある 

●上水道の資本的支出は年度によってばらつきがあり、下水道の資本的支出は減少傾向にある 

●今後増加が見込まれる公共施設等の維持管理及び更新に係る財源の確保が課題 
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3) 財政の健全度 

 

■美濃加茂市では、中期財政計画にて目標を定め、財政の健全性を維持する取組みを継続しています。 

■地方公共団体の財政健全度を示す指標である「実質公債費比率＊（※1）」「将来負担比率＊（※2）」「市債残高」

については、平成 17年度から 10年間で 100億円の市債残高の削減を達成するなど現時点では健全な財政

状況にあるといえます。 

■しかしながら、時間の経過とともに人口減少や少子高齢化、また公共施設等の老朽化は進行していきます。歳

入・歳出の推移（10頁参照）から、自主財源（市税）の減少と義務的経費＊（扶助費）の増加傾向が読み取れる

ことからも、長期的には市の負担増が見込まれます。今後の社会情勢の変化に対応し続けていくため、財政の

健全性を維持していく必要があります。 

 

財政健全度の見込み 

 

<出典>財政課データ（平成 27年度末時点） 

※H26は実績、H27以降は見込みの値 

 

※1 「実質公債費比率」とは、財政健全化法に定める指標の一つで、この数値が早期健全化基準（25％）以

上になると財政健全化団体となり「財政健全化計画」を定め、自主的な改善努力による財政健全化に取

り組まなければなりません。 

※2 「将来負担比率」とは、財政健全化法に定める指標の一つで、この数値が早期健全化基準（350％）以上

になると 財政健全化団体となり「財政健全化計画」を定め、自主的な改善努力による財政健全化に取り

組まなければなりません。 

 

ポイント 

●現時点では健全な財政指標を示している 

●今後は、人口減少や少子高齢化に伴う自主財源（市税）の減少と義務的経費（扶助費）の増

加が更に進む見込みであり、将来的な負担増に対する備えが必要 
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(2) 公共施設の現状 （平成 27年度末時点） 
 

① 公共施設の整備状況 
 

■美濃加茂市が保有する公共施設の整備状況を見ると、総延床面積＊は約 164,300㎡であり、その用途別の内

訳は、学校教育系施設が最も多く全体の 40％を占めています。次いで公営住宅 12％、スポーツ・レクリエーシ

ョン系施設 11％、市民文化系施設 8％、行政系施設 7％、社会教育系施設 6％となっています。 

公共施設の用途別保有量（延床面積） 
 

会計 大分類 中分類 延床面積（㎡） 割合（％）※2 

一 

般 

会 

計 

 

学校教育系施設 
学校 60,962.57  37.1  

その他教育施設 4,046.94  2.5  

市民文化系施設 
集会施設※1 9,116.51  5.6  

文化施設 4,622.99  2.8  

社会教育系施設 
図書館 2,818.24  1.7  

博物館等 6,851.20  4.2  

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 
ｽﾎﾟｰﾂ施設 8,559.71  5.2  

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設 9,432.62  5.7  

子育て支援施設 
幼保・こども園 6,670.87  4.1  

幼児・児童施設 536.29  0.3  

保健・福祉施設 

高齢福祉施設 1,077.00  0.7  

障害福祉施設 334.51  0.2  

児童福祉施設 808.30  0.5  

保健施設 485.24 0.3 

その他保健・福祉施設 3,493.12  2.1  

行政系施設 

庁舎等 7,435.38  4.5  

消防施設 1,420.88  0.9  

その他行政系施設 1,893.21  1.2  

公営住宅 公営住宅 19,698.93  12.0  

公園 公園 1,798.04  1.1  

供給処理施設 供給処理施設 16.56  0.01  

その他 その他 4,800.34  2.9  

一般会計分 合計 156,879.45 95.5 

企業 

会計 

上水道施設 上水道施設 2,788.20  1.7 

下水道施設 下水道施設 4,640.92  2.8 

企業会計分 合計 7,429.12 4.5 

総延床面積※1 164,308.57  

<出典> 美濃加茂市公有財産台帳（平成 27年度末時点） 

※1平成 28年 3月 31日を基準日として、平成 28年 11 月に建替えが完了した加茂野交流センターの延床面積

（1,379.76㎡）を加えた合計延床面積としています。  ※2端数処理の関係上、合計は 100％になりません。 
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総延床面積の類型（大分類）別内訳（割合） 

 

<出典> 美濃加茂市公有財産台帳（平成 27年度末時点） 

 

■美濃加茂市が保有する公共施設の総延床面積を人口で割ると、市民 1人当たりの延床面積は 2.86㎡/人と

なります。これは、全国平均 3.42㎡/人や県内 21市の平均 5.42㎡/人と比べると、比較的低い数値であるこ

とが分かります。 

人口 1人当たりの延床面積 

 

<出典> 
・全国平均のデータは、東洋大学 PPP研究センター 「全国自治体公共施設延床面積データ」（平成 24年 1
月公表）を使用 
・美濃加茂市及び県内 21市平均のデータは、総務省「公共施設状況調経年比較表（市町村経年比較表）」に
おける平成 26年 4月 1日時点の公共施設延床面積（行政財産＊、普通財産＊）と、岐阜県の人口・世帯数
（平成 26年 4月 1日現在）人口動態統計調査結果における人口から算出 

 

ポイント 

●学校教育系施設と公営住宅で全体の延床面積の半分以上を占めており、人口減少・少子高

齢化の進行によるニーズ変化の影響を受けることが予期される 

●人口１人当たりの公共施設の延床面積は、岐阜県内 21市の平均に比べて少ない 
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② 公共施設の老朽化状況 

 

■旧耐震基準＊で建設された公共施設は約66,500㎡で全体の40.5％、新耐震基準＊で建設された公共施設は

約 97,800㎡で全体の 59.5％となっており、全体に占める老朽化が進行した施設の割合は多くなっています。 

■築 20年以上経過した公共施設は約 123,000㎡で全体の 74.9％を占めており、そのうち築 30年以上を経過

した施設は約 83,000㎡で全体の 50.5％を占める状況となっています。 

■公共施設の老朽化は深刻な状況であり、これらの施設の大規模修繕＊や建替えに必要な財源確保が今後の

重要な課題となっています。 

 

公共施設の建築年別整備量（延床面積） 

 

 

 

 

※平成 28年 11月完成の加茂野交流センターを含む 

 

ポイント 

●公共施設の 4割以上が旧耐震基準の建物であり、一斉に大規模修繕や建替え時期を迎える 

●公共施設の老朽化は深刻な状況であり、更新費用の財源確保が課題 
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総延床面積の 59.5 ％ 

30年以上経過 50.5 ％ 

20年以上経過 74.9 ％ 
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<出典> 美濃加茂市公有財産台帳（平成 27年度末時点） 
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③ 公共施設の地区別配置状況 

 

■公共施設を、類型別に色分けして配置状況をプロットしました。 

■コンパクトエリアに相当する●のエリアに、庁舎や図書館、福祉施設や公園など多くの公共施設が集約されている

ことが分かります。 

■サテライトエリアには、集会施設（交流センター）や小学校、保育園等が配置されています。交流センターには、連

絡所を併設することで、各地区の交流の核となる複合施設＊としての機能を持たせています。 

 

公共施設の類型（中分類）別配置図 

   
 

コンパクトエリア 庁舎等、主要な公共施設が集約されている地域 

サテライトエリア 各地区の交流の核となる公共施設が配置されている地域 

[凡例] 

背景：国土地理院の電子地形図（タイル） 
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■公共施設の設置に至る考え方によって、「単独設置型」「供給分散型」「需要分散型」に分類し、主な公共施設

の延床面積と地区別の人口増加率（昭和 35年～平成 28年）とを対比することによって、コンパクトシティを目指

す中での現状分析を行いました。 

 

公共施設の配置型 

 

設置型 概 要 

単独設置型 
固有の公共サービスを提供し、市内に 1つしかない施

設（庁舎、観光施設、福祉施設 等） 

分散型 

供給分散型 
建設当時の市の状況や必要性に応じて、市内に分散し

て配置した施設（市営住宅、体育館、運動場 等） 

需要分散型 
市民のニーズを想定して市内に分散指定配置した施

設（小中学校、保育園、交流センター・連絡所 等） 

  

 

■最も人口が多くコンパクトエリアに位置する太田地区・古井地区には、単独設置型施設のほとんどが集中していま

す。古井地区は、延床面積全体では太田地区より少ないものの、人口増加率が高いため、両地区における公共

施設の配置がややアンバランスな状態にあるといえます。 

■加茂野地区と蜂屋地区においても同様の傾向が見られ、人口増加率が高い加茂野地区よりも蜂屋地区のほう

が公共施設全体及び単独設置型施設の延床面積が多くなっています。 

■その他の地区については、単独設置型施設はわずかで、分散型施設が大半を占めており、延床面積としては少

ないことから、必要最低限に近い公共施設が配置されている状況にあるといえます。 

■これらの状況から、美濃加茂市の公共施設の配置はすでにコンパクトシティに近い状況にあるといえます。 

■しかし、市の財政状況や地区間の人口バランスは変化していることから、コンパクトエリアや蜂屋・加茂野地区にお

ける単独設置型施設のバランスや、その他サテライトエリアにおける分散型施設の必要な量及び配置について、

将来を見据えた再配置を検討していく必要があります。 

 

地区別の人口増加率と公共施設延床面積 
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■各地区に配置されている公共施設の状況や課題を下記のように整理しました。 

 

地区名 地区別状況・課題 

太田 

地区 

■太田地区は、中心市街地を形成し、コンパクトシティの観点からも市の中心部となる地区です。

庁舎やプラザちゅうたい、生涯学習センターなど公共施設が集約して配置されています。 

■しかし、それらの施設の多くは旧耐震基準の建物であり、今後は建物の大規模修繕や更新が求

められます。更新の際には、駐車場用地の確保や重複した施設機能の統合や整理も求められ

ます。 

古井 

地区 

■太田地区と同様に、中心市街地を形成し、人口密度も高い地区であり、コンパクトシティの観点

からも市の中心部となる地区です。特に、小中学校や、文化会館、東図書館、交流センターな

どの市民文化系施設及び社会教育系施設が多くあることが特徴です。 

■しかし、それらの施設の多くが旧耐震基準の建物であり、今後は建物の大規模修繕や更新とと

もに、重複した施設機能の統合や整理も求められます。 

山之上 

地区 

■地域生活に密接な施設である交流センター・連絡所のほかに、市全域の利用者が見込まれる

健康の森やサン・スポーツランドなども配置されています。全体としては、比較的新しい新耐震

基準の建物が多い地区です。 

■一方で、山之上保育園など旧耐震基準の建物もあり、これらの建物の大規模修繕や更新、再

配置の検討が今後必要となります。 

蜂屋 

地区 

■中部台の開発によって、人口増加が進む蜂屋地区には、交流センター・連絡所に加えて、市域

の中心にある利便性から単独設置型として文化の森や学校給食センターも配置されています。 

■蜂屋小学校など旧耐震基準の建物の大規模修繕や更新、再配置の検討が今後の課題です。 

加茂野 

地区 

■市内で最も人口増加率の高い加茂野地区には、交流センター・連絡所のほかに、単独設置型

として子育て支援施設である児童館（保育園併設）や福祉施設が設置されています。特に建替

えが完了した交流センターは、地域活動の拠点としての機能を発揮することが見込まれます。 

■旧耐震基準で建設された加茂野小学校の大規模修繕や更新が今後の課題です。 

伊深 

地区 

■交流センター・連絡所のほかに、小学校や保育園などが配置されており、多くが旧耐震基準の

建物です。 

■老朽化した施設の更新の際には、統合・複合化＊などを含めた施設のあり方を、定住人口の増

加を図る地域づくりとともに検討する必要があります。 

三和 

地区 

■交流センター・連絡所のほかに、小学校や市営住宅などが配置されており、多くが新耐震基準

の建物です。 

■市の北部に位置する三和地区は、大幅な定住人口の増加を図ることは困難ですが、今後は地

域生活に欠かせない施設の機能維持を図ることが求められます。 

下米田 

地区 

■交流センター・連絡所のほかに、体育館機能を備えた牧野交流センターや小学校、保育園、さ

くらの森などが配置されています。 

■下米田保育園など旧耐震基準の建物の大規模修繕や更新、再配置の検討が今後の課題で

す。 
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ポイント 

●単独設置型の公共施設はコンパクトエリアに集中しており、コンパクトシティの様相を呈しているといえる 

●コンパクトエリアにおいては、更新の際に駐車場用地の確保や重複した施設機能の統合等が課題となる 

●サテライトエリアの多くの地区は、必要最低限に近い公共施設が配置されている状況 

●各地区の人口推移・流動も考慮し、必要なサービスの量と質を考慮した再配置（統合・複合化）が必要 
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④ 公共施設の広域利用の状況 

 

■美濃加茂市は、加茂郡の各町村（坂祝町・川辺町・富加町・七宗町・白川町・八百津町・東白川村）と「定住自

立圏の形成に関する協定」を締結し、みのかも定住自立圏を形成しています。 

■定住自立圏は、市町村の主体的取組みとして、「中心市」の都市機能と「近隣町村」の農林水産業、自然環境、

歴史、文化など、それぞれの魅力を活用して、NPOや企業といった民間の担い手を含め、相互に役割分担し、連

携・協力することにより、地域住民のいのちと暮らしを守るため圏域全体で必要な生活機能を確保し、地方圏へ

の人口定住を促進する政策です。 

■また、定住自立圏の構想では、各市町村の公共施設の共同利用の推進を図ることも求められており、既存の公

共施設の利用の広域化が期待されています。例として、美濃加茂市と坂祝町で行われている図書館の相互利

用などがあげられ、市民の図書館利用における利便性の向上につながっています。 

■「みのかも定住自立圏 生涯学習情報サイト「学びのとびら」」や「加茂地域医療・介護・福祉サービスマップ」等の

サービスを運営・提供するなど、各市町村の住民が、自分の住むまちに限らず使いやすい公共施設でサービスを

受けられる仕組みづくりを進めています。 

 

みのかも定住自立圏マップ  加茂地域医療・介護・福祉サービスマップ 

 

 

 

 

 

 

 

<出典> みのかも定住自立圏ホームページ 
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⑤ 避難所指定状況 

 

■災害発生時に市民を守るため、美濃加茂市ハザードマップを作成して市民に配布・公開するとともに、一部の公

共施設を避難施設（避難所）として指定し、避難所の開設に備えています。 

■避難所に指定されている公共施設においても、老朽化が進行した建物があります。公共施設の再配置を検討す

る際には、各施設の老朽化状況を踏まえ、避難所としての適切な配置を満たすように計画する必要があります。 

■第 5次総合計画において、市の避難所に指定されている小中学校や交流センターなどの公共施設について、平

成 31年度までに耐震化率＊100％の達成を目標として掲げています。平成 28年度（2016年度）において、耐

震性＊を満たしていない西体育館・文化会館・下古井交流センターへの対応が求められています。 

 

美濃加茂市ハザードマップと指定避難所 

 

※「**」のついている施設は、美濃加茂市が保有する公共施設以外の施設です。 

平成 28年（2016年）4月時点 
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(3) インフラ施設の現状 （平成 27年度末時点） 

 

① 道路（橋梁以外の施設） 

 

■美濃加茂市では、約 736 kmの市道（1級、2級、その他の区分）を管理しています。 

■昭和 56年度(1981年度)から昭和 58年度（1983年度）頃にかけて、ほとんどの道路が一斉に整備され、それ

以降は、必要に応じて新規整備を行っている状況です。建設から年月が経過した路線も多く、今後は舗装の老

朽化に対応した維持管理に係る費用が増大する見込みです。 

■現在の美濃加茂市における舗装修繕は、道路パトロールによる日常的な路面状態の管理、市民や利用者からの

情報及び要望などを鑑みて、定性的＊な判断によって工事実施を決定しています。 

■今後は、優先順位について定量的＊な判断に努め、予防保全＊的な維持管理を進めるとともに、十分な維持補

修を事業化し、路面性状の管理レベルを一定に保つための予算確保が必要です。 

道路の状況 

 

  

 

 

<出典>美濃加茂市道路台帳（平成 27年度末時点） 

 

 

 

 

 

<出典> 美濃加茂市道路台帳（平成 27年度末時点） 

■美濃加茂市では、平成 24 年度（2012 年度）に道路舗装維持管理の問題点を整理して合理的な舗装マネジメ

ント手法を検討したうえで、効率的な舗装の維持管理を実現するための方法について検討しました。 

■また、平成 25年度（2013年度）には総点検実施要領に基づき幹線市道(約 87km)の路面性状調査を行い、舗

装修繕を実施するためのデータ収集を行いました。 

■これらを踏まえて、平成26年度（2014年度）に「道路長寿命化計画」を策定し、道路の保全についての長期シミ

ュレーションによって舗装修繕に必要な予算を算出し、中期の工事区間を抽出しました。 

■これらに基づき、確実に維持補修事業を実現していくための効率化についても検討していく必要があります。 

■道路施設（トンネル、大型カルバート＊、横断歩道橋、標識、街路灯等）についても、舗装と同様に確実に維持補

修事業を実現していくための効率化の検討が必要です。 

ポイント 

●対症療法＊的な維持修繕を実施しており、舗装の劣化が進行している箇所が多いため、今後

は、予防保全的な対策に切り替えていく必要がある 

●確実に維持補修事業を実施していくための予算確保と、効率的な実施方法の検討が必要 

整 

備 

延 

長 

(m) 

整備年度 

30年以上経過 

総延長の

72.2 ％ 

30年未満 

総延長の 

27.8 ％ 
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② 橋梁 

 

■市道にある橋梁は、全部で 260 橋あり、橋長 15m 以上の橋梁が 64 橋（24.6％）、橋長 2m 以上 15m 未満の

橋梁が 196 橋（75.4％）となっています。中小規模の橋梁が多数あり、どの橋も地域間を結ぶ重要な橋となって

います。 

■築年後 30 年以上経過している橋梁は全体の 41.3％を占めています。更に、整備年度不明の橋梁が 23.6％と

相当に多くなっており、これらの橋梁のほとんどがかなり古い橋梁であることから、橋梁全体の老朽化は深刻な状

況です。 

橋梁の状況 
 

区分 数量 

2m以上 15m未満 196 

15m以上 64 

橋梁全体 260 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<出典> 美濃加茂市橋梁台帳（平成 27年度末時点） 
 

■美濃加茂市では、橋梁の長寿命化修繕及び架け替えに係る費用の縮減＊を図りつつ、地域の道路網の安全性・

信頼性を確保することを目的として、岐阜県アセットマネジメント＊検討委員会の成果を活用し、平成 19 年度

（2007年度）に「橋梁長寿命化修繕計画策定事業」を創設しました。 

■これに従って、平成 26 年度（2014 年度）に「橋梁長寿命化修繕計画」（個別施設計画）を策定し、1・2 級市道

及びその他の市道に架かる橋梁のうち、重要な 55 橋については、中長期的な修繕計画に基づき、耐震化を含

めた修繕を実施しています。 

■予防保全的な修繕と計画的な架け替えを前提とする長寿命化計画の実施により、費用の縮減を図る必要があり

ます。 
 

ポイント 

●各地区を結ぶ重要な橋梁が多く、老朽化が進行しており、効率的な予防保全を進める必要が

ある 
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③ 公園 

 

■美濃加茂市が管理する都市公園＊は 51施設あり、そのうち平成 12年（2000年）以降に設置した比較的新しい

施設が 26施設ありますが、設置から 40年以上経過する古い施設もあります。 

■災害時の避難場所（避難広場＊・一時退避広場＊）として指定されている公園もあるため、平常時の利用者の安

全性とともに防災施設としての役割も持つことから、主に設備の点検を適切に行っていく必要があります。 

 

都市公園の状況 

 

種類 種別 箇所 
都市計画 
区域 

用途地域 
DID 
区域 

面積
（㎡） 

住区基幹公園 
街区公園 33 33 25 9 71,862  
近隣公園 5 5 5 1 91,938  

都市基幹公園 総合公園 1 1 0 0 131,000  
緩衝緑地等 都市緑地 12 12 10 1 113,863  

合計 51 51 40 11 408,663  

 

 

<出典> 公園基本情報（平成 27年度末時点） 

 

■今後老朽化が進行する総合公園及び近隣公園に対して、安全・安心な公園施設の利用、効果的な維持管理

や計画的な改築・更新等を実施するために、平成 24年度（2012年度）から平成 25年度（2013年度）にかけ

て、「美濃加茂市都市公園長寿命化修繕計画」を策定しました。 

 

ポイント 

●古い公園も多くあり 、平常時・災害時の安全性確保のため適切な点検及び計画的な更新等を

行う必要がある 
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④ 上水道 

 

■市で管理する水道管は全長約573kmであり、平成27年度末時点の上水道普及率は99.15％となっています。 

■管路の大半は配水管であり、送水管、導水管を含めた全体の 48.8％が更新の目安とされる期間（20年間）を超

え、整備後 20年以上経過している状況にあります。 

■40年以上経過した管路もあることから、漏水事故や地震への対策として、管路更新と耐震化率の向上が喫緊の

課題となっています。 

■浄水場、ポンプ場等の施設についても、逐次修繕等を実施していますが、管路の維持管理に係る費用と合わせ

てこれらの更新費用が多額となる見込みです。 

 

上水道の状況 

  

 

 

 

<出典> 美濃加茂市上水道台帳（平成 27年度末時点） 

 

■美濃加茂市では、平成 21年度（2009年度）に策定した「美濃加茂市水道ビジョン 美濃加茂の水 50」において、

アセットマネジメント導入による重要管路の設定、管路更新計画の策定及び見直しの方針等を定めました。 

■管路更新計画に従い、管路の老朽度、耐震性などから算出した各管路の更新評価点に基づき優先順位を設定

し、計画的な管路の更新を実施しています。 

■また、更新に要する費用は年度によって異なるため、更新費用が過大となる場合には、優先度評価を基に更新

の前倒しや先送りを行い、更新時期の平準化を図っています。 

重要管路の設定 
 

 

<出典> 美濃加茂市水道ビジョン 美濃加茂の水 50 
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■上水道事業の健全な経営により、各施設の維持管理や更新・耐震化を実施していくことを目的として、中長期財

政計画（計画期間：平成 21年度～令和 10年度）を策定しました。 

■中長期財政計画においては、今後の人口減少を考慮した収益的収支の見通しを示すとともに、資本的収支の見

通しとして、減価償却費等による内部留保金を建設事業費（施設の更新等）に充当すること等を方針として定め

ました。 

■平成29年度に、上水道事業が将来にわたってサービスの提供を安定的に継続することが可能となるよう中長期

的な経営の基本計画である経営戦略を策定する予定です。 

 

上水道事業の資本的収支の推計 

 

 

<出典> 美濃加茂市水道ビジョン 美濃加茂の水 50 

 

ポイント 

●上水道は、およそ半数の管路が更新目安の期間を超える整備後 20年以上を経過している 

●建物や機械設備の老朽化も進行しており、今後は多額の更新費用が発生する見込み 
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⑤ 下水道 

 

■美濃加茂市の下水道事業は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業から成り

立っています。 

■市で管理する管路の総延長は、全長約 516kmにおよび、美濃加茂市公共下水道事業工事が開始された昭和

63年から 30年近く経過しており、当初設置した管路は老朽化が進行しています。 

■平成元年度（1989年度）から平成 18年度（2006年度）にかけて集中的に整備していることから、今後これらが

一斉に老朽化することが見込まれ、多額の更新費用が集中的に発生する見込みです。 

 

下水道の状況 

 

  

 

 

<出典> 美濃加茂市下水道台帳（平成 27年度末時点） 

 

■平成28年度に、下水道事業が将来にわたってサービスの提供を安定的に継続することが可能となるよう中長期

的な経営の基本計画である経営戦略を策定する予定です。 

 

ポイント 

●下水道は、管路全体としては比較的新しいが、今後同時期に多額の更新費用が発生する見込 

み 
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⑥ その他（農業用施設） 

 

■美濃加茂市では、農業用施設として 53箇所の農業用ため池等を管理しています。 

■農業用ため池等の農業用施設は、古くからの既存施設を改修*して現在に至っているものが多く、改修時期が不

明な古い施設もあります。 

■灌漑
かんがい

用の水を貯めている農業用ため池では、災害時に決壊すると隣接地に浸水被害を発生させてしまうため、

日常の点検を適切に行っていく必要があります。 

■平成 25年度に県営事業にて、一定水準以上の農業用ため池 48箇所を対象とした一斉点検が実施され、豪雨

と地震に関する整備の緊急性が判定されました。 

 

ポイント 

●古い農業用ため池も多くあり、平常時・災害時の安全性確保のため適切な点検及び計画的な

更新等を行う必要がある 
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2.2 公共施設等の維持管理に要する中長期的な経費や財源の見込み （平成 28年度時点） 

 

① 投資的経費の充当実績に基づく今後の財源見通し 

 

■美濃加茂市の一般会計において過去5年間に充当された投資的経費（建設事業等に係る費用）は、年度によっ

てばらつきはありますが、平成 25年度に比べて近年は増加傾向にあります。 

■内訳としては、公共施設に係る投資的経費が多い傾向にあり、平均で約 8.0億円となっています。 

投資的経費（公共施設及びインフラ施設・一般会計分）の推移 

 

 

■インフラ施設について、道路及び橋梁に係る投資的経費と、企業会計（上水道・下水道）の資本的支出の推移を

見ると、上水道を除き近年は減少傾向にあります。 

■全てのインフラに対する経費の合計は、平均で約 11.2億円となっています。 

投資的経費（インフラ施設・企業会計の資本的支出を含む）の推移 

 

 

 

 

 

568 569 487 582 619 565 

3 23 0.5
7 3 7 

610 484 
465 285 246 418 
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445 

808 
1,234 802 
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1,666 
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0

500

1,000

1,500

2,000
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公共施設に係る

投資的経費

道路及び橋梁に

係る投資的経費

公共施設、道路

及び橋梁に係る用

地取得費
その他

607 503 462 
286 225 

417 

6 
4 4 

5 24 

9 

240 
601 

466 688 

372 

473 

290 

247 

220 159 

180 

219 

1,144 
1,355 

1,152 1,138 

801 

1,118 

0

500

1,000

1,500

H23 H24 H25 H26 H27 H23～H27平均

下水道

上水道

橋梁

道路

（百万円） 

<出典> 財政課データ 

（百万円） 

<出典> 財政課データ 

※上水道・下水道は、公共施設の資本的支出を含みます。 
※数値の端数処理の関係上、合計値が一致しない箇所があります。 
※道路・橋梁は用地取得費を含むため、本グラフの合計と、上段のグラフの
「道路・橋梁に係る投資的経費」とは一致しません。 

 
 

※数値の端数処理の関係上、合計値が一致しない箇所があります。 
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■財源見通しとしては、人口減少・少子高齢化に伴う歳入（税収等）の減少、歳出（扶助費等）の増加により、投資

的経費については過去 5年間の平均額（公共施設約 8.0億円、インフラ施設約 11.2億円（それぞれ用地取得

費を含む））を確保することも困難な状況となっていくことが予測されます。 

 

ポイント 

●今後は、過去 5年間の投資的経費平均額（公共施設約 8.0億円、インフラ施設約 11.2億円）

が確保できない見通し 
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② 公共施設の更新等費用試算 

 

■今後、公共施設の大規模修繕及び建替えに要する更新等費用を試算しました。 

■試算を行うに当たっては、一般財団法人地域総合整備財団が提供する「公共施設等更新費用試算ソフト」の考

え方を基本としました。さらに、過去に実施した大規模修繕履歴を調査・反映し、試算の精度向上を図るため、同

ソフトウェアの考え方に沿った拡張版の試算ソフトを使用し、下記のような条件で試算を行いました。 

 

更新等費用試算条件（公共施設） 

■試算ソフトウェア ： 公共施設等更新費用試算ソフトの考え方に沿った拡張版の試算ソフト 

■更新等年数 

・「建築物の耐久計画に関する考え方（社）日本建築学会」によると、普通品質の RC 造の耐用年数＊は上限値

が 80年、下限値が 50年であり、美濃加茂市において多くの公共施設が高度経済成長期から昭和 50年代前

半にかけて建設されていることを考慮すると、上・下限の平均値である 65 年を RC 造の耐用年数として採用す

ることが妥当と考える。よって、今回は計画建替え年数を 65年（3年間で建替えを実施）と設定する。 

・大規模修繕は、計画建替え年数の過半を過ぎた時点（通常 30年～40年）において計画されるものであり、今

回は大規模修繕年数を30年（2年間で大規模修繕を実施）と設定する。各施設の除却＊（廃止）までに1回の

大規模修繕を想定し、重複を回避する。なお、大規模修繕及び建替えの積み残し分については、最初の 10

年間で均等割りして対処するものとする。 

■対象施設 

・一般会計分の公共施設（156,879㎡）（平成 27年度末時点） 

※企業会計分の公共施設（上水道施設・下水道施設7,429㎡）は、この試算には含まず、公共施設等更新費用

試算ソフトの仕様に準じてインフラ施設と合わせて試算する。 

■更新等単価 

・公共施設等更新費用試算ソフトにおいて大規模修繕及び建替えの標準値とされている、類型（大分類）別の更

新等単価を使用する。 

・なお、試算ソフト上で計画する大規模修繕年数以前に大規模修繕を実施している施設については、その費用の

一部（大規模修繕単価の 3割程度）を試算計上する。 

 

施設類型（大分類） 大規模修繕単価（円/㎡） 建替え単価（円/㎡） 

市民文化系施設、社会教育系施設、 
行政系施設 

250,000  400,000  

スポーツ・レクリエーション系施設、 
保健・福祉施設、供給処理施設 

200,000  360,000  

学校教育系施設、子育て支援施設、 
公営住宅 

170,000  280,000  

公園（※建物のみ） 170,000  330,000  

その他 200,000  360,000  

 

 

■前述の条件に基づき、全国的によく用いられる試算検討期間である 40年間の更新等費用を試算しました。 
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■試算結果は、平成 29年度から令和 38年度までの 40年間で、費用として総額約 535.0億円、年間当たり約

13.4億円かかるという試算結果となりました。 

■過去 5年間の投資的経費（既存更新等＋新規整備＋用地取得）充当実績の平均額である 8.0億円（グラフの

赤線）を基準とすると、今後はその 1.67倍の費用が毎年必要（年間約 5.4億円、40年間の総額約 216.0億円

が不足）となる見込みです。 

更新等費用試算結果（公共施設） 

 

 

■試算結果によれば、令和 20年頃、令和 28年頃及び令和 36年頃の 3回、更新のピークがあります。 

■現時点での大規模修繕及び建替えの積み残し分について、施設の劣化が手遅れとならないようにできるだけ早

期に対処していくとともに、優先すべき施設を選定し、優先的に対処（大規模修繕・建替え）していくことで、更新

のピークを平準化していく必要があります。 

 

ポイント 

●公共施設の更新等費用は、平成 29年度から令和 38年度までの 40年間で 535.0億円と 

試算 

●年間当たり 13.4億円を要し、過去 5年間の平均投資的経費充当実績 8.0 億円の 1.67倍に

上る 

●大規模修繕及び建替えの積み残し分の早期対処と併せて、更新ピークの平準化が必要 
  



33 

「美濃加茂市公共施設劣化診断等調査」における更新等費用試算結果 

■美濃加茂市では、主要な公共施設（施設の用途や目的の観点から重要性の高い建物 171棟 137,795 ㎡）

について、建物の劣化状況を把握し、今後の公共施設の再配置計画の基礎データを取りまとめることを目的と

して、平成 25年度に「美濃加茂市公共施設劣化診断＊等調査」を実施し、主要な公共施設の劣化調査（建

築物点検調査）及び机上調査を行いました。 
 

調査区分 調査概要 対象棟数 

劣化調査 

（建築物点検調査） 

■「建築物点検マニュアル・同解説（財）建築保全センタ

ー」に示される点検記録（総括表）と点検マニュアルチェ

ックシートを参考に劣化状況を調査 

28棟 

机上調査 
■点検調査の対象施設である 28 棟の調査結果を基に、

その他主要な施設 143 棟の劣化状況を推測して評価 
143棟 

 

■劣化調査及び机上調査の結果より、将来の公共施設の維持更新に必要となるコストとして修繕費（大規模修

繕費用）及び更新費（建替え費用）の推計を行ったところ、公共施設の大規模修繕と建替えがおおむね完了す

るまでの 80年間で、大規模修繕・建替え費用として総額約 944.0億円、年間当たり約 11.8億円かかるという

試算結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■この試算結果（下表②）を、拡張版試算ソフト（下表①）で使用した対象延床面積相当に換算（下表③）したとこ

ろ、ほぼ同じ試算結果となっており、拡張版試算ソフトによる更新等費用の信頼性は高いといえます。 

試算種別 

対象 

面積

（㎡） 

年額 

（億円）Ａ 

年投資実績 

（億円）B 
A/B 備 考 

①拡張版試算ソフトによる試算 156,721 13.4 8.0 1.67  

H25試算 
②当初 137,795 11.8 5.0 2.36  

③面積換算 156,721 13.4 8.0 1.67 ②を①の面積相当に換算 

       
 

80年間の修繕・更新費 

修繕費計：約 358.0 億円 

更新費計：約 586.0 億円 

総  額：約 944.0 億円 
年間更新等費用 

約 11.8億円/年 公共施設の工事費 

(H24実績：5.0億円) 
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③ インフラ施設の更新等費用試算 

 

■インフラ施設の更新等費用については、インフラ種別ごとに策定している長寿命化計画等において、現状に基づく

試算を行っています。本計画においては、統一的な手法で長期的な試算を算定するため、公共施設と同様に

「公共施設等更新費用試算ソフト」による試算を行いました。 

■試算においては、市が保有するインフラ施設のうち、特に多額の更新等費用が想定されている、道路・橋梁・上

水道・下水道について、「公共施設等更新費用試算ソフト」の標準設定により、今後 40年にわたる更新等費用を

算出しました。 

 

更新等費用試算条件（インフラ施設・公共施設等更新費用試算ソフトによる） 

（道路） 

 ■更新年数 一律 15年 

 ■更新単価 1級・2級及びその他の市道 4,700 円/㎡ 

 

（橋梁）  

  ■更新年数 一律 60年 （現時点の積み残しは、5年間かけて対処する） 

  ■更新単価 PC橋・RC橋・石橋・木橋・その他 425,000円/㎡、 鋼橋 500,000円/㎡ 

 

（上水道） 

  ■更新年数 一律 40年 

    ※プラント（上水道会計分の建物）は、建替え年数 65年、大規模修繕年数 30年 

  ■更新単価 公共施設等更新費用試算ソフトの標準値に準じ、管径により設定（9.7～14.2万円/m） 

    ※プラントは、建替え単価 360,000円/㎡、大規模修繕単価 200,000円/㎡ 

 

（下水道）  

  ■更新年数 一律 50年 

    ※プラント（下水道会計分の建物）は、建替え年数 65年、大規模修繕年数 30年 

  ■更新単価 公共施設等更新費用試算ソフトの標準値に準じ、管径により設定（6.1～168万円/m） 

    ※プラントは、建替え単価 360,000円/㎡、大規模修繕単価 200,000円/㎡  
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■試算結果は、平成 29年度から令和 38年度までの 40年間で、総額約 1,672.8億円、年間当たり約 41.8億円

かかるという試算結果となりました。 

■過去5年間の投資的経費（既存更新等＋新規整備＋用地取得）充当実績の平均額である11.2億円（グラフの

赤線）を基準とすると、今後はその 3.74倍の費用が毎年必要（年間約 30.6億円、40年間の総額約 1224.0億

円が不足）となる見込みです。 

 

更新等費用試算結果（インフラ施設） 

 

 
 

 

ポイント 

●インフラ施設の更新等費用は、平成 29年度から令和 38年度までの 40年間で 1,672.8億円

と試算 

●年間当たり 41.8億円を要し、過去 5年間の平均投資的経費充当実績 11.2億円の 3.74倍に

上る 
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④ 公共施設等（公共施設＋インフラ施設）の更新等費用試算 

 

■公共施設とインフラ施設の更新等費用試算結果を合算すると、平成 29年度から令和 38年度までの 40年間で、

総額約 2,207.8億円、年間当たり約 55.2億円かかるという試算結果となりました。 

■過去5年間の投資的経費充当額の平均である19.2億円（グラフの赤線）を基準とすると、今後はその 2.87倍の

費用が毎年必要（年間約 36.0億円、40年間の総額約 1440.0億円が不足）となる見込みです。 

更新等費用試算結果（公共施設＋インフラ施設） 

 

 

 

 

施設種別 

過去 5年間の 

平均投資実績

（Ａ） 

40年間の 

更新等費用試算額 

年間当たりの 

更新等費用

（B） 

年間当たりの 

不足額（B-A） 

公共施設 8.0億円 535.0億円 13.4億円 5.4億円 

インフラ施設 11.2億円 1,672.8億円 41.8億円 30.6億円 

公共施設＋インフラ施設 19.2億円 2,207.8億円 55.2億円 36.0億円 
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■上記の試算では、公共施設等更新費用試算ソフトの標準単価に基づいた試算により、やや高額な試算結果とな

っています。 

■公共施設については、本市において更新等に実際に要した費用の実績や、周辺市町村や本市と同規模の地方

自治体における事例を収集・分析し、更新等単価及び更新等費用試算の精度向上に努めます。 

■インフラ施設については、不足額が相当に大きくなっていますが、そのうち上・下水道の占める割合が大きくなって

います。上・下水道は、平成28年度と平成29年度に策定予定の経営戦略において、財源確保の見通しの試算

とともに、更新等費用など投資の見通しについてさらに精度の高い試算を実施する予定です。 

■今後は、これら公共施設等の更新等費用試算の精度を高める取組みを、財源確保の取組みと一体で進めてい

きます。 

 

ポイント 

●公共施設とインフラ施設の更新等費用の合計は、平成 29年度から令和 38年度までの 40年

間で 2,207.8億円と試算 

●年間当たり 55.2億円を要し、過去 5年間の平均投資的経費充当実績 19.2億円の 2.87倍に

上る 

●公共施設の更新事例の収集・分析や、特に多額の試算となっている上・下水道の経営戦略の

策定等、試算の精度を高める取組みを財源確保の取組みと一体で進めていく 
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2.3 公共施設のあり方に関する市民のニーズ （平成 28年度時点） 

 

■美濃加茂市では、平成 28年（2016年）8月に、18歳以上の 1,500名の市民（無作為抽出）を対象として、市

民満足度調査（市民アンケート）を実施しました。 

■このうち、「美濃加茂市の公共施設について」の設問として、現在の公共施設を取り巻く課題を提示し、公共施設

の利用状況、ソフト及びハードの満足度を確認し、今後の方向性について市民の意向を調査しました。 

■アンケート結果については資料編に単純集計＊結果を掲載しています。以下では要約した結果を示します。 

 

「公共施設の数や配置、サービスや運営方法、建物や設備の満足度」についての回答結果 

 

■「満足」＝5～「不満」＝1 として（平均値＝3）、満足度の平均値を集計した結果、いずれの施設もおおむね 3

以上となっており、現状の公共施設の量や質については平均的に満足であるという結果となっています。 

■建物や設備についてのみ、平均値が 3 を下回る施設（スポーツ・レクリエーション・観光施設）があり、建物や設

備の老朽化に対する計画的な修繕、更新等が実施できていないことが、低い満足度として表れていることから

読み取れます。 

 

施設分類 
公共施設の満足度※ 

数・配置 

（量） 

サービス・運営方法 

（ソフト） 

建物・設備 

（ハード） 

①市民の文化活動や生涯学習活動を支援する施設 

（文化会館、生涯学習センター、交流センターなど） 
3.31 3.16 3.05 

②市民の社会教育を支援する施設 

（図書館、津田左右吉博士記念館など） 
3.40 3.34 3.19 

③スポーツ・レクリエーション・観光施設 

（プラザちゅうたい、健康の森、中山道会館など） 
3.11 3.07 2.95 

④子育てを支援する施設 

（保育園、ほたるの広場、加茂野児童館など） 
3.13 3.12 3.02 

⑤福祉サービスの提供や保健活動の支援を行う施設 

（総合福祉会館、デイサービスセンター、保健センターなど） 
3.21 3.14 3.09 

⑥学校教育を行う施設 

（小中学校※体育館などの学校開放を含む） 
3.16 3.15 3.00 

⑦行政サービスを提供する施設 

（市役所、連絡所） 
3.20 3.13 3.02 

 

※満足度＝満足から不満までの各回答者数に以下の数を乗じ求めた平均値 

満足＝5、やや満足＝4、普通＝3、やや不満＝2、不満＝１  （わからない・無回答は集計に含めない） 

０．００ ■■  ：満足度が一番高い施設分類        ：満足度が一番低い施設分類 
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「公共施設を今後どのようにしていくべきか」についての回答結果 

■下グラフ中にて水色で示した「積極的に減らす」「統廃合・複合化・民間活用などで一定のサービスを維持しな

がらできるだけ減らす」の回答を合わせると、全体の 5 割近くを占めています。緑色で示した「経費削減、利用

料の値上げによる収入増で施設を維持」と合わせると 7 割を超え、多くの市民が「維持又は削減」を望んでいる

ことがうかがえます。 

■前述の「公共施設についての満足度」に関するアンケート結果においても、現在の公共施設の総数・総量に対

する不足感が少ないことから、市民は、単純な施設維持や増加ではなく、サービスを維持するように工夫したう

えでの削減を求めていることが明確な結果となりました。 

 
 

「将来にわたって優先的に維持していくべき公共施設」についての回答結果 

■近年の大規模災害の影響からか、「防災拠点としての行政施設」が最も優先度が高く、「子育て支援施設」、

「学校」、「保健・福祉施設」も同様に 6 割前後の回答者が優先的に維持すべきと回答しています。このことか

ら、防災を先頭に、子どもの育成に貢献する施設が高い支持を得ていることが分かります。 

 

 

ポイント 

●公共施設全体の量や質は、おおむね満たされている 

●市民は、工夫のもとに一定のサービスを維持しながら削減することを望んでいる 

●市民にとっては、「防災拠点となる施設」と「子どもの育成に関わる施設」に対する優先度が高い 

6.1%

42.6%

25.4%

3.6%

12.5%

9.8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

積極的に減らす

統合などで一定のサービスを維持しながら減らす

経費削減、利用料の値上げによる収入増で施設を維持

借金をしてでも公共施設を増やす

わからない

無回答

45.4%

38.4%

46.2%

58.7%

62.3%

61.1%

62.8%

10.2%

29.3%

8.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

①市民の文化活動や生涯学習活動を支援する施設

②市民の社会教育を支援する施設

③スポーツ・レクリエーション・観光施設

④子育てを支援する施設

⑤福祉サービスの提供や保健活動の支援を行う施設

⑥学校教育を行う施設

⑦災害時の防災拠点となる行政施設

⑧公営住宅

⑨公園施設

無回答

統廃合・複合化・民間活用などで 

一定のサービスを維持しながらできるだけ減らす 

他のサービスの削減や借金をしてでも 

公共施設を増やす 
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3. 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

3.1 計画期間 

 

■美濃加茂市人口ビジョンによると、およそ 20年後の令和 17年（2035年）から令和 22年（2040年）頃にかけて

美濃加茂市は最大人口（約 5万 8千人）となることが見込まれています。そこで、本計画は人口成熟期を迎える

までの 20年間（平成 28年度～令和 17年度）を計画期間として設定し、20年後に想定される市民サービスの

供給に必要とされる施設量＊の維持を図ることを前提に計画します。 

■本計画は、「美濃加茂市第 5次総合計画」のほか、「美濃加茂市中期財政計画」、「美濃加茂市人口ビジョン」、

各種インフラ長寿命化関連計画等、今後の公共施設等の維持管理・運営等に係る主要な諸計画等との整合を

取りつつ策定・推進を図り、10 年後には公共施設等の状況や財政状況の変化、人口の増減などを踏まえ、計画

全体の見直しを行います。 

公共施設等総合管理計画の計画期間（推進予定） 
 

 

 

■本計画の策定・推進に当たっては、施設の類型ごとに推進してきた各種計画等との整合を図り、進捗状況を踏ま

えつつ、適切な対策を検討・実施していくことができるよう、関係者の情報共有を図ります。 

Ｒ1  Ｒ2  Ｒ3  Ｒ4  Ｒ5  Ｒ6  Ｒ7  Ｒ8  Ｒ9  Ｒ10  Ｒ11  Ｒ12  Ｒ13  Ｒ14  Ｒ15  Ｒ16  Ｒ17 Ｒ18 

平成 27年度（2015）～令和 42年度（2060） 

平成 28年度（2016） 
    ～令和 17年度（2035） 
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公共施設等マネジメントに関連する計画（目標・重点施策） 等 

（公共施設） 

■美濃加茂市第 5次総合計画後期基本計画（平成 27年度～令和元年度） 

・平成 31年度を目標として、公共施設（避難所指定施設）の耐震化率 100％ 

・バリアフリー・ユニバーサルデザイン＊の視点に立った整備、改修 

■美濃加茂市まち・ひと・しごと創生総合戦略「Caminho」（平成 27年度～令和元年度） 

・将来的な人口減少・人口構成変化を見据え、若い世代（特に若年女性）の転入を継続させるための目標 

■美濃加茂市地域防災計画（平成 24年度～） 

・避難施設（避難所指定施設）の耐震化、バリアフリー化、災害対応機能整備の推進 

■美濃加茂市地域公共交通網形成計画（平成 28年度～令和元年度） 

・公共交通相互及び他の交通手段との乗り継ぎ等の分かりやすさに関する不満度割合の解消 

■美濃加茂市障がい者計画（平成 19年度～平成 28年度） 

・障がいのある児童・生徒にとっての適切な保育・教育環境整備のための施設・設備の整備 

・障がいのある人が利活用しやすい集会施設、文化施設、スポーツ施設の整備 

・公園のトイレのユニバーサルデザイン化やバリアフリー化の整備 等 

■美濃加茂市子ども・子育て支援事業計画（平成 27年度～令和元年度） 

・幼児教育の充実（幼・保・小・中の連携を強化、認定こども園の整備 等） 

■美濃加茂市・坂祝町生涯学習推進基本構想・基本計画（平成 24年度～令和元年度） 

・生涯学習施設の定期的な修繕、設備更新と併せて、情報化推進  ・学校施設の有効活用 

・公共施設間連携（共有化・複合化）の強化と併せて、隣接市町の異なる機能を持つ施設間の相互利用 

■美濃加茂市スポーツ推進計画(平成 26年度～令和元年度) 

・西総合運動場の整備（西体育館の建設）  ・牧野ふれあい広場の整備（多目的陸上運動場の建設） 

・前平総合運動場の整備（野球場・テニスコートの改修整備、市民プール跡地の効率的な活用） 

 

（インフラ施設） 

■美濃加茂市道路長寿命化計画（平成 26年度～） 

・道路舗装維持管理の問題点を整理して合理的な舗装マネジメント手法を検討 

・効率的な舗装の維持管理を実現するための維持管理計画を策定 

■美濃加茂市橋梁長寿命化修繕計画（平成 26年度～） 

・従来の「事後的な修繕・架け替え」から「予防的な修繕・計画的な架け替え」への転換を図る 

・橋梁の長寿命化修繕及び架け替えに係る費用の縮減を図りつつ、地域の道路網の安全性・信頼性を確保 

■美濃加茂市都市公園長寿命化修繕計画（平成 25年度～令和 4年度） 

・公園施設の状況を把握・整理し適切な施設点検、維持補修等の維持管理方針の検討を行う 

・安全・安心な公園施設の利用、効果的な維持管理や計画的な改築・更新を目的として、公園施設の長寿

命化計画・修繕計画を取りまとめる 

■美濃加茂市水道ビジョン「美濃加茂の水 50」（平成 21年度～令和 40年度） 

・安全で良質な水道水を安定的に供給していくための現状分析と将来予測を実施 

・水道事業のあるべき将来像を実現していくための基本方針、施策を策定 

※企業会計（上・下水道）の公共施設等については、平成 28年度に「美濃加茂市下水道事業経営戦略」、

平成 29年度に「美濃加茂市水道事業経営戦略」を策定し、これらに基づきアセットマネジメントを推進して

いく予定です。 
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3.2 現状や課題に対する基本認識 

 

■美濃加茂市の公共施設等を取り巻く現状と課題を、「将来的な人口減少と少子高齢化の進行」、「公共施設等

の老朽化」、「厳しい財政状況」の 3つの観点で整理しました。 

 

課題 1 将来的な人口減少と少子高齢化の進行 

■将来的な人口減少により、市税をはじめとする歳入の減少が予測されます。また、少子高齢化の進行により、

扶助費をはじめとする社会保障費の歳出が増加し、財政状況は厳しくなる見込みです。子育て関係施設の需

要が減少する一方、高齢者向け施設の需要が高まる等、年齢構成の変化によるニーズの変化に対応していく

必要があります。 

■地区別の人口推移も変化しており、コンパクトエリアにおける重複施設の統合や、サテライトエリアにおける複合

化等、各地区において適切な公共施設の量と質を維持しつつ、市全体としてはコンパクトシティ化を進めていく

必要があります。 

■インフラ施設については、市民ニーズに対応して拡張してきた上・下水道においては将来的な人口減少により

設備過多の状況となるおそれがあり、料金収入の減少が懸念される厳しい状況の中、今後の公共施設等維持

管理に係る財源確保を図り、将来的な人口減少を視野に入れ、適切な整備計画を策定し、適宜見直しを図っ

ていく必要があります。 

課題 2 公共施設等の老朽化 

■庁舎を含めた4割以上の公共施設が旧耐震基準であるなど、老朽化対策の検討は喫緊の課題です。また、こ

れらの施設の大規模修繕及び建替えに要する費用（更新等費用）が現状の約 1.67倍必要となり、年間約 5.4

億円が不足する見込みです。老朽化が進行している施設や未耐震の建物について早急に対処するとともに、

将来にわたり財源を確保するため、優先的な対処を必要とする施設の抽出を行い、更新等費用の平準化を図

っていく必要があります。 

■インフラ施設も同様に老朽化が進行しており、今後更新等に係る財源に多額（年間約 30.6億円）の不足が生

じる見込みです。ライフサイクルコスト＊の縮減にむけた長寿命化計画の策定（見直し）・推進を図り、公共施設

と併せて計画的な財源確保と効率的な維持管理方針を検討していく必要があります。 

課題 3 厳しい財政状況 

■上述の課題に加え、公共施設等の維持管理等に係る財源を、厳しい財政状況に置かれている国や県からの

交付金・補助金等に頼ることは今後ますます難しくなっていくことが予想されます。 

■美濃加茂市における人口 1人当たりの公共施設の保有量は、県内 21市や全国の平均と比べてもやや少ない

状態にはありますが、老朽化が進行する公共施設等全体を更新するに当たっては財源不足が懸念されます。 

■企業誘致や人口維持の施策等により自主財源の確保を図るとともに、国や県の財政措置を計画的に活用して

いくことも必要です。併せて PPP＊等の民間活用を推進することも求められます。 

■現状の施設総量を上限として、現実的な見込みに基づく健全な財政運営の下、公共施設等の長寿命化等に

よるライフサイクルコストの縮減を図りつつ、公共施設の総量削減も進めていく必要があります。 

 

■これらの課題を踏まえ、今後、公共施設等の維持管理及び更新を適切に行っていくためには、公共施設の延床

面積の削減も含めた効率的な運営により、公共施設等の最適化を図ることで、更新費用等の不足財源を確保し

ていくという認識が重要となります。 



43 

3.3 公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

(1) 公共施設等総合管理計画の目指すべき将来像 

 

■美濃加茂市第 5 次総合計画では、大人も子どもも、日本人も外国人も、美濃加茂市に住んでいる人も、美濃加

茂市に働きに来る人も、観光に来る人も、だれもが一目で、美濃加茂市の“夢のある 明るい未来”をイメージでき

るよう、美濃加茂市の将来像として「まぁるいまち みのかも」を掲げています。また、共通目標において、「みんな

がそれぞれの役割をもって、だれもが活躍できるまちをつくる」ことを目指しています。 

■これらを踏まえ、本計画においては、美濃加茂市の将来像（めざすべき未来のまち）として、公共施設等マネジメ

ントを推進していくことで、市民が公共施設においても活躍できるよう、「あるべき全ての公共施設が、市民に愛さ

れ、活用されているまち」を目指します。 

 

美濃加茂市第 5次総合計画における「美濃加茂市の目指すべき将来像」 

 

 

 

 

美濃加茂市公共施設等総合管理計画における「美濃加茂市の目指すべき将来像」 

 

 

 

 

■一方で、本市においては、前頁で整理したとおり「将来的な人口減少と少子高齢化の進行」「公共施設等の老朽

化」「厳しい財政状況」の課題が浮かび上がっており、今後 40年間の公共施設の更新等費用の不足額が 216.0

億円（年間 5.4 億円）、インフラ施設を含めると 1,440.0 億円（年間 36.0 億円）に達する見込みであることから、

公共施設等や公共サービスの量・質を今後も維持・向上していくには、健全な財政（将来負担比率 0％等）を維

持していく必要があります。 

■現状の課題を踏まえつつ、本計画における美濃加茂市の将来像を達成するためには、公共施設等の総数（施設

数）・総量（延床面積・整備延長）、公共サービスの量・質等を最適な状態にする「公共施設等の最適化」を図る

ことが大前提となります。 

■本市においては、公共施設等の更新等費用に係る財源が不足する見込みであることから、「効率的な運営により

必要な公共サービスの質の向上を図りつつ、更新等費用の削減を図る」ことで「公共施設等の最適化」を目指し

ます。 

 

美濃加茂市公共施設等総合管理計画における目標 

 

美濃加茂市第 5次総合計画 

公共施設等総合管理計画 

めざすべき未来のまち 

あるべき全ての公共施設が、 
市民に愛され、活用されているまち 

「あるべき全ての公共施設が、市民に愛され、活用されているまち」の実現のため 

効率的な運営により「公共施設等の最適化」を達成する 
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(2) 公共施設等最適化のための 3大方針・5原則 

 

① 公共施設の総数・総量削減の 3大方針 

 

■本市において、健全財政（将来負担比率 0％等）を維持しつつ「公共施設等の最適化」を達成するためには、公

共施設等の総数・総量の削減等により更新等費用を削減し、財源不足を解消する必要があります。しかし、イン

フラ施設は、市民の生活基盤を支えていることから総数・総量を削減することが困難です。そのため、ここでは公

共施設（ハコモノ）を対象に総数・総量の削減方針について検討します。 

■高度経済成長期以降において実現してきた「ニーズに応じて公共施設を適宜新たに建設していく」ということは今

後困難であり、老朽化した施設の更新等（大規模修繕・建替え）とともに、既存の建物の再利用や再配置（統廃

合、複合化、用途転換）等の賢い使い方を前提としてニーズに対応していく必要があります。 

■現時点において、美濃加茂市における人口 1 人当たりの施設量（延床面積）は全国の平均と比べて少ない現状

にありますが、公共施設の更新等費用試算によって、今後 40 年間、毎年 5.4 億円が不足し、総額で 216.0 億

円相当分の歳出削減が求められることが明らかとなりました。 

■これは、一般会計において運用する公共施設の総延床面積 156,879 ㎡のうち、約 40％（62,751 ㎡）を削減す

ることに相当します。 

■歳出削減を得る方法としては、「①公共施設の総数（施設数）・総量（延床面積）を減らす」、「②公共施設の経

営効率を向上させて更新・維持管理費用の削減を図る」という大きく 2通りの手法が考えられます。 

■学校教育系施設の延床面積が、一般会計分の公共施設全体（156,879 ㎡）の約 41％を占める中、単純に

40％を削減することは非現実的ですが、人口減少期を見据えた適正な施設の数・量・配置を考える際に、まず

現況よりも増やさないことを前提として公共施設の最適化を考えなければなりません。 

■また、市民満足度調査（市民アンケート）の結果においても、効率的な経営によって一定の公共サービスを維持

しながらも面積削減を図ることをのぞむ市民が最も多い結果となっています。 

■このことから、「①公共施設の面積を現状以上に増やさない、可能な限り削減を図る」ことを前提とし、「②効率的

な運営を基本として公共施設の更新・維持管理費用の削減を図る」ことを最優先で検討します。 

■必ずしも公共施設が供給過多でない現状を踏まえつつ、施設面積を削減していく手法として、隣接する複数の地

区や同一地区内で機能が重複する公共施設を統合する「統合」や、異なる機能を持つ公共施設を一つの建物

にまとめて利便性を高める「複合化」等が有効であると考えられます。 

■これらを踏まえて、「公共施設の総数・総量削減の 3 大方針」を以下のように定めました。美濃加茂市の公共施

設等マネジメントを推進していくに当たっては、公共サービスの質の向上を図ることを前提としつつ、3 大方針に基

づき可能な限り公共施設の総数・総量削減を図っていきます。 

 

公共施設の総数・総量削減の 3大方針 

★ 原則として更新以外の新規整備（建設）は行わない 

★ 建替時は統合・複合化を検討し、施設の総数を圧縮する 

★ 施設の総量（延床面積）は現況以上に増やさない 
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② 公共施設等マネジメントの 5原則 

 

■「公共施設等の最適化」を図る際には、単純なコスト志向（公共施設等の総数・総量・更新等費用の削減等）の

みで考えるのではなく、利用者の利便性向上につながるよう、公共施設等（公共サービス）の質の向上についても

同時に検討していく必要があります。 

■これまでも取り組んできた公共施設のあり方に関するワークショップの開催等を継続するなど「利用者目線」で公

共施設等マネジメントを実施していくほか、財政健全化と利用者の利便性向上を目的とした「統合・複合化」の推

進、また、施設経営の効率化を目的とした「民間活用」の検討、「公共交通」との連携による利用者の交流の機

会創出など、「健全財政」の維持と併せて「公共施設等の最適化」のために推進していくべき取組みを、「公共施

設等マネジメントの 5原則」として整理しました。 

■5 原則に基づいて公共施設等マネジメントを実施することで、必要な公共サービスの質の向上を図りつつ、更新

等費用の削減を図ります。 
 

公共施設等マネジメントの 5原則 

 

利用者目線 
常に利用者（市民）のニーズを反映した施設を整備します。 

例）市民・利用者アンケート等のニーズ調査、ワークショップの実施 等 

統合・複合化 

財政の健全化、利用者の利便性等を考慮し、原則として、新規に単一目的の施設を

建設しません。 

 例）同種施設の統合、目的の異なる施設間の複合化 等 

民間活用 

民間施設と連携することにより、市民にとってより便利な施設を目指します。 

また、建設時には PPP/PFI＊等の活用を検討し、歳出の軽減を図ります。 

 例）指定管理者制度＊の継続的活用、PFIの推進 等  

公共交通 

コンパクトエリアとサテライトエリア間の公共交通網整備を視野に入れ、人の交流の機

会を創出します。 

 例）美濃加茂市地域公共交通網形成計画との連携・連動 等 

健全財政 

公共施設等の整備（更新・統合・複合化・民間施設の活用等）を行う際は、将来負担

比率 0％を堅持することを絶対的な条件とし、将来負担比率 0％の維持及び市債残

高の削減等により健全財政を維持します。 
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原則 1 利用者目線 

■公共施設の大規模修繕や建替えに当たっては、市民ワークショップや利用者アンケート、市民参加型検討委

員会の設置などによって利用者のニーズを反映した施設整備を進めます。 

■利用者のニーズを把握して建物の改修や建替えの計画を立てることによって、施設を活かした利用者へのサ

ービス提供まで考えることができ、より効果的な施設運営につながります。 

■これまでにも、太田宿中山道会館や加茂野交流センターの建設に当たっては、地域住民が参加するワークショ

ップの意見を反映して建物の設計がなされました。文化会館の改修に当たっては、市民参加型の「文化会館

のあり方検討委員会」で施設改修に併せて効果的な運営についても協議されてきました。 

■また、将来的な少子化による影響を大きく受ける保育園については、平成 27年度（2015年度）中に、保育士

ワークショップを 3回実施し、グループワークを実践してきました。 

■このように、施設の類型ごとの特性を考慮しつつ、利用者との合意形成に努めており、インフラ施設を含めた各

施設のマネジメント方針の策定・見直しに当たっては、利用者目線のニーズ等を確実に反映して検討を行いま

す。 
 

原則 2 統合・複合化 

■既存の複合施設である文化の森は、博物館や美術館の機能を持つ市民ミュージアムに教育センターを併設し

た施設です。文化の森では、施設を活用した小中学校の教育課程プログラムも多く行われており、博学連携が

進んでいます。各地区において支所機能を持つ連絡所も、交流センターとの複合施設です。交流センターは、

生涯学習活動、地域づくり活動の拠点としての機能を持っています。  

■このように、美濃加茂市ではこれまでも複合施設を整備しており、今後新規に施設を建設する場合は、健全財

政、利用者の利便性等の視点から、原則として施設の統合・複合化を図り、単一目的の施設は建設しません。  

■コンパクトエリアにおける公共施設の過密、またサテライトエリアのうち、特に人口減少の激しい市北部地区の状

況を鑑みつつ、保育園の統合を図るなど、異なる機能を持つ施設の統合（複合化）に限らず、同じ機能を持つ

施設の統合（集約化）についても検討していきます。 

 

<出典> 総務省ホームページ 

統合 

(集約化) 

 

 

 

複合化 

事業実施前 事業実施後 説明 
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原則 3 民間活用 

■公共施設の管理や運営を地域団体など市民が行うことで、市民が公共施設に愛着を持つことにつながるととも

に、その施設は地域づくりの拠点となり、市民の交流の場としての機能をより一層発揮することが期待できます。

また、市民にとってより便利な施設となることを目指し、民間施設と連携し、民間の技術・ノウハウ、資金等を活

用すること（PPP/PFI）で、老朽化した施設の除却や統合・複合化の推進、施設機能の維持向上をより少ない経

費で行える等の効果も期待できます。 

■平成 28 年度（2016 年度）現在で、PPP の一種である指定管理者制度を導入済みの公共施設等は、福祉施

設をはじめとして 7施設あります。そのうち、太田宿中山道会館は、地域住民によって設立された NPO法人宿

木が指定管理を行うことによって、より効果的なサービスを提供しています。維持管理等費用の縮減効果が期

待できるその他の施設についても、指定管理者制度を含め、PPP/PFI導入の可能性を検討していきます。 

 

■PFIの適用検討時には、少なくとも当該事業に対する VFM＊（Value for Money（バリューフォーマネー）：費用対

効果の判断材料となる数値・縮減費用）をシミュレーションする必要があるため、先行事例や既存の公共施設

等の特性を十分考慮し、導入に向けたマニュアル整備等についても検討していきます。 

■指定管理者制度や包括的業務委託＊、PFI等の活用による歳出削減や、ネーミングライツ＊導入による収入増

の取組みなど、各施設の特性を活かした最適な選択肢を検討していきます。 

指定管理者制度導入済み公共施設等 指定管理者 導入年度 期 間 

みのかも健康の森 可茂森林組合 H18  H28.4.1～Ｒ3.3.31 

太田宿中山道会館 特定非営利活動法人 宿木 H18  H26.4.1～H31.3.31 

すこやかタウン美濃加茂デイサービスセンター 社会福祉法人 慈恵会 H18  H28.4.1～Ｒ3.3.31 

みのかも西デイサービスセンターあじさい 社会福祉法人 慈恵会 H18  H28.4.1～Ｒ3.3.31 

ふれあいサロン福寿草 特定非営利活動法人 花時計 H18  H28.4.1～Ｒ3.3.31 

美濃加茂市障害者支援施設ひまわりの家 美濃加茂市社会福祉協議会 H23  H26.4.1～H31.3.31 

総合福祉会館すこやかタウン美濃加茂 美濃加茂市社会福祉協議会 H25  H28.4.1～Ｒ3.3.31 

導入を検討する施設類型 主な施設 

文化施設・集会施設 文化会館、生涯学習センター、交流センターなど 

図書館 図書館 

スポーツ施設 体育館、総合運動場など 

その他 市営住宅、保育園、公園、上・下水道など 

※平成 28年度時点 
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原則 4 公共交通 

■美濃加茂市において、令和 22年（2040年）頃には老齢人口（65歳以上）が全人口の 3分の１を占める状況

となる見込みです。来る高齢化社会において、自家用車以外の移動手段を持って日常生活を営むことができ

る地域づくり、すなわち公共交通の確保は、持続可能な都市機能として欠かせないものとなっています。 

■現在、庁舎や連絡所、総合福祉会館などへの移動ニーズが高く、公共施設の再配置や建替えなどの更新を

計画する場合は、公共交通の利便性の確保の配慮が求められます。公共施設には公共交通を利用して来る

利用者がいることを前提に、バス停留所の配置や待合環境の整備も必要です。 

■庁舎等の行政機能を持つ市内に一つしかない施設などは、施設間を歩いて行ける距離に配置することで「コン

パクトエリア」を形成し、利便性を高めます。 

■同時に美濃加茂市地域公共交通網形成計画と連携・連動することで、「コンパクトエリア」と「サテライトエリア」と

の施設間移動の利便性を高め、人の交流の機会を創出します。「サテライトエリア」には、各地区の交流の拠点

を配置し、その拠点が防災機能を併せ持つことで、地区の中心的な施設としての役割を持たせます。 

■既存の公共施設の活用を検討するに当たり、施設の必要性や優先順位、公費負担額の算定（整備水準、利

用予想等を含めたライフサイクルコストによる将来の財政負担など）、施設サービスのソフト化（民間施設の借り

上げ）などと併せて、交通手段の確保のための公共交通網の整備についても十分検討します。 

■公共交通整備などに係る事業の手法については、PFIなどの民間活力の導入を含めて、幅広く検討します。 

 

原則 5 健全財政 

■将来負担比率は、中期財政計画の目標である 0％を達成しており、今後も堅持していきます。なお、公共施設

等の整備（更新・統合・複合化・民間施設の活用等）を行う際は、将来負担比率 0％を堅持することを絶対的

な条件とします。  

■実質公債費比率が 25％以上になると、財政健全化団体として自主的な改善努力による財政健全化に取り組

まなければならないこととされています。美濃加茂市では上記の基準を大きく下回る 10％以下を維持していく

見込みであり、更なる健全財政に向けて取り組んでいきます。 

■市債残高は、美濃加茂市の経営方針である「10 年で 100 億円の市債残高削減」を平成 17 年度からの 10

年間で達成しており、今後も着実に削減を進めていきます。 

■これらを踏まえて、中長期的視点でのトータルコスト削減（更新等費用・管理運営費の財源確保）に努めます。 

■インフラ施設については、重要度と緊急度により優先順位を決めたうえで計画的に大規模修繕や更新を実施

することで、更新等費用の縮減と平準化を図り、インフラ整備に必要な投資額を、毎年度安定的に確保しま

す。 
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(3) 公共施設等マネジメントの実施方針 

 

■公共施設等の維持管理の現場等における様々な問題意識も踏まえつつ、以下のように公共施設等マネジメント

を推進していくうえでの重点的な実施方針を定めました。 

１）点検・診断等の実施方針 

 ■整備済みの基準類の見直しも含め、各施設の特性を踏まえた点検・診断の基準を整備し、施設の健全性

を適切に把握する仕組みを構築します。点検が困難な箇所については、費用対効果の高い監視システム

の導入等も検討し、故障や不具合等の予兆から早期の対処を行える体制づくりを進めます。 

■点検結果や、修繕履歴等の情報を適切に管理する仕組みやルール、必要に応じて集約・分析・活用でき

る仕組みを構築し、より効果的・効率的な維持管理につなげます。 

２）維持管理・修繕・更新等の実施方針 

 ■各公共施設の老朽化状況や現状の維持管理体制（施設管理者（施設担当課）又は維持管理委託先の

職員数等）を鑑みつつ、「事後保全＊型管理」「予防保全型管理」「予測保全＊型管理」の 3つの管理手法

のうち、各施設にとって最適な方法を選択します。 

■予防保全型管理が適切な施設については、日常の維持管理に当たって、施設の特性や安全性・経済性

を考慮しつつ、劣化の有無や兆候を可能な限り確認又は予測して予防的補修を実施するなど、予防保全

を進めます。 

■個別施設計画を策定し、計画的な維持保全を推進します。計画の策定及び実施に当たっては、施設の

特性を考慮の上、重要性・緊急性等を判断して対策の優先度や実施時期を決めるとともに、施設のライフ

サイクルコストが最小となるよう様々な材料・工法等を比較して最適な方法を選択したうえで、修繕等によ

る効果を検証して継続的に計画を見直していきます。 

■施設の更新等の機会には、施設に対するニーズ変化を踏まえ、質的向上・機能転換・用途変更・統合・

複合化・廃止を検討します。 

■市単独の事業の効率化を実施しつつ積極的に民間資金等の活用（PPP/PFI）を検討し、できる限り財政負

担を軽減します。また、同種事業に対する他市町村との一括発注による効率化の検討や、施設の特性に

応じた維持管理への市民参加の検討など、財政負担の軽減及び多様な主体との協働を推進します。 

■インフラ施設は、社会的重要性や、災害等緊急時の重要性に基づいて優先度を設定し、長寿命化を基

本としてライフサイクルコストの縮減に努めます。 

３）安全確保の実施方針 

 ■点検等により施設の危険箇所が発見された場合は、同種の施設についても早急に点検を実施し、事故の

未然防止に努めます。 

■これまで構造体を優先的に実施してきた耐震改修について、今後は非構造部材についても進め、更なる

安全対策を図ります。対策実施に当たっては、大規模修繕に併せて行うなど効率的に行います。 

■防犯・防災・事故防止等の観点から、利用見込みのない施設の除却をできる限り推進していきます。 

■インフラ施設については、各インフラに係る点検基準等に基づき、適切に安全確保を実施します。 
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４）耐震化の実施方針 

 ■耐震化が完了していない施設のうち、指定避難所となっている施設等、優先順位の高い施設から順に耐

震補強等を実施します。 

■老朽化が激しく、今後の利活用が困難な施設については、他施設との統合・複合化を検討し、機能移転

等が可能であれば建物の除却も検討する等、必要な施設に対して効率的な耐震化を進めます。 

■インフラ施設については、重要施設から順次耐震改修を進めます。 

５）長寿命化の実施方針 

 ■全庁的な視点から長寿命化を図る施設を絞り込み、施設の特性に応じた使用年数の目標や優先度を踏

まえ、適切な時期に大規模修繕を実施します。 

■建物全体の管理手法は、原則として「予防保全型管理」とし、建物の性能・機能の保持・回復を図ります。 

■「躯体
く た い

＊」と「基礎」は直接的に予防保全型の管理を行うことが困難な部位であるため、屋根、外装、内装、

屋外の設備等については予防保全型の管理を行い、機械設備、電気設備については予測保全型の管理

を行うことにより、躯体と基礎も含めて、建築物全体の長寿命化を図ります。 

■大規模修繕の実施に当たっては、施設の特性や安全性・経済性を考慮しつつ、修繕後の使用予定期間

等を考慮してライフサイクルコストが最小となるよう、様々な修繕内容・工法等を比較・検討します。 

■インフラ施設については、定常的な維持補修と長寿命化の優先度を検討して、長期的な視点でライフサイ

クルコストの縮減を前提に個別施設計画（長寿命化計画）の策定・見直しを行います。 

６）統合や廃止の推進方針 

 ■施設の利活用状況に応じて施設の統合を確実に実施し、施設総数・総量の適正化を図ります。 

■必要な施設は適切に維持管理するとともに、将来的な社会構造の変化やそれに伴う市民ニーズの変化を

踏まえて、施設規模の見直し（総延床面積の適正化等）や、同一機能を持つ施設の統合、廃止や異なる

機能を持つ施設の複合化を検討します。 

■その際には、民間資金等の活用（PFI）等、多様な主体との連携も視野に入れた検討を行います。 

■国・県・周辺市町村との連携も含め、広域的な視野で地域の公有財産の最適利用に向けて検討します。 

７）ユニバーサルデザイン化の推進方針 

 ■公共施設等の改修、更新等を行う際には、社会情勢や市民ニーズの変化を踏まえた上で、利用者の性

別、年齢、国籍、障がいの有無などに関わらず、誰もが利用しやすい施設となるようユニバーサルデザイン

化を図ります。 

８）総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

 ■施設に関する情報を共有し、全庁的な視点から施設の利活用を総合調整するため、施設経営課及び施

設経営委員会を設置するなど、部署横断的な推進体制を整備します。 

■計画推進部署（施設経営課）と管財担当部署（総務課）との協力体制を強化し、施設管理者（施設担当

課）への支援を充実します。また、計画推進部署と財政担当部署（財政課）との情報交換を密にして連携

を強化し、財政負担の軽減・平準化を図り必要な予算確保に努めます。 

■施設管理者向けの技術研修を実施するとともに、技術的アドバイスが実施できる体制を整備します。 

■また、点検・診断等結果の対応状況や維持管理・修繕・更新等の実施状況等を整理して全庁的に情報

共有することにより、施設管理者の知識・技術の向上を図ります。 

■本計画の進捗情報を適宜公表し、市民や議会との情報共有を図ります。 
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(4) 数値目標の設定 （平成 28年度時点） 

 

■今後見込まれる公共施設の更新等費用の不足分（年間約 5.4億円）を補てんするため、まず予防保全・予測保

全の考え方を尊重し、建物の劣化を未然に防ぎ、長寿命化を推進します。現在の試算条件である更新等年数を

5 年延長（建替え 65 年を 70 年、大規模修繕 30 年を 35 年）した場合の更新等費用試算額は、40 年間の総

額約 457.7億円となり、当初試算額から約 14％相当の年間約 1.9億円を削減できる見込みです。 

■過去 5年間の投資的経費実績平均額（年間約 8.0億円）を今後の投資制約とすると、さらに年間約 3.5億円が

不足することとなるため、以下のような対策を推進し、ライフサイクルコストの縮減に努め、更新等費用の不足額

を補てんすることを目標とします。本計画や個別施設計画の見直しの際に、達成状況や社会情勢を踏まえて目

標についても再検討を行います。 

■維持管理コストの削減のため、照明設備の LED 化など省エネ化等の推進を図ります。毎年実施する現況調査に

おいて、施設管理者が維持管理コストの経年変化を把握し、その情報を全庁的に共有することにより、効果の測

定を行いつつ、維持管理コストの適正化に努めます。 

■また、3大方針及び 5原則に従い、施設の更新時には、統合・複合化による延床面積及び更新等費用の削減を

原則とします。この際、民間活力（PPP/PFI 等）の導入により、建設から維持管理までの費用を削減します。普通

財産等使用していない施設については、適宜除却を進め、延床面積の削減、トータルコストの縮減を図ります。 

 

本計画における数値目標設定イメージ図 
 

 

 

■インフラ施設については、市民の生活基盤を支えていることから総数・総量を削減することが困難なため、長寿命

化を基本として、5 原則に従い維持管理コストの縮減に努めます。現在策定中又は計画中の財政計画や長寿命

化計画等において、より具体的な方針を示し、ライフサイクルコストの縮減を推進していきます。 

Step1 長寿命化によるコスト縮減 

公共施設長寿命化(5年延長)により 
更新等費用を年間約 1.9億円(14％)削減 

Step2 各種の取組みで不足額補てん 

延床面積削減・効率運営等により 
更新等費用を年間約 3.5億円(26％)削減 
  
  ●照明設備の LED化等、省エネ化の推進 

   ●統合・複合化による延床面積の削減 
   ●民間活力（PPP/PFI）の導入 
   ●未使用財産の除却  など 

公共施設の更新等費用 
年間約 5.4億円(40％)を削減※ 

 
※公共施設の総量（延床面積）に換算すると、 

40年間で約 62,700 ㎡削減に相当 
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4. 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 （平成 28年度時点） 

4.1 公共施設 

(1) 学校教育系施設 

 

学校（小学校・中学校） 

 

対象施設（11施設） 

①太田小学校 ⑦伊深小学校 

②山手小学校 ⑧三和小学校 

③古井小学校 ⑨下米田小学校 

④山之上小学校 ⑩西中学校 

⑤蜂屋小学校 ⑪東中学校 

⑥加茂野小学校  

現状と課題 

施

設

性

能 

■全体的に老朽化が進行し、大規模修繕や建替えの時期を迎えた建物が大半を占め、順次建物の改修

を実施してきました。古井小学校・山之上小学校・蜂屋小学校・加茂野小学校・下米田小学校・東中学

校では、増築や建替えを行いました。山手小学校では、増加する児童の学習環境の改善を図るために、

平成 28年度に増築に着手しました。 

■ほとんどの小中学校が旧耐震基準の建物ですが、耐震化工事は完了しています。 

■利用者（児童・生徒）の快適な学習環境の向上を目的として、普通教室の空調設備の設置を完了しまし

た。主な利用者が子どもであることから、施設全体の健全性の維持と併せて、利用者の安全に配慮した

設備等の改修を進めていく必要があります。 

児
童
・生
徒
数 

 
太田 

小学校 

山手 

小学校 

古井 

小学校 

山之上 

小学校 

蜂屋 

小学校 

加茂野 

小学校 

伊深 

小学校 

三和 

小学校 

下米田 

小学校 

西 

中学校 

東 

中学校 

H23 539 513 551 190 418 664 59 34 348 810 658 

H25 573 571 554 177 440 625 57 28 342 806 699 

H27 595 592 605 164 490 639 59 24 322 709 753 

利

用

状

況 

■全国的に少子化が進む中、本市の児童・生徒数は微増状態にあります。よって、少人数学級推進にあわ

せて教室が不足することが予想されます。 

■外国人児童・生徒のための日本語初期適応指導教室の環境整備や国際教室の不足が課題となってい

ます。 

■一方で、伊深・三和地区においては児童生徒数の減少が顕著であり、人口構成の変化に沿った施設の

再配置を検討する必要があります。 

■今後の児童・生徒数の変化や、通学区域の妥当性、各施設の老朽化状況を鑑み、施設の必要性につい

ても考慮しつつ、統廃合や異なる機能を持つ施設との複合化を含めて検討していく必要があります。 

 

背景：国土地理院の電子地形図（タイル） 

施設名 

年度 
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基本的な方針 長寿命化、統合・複合化 

①点検・診断等の実施方針 

■法定点検や巡回点検を実施していますが、施設の数も多いため、より効率的に点検・診断等を実施するために

劣化診断を民間委託するなど、各施設の老朽化状況を正確に把握するとともに、児童・生徒の安全を考慮し

た任意点検の改善を図ります。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■法定点検により指摘があった内容については、随時修繕・更新（事後保全）を行い、細かい営繕業務について

は、職員の施設巡回により速やかに修繕を実施することで、適切に施設を管理していきます。 

■現時点では、施設管理者により、予算の範囲内で施設の改修や付属設備の更新を実施しています。今後は、

劣化診断結果に基づいた施設整備がある程度完了した段階で、維持管理者（学校側）の協力のもと、予防保

全的な維持管理に切り替えていきます。 

■維持管理の民間委託を検討し、迅速に修繕を行える体制構築を図ります。 

③安全確保の実施方針 

■耐震補強は完了しているものの、全体的に施設の老朽化が進んでおり、施設の大規模修繕が必要です。 

■定期的に劣化診断等を行い、施設の状況を把握することで、安全確保に必要な対策について優先順位をつけ

て計画的に進めていきます。 

④耐震化の実施方針 

■小中学校は、避難所を兼ねる施設が多く防災機能も併せ持っており、サテライトエリアにおいては重要な防災

拠点となることから、平成 27年度までに耐震化を完了しました。 

■災害時に避難所として必要な性能を発揮させるため、関係課とも連携しながら、非構造部材の安全対策（耐

震化）を進めるなど、長寿命化を基本として迅速な災害対応に利用できる施設としての整備を進めます。 

⑤長寿命化の実施方針 

■長寿命化計画を策定し、予防保全の原則から計画的な修繕を行い、快適な学習環境の維持・確保を進めて

いきます。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■地区人口が少ない伊深・三和地区は、児童の減少も続いています。山之上地区についても減少傾向にあるこ

とから、将来的には学校の統合・廃止の検討が必要です。 

■一方、加茂野地区では人口が増加傾向にあり、小中学校が教室不足になることが想定されるため、既存施設

の改修や用地確保による施設整備を検討していきます。 

■今後は、社会教育系施設や市民文化系施設、子育て支援施設などとの複合化も検討します。 
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その他教育施設 

 

対象施設（1施設） 

①美濃加茂市学校給食センター（あじさい Lunchの森） 

 

 

 

 

 

現状と課題 

施

設

性

能 

■学校給食センター（あじさい Lunchの森）は築 8年の施設であり、建物性能に特に重大な問題はありませ

ん。 

■当初想定よりも稼働率が高いことから一部設備の劣化が進み、故障も発生しています。 

利

用

状

況 

■調理能力が 6，300食/日のところ、それを超える 6，500食/日を供給している状況であり、需要過多の

状況です（平成 28年 12月末時点）。 

 

基本的な方針 長寿命化、民間活用 

①点検・診断等の実施方針 

■建物については、法定点検のほか職員による日常点検を実施し、点検結果の蓄積・活用を図り、建物の機能

維持に努めます。 

■設備については、民間委託により専門業者が年数回点検を実施しており、今後も継続して実施します。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■比較的新しい建物ですが、使用頻度が高いため、一部設備の劣化や故障が発生しています。 

■当面は修繕で対応していきますが、安定的に長期にわたって使用できるように予防保全を推進します。 

■調理業務を引き続き民間に委託することで、経営の効率化を図っていきます。 

③安全確保の実施方針 

■新しい施設であり、建物については、安全確保の観点から特に重大な問題はありません。 

■定期的に消防訓練を実施するなど、調理施設として職員（民間委託先を含む）の安全にも配慮した運営を行

っています。 

④耐震化の実施方針 

■新耐震基準を満たしています。 

⑤長寿命化の実施方針 

■施設が健全な状態にある現在から予防保全的な維持管理を推進し、長寿命化を図ります。 

■設備については、想定以上の稼働率により故障が発生していますが、当分の間は修繕で対応していきます。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■給食調理業務の委託契約を民間事業者と締結しており、今後 5年間は、現行の健全運営を維持します。 

背景：国土地理院の電子地形図（タイル） 
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(2) 市民文化系施設 

 

集会施設 

 

対象施設（11施設） 

①美濃加茂市生涯学習センター 

②太田交流センター ⑦加茂野交流センター 

③上古井交流センター ⑧伊深交流センター 

④下古井交流センター ⑨三和交流センター 
（三和ふれあいセンター） 

⑤山之上交流センター ⑩下米田交流センター 

⑥蜂屋交流センター ⑪牧野交流センター 

現状と課題 

施

設

性

能 

■生涯学習センターは、建設から 30年以上経過しており、施設全体の老朽化が進行しています。 

■いずれの交流センターも老朽化が進行しています。特に下古井交流センターは築 46年が経過しており、

長寿命化が難しい状況となっています。また、周辺道路が狭く、利用に対する利便性が低いことから、現

状の年間利用者数を考慮しながら、複合化、廃止を含めて今後のあり方を検討していく必要があります。 

■加茂野交流センターは平成 27年度から平成 28年度にかけて建替えを行いました。 

利
用
者
数 

 
生涯 
学習 
センター 

太田 
交流 
センター 

上古井 
交流 
センター 

下古井 
交流 
センター 

山之上 
交流 
センター 

蜂屋 
交流 
センター 

加茂野 
交流 
センター 

伊深 
交流 
センター 

三和 
交流 
センター 

下米田 
交流 
センター 

牧野 
交流 

センター 

H23 79,782 16,511 19,828 8,168 12,225 9,432 10,776 2,150 2,569 2,931 16,669 

H25 117,893 20,753 20,226 7,839 17,321 16,983 13,551 2,374 3,389 3,984 19,962 

H27 108,753 18,908 21,654 5,431 13,378 10,141 2,607 3,648 3,939 4,227 18,467 

利

用

状

況 

■生涯学習センターは、保健センター・家庭児童相談室・市民活動サポートセンターの機能を併せ持つ複

合施設です。コンパクトエリアの中核施設であり、市全体の生涯学習活動の推進、まちづくりや市民交流活

動の拠点施設として利用されています。また、民間企業のセミナー会場として等、幅広い目的で活用でき

ることから、市民だけではなく多くの企業の方にも利用されており、機能集約による利便性の高い施設とい

えます。 

■交流センターは、サテライトエリアの中核施設であり、市民の交流拠点となっています。老朽化状況を考慮

し、長寿命化の検討と併せて利活用の推進策についても検討していく必要があります。 

■下古井・牧野以外の交流センターは、各地区の保育園等その他の施設周辺に位置しており、連絡所を併

設していることから、各地区の複合拠点施設として位置付けられます。 

■三和交流センターは、連絡所と図書館北部分室を併設しており、民間施設とともに複合施設（三和ふれ

あいセンター）を形成しています。 

■伊深交流センターと三和交流センターは、利用者 1人当たりのコストがかなり高くなっており、伊深交流セ

ンターの老朽化状況等を考えると、長寿命化の検討と併せて利活用の推進策についても検討していく必

要があります。 

  

背景：国土地理院の電子地形図（タイル） 

施設名 

年度 
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基本的な方針 長寿命化・複合化 

①点検・診断等の実施方針 

■建築基準法第 12条第 1項に基づく定期調査（以下「12条点検」といいます。）を実施し、点検結果に基づいた

予防保全的な維持管理への移行を進めます。 

■12条点検の対象ではない施設については、12条点検の基準に準じて定期的に点検を実施します。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■生涯学習センターは、予防保全の視点に基づき計画的な修繕等を実施し、長寿命化を進めます。 

■交流センターは、長寿命化・複合化を基本とし、予防保全的な維持管理を進めます。また、交流センターは、ま

ちづくり活動の拠点であるため、地域住民が自らの知識や技術を施設の運営に活かすことができるようにしてい

きます。 

■現況調査を毎年実施し、維持管理コストの推移や修繕履歴等を蓄積・分析し、維持管理コストの縮減に努めま

す。 

③安全確保の実施方針 

■生涯学習センターは、初期対応避難所＊であり、12条点検の結果に基づき、エレベーターの更新を含めて、安

全確保のための改修を行います。 

■老朽化が進んでいる下古井交流センターについては、安全確保の観点から早急に除却を検討します。 

④耐震化の実施方針 

■平成28年度に加茂野交流センターを更新し、耐震性を確保したことで、第1次避難所＊に指定されている全て

の施設が、新耐震基準の施設又は耐震補強が完了した施設となりました。 

■下古井交流センターは、旧耐震基準であり耐震補強も行っていないことから、早急に除却を検討します。 

⑤長寿命化の実施方針 

■いずれの施設についても、長寿命化が可能な施設は長寿命化を基本として、予防保全的な維持管理を進め、

安全性の確保とライフサイクルコストの縮減を図っていきます。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■交流センターは、単独型（下古井・牧野）と連絡所との複合型（太田・上古井・山之上・蜂屋・加茂野・伊深・三

和・下米田）の 10施設が各地区に配置されている状況であり、今後、交流センターの更新を除く新規設置は行

いません。 

■経年劣化が激しく耐震性を満たしていない下古井交流センターは、危険防止のために現建物を早急に除却し、

古井第一保育園・古井第二保育園との複合化による更新、文化会館への機能の統合などを推進し、効率的な

施設経営を進めます。 

■伊深交流センターは、地域づくりの拠点施設、連絡所との複合施設として、「伊深地区まちづくり基本構想」に基

づき整備を検討していきます。 
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文化施設 

 

対象施設（1施設） 

①美濃加茂市文化会館 

 

 

 

 

 

現状と課題 

施

設

性

能 

■文化会館は築 36年が経過しています。内外装の修繕により、比較的良好な利用環境を維持しています

が、全体的に老朽化が進行しているため、対症療法的な修繕ではなく、計画的な大規模修繕や改修が

必要です。 

■一部耐震性を満たしていない部分があるため、平成 28年度には市民参加型のあり方検討委員会によっ

て、早急に耐震改修を実施する旨の答申がなされました。 

利

用

者

数 

 美濃加茂市文化会館 

H23 67,777 

H25 71,055 

H27 72,042 

利

用

状

況 

■文化会館は、文化・芸術関係の利用者が多く、年間を通じて利用されていますが、利用者 1人当たりのコ

ストはやや高い状況です。 

■屋内外のスペースを有効活用するため、催事の企画、他施設の機能移転も含めて、今後の利用・活用

方法を検討していく必要があります。 

■また、あり方検討委員会において新たな運営事業方法を検討した結果、文化振興・文化活動の拠点とし

て、市民が事業に参加・参画できる仕組みを整えていくこととなっています。 

基本的な方針 長寿命化、民間活用 

①点検・診断等の実施方針 

■12条点検を 3年周期で実施しており、今後も同様に建物、付属設備、音響設備等に対して定期的な点検を

実施していきます。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■平成 26年度に実施した定期調査及びその後の精密な診断結果を受けて、今後建物の補強計画を検討して

いきます。電気設備、エレベーターの老朽化が進んでいるため、設備の更新も検討します。 

③安全確保の実施方針 

■地震発生時にホールの利用が制限され、付属棟を含めて外壁タイルがはがれ落ちる等の危険性があることか

ら、耐震補強計画策定後に早急に対処します。 

④耐震化の実施方針 

■ホール棟は、耐震強度が不足していることから、早急に耐震補強計画を策定し、補強工事を進めていきます。

また、特定天井（吊り天井）の補強等改修についても補強工事に併せて対処します。 

背景：国土地理院の電子地形図（タイル） 

施設名 
年度 
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⑤長寿命化の実施方針 

■施設の有効活用のため、耐震性確保と併せて機能強化のための大規模修繕を計画的に実施し、施設の長寿

命化を推進します。耐震補強計画に基づく補強工事にて、ホールの耐震化、天井改修と併せて、外壁改修等

の長寿命化を図る予定です。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■あり方検討委員会及び市民アンケートの結果から、「文化会館は美濃加茂市の文化振興・文化活動の拠点と

して必要な施設である」との意見が大半でした。文化の森とも用途のすみ分けがなされており、用途が重複した

他の施設もないため、当面は施設を維持する方針です。併せて民間活用を含む施設の有効活用を検討して

いきます。 

■下古井交流センターを除却した際は、文化活動に併せて、地域の生涯学習活動の場としても利用できる生涯

学習施設としての機能を補完します。 
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(3) 社会教育系施設 

 

図書館 

 

対象施設（2施設） 

①美濃加茂市中央図書館 

②美濃加茂市東図書館 

 

 

 

 

現状と課題 

施

設

性

能 

■中央図書館は築 30年が経過しており、特に内装と外装の劣化が進行しています。レンガの外壁は、地震

発生時の部材落下等による事故を防止するため、適切な点検と予防保全の実施が必須です。 

■東図書館は築 20年が経過していますが、劣化診断の結果では特に問題はありません。予防保全により、

引き続き健全な状態を維持していきます。 

利

用

者

数 

 中央図書館 東図書館 

H23 90,196 118,613 

H25 81,774 116,814 

H27 80,452 126,760 

利

用

状

況 

■2施設をコンパクトエリアの東西（太田地区と古井地区）に配置する形となっており、いずれの施設も多くの

方に利用されています。近年では、中央図書館の利用者がやや減少し、一方で東図書館の利用者が増

加傾向にあります。 

■市民アンケートの結果から、利用者が多く、かつ市民が最も身近に感じ、愛着を持っている公共施設とい

えます。 

■市内の比較的近い位置に 2施設を配置していることから、今後は利用者ニーズの変化を適切に把握し、

将来的な統合・複合化も視野に入れ、各施設の利用・活用方法を検討していく必要があります。現在、み

のかも定住自立圏構想に基づき、坂祝町との図書館の共同利用を進めています。 

基本的な方針 長寿命化、広域利用 

①点検・診断等の実施方針 

■法定点検の結果の蓄積、活用を図ります。 

■外観等の日常的な点検を行い、点検結果の記録・蓄積を行っていきます。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■2施設とも利用者が多く、それぞれの施設の特徴を生かした利活用を推進するため、適切な設備等の更新時

期を見極め、効率的な保全に努めます。 

■今後は、利用者ニーズを適切に把握し、施設機能の更新に活かしていきます。 

③安全確保の実施方針 

■全体的に老朽化が進んでいるため、予防保全を基本として早期に対応し、継続的に安全確保を図ります。 

背景：国土地理院の電子地形図（タイル） 

施設名 
年度 
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④耐震化の実施方針 

■2施設とも、新耐震基準を満たしています。 

⑤長寿命化の実施方針 

■長寿命化の視点から、予防保全に努め、今後も良好な施設を維持します。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■今後、更新を除く新規の図書館は設置しません。 

■中央図書館は開館 29年目で年間延べ約 8万人、東図書館は 19年目で年間延べ 12万 8千人の利用があ

りますが、今後は、利用者ニーズの変化に応じ、将来的な統合・複合化も視野に入れながら、それぞれの施設

の特徴を活かした図書館の利用・活用方法を検討する必要があります。 

 

 

 

  



61 

博物館等 

 

対象施設（2施設） 

①みのかも文化の森 

②津田左右吉博士記念館 

 

 

 

 

現状と課題 

施

設

性

能 

■文化の森は、築 16年の比較的新しい施設であるため、施設の性能に特に重大な問題はありません。 

■津田左右吉博士記念館は、明治初期に建てられた建物（津田左右吉博士の生家）を現在地に移築する

際に一部復元した建物です。移築の際に、耐震基準を満たす建物として建築しており、施設の性能として

は比較的良好な状態です。 

利

用

者

数 

 みのかも文化の森 津田左右吉博士記念館 

H23 88,584 1,837 

H25 93,019 2,171 

H27 88,690 2,837 

利

用

状

況 

■文化の森は、文化・芸術関係の利用者が多く、年間を通じて利用されていますが、利用者 1人当たりのコ

ストはやや高い状況です。 

■文化の森は、市民ミュージアムと教育センターを併せ持つ複合施設です。県内外の学生等の研修や創

作活動でも多く利用されています。今後は、利用者層の幅を拡大し、更なる有効活用策を検討する必要

があります。 

■津田左右吉博士記念館については、施設の維持管理コストは比較的低いものの、施設の利用者数はピ

ーク時と比較すると近年減少傾向にあり、施設 1㎡当たりの利用者数が低いことが課題となっています。

歴史的・文化的価値のある施設であるため、今後の活用方法を検討していく必要があります。 

基本的な方針 長寿命化、民間活用 

①点検・診断等の実施方針 

■文化の森は、安全上、また運営上必要な箇所の機械設備について、年間保守点検契約により毎年（一部 2年

周期で）点検を行っています。今後は利用者の安全確保の観点から毎年の点検実施を検討していきます。 

■津田左右吉博士記念館においては、定期的な点検は実施していませんが、業務委託先の職員やボランティア

などによる日常的な維持管理業務において施設の状況を把握しています。今後は、定期的な点検の実施を検

討します。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■文化の森は、各種設備について予防保全的な修繕を実施していますが、交換部品の供給が今後困難となる

設備については更新を検討します。また災害時には、展示・保管する貴重な市有財産を保護する機能に加

え、庁舎の代行施設としての機能が必要となる施設であることを鑑み、これらの機能を維持するために必要な

修繕及び更新を計画的に実施します。併せて館内照明 LED化等により維持管理コスト削減を図ります。 

背景：国土地理院の電子地形図（タイル） 

施設名 
年度 
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■津田左右吉博士記念館は、管理人が常駐しない施設のため、平日の開錠は下米田連絡所の職員、清掃及

び日曜・祝日の開錠は業務委託先のシルバー人材センター、土曜の開錠は津田左右吉博士顕彰会ボランテ

ィアの方がそれぞれ行っています。その中で施設の不具合などを確認し、速やかに修繕を行っています。 

■今後は、定期的な点検を実施し、計画的な修繕及び維持管理の実施を検討します。 

③安全確保の実施方針 

■文化の森は、施設が比較的新しいため、現状では安全確保の観点から問題はありませんが、今後も予防保全

的な維持管理を継続します。 

■津田左右吉博士記念館は、特に安全性の問題はありませんが、重大な問題が発生した場合は緊急的に対処

していきます。 

④耐震化の実施方針 

■文化の森の建物は、耐震強度に問題はありませんが、災害時の庁舎代行施設として機能するように、電力設

備と併せて適切な時期に各種設備の修繕・更新を行い、施設の性能維持を図ります。 

■津田左右吉博士記念館は、新耐震基準を満たしています。 

⑤長寿命化の実施方針 

■文化の森は、現時点で建物の性能は良好ですが、令和2年に建築後20年を迎えるため、予防保全の観点か

ら、施設の老朽化調査及び長寿命化計画の策定を行い、同計画に基づき施設の長寿命化を図ります。 

■津田左右吉博士記念館については、建物の劣化が進行し、大規模修繕によるコストの拡大を回避するために

も、外壁の塗装や設備更新などを早めに実施し、予防保全的な観点で建物の性能を維持していきます。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■文化の森については、長寿命化計画の策定に併せて、民間活用を含む施設の有効活用を検討していきます。 

■津田左右吉博士記念館は、歴史的・文化的価値の高い建物であることから、現状保存に努めます。 
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(4) スポーツ・レクリエーション系施設 

 

スポーツ施設 

 

対象施設（9施設） 

①美濃加茂市中央体育館プラザちゅうたい 

②美濃加茂市西体育館 ⑦サン・スポーツランド美濃加茂 

③美濃加茂市西総合運動場 ⑧美濃加茂市市橋グラウンド 

④美濃加茂市前平総合運動場 ⑨美濃加茂市下米田グラウンド 

⑤美濃加茂市民プール  

⑥美濃加茂市東総合運動場  

現状と課題 

施

設

性

能 

■ほとんどの施設が築 40年以上経過しており、主要な建物の屋根・外装・内装の劣化が進行しています。 

■西体育館は、旧耐震基準の建物であり耐震性を満たしていないため建替えが必要です。スポーツ施設に

加えて地域の集会施設や避難所としての機能を併せ持つ施設に更新する必要があります。 

■プラザちゅうたいは、ぎふ清流国体開催に伴い、平成 24年度に利便性と安全性を向上するための改修

工事を実施し、施設性能の維持を図っています。 

利

用

者

数 

 
プラザ 

ちゅうたい 
西体育館 

西総合 

運動場 

前平総合

運動場 

美濃加茂

市民プール 

東総合 

運動場 

サン・スポ

ーツランド 

市橋 

グラウンド 

下米田 

グラウンド 

H23 73,142 23,756 25,791 58,403 3,700 23,658 12,257 3,960 7,151 

H25 81,400 21,004 14,957 55,132 2,062 31,761 9,315 2,990 6,024 

H27 96,443 20,616 16,899 53,189 0 31,560 9,964 4,825 6,364 

利

用

状

況 

■スポーツ施設は、いずれもピーク時と比較して利用者数は減少しています。施設の利活用を促進するとと

もに、各施設の利用実態に基づく機能移転や統廃合等についても検討していく必要があります。 

■プラザちゅうたいと前平総合運動場については、委託費及び物件費が維持管理費の大半を占めていま

す。コストの縮減を図るとともに、適切な利用者負担についても検討していきます。 

基本的な方針 長寿命化、統廃合 

①点検・診断等の実施方針 

■スポーツ施設は、専門性の高い施設であるため、管理マニュアル等の作成・活用による予防保全的な維持管

理への移行を進めていきます。 

■対症療法的な管理にとどまらず、技術研修等によるスキル向上を図っていきます。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■プラザちゅうたいは、長寿命化の視点から、予防保全の取組みを進め、計画的な修繕を行います。 

■前平総合運動場は、「前平総合公園再整備計画」に基づき、再整備を進めます。 

■その他スポーツ施設についても、長寿命化計画を策定し、計画的な修繕を進めます。 

③安全確保の実施方針 

■全体的に老朽化が進んでいるため、予防保全を基本としつつ、緊急性の高い施設については、安全性が確保

できるまでの利用停止や代替措置等により早急に対処し、廃止も視野に入れて安全を確保します。 

背景：国土地理院の電子地形図（タイル） 

施設名 

年度 

5 4 
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④耐震化の実施方針 

■耐震性を満たしていない西体育館は建替えによる更新を行い、体育館及び地域住民の避難所としての機能を

確保します（平成 29年度から建替えを実施する予定）。 

⑤長寿命化の実施方針 

■全てのスポーツ施設を対象に、統廃合・民間活用を含む再配置を検討し、市が所有し続けるべき施設につい

ては長寿命化計画を策定します。同計画に基づき、改修工事を実施し、予防保全を図ります。 

■設備については、順次長寿命化製品へ切り替えることにより、ライフサイクルコストの縮減を図ります。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■プラザちゅうたいと西体育館の良好な施設環境の維持に努め、新規の体育館建設は行いません。 

■平成 28年度から平成 29年度にかけて策定する「前平総合公園再整備計画」を踏まえながら、施設の統合・

複合化について検討します。また、公共交通網形成計画との連携により、公共サービスの移転が可能であれ

ば、利用者の少ない施設については廃止も視野に入れて検討します。 

■平成 26 年度から老朽化により利用を中止している市民プールは、外壁剥離が見られる危険な状態であり、事

故防止のために早急に除却します。市民プールの跡地は、「前平総合公園再整備計画」に基づき、有効活用

を検討します。 
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レクリエーション施設・観光施設 

 

対象施設（5施設） 
①美濃加茂市商業ビル（シティプラザ美濃加茂、シティホテル
美濃加茂） 

②太田宿中山道会館 

③みのかも健康の森 

④御殿山キャンプ場（バンガロー） 

⑤下米田さくらの森（東山森林公園） 

 

現状と課題 

施

設

性

能 

■市商業ビルは、シティプラザ美濃加茂とシティホテル美濃加茂の複合施設です。平成 13年から平成 15

年にかけて大規模修繕を実施していますが、築 28年が経過し、建物及び設備の老朽化が進行していま

す。 

■中山道会館は、比較的新しい施設であり、施設の性能に大きな問題はありませんが、木造のため外壁を

中心に劣化が進みつつあります。 

■健康の森とさくらの森は、木造の建物が多くあり、築 20年前後が経過していることから、全体的に老朽化

が進んでいます。遊具の老朽化や遊歩道の整備も大きな課題です。 

■御殿山キャンプ場のバンガローは、1棟を除く全ての建物が耐用年数を超過しており、老朽化・劣化が進

行しています。 

利

用

者

数 

 
美濃加茂市 
商業ビル 

太田宿 
中山道会館 

みのかも 
健康の森 

御殿山キャンプ場 
（バンガロー) 

下米田さくらの森 
（東山森林公園） 

H23 109,651 95,698 60,132 248 - 

H25 107,843 88,998 65,944 222 - 

H27 106,041 96,227 65,164 165 - 

利

用

状

況 

■市商業ビルは、景気の悪化や時代の流れにより、年間利用者数がピーク時より落ち込んでいるものの、こ

こ数年は、一定の利用者数を維持しています。 

■中山道会館と健康の森は指定管理者制度を活用しており、適正な運営を継続していますが、健康の森

は利用者が減少傾向にあり、利活用の促進を含め、今後のあり方について検討する必要があります。 

■御殿山キャンプ場のバンガローは、近年利用者数が著しく少なく、施設の老朽化からも、廃止、複合化、

所有の移転等、多角的な観点で今後のあり方を検討する必要があります。 

基本的な方針 長寿命化、民間活用 

①点検・診断等の実施方針 

■市商業ビルについては、法定点検（12条点検）を実施しており、不適格等の指摘があるものについては改修等

を行っています。また、各設備の保守点検を業務委託により実施しており、今後も、12条点検及び保守点検の

結果を活かし、予防保全的な維持管理を推進していきます。 

■中山道会館と健康の森については、指定管理者により運営しているため、指定管理者による点検の結果を年3

回のモニタリングにより確認しています。今後もモニタリングを適切に実施し、施設の状態把握に努めます。 

■健康の森とさくらの森については、定期的に遊具と遊歩道の点検も行っています。利用者の安全確保のため今

背景：国土地理院の電子地形図（タイル） 

施設名 
年度 
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後も適切に実施し、予防保全に努めます。 

■御殿山キャンプ場のバンガローは、管理を委託している三和まちづくり協議会からの報告をもとに、点検等の対

処をしています。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■市商業ビルについては、10年ごとに長期改修計画（長寿命化計画）を策定し、予防保全に努めています。今

後も、改修計画に基づき、良好な施設環境の維持を推進します。 

■中山道会館と健康の森については、指定管理者からの報告及びモニタリングの結果に基づき修繕等を実施し

ています。今後は、長寿命化の視点から、予防保全に努め、施設の維持を図ります。 

■健康の森とさくらの森については、老朽化した遊具等の早期修繕に努めます。 

■御殿山キャンプ場のバンガローは、委託料及び施設の利用料収入の範囲で修繕等を実施していきます。 

③安全確保の実施方針 

■市商業ビルについては、建築基準法や消防法等基準に適合するため、改修工事を随時行っていますが、全体

的に老朽化が進んでいるため、予防保全を基本としつつ、緊急性の高い設備については、シティプラザ内のテ

ナント及びシティホテルに対し営業停止期間を設けて改修工事を行うなど、利用者の安全確保に努めます。 

■中山道会館については、榎及び宿木の繁茂状況を適宜確認し、落木等を予防するために定期的な剪定を実

施しており、今後は防犯カメラの更新及び設置位置の再検討を行うなど引き続き利用者の安全確保に努めま

す。 

■健康の森とさくらの森については、全体的に老朽化が進んでおり、予防保全を基本としつつ、緊急性の高い遊

具等については、早期修繕に努めます。安全性が確保できるまでは、利用停止の措置を講じ、廃止も検討しま

す。 

■御殿山キャンプ場のバンガローは、耐用年数を経過した建物について利用者の安全確保のため順次閉鎖を検

討します。 

④耐震化の実施方針 

■いずれの施設も、新耐震基準を満たしています。 

⑤長寿命化の実施方針 

■市商業ビルについては、全体的に老朽化が進んでいるため、付属設備も含め長寿命化製品への切替えなど、

予防保全的な維持管理により、安全性の確保とライフサイクルコストの縮減を図っていきます。平成 29年度に

策定予定の長期改修計画において、長寿命化に加え、民間活用も検討していきます。 

■中山道会館については、木造建築物であることから外壁の劣化予防のために定期的な塗装などの予防保全を

を進めます。また、早急に全館 LED化等を計画し、環境対策及び設備の長寿命化を図ります。 

■健康の森とさくらの森については、遊具を木造から鋼材を加えた遊具に交換し、耐久性を高めます。健康の森

の管理棟については、予防保全的な維持管理により長寿命化を図り、安全性の確保を推進します。 

■御殿山キャンプ場のバンガローは、三和地区においてキャンプ場を継続する場合は、耐用年数を経過したもの

について対応を要する状況です。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■市商業ビルは、美濃太田駅前にあり、市のランドマーク的な存在となっているため、予防保全的な維持管理を

図るだけではなく、付加価値を付けるためのコストについても検討していきます。また、㈱シティホテル美濃加茂

をはじめとする市商業ビルを利用している団体には、魅力的な経営を求め、利用者の増加を図るとともに、施設
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の有効活用をより一層進めていきます。 

■中山道会館については、中山道太田宿の交流拠点、観光拠点として唯一の施設であることから、現状を維持

する方針です。指定管理者に対し魅力的な施設運営を求め、来場者の増加を図ります。 

■健康の森とさくらの森については、地域の特色を活かした森林公園であることから、当面は現状を維持しつつ、

施設の有効活用を検討していきます。 

■御殿山キャンプ場のバンガローは、他の施設にキャンプ場が開設された場合など状況の変化に応じて、利用客

の動向を考慮しながら統廃合を検討します。ただし、三和まちづくり協議会と十分な協議が必要となります。 
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(5) 子育て支援施設 

 

幼保・こども園 

 

対象施設（9施設） 

①太田第一保育園 ⑦加茂野保育園 

②太田第二保育園 ⑧ほくぶ保育園 

③古井第一保育園 ⑨下米田保育園 

④古井第二保育園  

⑤山之上保育園  

⑥蜂屋保育園  

現状と課題 

施

設

性

能 

■蜂屋保育園及び加茂野保育園は、新耐震基準の施設であり、加茂野保育園は加茂野児童館との複合施

設です。 

■その他の保育園は旧耐震基準の施設ですが、耐震診断の結果、耐震性に問題のあった施設については耐

震補強を実施しています。 

■旧耐震基準で建設された保育園は老朽化が進行しており、今後は、多くの施設が大規模修繕又は建替えを

要することになります。 

■特に古井第二保育園は、外装及び内装の老朽化が顕著であることから、早急な対処を必要とします。 

児
童
数
／
定
員 

 
太田第一 

保育園 

太田第二 

保育園 

古井第一 

保育園 

古井第二 

保育園 

山之上 

保育園 

蜂屋 

保育園 

加茂野 

保育園 

ほくぶ 

保育園 

下米田 

保育園 

H23 40/60 83/80 139/140 83/80 50/70 95/95 196/195 29/45 68/80 

H25 60/60 100/90 139/140 78/80 54/70 94/95 193/195 28/45 82/80 

H27 71/75 107/110 160/145 61/80 54/70 103/95 193/195 30/45 91/90 

利

用

状

況 

■太田地区及び古井地区には、それぞれ保育園が 2施設ありますが、いずれも老朽化が著しく、利用者ニー

ズも高い現状にあることから、安全性と利便性を向上するために、統合も視野に入れて建替えを検討してい

きます。 

■利用者ニーズが低い地区においては、建物の用途転換（子育て支援センター等）による利活用を検討しま

す。 

■入所児童 1人当たりのコストを見ると、施設によって 3倍近い開きがあることが分かり、効率的かつ効果的な

運営のために保育園の統合、他の施設との複合化、民間委託を積極的に検討していく必要があります。 

■平成 29年度から山之上保育園を山之上こども園（認定こども園）に移行し、利用者の幅広いニーズに対応

していきます。 

 

  

背景：国土地理院の電子地形図（タイル） 

施設名 

年度 
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基本的な方針 統合・複合化、民間活用 

①点検・診断等の実施方針 

■法定点検を実施しており、点検結果を蓄積・活用した予防保全的な維持管理への移行を進めていきます。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■今後は、地区別人口の推移、子育て支援のニーズ、入所児童の動向などを整理し、複数の保育園の統合や

子育て支援センター・児童館など類似施設又は交流センターなど他の機能を持つ施設との複合化、民間事業

者との連携を進める「公立保育園施設整備計画」の策定を進めます。 

■整備計画策定後は、計画に基づき、統廃合・改築等の施設整備及び予防保全的な維持管理を進めていきま

す。 

③安全確保の実施方針 

■全体的に老朽化が進んでいるため、施設整備計画に基づき予防保全を基本とする整備や修繕を行い、安全

確保を図ります。 

④耐震化の実施方針 

■蜂屋保育園及び加茂野保育園は新耐震基準の施設、その他の保育園は旧耐震基準の施設です。 

■旧耐震基準の保育園については、必要な耐震補強工事が完了しています。 

⑤長寿命化の実施方針 

■施設整備計画に基づき、順次施設の更新を図ります。更新時期までは、予防保全的な維持管理により安全性

の確保と長寿命化を図ります。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■施設整備計画に基づき、順次施設の統廃合等を進め、新規の保育園単独施設は設置しません。 

■太田地区には太田第一保育園と太田第二保育園、古井地区には古井第一保育園と古井第二保育園があ

り、各園の統合も検討課題です。 

■古井第一保育園と古井第二保育園は、近隣にある下古井交流センターとの複合化による更新を推進していき

ます。 
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幼児・児童施設 

 

対象施設（2施設） 

①加茂野児童館 

②美濃加茂市子育て支援センターほたるの広場 

 

 

 

 

現状と課題 

施

設

性

能 

■加茂野児童館は、加茂野保育園に複合化（併設）されています。築 17年と比較的新しい建物ですが、

屋根・内装・外装の劣化が進行しています。 

■ほたるの広場は、平成 26年 4月に旧三和保育園を旧伊深保育園に統合した際に、旧三和保育園の建

物を子育て支援センターに用途転換して設置した施設です。築 33年が経過しており、屋根・内装・外装

の劣化が進行しています。 

利

用

者

数 

 加茂野児童館 ほたるの広場 

H23 6,996 - 

H25 6,526 - 

H27 6,450 3,523 

利

用

状

況 

■加茂野児童館は、平均的に利用者数が多く、コストの面でも良好な状態であることから、将来的な少子化

によるニーズ変化も想定しつつ、効率的な維持管理・運営に努めます。 

■ほたるの広場については、利用者数や維持管理に係るコストを継続的に調査し、民間活用を含めた効率

的な運営を行っていきます。 

基本的な方針 長寿命化、統合・複合化 

①点検・診断等の実施方針 

■法定点検を実施しており、点検結果を蓄積・活用した予防保全的な維持管理への移行を進めていきます。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■加茂野児童館は加茂野保育園併設のため、一体として維持管理を行っていきます。 

■ほたるの広場は、建物自体は老朽化しており、予防保全的な維持管理に移行してライフサイクルコストの縮減

を図っていきます。 

③安全確保の実施方針 

■老朽化が進んでいるため、点検結果を活用しつつ、定期的に予防保全的な修繕を実施して利用者の安全を

確保します。 

④耐震化の実施方針 

■いずれの施設も新耐震基準を満たしています。 

 

 

背景：国土地理院の電子地形図（タイル） 

施設名 
年度 
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⑤長寿命化の実施方針 

■加茂野児童館は、加茂野保育園の整備計画に合わせて長寿命化を検討していきます。 

■点検・診断結果に基づき、緊急度に応じた対処を行うとともに、予防保全的な修繕計画により長寿命化を図り

ます。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■前述の「公立保育園施設整備計画」と連携し、保育園又は他の機能を持つ施設との複合化を検討します。ま

た、包括的民間委託など民間事業者との連携を進めます。 
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(6) 保健・福祉施設 

 

高齢福祉施設 

 

対象施設（3施設） 

①すこやかタウン美濃加茂デイサービスセンター 

②みのかも西デイサービスセンターあじさい 

③ふれあいサロン福寿草 

 

 

 

現状と課題 

施

設

性

能 

■いずれの施設も比較的新しいため、施設の性能に大きな問題はありませんが、ふれあいサロン福寿草に

ついては、木造の建物で築16年が経過しているため、外装等がやや劣化しており、予防保全的な対処が

必要です。 

利

用

者

数 

 
すこやかタウン美濃加茂 
デイサービスセンター 

みのかも西デイサービス 
センターあじさい 

ふれあいサロン福寿草 

H23 6,806 8,270 3,611 

H25 6,766 7,770 3,032 

H27 7,641 7,825 2,629 

利

用

状

況 

■いずれの施設も指定管理者制度を活用し、健全な運営を維持していますが、物件費がやや高い状態に

あります。 

■デイサービス施設は、民間事業者による運営が主流な時代であり、公共施設として必要な施設であるか

検討していく必要があります。 

基本的な方針 長寿命化、民間活用 

①点検・診断等の実施方針 

■指定管理者による点検の結果を年 3回のモニタリングにより確認しています。今後もモニタリングを適切に実施

し、施設の状態把握に努めます。 

■建物の定期点検については、12条点検の項目を参考に点検ルールを定める等、日常点検とともに確実に実

施する仕組みを構築します。 

■消防設備、浄化槽設備等については、毎年法令に基づいて保守点検を実施しており、引き続き実施していき

ます。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■維持管理、修繕は、日常保守管理により必要に応じて実施します。 

■いずれの施設も指定管理者による維持管理を実施しており、緊急対処が必要な設備等について指定管理者と

協議の上、順次更新を行うとともに、修繕・更新計画の策定についても検討していきます。 

背景：国土地理院の電子地形図（タイル） 

施設名 

年度 
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③安全確保の実施方針 

■建物の性能には現時点で大きな問題はなく、バリアフリー化も実施しています。 

■また、火災報知機等の利用者の安全に係る設備の使用について、職員等が緊急時に対応できる体制を構築

する等、施設の利用面に関する安全性については万全を期しており、今後も適切な体制を維持していきます。 

④耐震化の実施方針 

■いずれの施設も新耐震基準を満たしています。 

■高齢者の利用が多いことから、地震発生時の安全確保のため、家具・備品の固定や転倒防止対策を講じてい

きます。 

⑤長寿命化の実施方針 

■予防保全的な修繕計画を策定し、長寿命化、ライフサイクルコストの縮減を図ります。 

■設備の修繕・更新等を行う際は、長寿命化製品への切替えも検討していきます。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■デイサービスセンターについては、高齢者の増加に伴い、今後利用者ニーズが高まることが予想され、当面は

現状を維持する方針ですが、民間事業者との役割分担について見直していく中で施設のあり方を検討していき

ます。 

■福寿草については、介護保険制度改正の中で新しい総合事業への移行が順次進められている中で、生きがい

活動支援通所事業をどのように位置付けていくかが検討されており、その中で施設の利用方法を検討していき

ます。 
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障害福祉施設 

 

対象施設（1施設） 

①美濃加茂市障害者支援施設ひまわりの家 

 

 

 

 

 

現状と課題 

施

設

性

能 

■ひまわりの家は、築 22年が経過しており、主に外装の劣化が目立つ状況です。 

 

 

利
用
者
数
／
定
員 

 美濃加茂市障害者支援施設ひまわりの家 

H23 19/20 

H25 19/20 

H27 19/20 

利

用

状

況 

■指定管理者制度を活用しており、運営状況は良好です。 

■利用者数は定員20名に対して、近年19～20名で推移しており、利用者ニーズに合ったサービスを提供

している施設といえます。 

基本的な方針 長寿命化 

①点検・診断等の実施方針 

■指定管理者による点検の結果を年 3回のモニタリングにより確認しています。 

■現在実施している定期点検及び日常点検の結果を活用した予防保全的な維持管理への移行を進めていく予

定です。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■維持管理コストや利用者数などの現況調査を毎年実施し、過去の修繕履歴等とともに蓄積・分析して効率的

な維持管理の実現を図ります。 

③安全確保の実施方針 

■建物の性能に大きな問題はありませんが、障がい者支援施設のため利用者の安全性を特に配慮して事業を

行います。 

■地震発生時の安全確保のため、家具・備品の固定や転倒防止対策を講じていきます。 

④耐震化の実施方針 

■新耐震基準を満たしています。 

  

背景：国土地理院の電子地形図（タイル） 

施設名 
年度 
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⑤長寿命化の実施方針 

■ひまわりの家は新耐震基準の施設ですが、築 22年が経過しており、利用頻度が高いため長寿命化を早急に検

討します。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■障がい者支援施設という性質上、他の施設との統合・複合化は課題が多く、当面は現状を維持する方針です。 

■サービス向上とコスト縮減のため、ひまわりの家に代わって民間施設の利用についても検討していきます。 
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児童福祉施設 

 

対象施設（1施設） 

①美濃加茂市児童発達支援センターカナリヤの家 

 

 

 

 

 

現状と課題 

施

設

性

能 

■カナリヤの家は築 28年が経過しており、屋根・外装・内装の劣化が進行しています。 

■必要な修繕を順次実施していますが、全体的に老朽化が進行していることから、施設全体の長寿命化の

検討も必要です。 

利

用

者

数 

 美濃加茂市児童発達支援センターカナリヤの家 

H23 98 

H25 107 

H27 117 

利

用

状

況 

■利用者数は近年増加傾向にありますが、今後は、少子化の影響を受けて利用者ニーズが低下する可能

性も考慮しつつ、施設のあり方を検討していく必要があります。 

■平成 14年、平成 26年に増築しており、効率的な維持管理を進めるとともに、施設内スペースの有効活

用等の検討を進めていく必要があります。 

基本的な方針 長寿命化 

①点検・診断等の実施方針 

■法定点検結果の蓄積と活用による予防保全的な維持管理への移行を進めていく予定です。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■2度の増改築を実施しているため、施設の老朽化の状況を適切に把握することに努め、予防保全的な維持管

理を進めていきます。 

③安全確保の実施方針 

■老朽化が進んでいる部分もあるため、予防保全を行い、安全性を確保します。 

④耐震化の実施方針 

■新耐震基準を満たしています。 

⑤長寿命化の実施方針 

■市内に１箇所の施設であり、利用者ニーズも高いことから、今後のニーズ変化を見極めながら施設の長寿命化

を検討していきます。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■利用者数の推移を考慮しながら、当面は現状維持で、維持管理を行っていきます。 

■将来的に乳幼児に対する支援から就労までを包括した支援を行う場合は、施設の複合化も検討します。 

背景：国土地理院の電子地形図（タイル） 

施設名 
年度 
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保健施設 

 

対象施設（1施設） 

①美濃加茂市保健センター 

 

 

 

 

 

現状と課題 

施

設

性

能 

■保健センターは、生涯学習センターに複合化されており、築 33年が経過していることから、全体的に老朽

化が進行しています。 

■生涯学習センターと併せて大規模修繕等を進めています。また、保健センターの移転等再配置について

も検討していく必要があります。 

利

用

者

数 

 美濃加茂市保健センター 

H23 20,641 

H25 18,696 

H27 21,212 

利

用

状

況 

■成人・乳幼児健診（検診）時に、駐車場が混雑して利用しにくいという問題があります。 

■さらに利用しやすい施設とするための検討が重要課題となっています。 

基本的な方針 長寿命化、複合化 

①点検・診断等の実施方針 

■生涯学習センターとともに定期的に法定点検（12条点検）を実施しており、指摘事項について計画的に順次修

繕等を行っています。今後も引き続き定期点検等により施設の状態把握に努めます。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■生涯学習センターとともに、予防保全的な維持管理への移行を進め、維持管理コストの縮減に努めます。 

③安全確保の実施方針 

■生涯学習センターとともに、予防保全的な修繕等を計画的に実施し、安全確保に努めます。 

④耐震化の実施方針 

■新耐震基準を満たしています。 

⑤長寿命化の実施方針 

■築 30年以上経過して老朽化が進行しているため、長寿命化対策が必要です。 

■長寿命化を基本として、予防保全的な維持管理による安全性の確保とライフサイクルコストの縮減を図ってい

きます。 

 

背景：国土地理院の電子地形図（タイル） 

施設名 
年度 
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⑥統合や廃止の推進方針 

■今後、事業の実施場所や拠点そのものを外へ移転（既存施設への複合化）させることも視野に入れて検討して

いきます。 
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その他保健・福祉施設 

 

対象施設（1施設） 

①総合福祉会館すこやかタウン美濃加茂 

 

 

 

 

 

現状と課題 

施

設

性

能 

■築 22年が経過しており、屋根・外装・内装の劣化が進行しています。 

■施設の老朽化が進んでいるため、対症療法的な修繕ではなく、計画的な修繕を実施し、長寿命化を図る

必要があります。 

■福祉避難所＊に指定されており、日常的に要配慮者（高齢者、障がい者、乳幼児）の利用割合が高いこと

から、施設や設備の日常的な点検による事故の防止が必要です。 

利

用

者

数 

 総合福祉会館すこやかタウン美濃加茂 

H23 84,985 

H25 87,793 

H27 89,802 

利

用

状

況 

■指定管理者制度を活用しており、運営状況は良好です。 

■利用者数は年々増加しており、高齢化の進行によって、デイサービスをはじめとする高齢者向けサービス

へのニーズがさらに高まる可能性があります。 

■利用者の目線に立ち、今後必要となるサービスを見極めていく必要があります。 

基本的な方針 長寿命化、民間活用 

①点検・診断等の実施方針 

■点検結果を活用した予防保全的な維持管理への移行を進めていきます。 

■また、12条点検の結果や利用者のアンケートを分析し、適切な修繕計画の策定のための資料として活用しま

す。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■全体的に老朽化が進んでいるため、予防保全的な修繕計画を策定し、適切な時期に適切な修繕等を実施す

ることで、維持管理コストの削減とともに、施設の長寿命化を図ります。 

③安全確保の実施方針 

■総合福祉会館の利用者は高齢者、障がい者、母子の方が多く、施設の安全性を特に配慮する必要があるた

め、修繕計画に基づいた修繕と併せて、点検結果に基づく早めの対応を実施します。 

④耐震化の実施方針 

■新耐震基準を満たしていますが、指定避難所（初期対応避難所・福祉避難所）に指定されていることから、災

害時に必要な機能を発揮できるように予防保全を図ります。 

 

背景：国土地理院の電子地形図（タイル） 

施設名 
年度 
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⑤長寿命化の実施方針 

■築 22年が経過しており、利用頻度が高いことから、長寿命化対策が必要です。対症療法的な修繕ではなく、

予防保全的な維持管理を行い、付属設備についても長寿命化製品への切替えにより、ライフサイクルコストの

縮減を図ります。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■利用者ニーズが高く、施設の運営状況も良好であることから、当面は現状を維持する方針です。今後、総合福

祉会館において提供している福祉サービスが民間施設で提供でき、かつ民間施設を利用することで事業全体

のコスト縮減が図れるようになれば、廃止も視野に施設のあり方を検討していきます。 
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(7) 行政系施設 

 

庁舎等 

 

対象施設（11施設） 

①美濃加茂市役所（本館） ⑦蜂屋連絡所 

②美濃加茂市役所（西館） ⑧加茂野連絡所 

③美濃加茂市役所（分庁舎） ⑨伊深連絡所 

④太田連絡所 ⑩三和連絡所 

⑤古井連絡所 ⑪下米田連絡所 

⑥山之上連絡所  

現状と課題 

施

設

性

能 

■本館は築 55年、西館は築 37年が経過した旧耐震基準の施設であり、いずれも建物及び設備の老朽化

が進んでいます。 

■本館及び西館は耐震改修を行っていますが、大震災発生時には庁舎の倒壊は免れるものの、施設の機

能を維持することは困難な状況です。 

■分庁舎は、平成 2年に建築された新耐震基準の建物です。 

■連絡所は、各地区に配置されている交流センターに併設されています。 

利

用

状

況 

■いずれの施設も、維持管理に係る委託費及び物件費がコストの大半を占めています。 

■庁舎については、平成 23年度より、庁舎内のスペースの一部について地方自治法に基づく行政財産の

貸付けを行っており、自己収入が増加しています。 

■行政機関が本館、西館、分庁舎に分かれており、事務の効率化、利便性の観点から建替えに合わせて

統廃合及び複合化を検討していく必要があります。 

基本的な方針 更新 

①点検・診断等の実施方針 

■本館及び西館については、法定点検(12条点検)を実施しており、点検結果に基づいた予防保全的な維持管

理への移行を進めます。 

■12条点検の対象ではない施設については、12条点検の基準に準じて定期的に点検を実施します。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■本館及び西館については、電気設備を含めて様々な箇所で故障等が発生してきています。建替えが検討され

る段階であるため、大規模修繕は想定せず、必要な修繕によって対応していきます。 

③安全確保の実施方針 

■本館及び西館については、すでに耐震補強工事も実施しており、適切に維持管理を行うことで、職員及び来庁

者の安全確保に努めます。 

④耐震化の実施方針 

■本館及び西館は、耐震診断の結果、耐震性に問題があったため、平成 15年度に耐震補強工事を実施しまし

た。分庁舎については、新耐震基準を満たしています。 

 

背景：国土地理院の電子地形図（タイル） 

3 
2 4 
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⑤長寿命化の実施方針 

■本館及び西館については、建築後年数が相当に経過していることから、長寿命化を図ることは難しい状況にあ

ります。緊急性の高い修繕を実施していくことで安全確保を図りつつ、建物の更新について具体的に検討してい

きます。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■現在、本館・西館に生涯学習センター、保健センターが隣接しており、イベントや健康診断等の際に駐車場が

満車になることが多いなど、利用者の利便性が確保できていない状況にあります。 

■また、本館及び西館は老朽化が進行しており、大震災発生時には倒壊は免れるものの、施設の機能を維持す

ることは困難な状況にあることから、早急に、統合・複合化、民間活力の導入など新たな庁舎のあり方について

考えるための調査・研究を進めていきます。 

■平成 28年度には新庁舎整備基本構想策定委員会を設置し、基本構想の策定に着手しました。引き続き計

画的に庁舎整備を推進していきます。 
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(8) 公営住宅 

 

公営住宅 

 

対象施設（12施設） 

①下町住宅 ⑦矢田住宅 

②平塚住宅 ⑧ハイツ矢田住宅 

③トドメキ住宅 ⑨土ヶ洞住宅 

④相生住宅 ⑩伊深住宅 

⑤上野住宅 ⑪三和住宅 

⑥森山住宅 ⑫牧野住宅 

現状と課題 

施

設

性

能 

■相生住宅、上野住宅及び矢田住宅は建築から 35年以上経過しています。その他の市営住宅も建築し

てから 25年を経過した施設が大半を占めており、建物及び設備の老朽化が進行して、大規模修繕又は

建替えの検討が必要な時期となっています。 

■昭和 56年以前に建築された相生住宅、上野住宅、矢田住宅の耐震診断を実施した結果、耐震補強の

必要はありませんでした。しかし、施設の老朽化は進行しており、快適な居住環境を維持するためには、

予防保全の視点に基づき計画的な修繕を進める必要があります。 

入
居
戸
数
／
管
理
戸
数 

 
下町 

住宅 

平塚 

住宅 

トドメキ 

住宅 

相生 

住宅 

上野 

住宅 

森山 

住宅 

矢田 

住宅 

ハイツ 

矢田 

住宅 

土ヶ洞 

住宅 

伊深 

住宅 

三和 

住宅 

牧野 

住宅 

H23 
15/16 
（36） 

37/38 
（83） 

12/12 
（28） 

18/18 
（40） 

24/24 
（61） 

5/6 
（14） 

18/18 
（47） 

70/72 
（173） 

10/12 
（29） 

20/20 
（70） 

15/18 
（69） 

12/12 
（27） 

H25 
16/16 
（30） 

37/38 
（84） 

12/12 
（27） 

18/18 
（42） 

24/24 
（69） 

6/6 
（15） 

18/18 
（41） 

69/72 
（161） 

12/12 
（29） 

20/20 
（59） 

12/18 
（36） 

12/12 
（25） 

H27 
16/16 

（30） 

36/38 

（85） 

12/12 

（25） 

17/18 

（38） 

23/24 

（62） 

5/6 

（7） 

15/18 

（33） 

67/72 

（138） 

11/12 

（28） 

20/20 

（65） 

13/18 

（41） 

12/12 

（25） 

（）内の数値は、入居者数です。 

利

用

状

況 

■入居申込み倍率が高い市営住宅がある一方で、入居申込みがない市営住宅もあることから、統廃合、

民間施設の借り上げも含めて入居申込みのない施設のあり方を検討していきます。 

■高齢者の入居希望者が増加し、3階及び 4階への入居希望者が減少しているため、バリアフリー対策を

含めて高齢者に対応した改修を検討していく必要があります。 

基本的な方針 長寿命化、統廃合 

①点検・診断等の実施方針 

■建築専門家による長寿命化のために必要な点検及び建物診断を実施し、施設の長寿命化計画を策定しま

す。また、施設の安全性の確認のために、年次点検票を作成し、点検結果を記録していきます。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■維持管理コスト等の現況調査を毎年実施し、維持管理コストの推移や修繕履歴等を蓄積・分析していきます。 

■緊急を要する修繕や退去に伴う修繕を実施していますが、全体的に老朽化対策として大規模修繕が必要な

状況にあります。施設数が多いため、計画的に大規模修繕を実施していくことが必要です。 

■また、屋上防水など重要な箇所の更新時期を迎えていることからも、総合的な改修計画（長寿命化計画）を早

6 

5 

背景：国土地理院の電子地形図（タイル） 

施設名 

年度 
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急に策定し、優先順位やコストに配慮した改修工事（大規模修繕）を実施していきます。 

③安全確保の実施方針 

■全体的に老朽化が進んでいますが利用できる状況にあるため、予防保全を基本として、建物の安全確保を図

ります。なお、緊急性の高い箇所については、改修計画の見直しや改修時期までの暫定的な修繕を行いま

す。 

■入居者の安全を確保するために、建物の年次点検を実施して不良箇所の確認を行い、軽微な部分について

は応急修繕を実施していきます。 

④耐震化の実施方針 

■旧耐震基準の建物は、耐震診断により耐震性があることを確認しています。 

■付属施設の耐震化は実施しませんが、施設が存続できるように改修していきます。 

⑤長寿命化の実施方針 

■築 40年近く経過している市営住宅もあり、施設の至る所で老朽化が見られます。市営住宅の内部の改修は、

入居者がいることから退去時に順次継続して進めていきます。 

■全ての市営住宅を対象に、統廃合を含む再配置を検討し、市が所有し続けるべき施設については長寿命化

計画を策定します。同計画に基づき、改修工事を実施し、予防保全を図ります。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■長寿命化を基本とした計画的な改修工事を実施し、統廃合による更新を除き、新規の市営住宅は設置しませ

ん。 

■今後、入居者の高齢化が進むことから、公共交通を利用できる利便性の高い箇所への統合・集約化を検討し

ていきます。 

■平成 28年度に、三和住宅の一部を市営住宅から定住促進住宅に移行しました。三和住宅で今後も一定期

間入居者の応募がない場合は、順次定住促進住宅に移行し、移住者による三和住宅の利用を促すことで地

域の活性化を図っていきます。 
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(9) その他の公共施設 

 

■本計画において、方針等の検討を要する主要な施設に含まれない消防施設等の施設についても、3.3（3）で示し

た公共施設等マネジメントの実施方針及び以下の方針に従い、施設の維持管理の改善に努めます。 

 

消防施設 

施設例 消防団車庫・倉庫、防災備蓄倉庫 

①点検・診断等の実施方針 

■現時点では点検等を実施していませんが、災害発生時に機能を発揮できるように、定期的な点検の実施を検

討します。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■老朽化が著しい建物については、災害時にも対応できるよう更新（建替え）する予定です。 

■防災備蓄倉庫については、下米田地区や避難所に指定している福祉施設等に新規設置を検討します。 

③安全確保の実施方針 

■老朽化の進行により大規模修繕を実施しても安全性の確保が困難と思われる建物もあり、優先順位を定めて

建替えを検討していきます。 

④耐震化の実施方針 

■耐震性のない建物については、順次建替えを検討していきます。 

⑤長寿命化の実施方針 

■定期的な点検を行うなど予防保全的な維持管理に努めます。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■消防団車庫・倉庫については、消防団の組織自体に変更（分団の増減等）がない限り統合や廃止等は行いま

せん。 

■防災備蓄倉庫については、現在の配置状況の妥当性を再確認し、統合、廃止についても検討していきます。 
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公園 （※建物のみ） 

施設例 前平公園管理事務所、屋外便所、休憩所 等 

①点検・診断等の実施方針 

■前平公園管理事務所は、施設管理者による目視の日常点検を行っています。 

■屋外便所については、清掃委託業者による、設備を中心とした日常点検を実施しています。 

■休憩所、東屋等その他の建物については、職員による年 2回の点検及び遊具点検者による年 1回の目視点

検を実施しています。 

■日常点検記録を様式化してデータを蓄積することで、予防保全的な維持管理への移行を進めていきます。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■現状は、点検等により確認された損傷箇所を順次修繕対応する事後保全的な対処を行っています。 

■今後は、予防保全に努めるとともに、適正な時期での更新を検討していきます。 

③安全確保の実施方針 

■前平公園管理事務所は、老朽化が進んでおり、利用者の安全確保のため今後は予防保全を基本として、施

設の全面改修（更新）も含めて施設のあり方を検討していきます。 

■屋外便所においては、構造的な危険は把握されていませんが、利用者の利便性等を考慮し、一部の建物では

全面改修も検討します。 

④耐震化の実施方針 

■前平公園管理事務所は、施設の全面改修（更新）も含めて施設のあり方を検討します。 

■その他の建物については、小規模なものが多いため建替えを基本とします。 

⑤長寿命化の実施方針 

■総合公園である前平公園と近隣公園 5箇所については長寿命化修繕計画を策定済みです。 

■長寿命化修繕計画では、前平公園管理事務所の具体的対策として、点検時に異常が認められた時点で必要

箇所を補修することで予防保全を図るとしていますが、今後は全面改修（更新）も検討していきます。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■前平公園管理事務所は現場対応の拠点であり、現段階で統廃合することはできませんが、用途に応じた規模

の縮小については検討していきます。 

■複数設置されている前平公園の屋外便所は、施設の集約を検討します。特に汲み取り式トイレについては早急

に全面改修及び公共下水道への接続を計画します。 
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その他（駅周辺施設） 

施設例 美濃太田駅自由通路 等 

①点検・診断等の実施方針 

■清掃委託業者による目視の日常点検を実施しており、今後は職員による定期点検を実施していきます。 

■日常点検項目を明確にし、様式化してデータを蓄積することで、予防保全的な維持管理への移行を進めま

す。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■現状は点検等により確認された損傷箇所を順次修繕対応しています。 

■東海旅客鉄道株式会社（ＪＲ東海）と連携し、情報共有により予防保全的な維持管理への移行を進めていき

ます。 

③安全確保の実施方針 

■現状としては問題ありませんが、鉄道軌道上の施設でもあるため、ＪＲ東海と連携して予防保全に努めます。 

④耐震化の実施方針 

■新耐震基準を満たしています。 

⑤長寿命化の実施方針 

■照明設備については、現在長寿命化製品への切替えによるコスト縮減対策を実施中です。 

■照明設備以外についても、長寿命化を早急に検討します。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■該当なし 
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その他（普通財産） 

施設例 伊深自治会館（旧伊深村役場庁舎）、旧学校給食センター 等 

①点検・診断等の実施方針 

■普通財産については、法定点検の対象施設はなく、点検等は実施していません。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■使用貸借している普通財産(シルバー人材センター太田・古井、森山団地集会所)については、使用者による

維持管理を行っています。 

■いずれの施設も、築年数がかなり経過していますが、予防保全の推進により、修繕費等の抑制に努めます。 

③安全確保の実施方針 

■各施設の老朽化が進んでおり、安全性の確保が難しい施設は除却することを基本として施設のあり方を検討し

ます。 

④耐震化の実施方針 

■伊深自治会館を除く普通財産については、耐震化の予定はなく、いずれの施設も老朽化が著しいことから除却

又は譲渡を検討します。 

⑤長寿命化の実施方針 

■平成 28 年度に国登録有形文化財に登録された伊深自治会館については、文化財保護法に基づき、耐震性

の確保と長寿命化の改修を計画的に進めます。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■市が所有・管理する必要のない普通財産は、資産の有効活用の視点からも積極的に処分（売却・譲渡等）を

行います。また、現在、使用貸借している普通財産についても、譲渡等を検討します。 

■旧学校給食センターは、施設管理リスクの排除及び安全確保のため、早急に除却します。 
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4.2 インフラ施設 

(1) 道路（橋梁以外の施設） 

 

①点検・診断等の実施方針 

■国が定める舗装点検要領に基づく路面性状調査を定期的に実施し、「損傷レベル」や「ひび割れ」等のデータ

を取得し、劣化状況等について診断を実施します。 

■道路施設（トンネル、大型カルバート、横断歩道橋、標識、街路灯等）については、施設類ごとの点検基準に従

い、定期点検を実施します。 

■日常点検や道路パトロールについては、点検・診断結果の記録や活用業務を効率的に行う方法についても検

討し、予防保全的な維持管理への移行を図ります。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■長寿命化計画（個別施設計画）に従い、効率的かつ計画的な維持管理の実現を図ります。 

■長寿命化計画（個別施設計画）の見直し・更新に当たっては、点検・診断結果を蓄積し、優先度の検討を行い

ます。 

■上・下水道の長寿命化等に係る工事計画を加味した修繕計画を検討し、市全体としての更新等費用縮減を

図ります（庁内 GIS＊の活用 等）。 

③安全確保の実施方針 

■点検・診断の実施により、緊急的な対応が必要と判断された箇所について、安全確保のための緊急対処（利

用の制限、緊急工事等）を行う等、予防保全の推進による事故等の未然防止を図ります。 

④耐震化の実施方針 

■該当なし 

⑤長寿命化の実施方針 

■長寿命化計画（個別施設計画）の長期的な推進と、PDCA サイクル＊による継続的な計画の更新・改善を図り

ます。 

■点検・診断結果を基に、全体的な長期の管理計画（30年間）と、短期の具体的な予算計画（5年間）をそれぞ

れ策定・更新していきます。 

⑥統合や廃止についての推進方針 

■道路の必要性に関わる社会情勢の変化に対応していくため、財政状況、人口動態、公共施設等へのニーズ

変化等、状況に応じて道路や関連施設の廃止を含めた検討を行っていきます。 
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(2) 橋梁 

 

①点検・診断等の実施方針 

■「岐阜県橋梁点検マニュアル」を用いた定期的な点検を行い、岐阜県のアセットマネジメント手法の検討資料を

参考として、劣化状況等の健全度診断を実施します。 

■道路法施行令や同法施行規則において定められるそのほかの道路関連工作物等（トンネル、その他ストック＊）

についても、舗装の点検と併せた効率的な点検について検討し、実施していきます。 

■日常点検や道路パトロールについては、点検・診断結果の記録や活用業務を効率的に行う方法についても検

討し、予防保全的な維持管理への移行を図ります。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■「橋梁長寿命化修繕計画」（個別施設計画）に従い、点検・診断結果を基に補修優先順位を決め、補修費用

の平準化を含め、効率的かつ計画的な維持管理の実現を図ります。 

■予防保全型の維持管理を推進することにより、橋梁の長寿命化を図り、ライフサイクルコストの縮減を図ります。 

③安全確保の実施方針 

■「橋梁長寿命化修繕計画」（個別施設計画）において検討対象とした橋梁以外にも、地域の交通において重要

な役割を果たす橋梁が多くあることから、橋梁の劣化・損傷に起因した事故による人命・財産への危険を未然

に防止するため、予防保全的な維持管理の推進を図り、事故等の未然防止を図ります。 

④耐震化の実施方針 

■地震等の災害時における緊急輸送ルートとして機能するように、耐震補強がなされていない重要橋梁から順

次耐震化を進めていきます。 

⑤長寿命化の実施方針 

■「橋梁長寿命化修繕計画」（個別施設計画）にて検討対象とした橋梁の維持補修を計画的に推進しつつ、その

他の橋梁についても点検・診断結果を基に長寿命化の検討を行います。 

■長寿命化修繕計画の継続的な推進のため、PDCA サイクルを活用した定期的な見直しを図るとともに、点検・

診断に係る新技術の導入によるコスト縮減についても検討を行っていきます。 

⑥統合や廃止についての推進方針 

■橋梁の必要性に関わる社会情勢の変化に対応していくため、財政状況、人口動態、公共施設等へのニーズ

変化等、状況に応じて橋梁や関連施設の廃止を含めた再配置の検討を行っていきます。 
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(3) 公園 

 

①点検・診断等の実施方針 

■公園施設製品安全管理士と公園施設製品整備技士等により、「遊具の安全に関する規準 JPFA‐S：2014」に

基づいて「公園施設点検調査票」を作成し、調査判定を定期的に行います。 

■また、その判定結果を蓄積し、効率的な予防保全実施のための資料として継続的に整備します。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■「都市公園長寿命化修繕計画」に従い修繕等を実施し、維持管理予算の縮減や平準化を図っていきます。 

■計画的・総合的な都市公園施策全体の中で、必要に応じて長寿命化修繕計画の見直しを行い、点検・診断

結果を基に決定した補修優先順位に基づいて補修費用の平準化を検討するなど、効率的かつ計画的な維持

管理を推進します。 

③安全確保の実施方針 

■「健全度調査票」を作成し、公園施設の設置状況や構造材・消耗材の劣化・損傷状況を目視により確認すると

ともに、施設本体とその周辺に存在する危険性等の有無について、定期的な点検を実施します。 

④耐震化の実施方針 

■災害発生時の緊急避難場所（避難広場・一時退避広場）として指定されている公園に設置されている屋外便

所等の建物については、点検結果に基づき必要に応じて耐震化を図ります。 

⑤長寿命化の実施方針 

■「都市公園長寿命化修繕計画」にて検討対象とした公園の維持補修を計画的に推進しつつ、その他の公園に

ついても点検・診断結果を基に長寿命化の検討を行います。 

■長寿命化修繕計画の継続的な推進のため、PDCA サイクルを活用した定期的な見直しを図るとともに、点検・

診断に係る新技術の導入によるコスト縮減についても検討を行っていきます。 

⑥統合や廃止についての推進方針 

■地区別の人口推移等、公園の必要性の変化に対応し、緊急避難場所の適切な分布状況を維持しつつ、状況

に応じて施設の廃止を含めた再配置の検討を行っていきます。 

■市民のニーズに対応して、良好な生活空間確保のための公園の再配置についても併せて検討していきます。 
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(4) その他（農業用施設） 

 

①点検・診断等の実施方針 

■灌漑用水利用者による日常点検とともに、職員による定期点検を確実に実施します。 

■岐阜県土地改良事業団体連合会による施設診断・管理指導を基に施設改修の優先度を判定し、補修費用

の平準化を図ります。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■点検、診断結果及び施設の利用状況に基づき、優先度の高い施設から修繕、更新を実施します。 

■灌漑用水利用者と連携し、情報共有により予防保全的な維持管理への移行を進めていきます。 

③安全確保の実施方針 

■点検、診断結果及び修繕、改修履歴を蓄積、管理し、これらのデータを施設の保全に活用することで安全確

保を図ります。 

④耐震化の実施方針 

■一定規模以上の農業用ため池では耐震診断が実施されており、今後耐震化が必要と判断された施設につい

ては県営事業による計画的な施設改修を実施し、耐震化を図ります。 

⑤長寿命化の実施方針 

■点検及び診断によって得られた施設の劣化状況を基に計画的な維持補修を行います。 

■灌漑用水利用者による日常点検及び維持管理の実施状況を把握し、安定的な維持管理を実施します。 

⑥統合や廃止についての推進方針 

■灌漑用水の利用状況及び調整池機能の有無などを基に、必要がなくなった農業用ため池等の施設について

は廃止を検討していきます。 
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4.3 上水道・下水道施設 

(1) 上水道 

 

①点検・診断等の実施方針 

■法定点検と併せて、職員による日常・定期点検を確実に実施します。 

■設備及び管路については、点検・修繕・故障等の履歴を蓄積・管理し、蓄積したデータを施設の保全に活用し

ており、今後も引き続き実施します。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■「美濃加茂市水道ビジョン」に基づき、重要管路である送水管と配水本管を重点的に更新します。 

■予防保全の実施による施設のライフサイクルコスト縮減を図りつつ、上水道会計における中長期財政計画の定

期的な見直しや料金水準の適正化を検討し、中長期財政計画とも整合をとって維持管理の財源確保を図りま

す。 

■コスト縮減と上水道サービス向上の両立のため、民間技術や経営手法の調査研究に基づく改善に努め、必要

に応じて民間委託の導入も検討します。 

③安全確保の実施方針 

■設備及び管路については、点検・修繕・故障等の履歴を蓄積・管理し、蓄積したデータを施設の保全に活用し

ており、今後も引き続き実施します。 

■土木構造物（配水池のタンク等）及び建物については、定期的な点検等により安全確保に努めます。 

④耐震化の実施方針 

■耐震化を実施していない管路については、管路の老朽度、耐震性などを参考に更新の優先順位を定め、修繕

工事等と併せて耐震化を実施することにより工事の効率化を図ります。 

■調整池・配水池の建物については、耐震補強済みです。 

⑤長寿命化の実施方針 

■上水道台帳及び GIS を活用したアセットマネジメントを実施しており、ライフサイクルコストが最小となるようにコス

トの平準化を図るため、予防保全による施設の長寿命化を引き続き推進していきます。 

■アセットマネジメントにおける優先施設の選定に当たっては、点検・診断によって得られた施設の劣化状況や耐

震性を基準とします。 

⑥統合や廃止についての推進方針 

■「美濃加茂市人口ビジョン」において目標とする将来人口を基に、給水人口及び有収水量の将来推移を予測

しつつ、「量的な充実」から「質的な充実」への軌道修正を視野に入れ、施設の総量について検討していきま

す。 

 

  

（管路・設備等インフラ施設及び浄水場・クリーンセンター等の公共施設） 
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(2) 下水道 

 

①点検・診断等の実施方針 

■管路については、5年に1度の定期点検と併せて、職員による日常点検を実施し、劣化状況の把握・情報の蓄

積を行います。 

■クリーンセンターについては、施設管理者による建物・機械設備の点検の他、定期的な専門業者による点検を

実施します。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■点検・診断結果に基づき、優先度の高い管路から優先的に修繕・更新を実施します。 

■管路の長寿命化計画を策定し、施設全体のライフサイクルコスト縮減を図ります。 

■維持管理に係るコスト縮減を図るため、施設の保全関連業務の民間委託について検討します。 

③安全確保の実施方針 

■管路・建物については、点検・診断の実施結果を活用した保全により安全確保を図ります。 

■比較的新しい施設・設備が多いため、点検・診断結果に基づき、予防保全的な維持管理を進め、施設管理

者・利用者双方にとって安全な状況を維持していきます。 

④耐震化の実施方針 

■管路については、長寿命化の実施と併せた耐震管への更新を基本とし、効率的に耐震化を図ります。 

⑤長寿命化の実施方針 

■管路については、道路・上水道等の他インフラ施設の修繕計画等と整合した整備計画を策定し、長寿命化を

推進することで、ライフサイクルコストの縮減を図るとともに、安定的な維持管理のための財源確保を図ります。 

⑥統合や廃止についての推進方針 

■下水道普及率は 90％以上であり、今後は人口動態も鑑みつつ、長期的な収支を見通して、適正な施設の総

量について検討を行っていきます。 
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5. 優先的に検討・対処すべき公共施設の検討 

 

■更新等費用試算の結果、集中的に整備された公共施設等が一斉に更新（建替え）を迎える時期（グラフの山）に

は過大な歳出が見込まれる一方、更新等費用の予算見込み額を下回る時期（グラフの谷）も存在します。 

■安定した財源確保の下でも、大規模修繕や建替え等の維持管理事業を安定的かつ確実に実施していくために

は、更新等費用の山と谷をならし（平準化）、さらに総額（ライフサイクルコスト）を縮減するという考え方が必要で

す。 
 

更新等費用の平準化・縮減イメージ図 

  

 

■平準化を行うには、施設ごとに優先度（優先的に大規模修繕や更新等の検討・対処を行うべき施設であるかどう

か）を適切に判断しなければなりません。 

■優先度の設定に当たっては、現時点での施設の状況（耐震化実施状況や老朽化状況、更新等の時期の見込み、

利用状況等）や、利用者（市民）の声を踏まえた検討が必要となります。 

■本計画においては、優先度が高い（特に早急な検討・対処を必要とする）公共施設を、上記の観点に基づいて選

定しました。 

■比較的新しく劣化が進行していない施設や、現時点での運営状況が良好な施設については、更新等の優先度

が低いため、建物の長寿命化等を前提とする更新の先送りを検討します。 

■なお、インフラ施設については、長寿命化計画や点検・診断結果等に基づき、更新等の優先度を決定し、更新

等費用の平準化及びライフサイクルコストの縮減を図ります。  

歳出が過大となる年の更新分 
を前倒し又は先送り 

更新等費用総額を縮減 

優先度の高い施設 

の更新を前倒し 

優先度の低い施設 

の更新を先送り 
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5.1 更新等費用試算結果から見る優先度検討 

 

■更新等費用の試算結果から、公共施設の更新費及び大規模修繕費を、施設類型別に集計・比較し、更新等費

用の視点で施設類型ごとの優先度を検討しました。 

■その結果、試算検討期間 40 年間において更新等費用が多額となる施設類型は、多い順に学校教育系施設

（35％）、スポーツ・レクリエーション系施設（14％）、公営住宅（12％）、市民文化系施設（11％）、行政系施設

（9％）となっており、更新等費用の視点において優先度の高い施設といえます。 

■これらの施設を耐震性の観点で見ると、更新等費用が最も多額となる学校教育系施設については、小中学校の

耐震化工事が完了しており、耐震性に問題はありません。一方で、スポーツ・レクリエーション系施設と市民文化

系施設については、建物の全体又は一部において耐震性を満たしていない避難所指定施設（西体育館、下古

井交流センター、文化会館）があるため、これらの施設のあり方を早急に検討し、廃止、更新等の対処を行う必

要があります。 
 

施設類型（大分類）別の更新等費用試算 

  
 

 

ポイント 

●類型別更新等費用の試算の結果、下記の施設が更新等に多額の費用を要するため、優先して

検討・対処が必要 

学校教育系施設、ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設、公営住宅、市民文化系施設、行政系施設 
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[百万円] 

※端数処理の関係上、合計は 100％になりません。 

学校教育系施設

35%

市民文化系施設

11%

社会教育系施設

6%

スポーツ・レクリエー

ション系施設

14%

子育て支援施設

5%

保健・福祉施設

3%

行政系施設

9%

公営住宅

12%

公園

1%

供給処理施設

0.01% 
その他

4%



97 

5.2 施設現況調査・分析による優先度検討 

 

■公共施設等マネジメントを推進するに当たり、維持管理コストや老朽化・劣化状況等の現況を調査する必要があ

る主要な施設について、現況調査及び分析指標算出を行い、「公共施設カルテ」を作成しました（資料編参

照）。 

■分析指標のうち、老朽化率を「施設健全性」とし、維持管理コストや利用者数などの運営に関する各指標の平均

値※を「運営効率性」として、マトリクス分析*を実施しました。 

 ※算定不能のため指標値が 0 である場合は、改善の見込みが潜在する可能性があると考え、0 も平均値算出に

加味する。 

■マトリクス分析は、横軸を施設健全性、縦軸を運営効率性としてマトリクス図（散布図）に各施設をプロット（図示）

し、プロットされるエリアによって、優先度を分類する手法としました。さらに、マトリクス図中の右上にあるものほど

評価が低いことを視覚的に分かりやすくするため、背景色を青（課題が軽微）から赤（課題が深刻）のグラデーショ

ンで表現しました。 

 

マトリクス分析の手法 

  

    
優先順位 施設健全性 運営効率性 方向性 

1 老朽化 不良 統合・複合化 類似施設の統合、異機能施設との複合化、施設の除却 

2 老朽化 良好 施設の強化 施設機能を強化するための長寿命化や更新 

3 健全 不良 運営の強化 施設の運営方法や利用形態の見直し、施設目的の変更 

4 健全 良好 現状の維持 良好な施設環境の維持・向上のための予防保全等の推進 
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■対象施設をマトリクス図にプロットした結果、最優先で検討・対処すべき施設として、庁舎（本館、西館）、保育園

（古井第一、古井第二、太田第一、太田第二 等）、小中学校（西中、蜂屋小、伊深小 等）、文化会館、プラザ

ちゅうたい等が抽出されています。 

■第 2優先のうち、施設健全性が最低値（1）の施設として、西体育館等のスポーツ施設、下古井交流センター等

が抽出されています。スポーツ施設のあり方を検討する際は、市民プールの跡地利活用と併せて検討する必要

があります。 

■下古井交流センターは、耐震性を満たしていないため早急な対処が必要です。また、約半数の交流センターが

マトリクス図中の赤色の領域にプロットされており、各地区の施設統合・複合化のベース施設として考えられること

から、優先的な検討が必要です。 

 

マトリクス分析の結果 

 

 ※加茂野交流センターは、検討時点で建替え中でありデータがないため、分析から除外しています。 

 

ポイント 

●マトリクス分析の結果、下記の施設について優先的な検討・対処が必要 

庁舎、保育園、小中学校、文化会館、スポーツ施設、交流センター 
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5.3 市民アンケートの結果から見る優先度検討 

 

■前述の「更新等費用試算結果から見る優先度検討」及び「施設現況調査・分析による優先度検討」は、いずれも

数値的・客観的な優先度の検討を試みたものです。これに加え、市民のニーズを反映するため、市民満足度調

査（市民アンケート）の結果に基づく優先度を検討しました。 

■市民アンケートの結果、今後維持すべき公共施設の上位として、「災害時の防災拠点となる行政施設(庁舎)」

「学校教育を行う施設（小中学校）」「福祉サービスの提供や保健活動の支援を行う施設（高齢福祉施設 等）」

「子育てを支援する施設（保育園、児童館 等）」が抽出されています。 

■庁舎については、市民アンケートでは「防災拠点」としての性質が重要視されていますが、建物本体が限界を迎

えつつあることから、大震災発生時に行政機能を確保するためには早急な対処が必要となります。また、近年の

公共施設等マネジメントの事例において、庁舎へのその他機能の複合化事例が増えていること等から、その他の

施設のあり方を考えるうえでも重要な位置付けにあります。 

■図中の緑枠内の施設は、特定の世代が利用する施設であり、少子高齢化の影響を受けやすい施設であるといえ

ます。これらの施設に対する市民の優先度が高いことは、少子高齢化に対する市民の潜在的な懸念の表れとも

いえます。小中学校や保育園等の子育てに関連する施設は、今後少子化によってニーズが低下する一方、高

齢化の進行による福祉施設へのニーズの高まりは容易に想像できるところです。ソフト事業による対策とともに、複

合化や統合も視野に入れていく必要があります。 

■これらの施設に続いて「スポーツ・レクリエーション・観光施設」「市民の文化活動や生涯学習活動を支援する施

設（文化施設（文化会館）、集会施設（交流センター等）」の優先度が高く、これらの施設は、前述の検討におい

ても優先度が高い施設として抽出されています。 

■全体的に数値的・客観的な優先度と市民アンケートによる優先度の結果が類似しているといえます。 

 

市民アンケート設問「将来にわたって優先的に維持していくべき公共施設」の回答結果 

 

 

ポイント 

●市民アンケートの結果、下記の施設について優先的な検討・対処が必要 

庁舎、小中学校、福祉施設、保育園、スポーツ施設、文化施設、集会施設 

45.4%

38.4%

46.2%

58.7%

62.3%

61.1%

62.8%

10.2%

29.3%

8.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

①市民の文化活動や生涯学習活動を支援する施設

②市民の社会教育を支援する施設

③スポーツ・レクリエーション・観光施設

④子育てを支援する施設

⑤福祉サービスの提供や保健活動の支援を行う施設

⑥学校教育を行う施設

⑦災害時の防災拠点となる行政施設

⑧公営住宅

⑨公園施設

無回答
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5.4 優先的に検討・対処すべき公共施設 

 

■前述の優先度の検討に加え、現在進行中又は検討中の計画等との整合性を考慮し、今後のあり方について検

討又は対処の緊急性を要する公共施設を下記のように選定しました。これらの施設については、個別施設計画

を早急に策定し、適切な対処を図っていきます。 

 

施設名 緊急性が高い検討課題（方針） 

庁舎 ■本館は昭和 36 年に建築・供用開始され、建築後 55年が経過しています。 

■西館は昭和 54 年に建築・供用開始され、建築後 37年が経過しています。 

■両庁舎ともに耐震改修を行っていますが、建物本体・設備の老朽化が進行しており、大震災発生

時には庁舎の倒壊は免れるものの、施設の機能を維持することは困難と思われます。早急に、統

合・複合化、民間活力の導入など、新たな庁舎のあり方について考えるための調査・研究を進め

る必要があります。 

交流センター 

 

 

■耐震性を満たしていなかった加茂野交流センターは、平成 28 年度に建替えが完了し、新たなセ

ンターがオープンしました。 

■経年劣化が激しく耐震性を満たしていない下古井交流センターは、危険防止のために早急に除

却し、近接の公共施設に機能を統合・複合化します。 

■伊深交流センターについては、平成 28 年度より地域住民と協働で策定を進めている「伊深地区

まちづくり基本構想」に基づき、連絡所、地域づくりの拠点施設、市民交流の場としての機能を持

つ施設として整備を検討していきます。 

文化施設 ■一部耐震性を満たしていない部分がある文化会館は、市民参加型のあり方検討委員会によっ

て、耐震改修と併せて新たな事業運営方法も検討しました。今後は、複合化や施設の有効活用

を図る機能強化を進め、順次改修を進めていきます。 

スポーツ施設 

 

■平成 28 年度から平成 29 年度にかけて、公園施設を含む前平総合運動場の将来計画（「前平

総合公園再整備計画」）を策定し、老朽化のため再開の見込みがない市民プールは、危険防止

のために早急に除却します。 

■耐震性を満たしていない西体育館は建替えを行い、体育館及び避難所としての機能を確保しま

す。 

保育園 ■保育園は、旧耐震基準時に建設された建物が多くあります。 

■今後は、多くの施設が大規模修繕又は建替えを要することとなります。 

■今後は、地区別人口の推移、子育て支援のニーズなどを整理し、複数の保育園の統合や子育て

支援センター・児童館など類似施設又は交流センターなど他の機能を持つ施設との複合化、民

間事業者との連携を進めていきます。 

■太田地区と古井地区にそれぞれ 2箇所ある保育園の統合は、優先的な検討課題です。 

小中学校 ■現在、小中学校の校舎は耐震改修を終えており、今後は快適な学習環境を維持・確保するため

の施設整備を計画的に進めていきます。 

■各学校の老朽化状況を鑑みて、今後の児童・生徒数の推移を考慮しながら、統廃合を含む再配

置を検討していきます。 
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5.5 個別施設計画策定時の考え方 

 

■各公共施設等について、統合・複合化、場合によっては廃止等の具体的な検討を始めるに当たっては、市の現

況及び将来像、財政状況、公共施設等の現況及び将来ニーズ等を踏まえ、本計画で定めた方針等に従いつつ、

将来にわたる各施設の必要性について慎重に検討していく必要があります。 

■美濃加茂市においては、市民 1 人当たりの公共施設の延床面積が周辺市と比較して少なく、施設の保有量につ

いて余剰があるとはいえない状況にある中、各施設の存続又は廃止を含めた検討を行うに当たっては、施設類

型別の個別施設計画を早期に策定する必要があります。 

■個別施設計画策定時において、具体的な方針を検討する際には、3 大方針・5 原則を前提として、下記の考え

方を必ず取り入れて検討を行います。 

■また、他地方自治体における公共施設等の状況や統合・複合化、民間活用等の先行事例を参考とし、比較検

討を行うことを必須条件として、美濃加茂市の将来像にとって最良の選択を追求します。 

 

個別施設計画策定時の考え方 

今後も現状の施設を使用した公共サービスの提供が必要な施設であるか 

長寿命化は可能であるか 

同様の機能を持つ近隣の施設（他市町村の施設を含む）との統合は可能であるか 

ピーク時の人口を考慮して、過剰な施設規模ではないか 

更新する場合、複合化は可能であるか 
（公の施設＋公の施設、公の施設＋民の施設） 

更新する場合、PFI等の民間資金の活用は可能であるか 
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6. 計画の推進に当たっての体制等 

 

6.1 全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策 

 

■全ての関係者が適切な意思決定と合意形成に基づいて本計画を推進していくための、全庁的な取組体制と情

報管理・共有方策について下記のように定めました。 

 

公共施設等マネジメント専門部署設置による連携・協力体制の構築 

■美濃加茂市では、平成28年度（2016年度）に、今後の公共施設等マネジメントの推進体制構築のため、専門

部署として「施設経営課」を設置しました。施設経営課では、現況調査等により各施設担当課における公共施

設等マネジメントの進捗状況を確実に把握するとともに、維持管理・更新等に係る情報提供や公共施設等マネ

ジメントに関する職員研修・説明会の実施、公共施設等の利用に関する市民アンケートの実施など各種取組

みにより、公共施設等マネジメントの全庁的な推進を図っています。本計画及び個別施設計画の策定・推進に

当たっては、各施設の維持管理関連事業の実施決定に至る過程において、各施設担当課へのヒアリングを実

施し、財政課と各施設担当課との調整を行うなど、計画の実効性を高めるため財政見通しを踏まえた総合的

な調整を図ります。中長期的な視点で公共施設等の最適化を実現していくうえで、全庁的な計画の共有や重

要性の啓発等も併せて行っていきます。 

■また、平成 28年度には、公共施設等マネジメントの適正かつ効果的な推進を図ることを目的に「美濃加茂市

施設経営委員会」を設置しました。施設経営委員会では、全庁的・総合的な視点から公共施設等の優先度を

検討するなど、個別施設計画の効果的な運用等を推進していきます。 

 

広域連携 

■公共施設等マネジメントの実効性を高めるため、知識・ノウハウの向上や利用者ニーズへの対応を効率的に実

施していくには、周辺市町村や国・県との連携が重要となります。図書館についてはすでに坂祝町と公共施設

間連携の強化等に取り組んでおり、今後は市単独で課題を抱えず、更なる広域連携と協力体制構築を図って

いきます。 

■国・県有の土地や建物の利活用といった面でも、積極的な連携を進めます。 

 

公有資産管理システムの活用 

■美濃加茂市では、公共施設等の効率的な維持管理のため、GIS（Geographic Information System：地理情報

システム）の全庁的な活用を進めており、今後の公共施設等マネジメントの推進のため、公共施設等の現況、

修繕履歴等の一元管理が可能な「公有資産管理システム」の構築・活用を予定しています。 

■このシステムの活用により、施設経営課、各施設担当課、財政課が各施設の維持管理状況を横断的に把握

でき、修繕時期の把握や更新等費用の試算をより確実に実施していきます。 
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全庁的な取組体制と情報管理・共有方策のイメージ図 
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周
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市
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議
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広域連携 

全庁的な公共施設等マネジメントの推進 

中長期的な公共施設等最適化に係る計画の共有 

財政見通しを踏まえた事業調整 
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6.2 フォローアップの実施方針 

 

■本計画を、実効性の高い計画として推進していくために、下記の観点でフォローアップを実施し、定期的に見直し

を行い、10年後には公共施設等の状況や財政・人口状況の変化などを踏まえ、計画全体の見直しを行います。

なお、本計画の目標達成状況は市のホームページ等で定期的に公表し、市民・議会・市職員の情報共有と合意

形成を図っていきます。 

 

職員研修等の実施による意識・技術向上 

■本計画の策定に当たり、学識経験者を招いての職員研修を開催し、市として取り組んでいくべき方向性を確認

したうえで今後の計画推進に向けての庁内合意形成を図りました。 

■また、専門技術を有する民間企業協力のもと、施設管理者を対象とした本計画に係る職員説明会やヒアリング

を実施し、各施設担当課の意識向上を図りました。 

■今後も、実効性の高い計画として本計画を推進していくため、研究・教育機関や民間企業と連携して、適宜職

員研修等を実施していきます。 

 

公共施設の現況調査実施と公共施設カルテの活用 

■公共施設の利用状況やコスト、施設の劣化状況等の現況調査を毎年実施し、カルテとして取りまとめ、全庁的

な情報共有と意識の向上を図るとともに、公共施設等マネジメントの進捗確認資料としても公表・活用します。 

 

社会情勢への対応と広域連携 

■変化する社会情勢に対応し、時勢にあった計画として見直しながら進めていくため、PDCAサイクルを活用した

定期的な見直しを行っていきます。 

■また、みのかも定住自立圏に属する近隣自治体とも連携し、相互の情報交換の場を設けるなど、施設活用の

広域化等による公共施設維持管理の効率化につなげる取組みを進めていきます。 

 

ICTの活用による情報共有体制構築・新技術導入の検討 

■本計画の推進に当たっては、施設経営課と財政課の連携により、公共施設等及び財政に係る庁内全体の現

況や今後の見通しに関する情報集約を行っていきます。 

■さらに、集約した情報を庁内全体で共有する体制を構築するため、公会計システム＊や庁内GIS等、ICT＊技術

の更なる活用を図ります。 

■また、少ない職員でも確実に点検を実施し、それらの情報を蓄積・活用していくため、維持管理の効率化に係

る新技術（点検・診断技術、データベース活用、可視化 等）の導入も検討していきます。 

 

市民ニーズを反映した計画の見直し 

■市民のニーズを反映したまちづくりの観点から、利用者目線での評価を把握するため、住民説明会やワークシ

ョップ、アンケートの実施等、あるべき公共施設像について合意形成の機会を創出します。 

■また、財政計画や公共交通網形成計画など関連する計画の進捗状況・見直し等に応じて、これらの計画との

整合性に留意しつつ総合的なまちづくりの視点で本計画を見直します。 
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7. 公共施設等の活用による未来のまちづくり 

 

■本計画において、「あるべき全ての公共施設が、市民に愛され、活用されているまち」を美濃加茂市の将来像とし、

この将来像実現のための公共施設等マネジメント方針等を定めてきました。 

■施設管理者は、これまでに示した「公共施設の総数・総量削減の3大方針」及び「公共施設等マネジメントの5原

則」に基づいた各種の取組みを推進し、「効率的な運営に基づく公共施設等の最適化」を図っていく中で、本当

にあるべき公共施設等の量・質を見極めていかなければなりません。あるべき公共施設等を見極めたうえで、適

切な対処を適切な時期に行っていくことが、施設経営の効率の向上につながります。 

■将来像の実現に当たっては、施設管理者の視点に基づき「経営効率の向上」を図ることで各施設を「生かす（新

生・再生）」ことが重要ですが、公共施設が将来にわたって活用されるためには、利用者（市民）の視点に立って

公共施設の運営を見直し、市民の声をいかしていくことも必要です。 

■市民満足度調査（市民アンケート）においては、「公共施設の現状や課題についてどのくらい関心があるか」の設

問に対し、「大変関心がある（14.1％）」「少し関心がある（37.9％）」の回答が 5 割を超えており、「あまり関心がな

い（15.6％）」「関心がない（3.8％）」の合計である 19.4％の 2 倍以上を占める結果となりました。このことから、公

共施設についてもっと知りたい、考えたいと思う市民が多いことが読み取れます。 

「公共施設の現状や課題についてどのくらい関心があるか」についての回答結果 

 

■また、「自分が好きなこと、得意なことを公共施設で活かしてみたいか」の設問に対しては、「積極的に活かしたい

（5.4％）」「自由な時間や機会があれば活かしてみたい（37.9％）」を合わせると 43.3％であり、「どちらかといえば

活かしたくない（4.8％）」「活かしたくない（7.5％）」の合計である 12.3％の 3 倍以上を占める結果となりました。こ

のことから、美濃加茂市には自分のまちの公共施設への興味・関心が高く、当事者意識も旺盛な、公共施設へ

の愛着が強い市民が多いと考えられます。施設管理者が、このような市民の声をいかす仕組みをつくることで、地

域団体による施設運営や地域ボランティアによる施設支援など、多様な市民の取組みが期待できます。 

■一方で、「どちらともいえない」の回答が 31.6％と高いことから、市が提供する公共施設についての情報（施設の

存在、利活用方法等）が不足している、又は市民に届いていない可能性が考えられます。情報伝達手法の改善

や、施設の活用機会の更なる創出など、施設運営の改善にも取り組んでいかなければなりません。 

「自分が好きなこと、得意なことを公共施設で活かしてみたいか」についての回答結果 

 

14.1% 37.9% 19.3% 15.6% 3.8% 9.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

大変関心がある 少し関心がある どちらともいえない あまり関心がない 関心がない 無回答

5.4% 37.9% 31.6% 4.8% 7.5% 12.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

積極的に活かしてみたい 自由な時間や機会があれば活かしてみたい
どちらともいえない どちらかといえば活かしたくない
活かしたくない 無回答

52.0％ 19.4％ 

43.3％ 12.3％ 
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■このような市民の声を踏まえ、公共施設等の経営効率を高めることと並行して、公共施設の有用性をより高めて

いくためには、「公共施設は豊かな市民生活を実現するためのひとつのツールであり、施設は利用・活用されて初

めて機能を発揮できる」という認識を、施設管理者と市民の双方が持ち続けていくことが必要です。また、このよう

な認識に加えて美濃加茂市の風土や地域性に合った取組みも求められます。 

■都市の利便性と地方のやさしさを一緒に感じることができる美濃加茂市においては、大都市において希薄になっ

てきたといわれる人と人とのつながりを施設にいかしていくことが重要です。 

■市民一人ひとりの施設とのかかわり、つながりが増え、その施設への思いや関心が深くなることによって、施設に

「愛着」を持つ市民が増えるようになります。そして、そのような市民が日常生活において施設を活用することで、

施設を「生かし」また「活かし」ていくことができるようになります。公共施設等マネジメントを実施していくうえでの基

本は「施設を愛する人を育む」こと、そして「施設を愛する人を増やす」ことといえます。 

■このような考えから、市民の誰にとっても心地よい空間である公共施設が整備されたまちづくりを目指すため、「施

設愛」を軸に据えた美濃加茂市のまちづくりにおける公共施設等マネジメントの理念を下図のように整理しました。 

■「あるべき全ての公共施設が、市民に愛され、活用されているまち」を、今後美濃加茂市がめざすべき未来のま

ちの姿として、施設管理者と市民の両方の視点から、実効性の高い公共施設等マネジメントに取り組んでいきま

す。 

 

まちづくりにおける公共施設等マネジメントの理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

めざすべき 
未来のまち 

あるべき全ての公共施設が、 

市民に愛され、活用されているまち 

施設を生かす 施設を活かす 

新生・再生 生活・活用 

施設を愛する人を増やしたい 
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第２部 進捗状況の評価及び計画の見直し 

（平成 28年度～令和 3年度） 

 ※令和 4年 3月一部改訂（案）  
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8. 公共施設等総合管理計画の進捗状況 

8.1 公共施設等総合管理計画改訂の目的 

■本市は、平成 28 年度（2016 年度）に本計画を策定し、「あるべき全ての公共施設が、市民に愛され、活用され

ているまち」を実現するために、「公共施設等の最適化（公共施設等の総数・総量、公共サービスの量・質等を最

適な状態にすること）」を図ることとしました。（第 1部参照：1頁～106頁） 

■そして、本計画に定めた「公共施設の総数・総量削減の 3大方針」及び「公共施設等マネジメントの 5原則」に基

づき、「①公共施設の面積を現況以上に増やさない。可能な限り削減を図る」ことと、「②効率的な運営により必

要な公共サービスの質の向上を図りつつ、更新等費用の削減を図る」ことにこれまで努めてきました。 

■令和 3 年度（2021 年度）現在、本市では、本計画に基づき公共施設等の最適化を図るための様々な取組みを

実施していますが、適正かつ効果的な公共施設等マネジメントを推進していくためには、より実効性の高い計画へ

と不断の見直しを行う必要があります。 

■そこで、本市では、平成 28 年度から令和 3 年度までの本計画（Plan）の進捗状況（Do）を確認・評価（Check）し

た上で、個別施設計画の内容を本計画に反映させるなどの見直し（Action）を行い、その結果を第 2部としてまと

めました。 

 

 

8.2 公共施設等マネジメント推進の取組み 

(1) 令和 3年度までの取組一覧 

■本計画の進捗状況を評価するにあたり、本市における令和3年度までの公共施設等マネジメント推進に係る主な

取組みを以下の一覧にまとめました。 

 

年度 公共施設等マネジメント推進の主な取組み 

H25 

（2013） 

■「公共施設現況調査票」による現況調査開始（※毎年度実施） 

■「公共施設カルテ」、「公共施設白書」作成 

H28 

（2016） 

■「施設経営課」設置 

■「公共施設等総合管理計画」策定 

■「公共施設カルテ」更新 

■「公共施設等類型別カルテ（公共施設白書）」作成 

■「公有資産管理 GIS（地理情報システム）」構築 

■「施設経営委員会」設置 

■「個別施設計画」作成及び運用開始 
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年度 公共施設等マネジメント推進の主な取組み 

H29 

（2017） 

■「PPP/PFI手法導入優先的検討規程（平成 29年美濃加茂市告示第 90号）」策定 

■「PPP/PFI導入ガイドライン」策定 

■「公共施設カルテ」、「公共施設等類型別カルテ（公共施設白書）」更新（※毎年度更新） 

■「指定管理者制度運用ガイドライン（第 5版）」改訂 

■サウンディング型市場調査＊実施 ：1件（中之島公園指定管理者制度導入） 

■再配置・長寿命化計画（個別施設計画）策定 ：5 類型（みのかも文化の森、文化会館、スポーツ

施設、市商業ビル、公営住宅等） 

■優先的検討規程に基づく「簡易な検討」実施 ：2事業（新庁舎整備事業、新保育園整備事業） 

■「新庁舎整備基本構想」策定 

H30 

（2018） 

■「旧伊深村役場庁舎カフェ運営及び地域活動実践者募集事業」開始 【普通財産貸付＋業務委

託】 

■中之島公園（リバーポートパーク美濃加茂）指定管理者制度導入 

■再配置・長寿命化計画（個別施設計画）策定 ：3類型（学校施設、庁舎等、集会施設） 

■優先的検討規程に基づく「簡易な検討」実施 ：2 事業（新伊深交流センター整備事業、牧野ふ

れあい広場整備事業） 

■「PPP/PFI 導入可能性調査（詳細な検討）」実施 ：2 事業（新保育園整備事業、前平公園内民

間活力導入事業） 

■ふれあいサロン福寿草廃止 【民間事業者へ譲渡】 

■「公共施設等総合管理計画」一部改訂 

R1 

（2019） 

■「山之上小学校水泳授業民間委託業務」実施 【民間施設の活用】 

■市役所駅南分室供用開始 【民間施設の賃貸借】 

■再配置・長寿命化計画（個別施設計画）策定、改訂 ：5 類型（学校施設等、子育て支援施設・

児童福祉施設、図書館、福祉施設、公園） 

■優先的検討規程に基づく「簡易な検討」実施 ：1 事業（みのかも文化の森本館空調設備更新事

業） 

■「可茂聖苑跡地貸付利活用事業」契約締結 【普通財産貸付】 

■「公共用地活用型民間保育施設整備運営事業者募集事業」契約締結 【普通財産貸付】 

■旧市民プール除却 

■下古井交流センター廃止、除却 

■「新伊深交流センター整備事業」契約締結 【リース（賃貸借）方式】 
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年度 公共施設等マネジメント推進の主な取組み 

R2 

（2020） 

■「プラザちゅうたいトレーニングルーム運営事業者募集事業」開始 【行政財産貸付＋業務委託】 

■「（仮称）新古井保育園整備事業」契約締結 【DBO（DBM）＊方式】 

■「新保健センター整備事業」契約締結 【民間施設区分所有】 

■サウンディング型市場調査実施 ：2 件（前平公園旧市民プール跡地活用、旧伊深村役場庁舎実

証実験） 

■再配置・長寿命化計画（個別施設計画）策定、改訂 ：6 類型（みのかも文化の森、津田左右吉博

士記念館、太田宿中山道会館、みのかも健康の森・下米田さくらの森、集会施設、福祉施設） 

■優先的検討規程に基づく「簡易な検討」実施 ：1事業（前平公園改修事業） 

■「指定管理者制度運用ガイドライン（第７版）」改訂 

R3 

（2021） 

■御殿山キャンプ場普通財産化 【三和まちづくり協議会へ普通財産貸付・運営方式等の変更】 

■みのかも西デイサービスセンターあじさい普通財産化 【民間事業者へ普通財産貸付・運営方式

等の変更】 

■「旧伊深村役場庁舎貸付利活用事業」開始 【普通財産貸付】 

■新伊深交流センター供用開始 【リース（賃貸借）方式】 

■文化会館リニューアル（避難所耐震化完了） 

■旧学校給食センター解体条件付き市有地売却 

■新保健センター（併設：子育て支援センターにじいろ広場、家庭児童相談室、みのかも女性活躍支

援センター）供用開始 【民間施設区分所有】 

■サウンディング型市場調査実施 ：6 件（みのかも西デイサービスセンターあじさい事業者公募、障

害者支援施設ひまわりの家民間譲渡等、加茂野保育園・加茂野児童館指定管理導入及び民営

化、ソーシャルビジネス創出、みのかも西デイサービスセンターあじさい利活用、中之島公園指定

管理者公募） 

■優先的検討規程に基づく「簡易な検討」実施 ：3 事業（水道施設包括委託事業、水道管路更新

事業、総合福祉会館空調設備更新事業） 

■「公共施設等総合管理計画」一部改訂 
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(2) 現況調査による現況分析・施設評価 

① 「公共施設現況調査票」による現況調査 

■公共施設等マネジメントを推進していくためには、施設の現況を適切に把握し、施設の必要性を改めて評価する

ことが重要です。本市では、主要な公共施設（資料編Ⅱ参照）を対象に平成 25 年度から「公共施設現況調査

票」による現況調査を毎年度実施しており、施設の基本情報（面積、築年数、構造、耐震性・避難所指定の有無

等）や維持管理・運営状況（行政コスト、収入、利用者数、稼働率等のデータ）を把握・分析し、施設評価に活用

しています。 

 

公共施設現況調査票（H25～R3） 

 

 

 

② 「公共施設カルテ」の作成・更新 

■現況調査により分析した結果は、「公共施設カルテ」として施設ごとに取りまとめ可視化することで、全庁的な情報

共有と職員の意識向上を図るとともに、市ホームページに最新版を公表し、市民・市議会に対しても積極的な情

報提供に努めています。（別紙資料編Ⅲ参照） 

 

公共施設カルテ（H25、H28～R3） 

 

 

  

※データは平成 20年度分から収集 

※平成 28年度から毎年度更新 



112 

③ 「公共施設等類型別カルテ（公共施設白書）」の作成・更新 

■本市では、「公共施設カルテ」と併せて「公共施設等類型別カルテ（公共施設白書）」を作成し、平成 28 年度か

ら毎年度更新しています。（別紙資料編Ⅳ参照） 

■「公共施設等類型別カルテ（公共施設白書）」は、「公共施設の維持管理状況」をまとめた第 1 部と、「公共施設

等類型別カルテ」の第 2部という 2部構成となっています。 

■第 1 部は、現況調査の結果や毎年度更新している公有財産台帳のデータに基づき、公共施設の総数・総量や

主要な公共施設のコスト、収入、利用者数等の維持管理データを集約・分析し、本計画の数値目標達成状況を

可視化しています。 

■第 2 部は、現況調査のデータを施設類型別に整理・分析・可視化しており、同種の施設とデータを対比すること

で、各施設の課題や強みを把握することにつながっています。 

■「公共施設等類型別カルテ（公共施設白書）」は、PDCA を図るツールとして活用しており、本計画の数値目標達

成状況確認資料として市ホームページにて公表しています。 

 

公共施設白書（H28～R3） 

 

 

 

  

【第 2部 公共施設等類型別カルテ】 

【第 1部 公共施設の維持管理状況】 
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(3) 「公有資産管理 GIS（地理情報システム）」の活用 

■本市では、本計画を策定した平成 28年度に「公共施設カルテ」・「公共施設白書」の作成と併せて、「公有資産

管理 GIS」を構築しました。 

■「公有資産管理 GIS」とは、本市が所有する土地と建物に関する様々な情報（公有財産台帳、固定資産台帳、

公共施設カルテ、公共施設白書、建築工事図面等）を地図上で確認できる地理情報システムであり、一部の機

能は、市ホームページに公開している webGISでも利用が可能となっています。 

■地理情報と公有財産に関する各種情報を紐付けて可視化することで、公共施設の市内配置状況や老朽化状

況等が地図上で確認することができるようになり、施設の適正配置等を検討するときなどに役立てています。 

 

公有資産管理 GIS（H28～R3） 

 公有財産台帳 

固定資産台帳 

画面上の公共施設を ＜建物類型別＞＜建物築年数＞＜運営効率性＞ に応じて色分け表示 
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(4) PPP/PFIの推進 

① 「PPP/PFI手法導入優先的検討規程」及び「PPP/PFI導入ガイドライン」の策定 

■本市では、本計画において定めた 5原則の一つである「民間活用」に基づき、PPP/PFIの導入を積極的に検討し

ていくために、平成 29年 10月に「美濃加茂市 PPP/PFI手法導入優先的検討規程（平成 29年美濃加茂市告

示第 90号）」（以下「優先的検討規程」といいます。）を定めました。 

■平成 30 年 2 月には、「美濃加茂市 PPP/PFI 導入ガイドライン」（以下「PPP/PFI 導入ガイドライン」といいます。）

を策定し、本市がPPP/PFI導入を検討・決定・実施する際の統一的な考え方や手順など PPP/PFI導入の原則を

定めました。 

■この優先的検討規程及び PPP/PFI 導入ガイドラインは、総事業費が 1 億円以上となる対象事業について、第一

に多様な PPP/PFI 手法の導入を検討すること（以下「優先的検討」といいます。）を義務付けており、最適な手法

を採用することでコスト削減及び公共サービスの向上を図っています。 

 

優先的検討規程等の位置付け 
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② 「PPP/PFI手法導入優先的検討」の実施 

■本市では、優先的検討規程及び PPP/PFI導入ガイドラインに基づき、庁内で実施する「簡易な検討」と、外部アド

バイザーに委託して実施する「詳細な検討（導入可能性調査）」の 2段階で優先的検討を実施しています。 

■優先的検討を行う際には、「施設経営委員会」の審議を経て、「総合政策会議」で可否を決定するという仕組み

にしており、事業の必要性と事業手法の適否について、十分に審議を行うようにしています。 

■最終的には、予算の議決に際し、市議会に事業化の適否を判断してもらうことで、市民・市議会との合意形成を

図っています。 

PPP/PFI事業化の検討フロー 

 

■本市では、平成 29年度から令和 3年度までに、「簡易な検討」を 9件、「詳細な検討」を 3件実施しており、2

事業（（仮称）新古井保育園整備事業、新伊深交流センター整備事業）については、PPP/PFI手法を導入してい

ます。 

【簡易な検討  9件】 

No 事業名 事業概要 検討年度 検討結果 

１ 新庁舎整備事業 ・老朽化した現庁舎の更新 H29 

●新庁舎整備基本計画等におい

て、導入可能性調査（詳細な検

討）を実施することを決定 

２ 
（仮称）新古井保育園

整備事業 

・古井第一、古井第二、蜂屋

保育園を統合し、一部に下古

井交流センターの代替機能を

有した新保育園を整備 

H29  
●H30に導入可能性調査（詳細な

検討）を実施することを決定 
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No 事業名 事業概要 検討年度 検討結果 

３ 
新伊深交流センター 

整備事業 

・伊深地区まちづくり基本構想

に基づく新伊深交流センターの

整備 

H30  

●PPPの一種であるリース方式によ

る整備を詳細に検討することを

決定 

※R2.2月にリース（賃貸借）方式に

て契約。R3.5.6に供用開始 

４ 
牧野ふれあい広場陸上

競技場等整備事業 

・陸上競技場、サッカー場、ア

ーチェリー場、トイレ・散策路等

の整備 

H30  

●従来型手法が最適と判断 

※R2実施設計、R3～6整備、R7

供用開始予定 

５ 
みのかも文化の森本館

空調設備更新事業 

・老朽化に伴う本館空調設備

の更新 
H30～R1 ●事業内容の見直しを決定 

６ 前平公園改修事業 

・長寿命化計画及び前平公園

再整備基本構想に基づく前平

公園の改修 

R2 ●従来型手法が最適と判断 

７ 
水道施設包括委託 

事業 

・上水道施設の運営・施設管

理に係る包括的民間委託 
R3 

●R4に導入可能性調査（詳細な

検討）を実施することを決定 

８ 水道管路更新事業 
・ＤＢ方式による水道管路の更

新 
R3 

●R4に導入可能性調査（詳細な

検討）を実施することを決定 

９ 
総合福祉会館空調 

設備更新事業 

・保守点検結果及び長寿命化

計画に基づく空調設備の更新 
R3 ●従来型手法が最適と判断 

 

【詳細な検討  3件】 

No 事業名 事業概要 検討年度 検討結果 

１ 新庁舎整備事業 ・新庁舎の整備 H30～ 

●新庁舎整備基本計画等におい

て詳細な検討を実施中（R3.12

時点） 

２ 
（仮称）新古井保育園

整備事業 

・（仮称）新古井保育園の整備 

※正式名称：あじさい保育園 
H30 

●DBO方式による整備を決定 

※R2.4契約、R2～3整備、R4.4.1

供用開始予定 

３ 
前平公園内民間活力 

導入事業 

・前平公園内の市民プール跡

地に、学校水泳授業を集約し

て行うフィットネス施設を官民

連携手法により整備する事業 

H30 

●設置管理許可＊又は ParkPFI＊が

最適と判断。民間事業者と引き

続き条件整理のための協議を行

うことを決定 

※R1.11民間事業者から事業参画

断念の連絡あり。事業内容を見

直すために、R2.7にサウンディン

グ型市場調査を実施 
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③ PPP/PFI手法の導入 

■平成 29年度から令和 3年度までに、本市において PPP/PFI手法を導入した事業は次のとおりです。 

No 事業名 事業概要 事業手法 開始年度 

１ 

旧伊深村役場庁舎カフェ

運営及び地域活動実践

者募集事業 

・旧伊深村役場庁舎を民間事業者に貸し付け、地域

交流の拠点となるカフェを民間事業者が運営する事

業。運営者には「地域活動実践業務」を別途業務委託 

※H30.5にカフェ「茶霞おきゃれ」がオープン。R2.3.31

に営業終了 

PRE＊（普通財

産）の貸付＋

業務委託 

H30 

２ 
山之上小学校水泳授業

民間委託業務 

・山之上小学校プールの老朽化に伴い、小学校の水

泳授業を民間スイミングスクールにて実施する事業。

水泳の指導も民間事業者に業務委託（児童の送迎も

含む） 

民間施設の活

用（業務委託） 
R１ 

３ 市役所駅南分室賃貸借 
・民間施設の一部を借り上げ、市役所駅南分室として

活用 

民間施設の活

用（賃貸借） 
R1 

４ 
可茂聖苑跡地貸付利活

用事業 

・可茂聖苑跡地を民間事業者に貸し付け、民間の活

力等を用いて、環境や教育、市民の交流に資する活

用を図ることで地域の発展につなげる事業 

※バイオマス発電所の整備を提案した「美濃加茂バイ

オマス発電所開発プロジェクトチーム」を選定 

PRE（普通財

産）の貸付（事

業用定期借地

権設定） 

R1 

５ 
新伊深交流センター整備

事業 

・伊深地区まちづくり基本構想に基づき新伊深交流セ

ンターを整備する事業 

【事業期間：R2.2～R13.3（整備 1年 2ヶ月、リース 10

年）】 

※R3.4.26竣工、R3.5.6供用開始 

リース 

（賃貸借） 
R1 

６ 

公共用地活用型民間保

育施設整備運営事業者

募集事業 

・蜂屋保育園跡地を民間事業者に無償で貸し付け、

民間事業者が認可保育施設（保育所又は認定こども

園）を整備、運営する事業 

【貸付期間：R1.9～R15.3】※R4.4.1供用開始予定 

PRE（普通財

産）の貸付 
R1 

７ 
（仮称）新古井保育園整

備事業 

・古井第一、古井第二、蜂屋保育園を統合し、施設の

一部に下古井交流センターの代替機能を有したあじさ

い保育園（（仮称）新古井保育園）を整備する事業。

DBO手法により設計・建設・保守管理、取付道路の整

備、既存保育園の解体を一括発注 

【事業期間：R2.4～R12.3（整備2年、保守管理8年）】 

※R4.4.1供用開始予定 

DBO 

（DBM） 
R2 
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No 事業名 事業概要 事業手法 開始年度 

８ 

プラザちゅうたいトレーニ

ングルーム運営事業者

募集事業 

・プラザちゅうたいのトレーニングルームを民間事業者

に貸し付け、民間のノウハウを活かした運営を行うこと

により、市民の健康増進や市民交流の場として充実さ

せる事業 

運営事業者に「健康増進事業」を別途業務委託 

【貸付期間：R2.4～R7.3】 

PRE（行政財

産）の貸付＋

業務委託 

R2 

９ 新保健センター整備事業 

・民間施設（みのかも健康プラザ：中部国際医療センタ

ーの付属施設）内に保健センター（併設：子育て支援

センターにじいろ広場、家庭児童相談室、みのかも女

性活躍支援センター）を移転する事業 

【事業期間：R2.4～R24.3】 ※R4.1.4供用開始 

民間施設の 

区分所有 
R2 

１０ 
御殿山キャンプ場貸付利

活用事業 

・御殿山キャンプ場を普通財産化し、令和 3年度から

三和まちづくり協議会に貸し付ける事業 

PRE（普通財

産）の貸付 
R3 

１１ 
旧伊深村役場庁舎貸付

利活用事業 

・旧伊深村役場庁舎を民間事業者に貸し付け、里山

地域の文化に触れる玄関口として親まれるカフェ（飲

食店）を民間事業者が運営する事業 

※R3.4.1から新たな民間事業者により「いぶカフェ」が

オープン 

PRE（普通財

産）の貸付 
R3 

１２ 

みのかも西デイサービス

センターあじさい貸付利

活用事業 

・みのかも西デイサービスセンターあじさいを普通財産

化し、令和 3年度から民間事業者に貸し付ける事業 

PRE（普通財

産）の貸付 
R3 

１３ 

条件付き市有地売却（旧

学校給食センター解体）

事業 

・旧学校給食センターの解体・撤去を条件に市有地を

売却する事業 

PRE（普通財

産）の売却 
R3 

 

■上記 13事業の事業手法の内訳は、DBO方式 1件、リース（賃貸借）方式 1件、公的不動産（PRE：普通財産・

行政財産）の貸付・売却8件、民間施設の区分所有1件、民間施設の活用（業務委託、賃貸借）2件となってい

ます。 

■PFI法に基づく PFI手法については、令和 2年度末時点で導入実績はありません。 
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④ 指定管理者制度の導入 

■本市では、平成 18 年 4 月に 4 つの施設において管理委託制度から指定管理者制度へ移行し、新設の施設と

合わせて 5つの施設で指定管理者制度の運用が始まりました。その後、3施設に導入し、2施設は廃止となった

ため、現在（令和 3年度時点）は、6施設において指定管理者制度を導入しています。 

【指定管理者制度導入施設】 

 

【指定解除施設】 

No 施設名 指定管理導入日 指定解除日 備考 

１ ふれあいサロン福寿草 H18.4.1 H31.3.31 H31.4.1施設の廃止 

２ みのかも西デイサービスセンターあじさい H18.4.1 R3.3.31 
R3.4.1施設の廃止 
（普通財産化） 

 

⑤ サウンディング型市場調査の実施 

■令和 4年 2月時点のサウンディング型市場調査の実施件数（予定含む）は、次の 9件です。民間活用を推進す

るために、今後もサウンディング型市場調査の全庁的な活用を図り、民間事業者と対話を重ねていきます。 

No 調査名 調査の目的 実施年度 

１ 
中之島公園の指定管理者制度導入に

係るサウンディング型市場調査 
・指定管理者公募に際しての諸条件を整理するため H29 

２ 

前平公園再整備に係る旧市民プール

跡地活用に関するサウンディング型市

場調査 

・前平公園の魅力を高めるような活用方法や事業手

法について、自由な発想に基づく魅力的で実現可能

な事業アイデアや要望などを聴くことで、事業内容や

事業手法を決定する際の参考とするため 

R2 

３ 

旧伊深村役場庁舎新たな活用方法を

見出すための実証実験（トライアルサウ

ンディング＊） 

・民間事業者が、旧伊深村役場庁舎において、市北

部地域の文化及び里山資源を活かした企画を実際

に実施し、その結果を検証することで、施設の活用方

法の方向付けを決定するため 

R2 

No 施設名 指定管理者 導入年度 指定期間 

１ みのかも健康の森 可茂森林組合 H18 R3.4.1～R8.3.31 

２ 太田宿中山道会館 特定非営利活動法人 宿木 H18 H31.4.1～R6.3.31 

３ すこやかタウン美濃加茂デイサービスセンター 社会福祉法人 慈恵会 H18 R3.4.1～R8.3.31 

４ 美濃加茂市障害者支援施設ひまわりの家 美濃加茂市社会福祉協議会 H23 H31.4.1～R6.3.31 

５ 総合福祉会館すこやかタウン美濃加茂 美濃加茂市社会福祉協議会 H25 R3.4.1～R8.3.31 

６ 中之島公園（リバーポートパーク美濃加茂） 中之島公園利活用共同体 H30 H30.4.1～R5.3.31 
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No 調査名 調査の目的 実施年度 

４ 

みのかも西デイサービスセンターあじさい

におけるデイサービス事業者公募に関

するサウンディング型市場調査 

・令和 4年度からのデイサービス事業者の公募にあた

り、公募の条件設定に活かすことを目的として実施 
R3 

５ 

美濃加茂市障害者支援施設ひまわりの

家の民間譲渡等に関するサウンディング

型市場調査 

・施設の継続運営を前提とした民営化（譲渡）に関す

る条件等について意見を聴くことで、民営化（譲渡）に

向けた妥当性や有効性を見定めることを目的として

実施 

R3 

６ 

「美濃加茂市立加茂野保育園及び加

茂野児童館における指定管理及び民営

化」に関するサウンディング型市場調査 

・令和 4年度に指定管理者を改めて公募するにあた

り、加茂野保育園等の業務内容や募集要件、民営

化の条件等を見直す際の参考とすることを目的として

実施 

R3 

７ 
ソーシャルビジネス創出に関するサウン

ディング 

・本市の地域・社会課題に対し、民間資金、民間ノウ

ハウを活用して利益を得ながら解決に向けたチャレン

ジができる「ソーシャルビジネス」の提案・事業パートナ

ーを募集するにあたり、募集の参考とすることを目的と

して実施 

R3 

８ 
中之島公園の指定管理者公募に係る

サウンディング型市場調査 
・指定管理者公募に際しての諸条件を整理するため R3 

９ 

みのかも西デイサービスセンターあじさい

の利活用に関するサウンディング型市場

調査 

・令和4年度以降の施設の利活用方法を決定する際

の参考とするため 
R3 

 

 

⑥PPP/PFI地域プラットフォーム等への参画 

■本市は、平成 29年度から下記の PPP/PFI地域プラットフォーム及びブロックプラットフォームに参画しており、

PPP/PFIのノウハウ取得や官民対話を含めた情報交換等に努めています。 

No プラットフォーム名 本市に関する実績 参画年度 

１ ぎふ PPP／PFI推進フォーラム 
●平成 29年度に「前平公園内民間活力導入事業」に

ついて官民対話を実施 
H29～ 

２ 中部ブロックプラットフォーム 

●平成 29年度に「前平公園内民間活力導入事業」に

ついて官民対話を実施 

●令和元年度に「企業誘致候補地開発可能性検討」

と「美濃加茂市新庁舎整備事業」について官民対話

を実施 

H29～ 
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(5) 「個別施設計画」の作成及び運用 

■本市では、本計画の実行性を高めるために、平成 28年度に「個別施設計画の作成及び運用規程」を策定し、

個別施設計画の作成手順及び運用方法を定めました。 

■同規程に基づき、一般会計の公共施設（公園を含む）については、各施設担当課が作成した個別施設計画を年

2回（春・秋）、3段階の審査を実施し、事業の必要性及び優先順位を全庁的な視点から判断しています。 

個別施設計画の審査フロー図（春） 

 

  

施設経営課長 

が承認するか 

施設経営委員会 

が承認するか 

（前期） 

政策評価において 

承認されるか 

はい 

フィルター１ 

フィルター２ 

フィルター３ 

いいえ 

修正依頼 

いいえ 

修正依頼 

いいえ 

修正依頼 

はい 

はい 

担当課長が、施設評価を実施し、 

５原則等を検討後に個別施設計画 

を作成 

修正して再提出 

様式あり(様式 1～4)。 

電子データで提出。事業費に

は客観的な根拠必要 

書面審査・ヒアリング・ 

現場確認 

書面審査・ヒアリング 

書面審査 

修正して提出 

春 

総合政策会議 

翌年度以降 3年間の対象事業の 

必要性及び方向性を決定する 

（企画課 実施計画・事務事業計画確認） 

事業の必要性及び 

方向性を評価 

公 

共 

施 

設 

担 

当 

課 

秋の審査へ <出典> 個別施設計画の作成及び運用規程 
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個別施設計画の審査フロー図（秋） 

 

  

公 

共 

施 

設 

担 

当 

課 

財政課長は、個別施設計画の内容を

基に予算案を作成 

施設経営課長は、最新版の個別施設

計画の全てを保管、庁内公表 

 

担当課長が、個別施設計画 

を最新版に修正 

市長及び 

市議会が予算案 

を承認するか いいえ 

修正依頼 

はい 

（財政課 予算編成説明会実施） 

 

修正依頼 

留意事項： 

予算案を作成する際は、フィル

ター３まで通過した個別施設計

画に記載された事業費について、

総合政策会議で決定された優先

順位の順番に予算を付ける。 

そのため、施設整備等に使うこ

とのできる予算（投資的経費）の

額が少ない場合は、優先順位の低

い事業に対しては、予算は付かな

い。 

いいえ 

修正依頼 

はい 

（財政課 予算要求確認） 

施設経営課長 

が承認するか 

施設経営委員会 

が承認するか 

 

はい 

フィルター１ 

フィルター２ 

フィルター３ 

いいえ 

修正依頼 

いいえ 

修正依頼 

はい 

修正して再提出 

事業の優先順位を

評価 

修正して提出 

秋 

総合政策会議 
翌年度の事業について、予算配分の 
優先順位を決定（実施事業の決定） 

（後期） 
政策評価において 
承認されるか 

<出典> 個別施設計画の作成及び運用規程 
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8.3 公共施設の維持管理状況 （令和 2年度末時点） 

(1) 公共施設の総数・総量の推移 

① 公共施設の総量（延床面積）の推移  

■本市が保有する公共施設の総量（延床面積）は、平成 27 年度末時点と比較して、令和 2 年度末時点で

2,771.42 ㎡（1.69%）増加しています。用途別では、学校教育系施設や公園などの面積が増加していますが、本

計画策定前に政策決定を受けていた事業（山手小学校の増築、西体育館の建替え、中之島公園ビジターハウ

スの新築など）を実施したことに加え、旧櫻井邸の取得などが面積増加の主な要因となっています。 

公共施設の延床面積の推移（H27～R2） 

 
 

総延床面積の用途（大分類）別割合の推移（H27⇒R2） 

 

 

 

 

 

  

164,308.57 164,190.32 166,285.92 168,098.29 166,745.42 167,079.99

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

H27 H28 H29 H30 R1 R2

下水道施設
上水道施設
その他
供給処理施設
公園
公営住宅
その他行政系施設
消防施設
庁舎等
その他保健・福祉施設
保健施設
児童福祉施設
障害福祉施設
高齢福祉施設
幼児・児童施設
幼保・こども園
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設
ｽﾎﾟｰﾂ施設
博物館等
図書館
文化施設
集会施設
その他教育施設
学校

【㎡】

<出典> 美濃加茂市公有財産台帳（令和２年度末時点） 
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+334.57 ㎡ 
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公営住宅

11.79%公園

1.49%

供給処理

施設

0.01%

その他

3.12%

上水道施設

1.67%

下水道施設

2.78%

(H28→H29) 

+2,095.60 ㎡ 

学校教育系

施設

39.57%

市民文化

系施設

8.36%

社会教育系

施設

5.88%

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚ

ｸﾘｴｰｼｮﾝ

系施設

10.95%

子育て支援

施設

4.39%

保健・福祉

施設

3.77%

行政系施設

6.54%

公営住宅

11.99%

公園

1.09%
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理施設
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その他

2.92%
上水道施設

1.70%

下水道施設
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(H29→H30) 

+1,812.37 ㎡ 

【H27年度】 

 

【R2年度】 

 
<出典> 美濃加茂市公有財産台帳（令和２年度末時点） 

(H30→R1) 

-1,352.87 ㎡ 
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公共施設の延床面積の推移（H27⇒R2） 

 

 

会計 大分類 中分類 
年度末時点の延床面積（㎡） 面積の増減 

（H27⇒R2） 

割合（％） 

H27 R2 H27 R2 

一般

会計 

学校教育系 

施設 

学校 60,962.57 62,678.97 +1,716.40 37.10% 37.51% 

その他教育施設 4,046.94 4,391.70 +344.76 2.46% 2.63% 

市民文化系 

施設 

集会施設 9,116.51 8,656.21 -460.30 5.55% 5.18% 

文化施設 4,622.99 4,622.99 ±0 2.81% 2.77% 

社会教育系 

施設 

図書館 2,818.24 2,791.24 -27.00 1.72% 1.67% 

博物館等 6,851.20 6,851.20 ±0 4.17% 4.10% 

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰ

ｼｮﾝ系施設 

ｽﾎﾟｰﾂ施設 8,559.71 8,400.55 -159.16 5.21% 5.03% 

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設 9,432.62 9,622.43 +189.81 5.74% 5.76% 

子育て支援 

施設 

幼保・こども園 6,670.87 6,670.87 ±0 4.06% 3.99% 

幼児・児童施設 536.29 1,367.41 +831.12 0.33% 0.82% 

保健・福祉施設 

高齢福祉施設 1,077.00 980.37 -96.63 0.66% 0.59% 

障害福祉施設 334.51 334.51 ±0 0.20% 0.20% 

児童福祉施設 808.30 808.30 ±0 0.49% 0.48% 

保健施設 485.24 485.24 ±0 0.30% 0.29% 

その他保健・福祉施設 3,493.12 3,493.12 ±0 2.13% 2.09% 

行政系施設 

庁舎等 7,435.38 7,435.38 ±0 4.53% 4.45% 

消防施設 1,420.88 1,513.99 +93.11 0.86% 0.91% 

その他行政系施設 1,893.21 1,130.09 -763.12 1.15% 0.68% 

公営住宅 公営住宅 19,698.93 19,698.93 ±0 11.99% 11.79% 

公園 公園 1,798.04 2,485.71 +687.67 1.09% 1.49% 

供給処理施設 供給処理施設 16.56 16.56 ±0 0.01% 0.01% 

その他 その他 4,800.34 5,215.10 +414.76 2.92% 3.12% 

一般会計分 合計 156,879.45 159,650.87 +2,771.42 95.48% 95.55% 

企業

会計 

上水道施設 上水道施設 2,788.20 2,788.20 ±0 1.70% 1.67% 

下水道施設 下水道施設 4,640.92 4,640.92 ±0 2.83% 2.78% 

企業会計分 合計 7,429.12 7,429.12 ±0 4.52% 4.45% 

総延床面積 164,308.57 167,079.99 +2,771.42 100.00% 100.00% 
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用途別の面積増減（H27⇒R2）

<出典> 美濃加茂市公有財産台帳（令和２年度末時点） 

【㎡】 
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② 公共施設の総数（建物棟数）の推移 

■本市が保有する公共施設の総数（建物棟数）は、平成 27年度末時点と比較して、令和 2年度末時点で 23棟

（3.67%）増加しています。用途別では、学校教育系施設や行政系施設などの棟数が増加していますが、本計画

策定前に政策決定を受けていた事業を実施したことに加え、旧櫻井邸の取得や災害時に備え防災備蓄倉庫を

計画的に増設したことが、建物棟数増加の主な要因となっています。 

公共施設の建物棟数の推移（H27～R2） 

 
 

建物棟数の用途（大分類）別割合の推移（H27⇒R2） 
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図書館
文化施設
集会施設
その他教育施設
学校<出典> 美濃加茂市公有財産台帳（令和２年度末時点） 
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<出典> 美濃加茂市公有財産台帳（令和２年度末時点） 
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公共施設の建物棟数の推移（H27⇒R2） 

 
 

会計 大分類 中分類 
年度末時点の建物棟数（棟） 棟数の増減 

（H27⇒R2） 

割合（％） 

H27 R2 H27 R2 

一般

会計 

学校教育系 

施設 

学校 135 139 +4 21.53% 21.38% 

その他教育施設 4 5 +1 0.64% 0.77% 

市民文化系 

施設 

集会施設 25 24 -1 3.99% 3.69% 

文化施設 5 5 ±0 0.80% 0.77% 

社会教育系 

施設 

図書館 4 3 -1 0.64% 0.46% 

博物館等 16 16 ±0 2.55% 2.46% 

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰ

ｼｮﾝ系施設 

ｽﾎﾟｰﾂ施設 34 34 ±0 5.42% 5.23% 

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設 47 52 +5 7.50% 8.00% 

子育て支援 

施設 

幼保・こども園 39 39 ±0 6.22% 6.00% 

幼児・児童施設 4 9 +5 0.64% 1.38% 

保健・福祉施設 

高齢福祉施設 4 3 -1 0.64% 0.46% 

障害福祉施設 2 2 ±0 0.32% 0.31% 

児童福祉施設 5 5 ±0 0.80% 0.77% 

保健施設 1 1 ±0 0.16% 0.15% 

その他保健・福祉施設 7 7 ±0 1.12% 1.08% 

行政系施設 

庁舎等 24 24 ±0 3.83% 3.69% 

消防施設 29 35 +6 4.63% 5.38% 

その他行政系施設 15 12 -3 2.39% 1.85% 

公営住宅 公営住宅 90 90 ±0 14.35% 13.85% 

公園 公園 55 57 +2 8.77% 8.77% 

供給処理施設 供給処理施設 1 1 ±0 0.16% 0.15% 

その他 その他 36 42 +6 5.74% 6.46% 

一般会計分 合計 582 605 +23 92.82% 93.08% 

企業

会計 

上水道施設 上水道施設 21 21  ±0 3.35% 3.23% 

下水道施設 下水道施設 24 24 ±0 3.83% 3.69% 

企業会計分 合計 45 45 ±0 7.18% 6.92% 

総建物棟数 627 650 +23 100.00% 100.00% 
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③ 公共施設の築年度別整備量 

■令和 2 年度末時点における本市が保有する公共施設の築年度別整備量は、平成 27 年度末時点と比較して、

建替え等により新耐震基準の建物の割合がわずかに増加しています。一方で、建築後 30 年以上経過した建物

の割合が約 14ポイント増加の 64.6％となっており、公共施設の老朽化が進行しています。 

 

ポイント 

●平成 27年度末時点と比較して、令和 2年度末までに公共施設の延床面積が 2,771.42㎡、建

物棟数が 23棟増加しており、約 65％の建物が建築後 30年を経過している。 

●本計画策定前（平成 28年度以前）に政策決定を受けていた事業（山手小学校の増築、西体育

館の建替え、中之島公園ビジターハウスの新築など）を実施したことに加え、旧櫻井邸の取得や

防災備蓄倉庫の増設などが、公共施設の延床面積・建物棟数増加の主な要因となっている。 

公共施設の築年度別整備量と人口推移（R2年度末時点） 
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学校 その他教育施設 集会施設
文化施設 図書館 博物館等
ｽﾎﾟｰﾂ施設 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設 幼保・こども園
幼児・児童施設 高齢福祉施設 障害福祉施設
児童福祉施設 保健施設 その他保健・福祉施設
庁舎等 消防施設 その他行政系施設
公営住宅 公園 供給処理施設
その他 上水道施設 下水道施設
人口

新耐震基準 旧耐震基準 
昭和 56年（1981年）以前の整備量 

H27時点  66,521.09㎡  総延床面積の 40.5 ％ 

R2時点   65,463.60㎡  総延床面積の 39.2 ％ 

昭和 57年（1982年）以後の整備量 
H27時点  97,787.48㎡  総延床面積の 59.5 ％ 

R2時点  101,616.39㎡  総延床面積の 60.8 ％ 

R2 時点 30年以上経過（H02以前に整備した建物）  107,854.34㎡  総延床面積の 64.6 ％ 

20年以上経過（H12以前に整備した建物）  137,215.92㎡  総延床面積の 82.1 ％ 

【人口（人）】 【延床面積（㎡）】 H27時点 30年以上経過（S60以前に整備した建物）   82,950.89㎡  総延床面積の 50.5 ％ 

20年以上経過（H08以前に整備した建物）  123,041.20㎡  総延床面積の 74.9 ％ 

<出典> 美濃加茂市公有財産台帳（令和２年度末時点） 

令和２年４月１日現在の人口 

57,308人 
（対 H27比：＋1,917人） 
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(2) 主要な公共施設の行政コスト等の推移 

① 主要な公共施設の行政コストの推移 

■主要な公共施設（資料編Ⅱ参照）の維持管理・運営・更新等に係る行政コストは、約 23 億円から約 25 億円の

範囲で推移しており、平成 27年度末時点と比較して、令和 2年度末時点の行政コストは、約 1億円（4.58%）増

加しています。 

■用途別では、公営住宅やスポーツ施設など 9施設類型で行政コストが減少し、学校や公園など 9施設類型で行

政コストが増加しています。 

■山手小の増築、加茂野交流センターの建替え、中之島公園ビジターハウスの新築などが行政コスト増加の主な

要因です。 

公共施設（主要施設）の行政コストの推移（H27～R2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中分類 
維持管理等に係る行政コスト（千円） コストの増減 

（H27⇒R2） H27 H28 H29 H30 R1 R2 

学校 405,441  417,158  451,480  461,600  455,632  471,808  +66,367  

その他教育施設 556,946  568,610  567,590  585,637  568,333  557,351  +405  

集会施設 145,108  188,611  166,751  176,334  199,611  186,592  +41,484  

文化施設 70,437  73,646  78,947  88,707  66,986  77,579  +7,142  

図書館 65,865  50,221  58,393  54,168  56,087  52,211  -13,654  

博物館等 99,319  101,852  100,438  96,831  97,660  94,637  -4,682  

ｽﾎﾟｰﾂ施設 136,385  115,991  131,765  153,978  123,511  120,633  -15,752  

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設 182,394  189,501  207,649  185,346  173,955  171,435  -10,959  

幼保・こども園 238,042  253,086  279,819  279,802  249,002  260,393  +22,351  

幼児・児童施設 10,258  9,943  9,846  9,800  9,088  8,846  -1,412  

高齢福祉施設 20,694  24,336  26,937  36,249  11,051  10,868  -9,826  

障害福祉施設 3,940  6,772  4,130  4,169  5,007  6,702  +2,762  

児童福祉施設 19,456  20,796  20,912  20,677  18,776  21,558  +2,102  

保健施設 3,964  2,217  2,571  2,349  2,024  1,753  -2,211  

その他保健・福祉施設 94,630  84,798  85,457  82,181  88,170  83,691  -10,939  

庁舎等 94,423  98,100  100,823  98,627  95,261  98,778  +4,355  

公営住宅 134,919  131,583  142,730  117,565  111,813  115,029  -19,890  

公園 NO DATA  NO DATA  35,250  48,993  50,508  46,986  +46,986  

合計 2,282,221 2,337,221  2,471,488  2,503,013  2,382,475  2,386,850  +104,629  
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図書館
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学校

【千円】 

(H27→H28) 

+55,000 千円 

(H28→H29) 

+134,267 千円 

(H29→H30) 

+31,525 千円 

(H30→R1) 

-120,538 千円 

(R1→R2) 

+4,375 千円 

<出典> 公共施設現況調査票（令和２年度末時点） 
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② 主要な公共施設の収入の推移 

■主要な公共施設の収入は、平成 27年度末時点と比較して、令和 2年度末時点で約 2.1億円（30.83%）減少し

ています。 

■平成 30年度までは 7億円前後で推移していましたが、令和元年度以降は約 1億円ずつ減少しています。 

■用途別では、収入が増加したのは 3施設類型のみであり、ほぼすべての施設類型で収入が減少しています。 

■令和元年度から幼児教育・保育の無償化に伴い保育園等の保育料収入が減少したことに加え、令和元年度末

から令和 2年度にかけて、新型コロナウイルス感染症対策として公共施設の臨時閉館や利用制限を実施したこと

が、収入減少の主な要因です。 

公共施設（主要施設）の収入の推移（H27～R2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中分類 
収入（千円） 収入の増減 

（H27⇒R2） H27 H28 H29 H30 R1 R2 

学校 2,713  2,651  2,766  2,695  2,390  1,096  -1,617  

その他教育施設 338,154  348,293  335,275  336,745  321,307  311,580  -26,574  

集会施設 14,400  15,816  17,013  18,593  16,069  7,273  -7,127  

文化施設 9,507  13,126  16,276  18,849  10,109  2,255  -7,252  

図書館 2,546  1,918  2,047  2,102  3,245  1,600  -946  

博物館等 3,859  4,416  4,550  4,027  3,660  1,941  -1,918  

ｽﾎﾟｰﾂ施設 17,057  16,316  13,798  12,999  14,403  8,951  -8,106  

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設 28,445  43,116  43,142  38,996  26,517  14,145  -14,300  

幼保・こども園 196,437  183,992  191,084  191,532  122,639  54,451  -141,986  

幼児・児童施設 138  187  188  191  176  3  -135  

高齢福祉施設 0  0  0  0  0  0  ±0 

障害福祉施設 0  0  0  0  0  0  ±0 

児童福祉施設 30  176  137  162  173  102  +72  

保健施設 0  0  0  0  0  0  ±0  

その他保健・福祉施設 2,383  2,203  2,185  2,232  2,202  2,033  -350  

庁舎等 4,202  4,865  4,650  4,628  3,959  4,324  +122  

公営住宅 62,124  65,231  63,403  61,820  60,649  59,576  -2,548  

公園 NO DATA  NO DATA  NO DATA  2,378  2,378  2,378  +2,378  

合計 681,995  702,306  696,514  697,949  589,876  471,708  -210,287  
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【千円】

(H28→H29) 

‐5,792 千円 

<出典> 公共施設現況調査票（令和２年度末時点） 

(H29→H30) 

+1,435 千円 

(H30→R1) 

‐108,073 千円 

(R1→R2) 

‐118,168 千円 

(H27→H28) 

+20,311 千円 
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③ 主要な公共施設の利用者数の推移 

■主要な公共施設の利用者数は、平成 27 年度末時点と比較して、令和 2年度末時点で 597,181 人（48.35%）

減少しています。 

■本市においても、令和元年度末から令和 2 年度にかけて新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、感染防止

対策として公共施設の臨時閉館や利用制限を実施したことが、利用者数減少の主な要因となっています。 

■新型コロナウイルス感染症発生前の平成30年度までの推移を見てみると、中之島公園（リバーポートパーク美濃

加茂）の供用開始により、公園の利用者数が平成 27 年度から約 11 万人増加する一方で、図書館やﾚｸﾘｴｰｼｮ

ﾝ施設・観光施設など 10施設類型で利用者数が減少しており、ソフト面の改善が求められていると言えます。 

公共施設（主要施設）の利用者数の推移（H27～R2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中分類 
利用者数（人） 利用者数の 

増減 
（H27⇒R2） H27 H28 H29 H30 R1 R2 

学校（※児童・生徒数） 4,952  5,013  5,094  5,144  5,156  5,189  +237  

その他教育施設（※２） NO DATA  NO DATA  NO DATA  74  85  57  +57  

集会施設 211,153  238,088  254,122  259,622  220,851  82,654  -128,499  

文化施設 72,042  75,111  86,694  84,266  58,850  13,735  -58,307  

図書館 207,212  201,516  196,245  194,922  175,546  63,025  -144,187  

博物館等 91,527  90,299  93,870  88,253  75,639  34,310  -57,217  

ｽﾎﾟｰﾂ施設 239,860  242,403  217,859  207,343  271,170  139,796  -100,064  

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設 267,597  270,780  254,677  226,520  233,792  123,329  -144,268  

幼保・こども園（※児童数） 870  820  825  831  759  759  -111  

幼児・児童施設 9,973  14,634  14,475  12,588  12,677  4,054  -5,919  

高齢福祉施設 18,095  18,032  16,347  14,676  15,076  14,471  -3,624  

障害福祉施設（※通所者数） 19  19  19  18  18  19  ±0  

児童福祉施設（※児童数） 117  104  87  84  100  103  -14  

保健施設 21,212  21,412  7,475  7,272  7,744  5,732  -15,480  

その他保健・福祉施設 89,802  92,762  107,002  106,939  95,618  39,732  -50,070  

庁舎等 NO DATA NO DATA NO DATA NO DATA NO DATA NO DATA NO DATA  

公営住宅（※居住者数） 543  541  517  463  476  543  -101  

公園 NO DATA  NO DATA  NO DATA  109,789  136,275  110,386  +110,386  

合計 1,235,008  1,271,536  1,255,332  1,318,858  1,309,819  637,827  -597,181  

※この印の施設は定員に対する利用者数、その他の施設は延べ利用者数を計上 
※2 学校給食センターの利用者数（給食提供者数）は除く 

1,235,008 1,271,536 1,255,332 1,318,858 1,309,819 
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博物館等
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文化施設
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その他教育施設

学校

【人】

(H27→H28) 

+36,528 人 

(H28→H29) 

-16,204 人 

(H29→H30) 

+63,526 人 

(H30→R1) 

‐9,039 人 

(R1→R2) 

‐671,992 人 

<出典> 公共施設現況調査票（令和２年度末時点） 
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ポイント 

●令和 2年度末時点の主要な公共施設の純行政コスト（行政コスト-収入）は、平成 27年度末時

点と比較して、約 3.1億円増加している。（行政コスト：約 1億円増加、収入：約 2.1億円減少） 

●本計画策定前（平成28年度以前）に政策決定を受けていた事業（山手小学校の増築、加茂野

交流センターの建替えなど）を実施したことが、行政コスト増加の主な要因となっている。 

●令和元年度から幼児教育・保育の無償化に伴い保育園等の保育料収入が減少したことに加

え、令和元年度末から令和 2年度にかけて、新型コロナウイルス感染症対策として公共施設の

臨時閉館や利用制限を実施したことが、収入減少の主な要因となっている。 

●令和 2年度末時点の主要な公共施設の利用者数は、新型コロナウイルス感染拡大の影響によ

り、平成 27年度末時点と比較して約 60万人減少している。 

●新型コロナウイルス発生以前（平成 30年度まで）は、中之島公園（リバーポートパーク美濃加

茂）の供用開始により、公園の利用者数が平成 27年度から約 11万人増加する一方で、図書

館やﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設などでは利用者数が減少していることから、多くの施設において

ソフト面の改善が求められていると言える。 

 

  



132 

8.4 インフラ施設の維持管理状況 （令和 2年度末時点） 

(1) インフラ施設の整備状況の推移 

 

① 道路の整備状況の推移 

■本市が管理する市道の実延長は、平成27年度末時点と比較して、令和2年度末時点で7,720ｍ（1.05%）増加

しています。 

■区分別では、2級市道が約 0.5km減少する一方で、1級市道とその他の市道（生活市道）が約 8.2km増加して

います。 

■区分別の割合については、平成 27 年度末時点からほぼ変化はなく、市道全体の約 83％がその他の市道、約

17％が幹線市道（１級、2級）となっています。 

 

管理道路の実延長の推移（H27～R2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 H27 H28 H29 H30 R1 R2 
増減 

（H27⇒R2） 

1級（幹線）市道 65,425  65,254  68,366  68,362  68,440  68,440  +3,015 

2級（幹線）市道 59,620  59,620  59,620  59,624  59,139  59,139  -481 

その他の市道 610,849  611,916  612,488  611,870  615,576  616,035  +5,186 

合計 735,894  736,790  740,474  739,856  743,155  743,614  +7,720 

対前年度比  +896 +3,684 -618 +3,299 +459  

 

 

 

  

<出典> 美濃加茂市道路台帳（令和２年度末時点） 

735,894 736,790 740,474 739,856 743,155 743,614 
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■令和 2年度末時点における市道の年度別整備延長は、平成 27 年度末時点と比較して、整備後 30年以上経

過した市道の割合が約 5ポイント増加しています。 

■市道の約 8割が 30年以上経過しており、舗装の老朽化が進行しています。 

 

管理道路の年度別整備延長（R2年度末時点） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント 

●平成 27年度末時点と比較して、令和 2年度末までに市道の実延長は 7,720ｍ増加しており、約

77％の市道が整備後 30年を経過している。 

 

 

  

【ｍ】 

30年以上経過 

570,779 ｍ 

総延長の 76.8 ％ 

（対 H27比：＋4.6％） 

30年未満 

172,836 ｍ 

総延長の 23.2 ％ 

（対 H27比：－4.6％） 

<出典> 美濃加茂市道路台帳（令和２年度末時点） 
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② 橋梁の整備状況の推移 

 

■本市が管理する橋梁の数量は、平成 27年度から令和 2年度まで 260橋を維持しており、橋長 15m以上の橋

梁が 64橋（24.6％）、橋長 2m以上 15m未満の橋梁が 196橋（75.4％）となっています。 

 

橋梁の整備数の推移（H27～R2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本市が管理する橋梁の整備延長は、平成 27 年度から令和 2 年度まで増減はなく、3,958m のうち、橋長 15m

以上の橋梁が 2,793m（70.6％）、橋長 2m以上 15m未満の橋梁が 1,166m（29.4％）となっています。 

 

橋梁の整備延長の推移（H27～R2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 

2,793 2,793 2,793 2,793 2,793 2,793 

3,958 3,958 3,958 3,958 3,958 3,958 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

H27 H28 H29 H30 R1 R2

2m以上15m未満 15m以上

【ｍ】

196 196 196 196 196 196 

64 64 64 64 64 64 

260 260 260 260 260 260 

0

50

100

150

200

250

300

H27 H28 H29 H30 R1 R2

2m以上15m未満 15m以上

【橋】

<出典> 美濃加茂市橋梁台帳（令和２年度末時点） 

<出典> 美濃加茂市橋梁台帳（令和２年度末時点） 
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■令和 2年度末時点における橋梁の年度別整備延長は、平成 27 年度末時点と比較して、整備後 30年以上経

過した橋梁の割合が約 4ポイント増加しています。 

■整備年度不明の橋梁を合わせると、約7割の橋梁が30年以上経過しており、橋梁の老朽化が進行しています。 

 

橋梁の年度別整備延長（R2年度末時点） 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント 

●平成 27年度末時点と比較して、令和 2年度末までに橋梁の整備状況に増減はなく、整備年度

不明の橋梁を合わせると、約 69％の橋梁が整備後 30年を経過している。 

 

  

30年以上経過 1,789.3 ｍ 

総延長の 45.2 ％（対 H27 比：＋3.9％） 

30年未満 1,235.6 ｍ 

総延長の 31.2 ％（対 H27 比：－3.9％） 

不明 933.5 ｍ 

23.6 ％ 【ｍ】 

<出典> 美濃加茂市橋梁台帳（令和２年度末時点） 
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③ 公園の整備状況の推移 

■本市が管理する都市公園の整備面積は、平成 27 年度末時点と比較して、令和 2 年度末時点で 1,000 ㎡

（0.24%）増加しています。 

■区分別では、平成 28年度に太田西公園の区域を変更したことにより、近隣公園が 1,000㎡増加していますが、

その他の公園は増減がありません。 

■区分別の割合については、平成 27 年度末時点からほぼ変化はなく、総合公園約 32％、都市緑地約 28％、近

隣公園約 23％、街区公園約 17％となっています。 

都市公園の整備面積の推移（H27～R2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 H27 H28 H29 H30 R1 R2 
増減 

（H27⇒R2） 

街区公園 71,862  71,862  71,862  71,862  71,862  71,862  ±0 

近隣公園 91,938  92,938  92,938  92,938  92,938  92,938  +1,000 

総合公園 131,000  131,000  131,000  131,000  131,000  131,000  ±0 

都市緑地 113,863  113,863  113,863  113,863  113,863  113,863  ±0 

合計 408,663  409,663  409,663  409,663  409,663  409,663  +1,000 

対前年度比  +1,000 ±0 ±0 ±0 ±0  
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<出典> 公園基本情報（令和２年度末時点） 

【単位：㎡】 

【㎡】 
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＜H27年度面積割合＞ 

 

＜R2 年度面積割合＞ 
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■令和 2年度末時点における都市公園の年度別整備状況は、平成 27 年度末時点と比較して、整備後 30 年以

上経過した都市公園の割合が約 6ポイント増加しています。 

■30 年以上経過した都市公園は、30 年未満の都市公園より施設数が少ないものの、前平公園や木曽川緑地ラ

イン公園など大規模な公園が含まれていることから、総面積の約6割が整備後30年以上を経過した古い公園と

なっています。 

都市公園の年度別整備状況（R2年度末時点） 

 

種類 種別 箇所 
都市計画 
区域 

用途地域 
DID 
区域 

面積
（㎡） 

住区基幹公園 
街区公園 33 33 25 9 71,862  
近隣公園 5 5 5 1 92,938  

都市基幹公園 総合公園 1 1 0 0 131,000  
緩衝緑地等 都市緑地 12 12 10 1 113,863  

合計 51 51 40 11 409,663  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント 

●平成 27年度末時点と比較して、令和 2年度末までに都市公園の整備面積は 1,000㎡増加し

ており、総面積の約 56％が整備後 30年を経過している。 
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30年以上経過 17施設 

230,539 ㎡ 

総面積の 56.3 ％ 

（対 H27比：＋6.4％） 

30年未満 34施設 

179,124 ㎡ 

総延長の 43.7 ％ 

（対 H27比：－6.4％） 

<出典> 公園基本情報（令和２年度末時点） 



138 

④ 上水道の整備状況の推移 

■本市が管理する上水道管路の整備延長は、平成 27 年度末時点と比較して、令和 2 年度末時点で 8,816ｍ

（1.54%）増加しており、区分別では送水管が約 0.1km、配水管が約 8.7km増加しています。 

■区分別の割合については、平成 27 年度末時点からほぼ変化はなく、上水道管路全体の約 98％が配水管、約

2％が送水管と導水管となっています。 

上水道管路の整備延長の推移（H27～R2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

区分 H27 H28 H29 H30 R1 R2 
増減 

（H27⇒R2） 

送水管 8,771  8,771  8,824  8,825  8,878  8,892  +121 

導水管 112  112  112  112  112  112  ±0 

配水管 564,021  565,440  566,361  568,550  570,380  572,716  +8,695 

合計 572,904  574,323  575,297  577,487  579,370  581,720  +8,816 

対前年度比  +1,419 +974 +2,190 +1,883 +2,350  

 

■令和 2年度末時点の本市の上水道普及率は、平成 27年度末時点から 0.33ポイント増加し、99.48％となって

います。 

上水道普及率の推移（H27～R2） 
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<出典> 決算概要（水道事業決算情報） 

<出典> 美濃加茂市上水道台帳（令和２年度末時点） 

【単位：ｍ】 

【％】 
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■令和 2年度末時点における上水道管路の年度別整備延長は、平成 27 年度末時点と比較して、整備後 20 年

以上経過した上水道管路の割合が約 17ポイント増加しています。 

■上水道管路の約 7 割が整備後 20 年を超過しており、管路の老朽化が進行しているものの、標準耐用年数 40

年を超過した上水道管路は、総延長の 8.1％にとどまっています。 

上水道管路の年度別整備延長（R2年度末時点） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント 

●令和2年度末時点の上水道管路の整備延長は、平成27年度末時点より8,816ｍ増加しており、

上水道普及率は 99.48％となっている。 

●整備後 20年以上経過した上水道管路の割合が、令和 2年度末時点で、平成 27年度から約

17ポイント増加の約 66％となっており、管路の老朽化が進行している。 

●標準耐用年数 40年を超過した上水道管路は、令和 2年度末時点で総延長の 8.1％にとどまっ

ている。 
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20年以上経過 

380,508 ｍ 

総延長の 65.5 ％ 

（対 H27比：＋16.7％） 

20年未満 

200,487 ｍ 

総延長の 34.5 ％ 

（対 H27比：－16.7％） 

<出典> 美濃加茂市上水道台帳（令和２年度末時点） 

40年以上経過 
46,743 ｍ 

総延長の 8.1 ％ 
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⑤ 下水道の整備状況の推移 

■本市が管理する下水道管路の整備延長は、平成 27 年度末時点と比較して、令和 2 年度末時点で 6,113ｍ

（1.19%）増加しており、区分別では汚水管路が約 5.0km、雨水管路が約 1.1km増加しています。 

■区分別の割合については、平成 27 年度末時点からほぼ変化はなく、下水道管路全体の約 92％が汚水管路、

約 8％が雨水管路となっています。 

下水道管路の整備延長の推移（H27～R2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

区分 H27 H28 H29 H30 R1 R2 
増減 

（H27⇒R2） 

汚水 475,348  476,791  477,727  478,627  479,603  480,339  +4,991 

雨水 40,375  40,500  40,626  40,796  40,996  41,497  +1,122 

合計 515,723  517,291  518,353  519,423  520,599  521,836  +6,113 

対前年度比  +1,568 +1,062 +1,070 +1,176 +1,237  

 

■本市の下水道普及率は、平成 27 年度から 95.60％前後で推移しており、令和 2 年度末時点の普及率は平成

27年度末時点から 0.10ポイント減少し、95.48％となっています。 

下水道普及率の推移（H27～R2） 
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<出典> 決算概要（下水道事業決算情報） 

<出典> 美濃加茂市下水道台帳（令和２年度末時点） 

【単位：ｍ】 

【ｍ】 

【％】 



141 

■令和 2年度末時点における下水道管路の年度別整備延長は、平成 27 年度末時点と比較して、整備後 30 年

以上経過した下水道管路の割合が約 5ポイント増加しています。 

■下水道管路の約 89％が整備後 30年未満であるものの、令和 18年度（2036年度）までには約 95％の下水道

管路が整備後 30年を超過する見込みです。 

■標準耐用年数である50年を超過した下水道管路は、令和2年度末時点で総延長の2.2％にとどまっています。 

下水道管路の年度別整備延長（R2年度末時点） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント 

●令和2年度末時点の下水道管路の整備延長は、平成27年度末時点より6,113ｍ増加しており、

下水道普及率は 95.48％となっている。 

●整備後 30年以上経過した下水道管路の割合が、平成 27年度から令和 2年度までに約 5ポイ

ント増加しており、令和 18年度までには約 95％の下水道管路が整備後 30年を超過する見込

み。 

●標準耐用年数 50年を超過した下水道管路は、令和 2年度末時点で総延長の 2.2％にとどまっ

ている。 

  

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

S
2
9

S
3
1

S
3
3

S
3
5

S
3
7

S
3
9

S
4
1

S
4
3

S
4
5

S
4
7

S
4
9

S
5
1

S
5
3

S
5
5

S
5
7

S
5
9

S
6
1

S
6
3

H
2

H
4

H
6

H
8

H
1
0

H
1
2

H
1
4

H
1
6

H
1
8

H
2
0

H
2
2

H
2
4

H
2
6

H
2
8

H
3
0

R
2

汚水 雨水

【ｍ】 

30年以上経過 59,439 ｍ 
総延長の 11.4 ％ 

（対 H27比：＋5.3％） 

30年未満 462,398 ｍ 
総延長の 88.6 ％ 

（対 H27比：－5.3％） 

50年以上経過 
11,491 ｍ 

総延長の 2.2 ％ 
 

<出典> 美濃加茂市下水道台帳（令和２年度末時点） 
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8.5 令和 3年度までの公共施設等マネジメント取組結果 

(1) 緊急性が高い検討課題に対する対応状況 

■本市では、平成 28 年度に優先的に検討・対処すべき公共施設を選定し、緊急性が高い検討課題を定めました。

（100頁参照） 

■緊急性が高い検討課題に対する令和 3年度（令和 4年 2月時点）までの対応状況は、下記のとおりです。 

■全ての課題に対して、「対応済み」又は「一部対応済み・対応中」となっており、「未対応」の課題はありません。 

施設名 緊急性が高い検討課題（方針） 評価 対応状況（令和 4年 2月時点） 

庁舎 

■本館・西館は建物・設備の老朽化が進行してお

り、大震災発生時には倒壊は免れるものの、施設

の機能を維持することは困難。早急に統合・複合

化、民間活力の導入など、新たな庁舎のあり方に

ついて調査・研究を進める必要がある。 

○ 

●平成 30 年 3 月に「新庁舎整備基本構想」

を策定 

●平成 30 年 4 月から「新庁舎整備基本計

画」を策定中 

交流 

センター 

■経年劣化が激しく耐震性を満たしていない下古井

交流センターは、危険防止のために早急に除却

し、近接の公共施設に機能を統合・複合化する。 

◎ 

●令和元年 10月に廃止し、令和 2年 2月に

除却完了 

●あじさい保育園に一部機能を移転（令和 4

年 4月供用開始予定） 

■「伊深地区まちづくり基本構想」に基づき、連絡

所、地域づくりの拠点施設、市民交流の場の機能

を持つ新伊深交流センターの整備を検討する。 

◎ 
●リース（賃貸借）方式にて建替えを行い、令

和 3年 5月に供用開始 

文化施設 

■一部耐震性を満たしていない部分がある文化会

館は、耐震改修（特定天井等の改修含む。）と有

効活用のための複合化や機能強化を図る。 

○ 

●令和2年2月に耐震補強等大規模改修着

工、令和 3年 6月完了 

●複合化・民間活用等は引き続き検討が必

要 

スポーツ 

施設 

■老朽化のため再開の見込みがない市民プール

は、危険防止のために早急に除却し、跡地の有効

利用を図る。 

○ 

●平成 30 年度に「前平公園内民間活力導

入事業」導入可能性調査実施 

●令和元年 7月に除却完了 

●令和 2年度にサウンディング型市場調査実

施 

■耐震性を満たしていない西体育館は建替えを行

い、体育館及び避難所としての機能を確保する。 
◎ ●平成 30年 12月に建替え完了 

保育園 

■旧耐震基準の建物が多いため、長寿命化、複合

化、民間活用等を進める。 
○ 

●蜂屋保育園跡地に民間保育園を整備（令

和 4年 4月供用開始予定） 

●令和 5 年度から加茂野保育園に指定管理

者制度を導入予定 

■太田・古井地区の保育園を地区ごとに統合又は

複合化を進める。 
○ 

●3 園を統合した「あじさい保育園」を古井地

区に整備（令和 4年 4 月供用開始予定） 

●太田地区の 2園も統合を検討予定 

小中学校 

■耐震改修が完了したため、今後は快適な学習環

境の維持・確保を推進する。 

■今後の児童・生徒数の推移を考慮しながら、統廃

合を含む再配置を検討する。 

○ 

●「学校施設等長寿命化計画（H30 策定、

R1改訂）」に基づき、空調設備更新やネット

ワーク整備工事、防水改修等を実施 

●北部地区を中心とした小学校の再配置は

引き続き検討が必要 

※評価：「◎＝対応済み」、「○＝一部対応済み・対応中」、「△＝対応策を検討中」、「×＝未対応」 
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(2) その他課題に対する対応状況 

■緊急性が高い検討課題のほかに、第 1 部で抽出したその他の課題に対する令和 3 年度（令和 4 年 2 月時点）

までの対応状況を、下記のとおりまとめました。 

■「対応策を検討中」の課題が一部ありますが、ほぼ全ての課題に対して「対応済み」又は「対応中」となっていま

す。 

課題 課題の内容 評価 対応状況（令和 4年 2月時点） 

避難所の耐震化 

（21頁参照） 

■第 5次総合計画において、平成 31年度ま

でに市の避難所に指定されている公共施

設について、耐震化率 100％の達成を目

標としているが、平成 28 年度時点で西体

育館・文化会館・下古井交流センターが未

対応となっている。 

◎ 

●令和 3 年 6 月までに耐震化率 100％を達

成（西体育館は建替え、文化会館は耐震

改修、下古井交流センターは除却にて対

応） 

日本語初期適応

指導教室の環境

整備 

（52頁参照） 

■外国人児童・生徒のための日本語初期適

応指導教室の環境整備や国際教室の不

足が課題となっている。 

◎ 
●平成 31 年 1 月に日本語初期適応指導教

室（のぞみ教室）を更新整備 

森林公園の遊具

等の老朽化 

（65頁参照） 

■健康の森とさくらの森は、遊具の老朽化や

遊歩道の整備が大きな課題となっている。 
◎ 

●令和元年度までに危険性の高い遊具は廃

止し、ツリートップアドベンチャーなど集客性

の高い遊具を設置 

●遊歩道の整備や利用者のニーズに基づい

た管理棟の改修も実施 

御殿山キャンプ場

の在り方 

（65頁参照） 

■御殿山キャンプ場は、近年利用者数が著

しく少なく、施設の老朽化からも、廃止、所

有の移転等、多角的な観点で今後の在り

方を検討する必要がある。 

◎ 

●令和 3 年度から普通財産化した上で三和

まちづくり協議会に貸し付け、管理・運営主

体を同協議会に変更 

デイサービス施設

の在り方 

（72頁参照） 

■デイサービス施設は、民間事業者による運

営が主流な時代であり、公共施設として必

要な施設であるか検討する必要がある。 

○ 

●令和2年度をもって、みのかも西デイサービ

スセンターあじさいを廃止（普通財産化し、

民間事業者に施設を貸し付ける方式に変

更） 

ふれあいサロン 

福寿草の在り方 

（73頁参照） 

■介護保険制度改正の中で新しい総合事業

への移行が順次進められている中で、生き

がい活動支援通所事業をどのように位置

付けていくかが検討されており、その中で施

設の利用方法を検討する必要がある。 

◎ 
●平成 30年度をもって、福寿草を廃止し、民

間事業者に譲渡 

障がい者支援施

設の在り方 

（75頁参照） 

■サービス向上とコスト縮減のため、ひまわり

の家に代わって民間施設の利用についても

検討する必要がある。 

△ 
●民間事業者へのひまわりの家の譲渡等を

検討中 

発達支援センター

の在り方 

（76頁参照） 

■少子化の影響を受けて利用者ニーズが低

下する可能性も考慮しつつ、施設の在り方

を検討していく必要がある。 

△ 

●対象者を乳幼児から成人までに拡大し、乳

幼児に対する支援から就労までを包括した

支援を行う施設を整備する予定 

保健センターの移

転等再配置 

（78頁参照） 

■事業の実施場所や拠点そのものを外へ移

転（既存施設への複合化）させることも視野

に入れて検討する必要がある。 

◎ 

●民間施設（みのかも健康プラザ：中部国際

医療センターの付属施設）の一部を区分所

有し、保健センターを移転（令和 4 年 1 月

供用開始） 
  

※評価：「◎＝対応済み」、「○＝一部対応済み・対応中」、「△＝対応策を検討中」、「×＝未対応」 
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課題 課題の内容 評価 対応状況（令和 4年 2月時点） 

市営住宅の在り方 

（83、84頁参照） 

■入居申込み倍率が高い市営住宅がある一

方で、入居申込みがない市営住宅もあるこ

とから、統廃合、民間施設の借り上げも含

めて入居申込みのない施設のあり方を検

討する必要がある。 

■今後、入居者の高齢化が進むことから、公

共交通を利用できる利便性の高い箇所へ

の統合・集約化を検討する必要がある。 

△ 
●平成 29 年度に策定した「公営住宅等長寿

命化計画」に基づき、施設の統廃合を検討 

消防施設の更新 

（85頁参照） 

■老朽化の進行により大規模修繕を実施し

ても安全性の確保が困難と思われる建物

があるため、優先順位を定めて建替えを検

討していく。 

○ 

●令和元年 11 月に第一分団 2 班消防車庫

を建替え 

●第六分団 2班消防車庫を令和 3年度に建

替え予定 

旧学校給食ｾﾝﾀｰ

の除却 

（88頁参照） 

■旧学校給食センターは、施設管理リスクの

排除及び安全確保のため、早急に除却す

る必要がある。 

○ 

●令和 3年 9月に建物解体条件付き入札に

より、民間事業者に土地を譲渡し、令和 3

年度中に旧学校給食センターを解体予定 

 

 

 

 

(3) フォローアップの実施状況 

■平成 28年度に定めた「フォローアップの実施方針」（104頁参照）に対する令和 3年度（令和 4年 2月時点）ま

での実施状況は、下記のとおりです。 

■「一部未実施」のフォローアップもありますが、ほぼ順調に実施しています。 

フォローアップの種類 内容 評価 実施状況（令和 4年 2月時点） 

職員研修等の実施に 

よる意識・技術向上 

■実効性の高い計画として本計画を推

進していくため、研究・教育機関や民

間企業と連携して、適宜職員研修等

を実施していく。 

○ 

●施設担当課を対象に平成 29年度から毎

年度公共施設等マネジメント説明会を開

催 

●平成 29 年度に外部コンサルタントによる

PPP/PFI講習会を全 2回開催 

公共施設の現況調査

実施と公共施設カルテ

の活用 

■公共施設の利用状況やコスト、施設

の劣化状況等の現況調査を毎年実

施し、カルテとして取りまとめ、全庁的

な情報共有と意識の向上を図るととも

に、公共施設等マネジメントの進捗確

認資料としても公表・活用する。 

◎ 

●平成 28年度から毎年度公共施設カルテ

及び公共施設白書を更新し、市ホームペ

ージに公表 

社会情勢への対応と 

広域連携 

■変化する社会情勢に対応し、時勢に

あった計画として見直しながら進めて

いくため、PDCA サイクルを活用した定

期的な見直しを行っていく。 

○ 
●本計画を平成 31 年 1 月と令和 4 年 3

月に一部改訂 

  

※評価：「◎＝対応済み」、「○＝一部対応済み・対応中」、「△＝対応策を検討中」、「×＝未対応」 

※評価：「◎＝順調に実施」、「○＝実施」、「△＝一部未実施」、「×＝未実施」 
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フォローアップの種類 内容 評価 実施状況（令和 4年 2月時点） 

社会情勢への対応と 

広域連携 

■みのかも定住自立圏に属する近隣自

治体とも連携し、相互の情報交換の

場を設けるなど、施設活用の広域化

等による公共施設維持管理の効率化

につなげる取組みを進めていく。 

△ 

●図書システムや学校給食センターの広域

利用など本計画策定時にすでに実施して

いた取組みについては継続しているもの

の、新規の取組みについては未実施 

ICTの活用による情報

共有体制構築・新技術

導入の検討 

■本計画の推進に当たって、施設経営

課と財政課の連携により、公共施設

等及び財政に係る庁内全体の現況や

今後の見通しに関する情報集約を行

っていく。 

○ 

●平成 28 年度から個別施設計画の作成

及び運用を開始し、全庁的な視点で事業

の優先順位を設定し、予算を編成 

■集約した情報を庁内全体で共有する

体制を構築するため、公会計システ

ムや庁内GIS等、ICT技術の更なる活

用を図る。 

○ 

●「公有資産管理 GIS」において、公有財産

台帳及び固定資産台帳のデータを紐付

け、各施設の老朽化状況や維持管理運

営状況等を可視化し、庁内 GIS で情報を

共有できる仕組みを構築 

■少ない職員でも確実に点検を実施

し、それらの情報を蓄積・活用していく

ため、維持管理の効率化に係る新技

術（点検・診断技術、データベース活

用、可視化等）の導入も検討してい

く。 

△ 

●庁内 GIS等において、修繕履歴や保守点

検履歴等を共有できる仕組みを構築 

●維持管理の効率化を図る新技術の導入

は未実施 

市民ニーズを反映した

計画の見直し 

■市民のニーズを反映したまちづくりの

観点から、利用者目線での評価を把

握するため、住民説明会やワークショ

ップ、アンケートの実施等、あるべき公

共施設像について合意形成の機会を

創出する。 

○ 

●新庁舎整備基本構想等を策定するにあ

たり、新庁舎をいかしたまちづくりについて

合意形成を図るために市民ワークショップ

や市民アンケート、市民説明会等を実施 

■財政計画や公共交通網形成計画な

ど関連する計画の進捗状況・見直し

等に応じて、これらの計画との整合性

に留意しつつ総合的なまちづくりの視

点で本計画を見直す。 

○ 

●関連計画との整合性に留意しつつ、本計

画を平成 31年 1月と令和 4年 3月に一

部改訂 

全体 

■本計画を、実効性の高い計画として

推進していくために、上記フォローアッ

プを実施し、定期的に見直しを行い、

10 年後には公共施設等の状況や財

政・人口状況の変化などを踏まえ、計

画全体の見直しを行う。 

○ 

●上記フォローアップを実施しつつ、本計画

を平成 31年 1月と令和 4年 3月に一部

改訂。本計画策定 10年後の令和7年度

（2025 年度）には、計画全体の見直しを

実施予定 

■本計画の目標達成状況は市のホー

ムページ等で定期的に公表し、市民・

議会・市職員の情報共有と合意形成

を図っていく。 

◎ 
●毎年度、本計画の目標達成状況を市ホ

ームページにて公表 

  ※評価：「◎＝順調に実施」、「○＝実施」、「△＝一部未実施」、「×＝未実施」 



146 

〈出典〉 美濃加茂市公共施設白書（令和 2年度末時点） 

(4) 数値目標達成状況 

■本市では、平成 28年度に本計画における公共施設の数値目標を下記のとおり設定しました。 

公共施設等総合管理計画における数値目標（平成 28年度時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■数値目標を達成するため、前述のとおり令和 3年度までに各種取組みを実施してきましたが、平成 27年度実績

を基準として公共施設の維持管理コスト削減額を算出すると、毎年度0.3億円から3.4億円程度の増加（削減目

標達成率-6.2％～-62.7％）という結果になりました。 

■本計画策定前に政策決定を受けていた施設整備事業を実施したことにより、延床面積及び行政コストが増加し

たことに加え、新型コロナウイルス感染症対策により利用者数及び収入が減少したことが、数値目標を達成でき

なかった主な要因となっています。今後は、個別施設計画に基づき公共施設の長寿命化や統合・複合化を進め、

中長期的な視点でライフサイクルコストの縮減を図っていきます。 

数値目標達成状況①（公共施設コスト削減額） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※平成 27年度の実績（公共施設の延床面積、主要施設の行政コスト及び収入）を基準に、各年度の削減額を算出。 
※１㎡当たり 8,612円（5.4億円÷62,700㎡）として延床面積の増減を行政コストに換算。 
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【億円】 

●公共施設の更新等費用（維持管理コスト）を 

年間約 5.4億円 （40年間で約 216億円）削減 

（公共施設の総量（延床面積）に換算すると、 

約 62,700㎡（全体の約 40％）削減に相当） 

●公共施設の年間投資的経費上限額（H23～H27

平均額）約 8億円に対して、公共施設の更新等

費用が年間約 13.4億円必要との試算結果が出

ており、毎年約 5.4億円不足する見込み 

試算結果 

数値目標 
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■前頁に記載の数値目標は、公共施設の更新等費用（年間 13.4億円）を 5.4億円削減することを目標としていま

すが、公共施設の投資的経費を年間 8 億円以内に抑えることを目標にしているとも言えることから、前頁の年間

コスト削減額に基づく評価に加え、投資的経費実績に基づく評価を以下のとおり行いました。 

■平成 28年度に設定した公共施設の年間投資的経費上限額（8億円）と各年度の実績を比較すると、令和 2年

度が上限額の 2 倍を超える 17.4 億円となりましたが、その他の年度はおおむね上限額以内に投資的経費を抑

えることができています。 

■しかし、優先順位を設定し先送りをした事業もあるため、一概にコスト縮減の効果とは言い難い状況にあります。今

後も個別施設計画の進捗状況を常に確認し、全庁的な視点で事業の必要性及び優先順位について検討した上

で、個別施設計画の見直しを図っていく必要があります。 

数値目標達成状況②（投資的経費実績（公共施設）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※公共施設の年間投資的経費上限額（8億円）に対する、各年度の投資的経費実績の超過状況を超過率として表示。 
 

 

■インフラ施設については、平成 28年度に設定した年間投資的経費上限額（11.2 億円）に対して、平成 28年度

及び平成 30年度を除き、超過率が 120％以上となっており、上限額以内に投資的経費を抑えることができてい

ない状況です。 

数値目標達成状況③（投資的経費実績（インフラ施設）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※インフラ施設の年間投資的経費上限額（11.2億円）に対する、各年度の投資的経費実績の超過状況を超過率として表示。 

※企業会計の建設改良費を含む。 

【億円】 

〈出典〉 決算データ 
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ポイント 

●平成 28年度に定めた緊急性が高い検討課題については、令和 3年度までに全ての課題に対し

て、「対応済み」又は「対応中」となっている。 

●その他の課題についても、「対応策を検討中」の課題が一部あるものの、ほぼ全ての課題に対し

て「対応済み」又は「対応中」となっている。 

●平成 28年度に定めたフォローアップについては、ほぼ順調に実施している。 

●公共施設の維持管理コスト削減の数値目標達成状況は、平成27年度実績と比較して毎年度3

千万円から 3.4億円程度の増加（目標達成率-6.2％～-62.7％）という結果になっている。 

●公共施設の年間投資的経費上限額（8億円）と各年度の実績を比較すると、令和2年度が上限

額の 2倍を超えているものの、その他の年度はおおむね上限額以内に投資的経費を抑えること

ができている。 

●インフラ施設の年間投資的経費上限額（11.2億円）と各年度の実績を比較すると、平成 28年

度及び平成 30年度を除き、3.2億円から 4.5億円の超過となっており、上限額以内に投資的経

費を抑えることができていない。 
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9. 財政状況の推移及び見通し 

9.1 財政状況 （令和 2年度末時点） 

(1) 歳入・歳出の状況 

① 歳入の推移（一般会計）  

■一般会計における歳入は、平成 28年度から令和元年度にかけて 220億円前後で推移してきましたが、令和 2

年度は主に国・県支出金の増加により約 307億円まで増加しています。 

■市税は 85億円前後で推移しており、微増傾向にありますが、ピークであった平成 20年度（約 89億円：10頁参

照）からは減少しています。 

歳入の推移（一般会計：H28～R2） 

 

 

② 歳出の推移（一般会計）  

■一般会計における歳出は、平成 28年度から令和元年度にかけて 210億円前後で推移してきましたが、令和 2

年度は主に補助費等の増加により約 292億円まで増加しています。 

■扶助費が毎年増加しており、令和 2年度は平成 28年度と比べて約 9億円増の約 46億円となっています。 

歳出の推移（一般会計：H28～R2） 

 

  

<出典> 決算データ 
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※R2から会計年度任用職員給を物件費から人件費に変更して計上。 
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<出典> 決算データ 

【百万円】 
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(2) 投資的経費等の推移 

① 投資的経費の推移 

１） 一般会計 

■平成 28年度から令和 2年度までの一般会計における投資的経費は、年度によってばらつきがあり、令和2年度

が約 39億円と平成 19年度以降最も高い値となっています。 

■過去 5年間の平均は約 24.5億円となっており、平成 23年度から平成 27年度までの平均（約 17.9億円：29

頁参照）と比べて約 6.6億円増加しています。 

投資的経費の推移（一般会計：H28～R2） 

 

 

2） 公共施設（一般会計） 

■一般会計における公共施設の投資的経費は、年度によって約 5億円から約 17億円まで幅があります。 

■過去 5年間の平均は約 8.8億円となっており、平成 23年度から平成 27年度までの平均（約 8.0億円：29頁

参照）と比べて約 0.8億円増加しています。 

投資的経費の推移（一般会計・公共施設：H28～R2） 
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<出典> 決算データ 

【百万円】 

<出典> 決算データ 

【百万円】 
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3） インフラ施設（一般会計） 

■一般会計におけるインフラ施設の投資的経費は、年度によって約 3億円から約 7億円まで幅があり、過去 5年

間の平均は約 4.9億円となっています。 

■平成 29年度を除き、道路に係る投資的経費が最も多く、平均で約 2.6億円となっています。 

投資的経費の推移（一般会計・インフラ施設：H28～R2） 

 

 

② 建設改良費の推移 

1） インフラ施設（企業会計） 

■企業会計におけるインフラ施設の建設改良費＊は、年度によって約 6億円から約 12億円まで幅があり、過去 5

年間の平均は約 8.3億円（水道事業会計：約 5.0億円、下水道事業会計：約 3.3億円）となっています。 

■平成 23年度から平成 27年度までの建設改良費の平均約 6.9億円（水道事業会計：約 4.7億円、下水道事業

会計：約 2.2億円）と過去 5年間の平均を比較すると、約 1.4億円増加しており、水道事業会計、下水道事業会

計はともに増加傾向にあります。 

建設改良費の推移（企業会計・インフラ施設：H28～R2） 
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【百万円】 

<出典> 決算データ 

【百万円】 

※本計画において「公共施設」に分類する公園の建物等の投資的経費を含む。 

※本計画において「公共施設」に分類する上水道、下水道の建物等の建設改良費を含む。 
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③ 投資的経費・建設改良費＋維持補修費等の推移 

１） 公共施設・インフラ施設（一般会計） 

■公共施設等に係る投資的経費に維持補修費を加えた経費は、年度によって約 9億円から約 25億円まで幅が

あり、過去 5年間の平均は約 14.6億円（公共施設：約 9.6億円、インフラ施設：約 5.0億円）となっています。 

投資的経費＋維持補修費の推移（一般会計：H28～R2） 

 

 

2） インフラ施設（企業会計） 

■建設改良費に修繕費・工事請負費を加えた経費は、年度によって約7億円から約13億円まで幅があり、過去5

年間の平均は約 9.2億円（水道事業会計：約 5.5億円、下水道事業会計：約 3.7億円）となっています。 

建設改良費＋修繕費・工事請負費の推移（企業会計：H28～R2） 

 

 

ポイント 

●公共施設及びインフラ施設に係る投資的経費・建設改良費等は、平成 28年度から令和 2年度

までの推移を見ると、平成 23年度から平成 27年度までの平均と比較して、一般会計・企業会

計ともに増加傾向にある。 
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<出典> 決算データ 

【百万円】 

<出典> 決算データ 

【百万円】 
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(3) 財政指標等の推移 

① 財政指標の推移 

■本市では、平成 28年度に策定した本計画において「公共施設等マネジメントの 5原則」を定め、「健全財政」とし

て、「公共施設等の整備を行う際は、将来負担比率 0％を堅持することを絶対的な条件とし、将来負担比率

0％の維持及び市債残高の削減等により健全財政を維持する」こととしています。令和 2年度までの財政指標の

推移（財政健全化状況）は以下のとおりです。 

1） 実質公債費比率 

■「実質公債費比率」については、平成 27年度から令和 2年度までに 2.3ポイント改善しています。 

■早期健全化基準（25％）を約 20％下回っており、現時点では健全な財政状況を維持しています。 

実質公債費比率の推移（H27～R2） 

 

2） 将来負担比率 

■「将来負担比率」については、平成 27年度から令和 2年度までに 34.4ポイント改善しています。 

■早期健全化基準（350％）を約 410％下回っており、施設整備条件である 0％を堅持しています。 

将来負担比率の推移（H27～R2） 
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<出典> 決算データ 

【％】 

早期健全化基準 350％ 

【％】 

不
良 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

良
好 

不
良 

 
 
 
 
 
 

良
好 

5原則（健全財政）における施設整備条件 
0％の堅持 
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3） 市債残高 

■「市債残高」については、3会計の市債残高の合計が、令和2年度は前年度に比べて7億円増加していますが、

平成 27年度から令和 2年度までに 39億円削減することができました。 

■平成 27年度から令和 2年度までに、企業会計の市債残高を 40億円（水道事業会計：5億円、下水道事業会

計：35億円）削減できたものの、一般会計は１億円の増加となっています。 

市債残高の推移（H27～R2） 

 

 

 

4） 資金不足比率（企業会計） 

■水道事業会計及び下水道事業会計における「資金不足比率＊」については、平成 27年度から令和 2年度まで

資金不足額はなく、健全な財政状況を維持しています。 
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【億円】 
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② 有形固定資産減価償却率の推移 

1） 一般会計 

■一般会計における「有形固定資産減価償却率＊」は、令和元年度末時点で平成 28年度と比較して 4.1ポイント

増加の 60.7％となっており、3会計の中で保有資産の老朽化が最も進行しています。 

有形固定資産減価償却率の推移（一般会計：H27～R1） 

 

 

 

2） 水道事業会計 

■水道事業会計における有形固定資産減価償却率は、令和 2年度末時点で平成 27年度と比較して 6.4ポイント

増加の 45.8％となっていますが、一般会計よりは保有資産の老朽化は進んでいません。 

有形固定資産減価償却率の推移（水道事業会計：H27～R2） 
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No Data 

<出典> 経営比較分析表（水道事業会計） 

【％】 
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3） 下水道事業会計 

■下水道事業会計における有形固定資産減価償却率は、令和 2年度末時点で平成 27年度と比較して 11.3～

14.8ポイント増加していますが、いずれも 30％未満であり、3会計の中では施設が最も新しいと言えます。 

有形固定資産減価償却率の推移（下水道事業会計：H27～R2） 

 

 

ポイント 

●実質公債費比率は、平成 27年度から令和 2年度までに 2.3ポイント減の 5.2％と改善しており、

早期健全化基準（25％）を約 20％下回っている。 

●将来負担比率は、平成 27年度から令和 2年度までに 34.4ポイント減の-60.8％と改善してお

り、5原則（健全財政）において定めた 0％以下を堅持している。 

●市債残高は、平成 27年度から令和 2年度までに 39億円削減し、326億円となっている。 

●企業会計における資金不足比率については、平成 27年度から令和 2年度まで資金不足額は

なく、健全な財政状況を維持している。 

●一般会計における有形固定資産減価償却率は、令和元年度末時点で平成 28年度と比較して

4.1ポイント増の 60.7％となっており、3会計の中で保有資産の老朽化が最も進行している。 

●水道事業会計における有形固定資産減価償却率は、令和 2年度末時点で平成 27年度と比較

して 6.4ポイント増加の 45.8％となっている。 

●下水道事業会計における有形固定資産減価償却率は、30％未満であり、3会計の中では施設

が最も新しい。 
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【％】 
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9.2 財政の見通し （令和 3年度時点） 

(1) 歳入・歳出の見通し 

① 歳入の推計（一般会計）  

■令和 3年 7月時点の中長期財政見通しによると、一般会計における歳入は、令和 9年度の約 243億円をピー

クに令和 22年度まで 220億円前後で推移する見込みです。 

歳入の推計（一般会計：R3～R22） 

 

 

② 歳出の推計（一般会計）  

■一般会計における歳出は、令和 9年度の約 247億円をピークに令和 22年度まで 222億円前後で推移する見

込みです。 

■各年度に見込まれる財源不足（2～4億円）を解消するために、査定による歳出抑制と国県補助金等の歳入の

確保を図っていきます。 

歳出の推計（一般会計：R3～R22） 
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<出典> 中長期財政見通し（令和 3年 7月時点） 

【億円】 

※R3は当初予算額 

※R3は当初予算額 
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(2) 投資的経費等の見通し 

 

① 投資的経費＋維持補修費の推計 

 

１） 公共施設・インフラ施設（一般会計） 

■令和 3年 7月時点の中長期財政見通しによると、一般会計における公共施設等の維持補修、更新等に係る経

費（投資的経費＋維持補修費）は、令和 9年度までは 30億円前後まで増加するものの、令和 10年度以降は

11億円～17億円程度で推移する見込みです。 

■一般財源については、年度によって多少の増減はあるものの、年間約 8億円を見込んでいます。 

■中長期財政見通しでは、公共施設等の維持補修、更新等に係る経費は、令和 3年度から令和 22年度までの

平均が約 19.5億円（公共施設：約 10.8億円、インフラ施設：約 8.7億円）となる見込みであり、過去 5年間の実

績値の平均約 14.6億円（公共施設：約 9.6億円、インフラ施設：約 5.0億円）を約 5億円上回る見通しです。 

 

投資的経費＋維持補修費の推計（一般会計：R3～R22） 
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【百万円】 

※R3は令和 3年 7月時点の決算見込み 
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② 建設改良費＋修繕費・工事請負費の推計 

1） インフラ施設（企業会計） 

■建設改良費に修繕費・工事請負費を加えた経費は、令和 3年度から令和 22年度までの平均が約 10.1億円

（水道事業会計：約 6.3億円、下水道事業会計：約 3.8億円）となる見込みであり、過去 5年間の実績値の平均

約 9.2億円（水道事業会計：約 5.5億円、下水道事業会計：約 3.7億円）を約 1億円上回る見通しです。 

建設改良費＋修繕費・工事請負費の推計（企業会計：R3～R22） 

 

  
 

ポイント 

●中長期財政見通しでは、一般会計における歳入・歳出は、令和 9年度をピーク（歳入：約 243億

円、歳出：約 247億円）に令和 22年度まで 220億円前後で推移する見込み。 

●各年度に見込まれる財源不足（2～4億円）を解消するために、査定による歳出抑制と国県補助

金等の歳入の確保を図る。 

●中長期財政見通しでは、公共施設等の維持補修、更新等に係る経費（投資的経費＋維持補修

費）は、令和 3年度から令和 22年度までの平均が約 19.5億円（公共施設：約 10.8億円、イン

フラ施設：約 8.7億円）となり、過去 5年間の実績値の平均を約 5億円上回る見通し。 

●上下水道課データに基づく推計では、企業会計におけるインフラ施設の維持補修、更新等に係

る経費（建設改良費＋修繕費・工事請負費）は、令和 3年度から令和 22年度までの平均が約

10.1 億円（水道事業会計：約 6.3億円、下水道事業会計：約 3.8億円）となり、過去 5年間の

実績値の平均を約 1億円上回る見通し。 
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<出典> 上下水道課データ 

【百万円】 

※水道事業会計の R18以降の見込み額は、H28実績～R17見込の平均値を計上 

※下水道事業会計の R9以降の見込み額は、H28実績～R8見込の平均値を計上 

※修繕費・工事請負費の見込み額は、H28～R2実績の平均値を計上 

 



160 

(3) 財政指標の見通し 

① 実質公債費比率の推計 

■令和 3年 7月時点の中長期財政見通しによると、実質公債費比率は、令和 17年度に 7.5％まで増加するもの

の、その後は減少し、令和 22年度まで早期健全化基準（25％）を下回る見込みです。 

実質公債費比率の推計（R3～R22） 

 

 

 

② 将来負担比率の推計 

■令和 3年 7月時点の中長期財政見通しによると、将来負担比率は、令和 9年度の-3.1％をピークに減少に転じ、

令和 22年度まで施設整備条件の 0％を下回る見込みです。 

将来負担比率の推計（R3～R22） 
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<出典> 中長期財政見通し（令和 3年 7月時点） 
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③ 市債残高の推計 

■3会計の市債残高の合計は、令和 3年度から令和 8年度まで 330億円前後で推移する見込みです。 

■企業会計の市債残高は、令和8年度までに約28億円削減できる見込みですが、一般会計の市債残高は約25

億円増加する見込みです。 

市債残高の推計（R3～R8） 

 

 

 

ポイント 

●実質公債費比率は、令和 22年度まで早期健全化基準（25％）を下回る見込み。 

●将来負担比率は、令和 9年度の-3.1％をピークに減少に転じ、令和 22年度まで施設整備条件

である 0％以下を堅持する見込み。 

●市債残高は、令和 3年度から令和 8年度まで 330億円前後で推移する見込み。 
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10. 個別施設計画に基づく公共施設等総合管理計画の見直し 

■本市では、平成 28年度に定めた「個別施設計画策定時の考え方」（101頁参照）に基づき、令和 2年度までに

個別施設計画（再配置・長寿命化計画）の策定をおおむね完了しました。 

■そして、本計画をより実効性の高い計画とするために、「施設類型ごとの管理に関する基本的な方針」、「維持管

理・更新等に係る経費見込」等について、策定済みの個別施設計画等に基づき以下のとおり見直しました。 

10.1 個別施設計画に基づく公共施設の管理に関する基本的な方針 

(1) 学校教育系施設の基本方針 （令和 3年度時点） 

 

学校（小学校・中学校） 

 

対象施設（11施設） 

①太田小学校 ⑦伊深小学校 

②山手小学校 ⑧三和小学校 

③古井小学校 ⑨下米田小学校 

④山之上小学校 ⑩西中学校 

⑤蜂屋小学校 ⑪東中学校 

⑥加茂野小学校  

現状と課題 

施

設

性

能 

■全体的に老朽化が進行し、大規模修繕や建替えの時期を迎えた建物が大半を占めていることから、順

次建物の改修を実施してきました。古井小学校・山之上小学校・蜂屋小学校・加茂野小学校・下米田小

学校・東中学校・山手小学校では、増築や建替えを行いました。 

■小中学校の約 57％が旧耐震基準の建物ですが、耐震診断の結果、補強が必要な建物については、全

て耐震化工事が完了しています。 

■一方で、体育館等における非構造部材の耐震化については、大半の施設で未実施となっており、令和 3

年度から順次実施していく予定です。 

■空調設備については、全ての普通教室と中学校の特別教室に設置を完了していますが、さらなる利用者

（児童・生徒）の快適な学習環境の向上を目的として、今後の更新時期にあわせて小学校の特別教室へ

の設置についても検討する必要があります。 

児
童
・生
徒
数
（人
） 

 
太田 

小学校 

山手 

小学校 

古井 

小学校 

山之上 

小学校 

蜂屋 

小学校 

加茂野 

小学校 

伊深 

小学校 

三和 

小学校 

下米田 

小学校 

西 

中学校 

東 

中学校 

H27 595 592 605 164 490 639 59 24 322 709 753 

H28 577 593 619 155 501 652 64 21 325 717 789 

H29 572 584 663 140 483 670 59 23 351 741 808 

H30 560 589 698 138 459 695 62 22 377 750 794 

R1 567 578 705 132 468 729 66 21 370 732 788 

R2 581 546 753 112 433 723 73 25 401 743 799 

背景：国土地理院の電子地形図（タイル） 

施設名 

年度 
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利

用

状

況 

■大半の学校において、余裕教室がなく、全ての教室を使用している状態です。全国的に少子化が進む

中、本市の児童・生徒数も令和 2年度をピークに減少に転じる見込みですが、一部の学校では 35人学

級への対応のため、教室が不足することが予想されます。 

■一方で、山之上小学校・伊深小学校・三和小学校は、いずれも1学年1学級（三和小学校は複式学級）

となっており、学校教育法施行規則第 41条に定める適切な学級数を維持できていない状況です。 

■今後の児童・生徒数の変化や、通学区域の妥当性、各施設の老朽化状況を鑑み、施設の必要性につい

ても考慮しつつ、異なる機能を持つ施設との複合化や統廃合を含めて再配置を検討していく必要があり

ます。 

基本的な方針 長寿命化、統合・複合化 

①点検・診断等の実施方針 

■法定点検や巡回点検を実施していますが、施設の数も多いため、より効率的に点検・診断等を実施するために

劣化診断を民間委託するなど、各施設の老朽化状況を正確に把握するとともに、児童・生徒の安全を考慮し

た任意点検の改善を図ります。 

■建築基準法第 12条点検と同等の点検と老朽化調査を 3年おきに実施し、設備機器については法令に定めら

れた定期点検を確実に実施する方法によって、建物の劣化状況を的確に把握し、今後の長寿命化計画（個

別施設計画）や管理計画に反映していきます。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■法定点検により指摘があった内容については、随時修繕・更新（事後保全）を行い、細かい営繕業務について

は、職員の施設巡回により速やかに修繕を実施することで、適切に施設を管理していきます。 

■現時点では、施設管理者により、予算の範囲内で施設の改修や付属設備の更新を実施しています。今後は、

令和元年度に策定した「美濃加茂市学校施設等長寿命化計画（個別施設計画）」に基づき、維持管理者（学

校側）の協力のもと、予防保全的な維持管理に切り替えていきます。 

③安全確保の実施方針 

■耐震補強は完了しているものの、全体的に施設の老朽化が進んでおり、施設の大規模修繕が必要です。 

■定期的に劣化診断等を行い、施設の状況を把握することで、安全確保に必要な対策について優先順位をつけ

て計画的に進めていきます。 

④耐震化の実施方針 

■小中学校は、避難所を兼ねる施設が多く防災機能も併せ持っており、サテライトエリアにおいては重要な防災

拠点となることから、平成 27年度までに耐震化を完了しました。 

■体育館については、災害時に避難所として有効に機能する必要があることから、避難者の安全確保のための

対策（非構造部材の耐震化）や避難生活での環境面に配慮した設備の整備などを進めます。 

⑤長寿命化の実施方針 

■「学校施設等長寿命化計画（個別施設計画）」に基づき、予防保全型の施設管理を推進し、長寿命化を図り

ます。ただし、すでに築後年数が相当経過している施設については、長寿命化改修を行ったとしても、その後の

使用可能な期間が短く、長寿命化改修の効果を発揮しづらいことから、築後年数に応じて部分修繕等の最低

限の維持管理を行った後に更新することとします。 

■また、本市の学校施設は学校再編により廃止されることも考えられるため、継続的に進められる学校再編の検

討において、他の学校への再編を決定した施設においては、原則予防保全型の維持管理から最低限の維持
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管理へと切り替え、全体的な更新等費用の縮減に努めることとします。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■伊深小学校・三和小学校・山之上小学校については、「小規模特認校制度」の特色を最大限活かした学校経

営をすることで、統廃合に拠らない学校規模の適正化を図ります（伊深小学校・三和小学校は平成 29年度か

ら「小規模特認校制度」を導入済み）。ただし、小規模特認校制度の継続が難しい場合は、学校再編を検討し

ます。 

■学校再編の検討にあたっては、社会教育系施設や市民文化系施設、子育て支援施設などとの複合化も検討

します。 

■老朽化が著しい学校のプール施設については、すでに一部の学校で実施されている民間施設の活用や、隣接

する学校との共同利用など効率的な運用方法を検討し、不要となったプールは除却を進めます。（令和 3年

度：伊深小学校プール除却） 

⑦ユニバーサルデザイン化の推進方針 

■学校が多様な学習活動に適した施設であるためには、国籍や障がいの有無を問わないユニバーサルデザイン

化を進める必要があります。 

■施設全体のユニバーサルデザイン化、トイレの洋式化やバリアフリー化など、誰もが快適に利用しやすい施設整

備を進めます。なお、このような学習環境の改善を行う際には、環境負荷や維持管理コストの低減を図るた

め、照明器具の LED化など省エネルギー機器への更新などに関する検討も併せて行います。 
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その他教育施設 

 

対象施設（2施設） 

①美濃加茂市学校給食センター（あじさい Lunchの森） 

②美濃加茂市のぞみ教室 

 

 

 

 

現状と課題 

施

設

性

能 

■学校給食センターは築 13年の施設であり、建物自体に特に重大な問題はありません。ただし、当初の想

定よりも稼働率が高いことから、調理機器・機械設備の劣化が進み、故障も発生しています。 

■のぞみ教室は、外国人児童・生徒のための日本語初期適応指導教室として平成 30年度に整備された

施設であり、施設性能に問題はありません。 

給
食
提
供
者
数
・児
童
数 

 学校給食センター のぞみ教室 

H27 1,195,209 人 － 

H28 1,232,472 人 － 

H29 1,203,023 人 － 

H30 1,187,217 人 74 人 （定員 40人） 

R1 1,125,876 人 85 人 （定員 40人） 

R2 1,086,262 人 57 人 （定員 40人） 

定
員
充
足
率 

H30 － 100 ％ 

R1 － 100 ％ 

R2 － 100 ％ 

利

用

状

況 

■学校給食センターは、調理能力が 6，300食/日に対し、現在 6,400食/日を調理しています。100％を

超える稼働率となっていますが、今後は児童・生徒数が緩やかに減少することが予測されていることか

ら、将来的には当初設計の調理能力で足りる見込みです。 

■外国人児童・生徒の保護者から、のぞみ教室への入室希望が多数あるものの、40人定員のため、一定

のレベルの日本語を習得した児童・生徒から退所してもらい、入れ替えることで対応している状況です。 

基本的な方針 長寿命化、民間活用、広域利用 

①点検・診断等の実施方針 

■建物については、法定点検のほか職員による日常点検を実施し、点検結果の蓄積・活用を図り、建物の機能

維持に努めます。 

■学校給食センターの機械設備については、民間委託により専門業者が年数回点検を実施しており、今後も継

続して実施します。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■学校給食センターの調理機器・機械設備は全体的に劣化が進んでいるため、今後は「美濃加茂市学校施設

等長寿命化計画（個別施設計画）」に基づき、安定的に長期にわたって使用できるように予防保全的な維持

背景：国土地理院の電子地形図（タイル） 

施設名 
年度 

② 
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管理に切り替えていきます。 

■学校給食センターの調理業務を引き続き民間に委託することで、維持管理・運営の合理化を図っています。 

■のぞみ教室は、築 3年の新しい施設のため建物・設備に問題はありませんが、定期的に屋根や外壁などのメン

テナンスを実施するなど予防保全型管理を行います。 

③安全確保の実施方針 

■2施設とも新しい施設であり、建物については、安全確保の観点から特に重大な問題はありません。 

■学校給食センターは、定期的に消防訓練を実施するなど、調理施設として職員（民間委託先を含む）の安全

にも配慮した運営を行っています。 

④耐震化の実施方針 

■2施設とも新耐震基準を満たしています。 

⑤長寿命化の実施方針 

■施設が健全な状態にある現在から、「学校施設等長寿命化計画（個別施設計画）」に基づき予防保全的な維

持管理を推進し、長寿命化を図ります。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■学校給食センターは、富加町との協定に基づく共同調理場(調理能力 6,300食／日、13校提供)として設置さ

れた統合化・広域利用施設です。 

⑦ユニバーサルデザイン化の推進方針 

■2施設とも新しい施設のため、利用者・職員の性別、年齢、国籍、障がいの有無などに関わらず、誰もが利用し

やすい施設となるようバリアフリー化やトイレの洋式化などユニバーサルデザイン化を実施しています。 
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(2) 市民文化系施設の基本方針 （令和 3年度時点） 

 

集会施設 

 

対象施設（11施設） 

①美濃加茂市生涯学習センター 

②太田交流センター ⑦加茂野交流センター 

③上古井交流センター 
⑧伊深交流センター 
（※R3.4更新、Ｒ3.5.6供用開始） 

④下古井交流センター 
（※R1.10.1廃止） 

⑨三和交流センター 

⑤山之上交流センター ⑩下米田交流センター 

⑥蜂屋交流センター ⑪牧野交流センター 

現状と課題 

施

設

性

能 

■建設から 30年以上経過している施設が大半を占め、施設全体の老朽化が進行しています。 

■耐震診断の結果、耐震性がないと診断された施設については、耐震補強を完了しています。 

■施設の劣化が著しく、耐震補強・長寿命化が困難であった下古井交流センターは、令和元年 10月に廃止

し、令和 2年 2月に除却を完了しました。 

■加茂野交流センターは平成 27年度から平成 28年度にかけて建替えを行いました。また、伊深交流センタ

ーは、令和 2年度からリース（賃貸借）方式にて建替えを行い、令和 3年 5月に供用開始しました。 

利
用
者
数
（人
） 

 
生涯 
学習 

センター 

太田 
交流 

センター 

上古井 
交流 

センター 

下古井 
交流 

センター 

山之上 
交流 

センター 

蜂屋 
交流 

センター 

加茂野 
交流 

センター 

伊深 
交流 

センター 

三和 
交流 

センター 

下米田 
交流 

センター 

牧野 
交流 

センター 

H27 108,753 18,908 21,654 5,431 13,378 10,141 2,607 3,648 3,939 4,227 18,467 

H28 129,227 16,938 21,198 5,945 14,475 9,535 8,551 3,568 3,942 5,329 19,380 

H29 121,580 17,533 20,725 5,050 15,074 9,019 32,533 4,167 4,110 4,915 19,416 

H30 114,890 18,369 16,754 4,858 11,658 8,114 50,010 3,712 4,101 5,662 21,494 

R1 99,480 15,478 15,647 1,762 10,287 7,058 40,583 3,761 3,177 4,493 19,125 

R2 43,708 4,394 4,396 ― 2,700 3,157 13,424 1,384 863 1,865 6,763 

稼
働
率
（％
） 

H27 55 25 35 12 25 20 28 10 9 7 22 

H28 58 25 33 12 26 22 20 9 10 7 24 

H29 62 23 29 11 25 19 25 12 9 12 29 

H30 57 26 25 10 21 16 27 10 9 11 29 

R1 53 25 23 8 21 14 30 11 8 10 22 

R2 36 8 10 ― 7 4 13 5 3 5 13 

利

用

状

況 
 

■生涯学習センターは、コンパクトエリアの中核施設であり、市全体の生涯学習活動の推進、まちづくりや市民

交流活動の拠点施設として利用されています。また、民間企業のセミナー会場として等、幅広い目的で活

用できることから、市民だけではなく多くの企業の方にも利用されており、利便性の高い施設といえます。 

■交流センターは、サテライトエリアの中核施設であり、市民の交流拠点となっています。ただし、平均稼働率

が 17％程度にとどまっているため、老朽化状況を考慮し、長寿命化や統合・複合化の検討と併せて利活

背景：国土地理院の電子地形図（タイル） 

施設名 

年度 
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利

用

状

況 

用の推進策についても検討していく必要があります。 

■牧野以外の交流センターは、各地区の保育園等その他の施設周辺に位置しており、連絡所を併設している

ことから、各地区の複合拠点施設として位置付けられます。 

■三和交流センターは、連絡所と図書館北部分室を併設しており、民間施設（JAめぐみの）とともに複合施設

（三和ふれあいセンター）を形成しています。 

基本的な方針 長寿命化、統合・複合化 

①点検・診断等の実施方針 

■建築基準法第 12条第 1項に基づく定期調査（以下「12条点検」といいます。）を実施し、点検結果に基づいた

予防保全的な維持管理への移行を進めます。 

■12条点検の対象ではない施設については、12条点検の基準に準じて定期的に点検を実施します。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■生涯学習センターは、「美濃加茂市集会施設長寿命化計画（個別施設計画）」に基づき、予防保全型管理を行

い、計画的に修繕等を実施します。 

■交流センターは、長寿命化・複合化を基本とし、個別施設計画に基づき予防保全的な維持管理を進めます。ま

た、交流センターは、まちづくり活動の拠点であるため、地域住民が自らの知識や技術を施設の運営に活かすこ

とができるようにしていきます。 

■現況調査に基づき維持管理コストの推移や修繕履歴等を蓄積・分析し、維持管理コストの縮減に努めます。 

③安全確保の実施方針 

■初期対応避難所である生涯学習センターは、安全確保の観点から、既存不適格であったエレベーターの改修

や非常照明・自家用発電機の更新などを令和 2年度までに行いました。 

■耐震性に問題のあった下古井交流センターは、安全確保の観点から令和元年度に除却しました。 

■今後も、12条点検等の指摘事項に速やかに対応し、利用者及び職員の安全確保を図っていきます。 

④耐震化の実施方針 

■平成28年度に加茂野交流センターを更新し、耐震性を確保したことで、第1次避難所に指定されている全ての

施設が、新耐震基準の施設又は耐震補強が完了した施設となりました。 

■下古井交流センターは、旧耐震基準であり耐震補強が困難であったことから、令和元年度に除却しました。 

⑤長寿命化の実施方針 

■いずれの施設についても、長寿命化が可能な施設は長寿命化を基本として、予防保全的な維持管理を進め、

安全性の確保とライフサイクルコストの縮減を図っていきます。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■交流センターは、単独型（牧野）と連絡所との複合型（太田・上古井・山之上・蜂屋・加茂野・伊深・三和・下米

田）の 9施設が各地区に配置されている状況であり、今後、交流センターの更新を除き新規設置は行いません。

類似施設との統合・複合化についても検討していきます。 

■令和元年度に除却した下古井交流センターの代替機能として、令和 4年 4月に供用開始予定のあじさい保育

園に料理講習室、会議室等を設け、保育園と地元住民の交流エリアとします。 

■伊深交流センターは、地域づくりの拠点施設、連絡所、民間施設（ＪＡめぐみの）の複合施設として、令和 2年度

から令和 3年度にかけてリース（賃貸借）方式にて建替えを行いました。（R3.4.26竣工、R3.5.6供用開始） 

■太田交流センターは、集会施設の中で唯一避難所に指定されていないため、正常な使用に耐えうる最小限の
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投資にとどめながら、将来的に生涯学習センターとの統合により機能を停止し、連絡所を移転させるとともに、行

政倉庫・備蓄倉庫としての活用を検討します。 

⑦ユニバーサルデザイン化の推進方針 

■生涯学習センターと平成 15年度以降に建替えを行った交流センター（山之上・加茂野・伊深・三和）について

は、自動ドアやスロープ、バリアフリートイレなどを設置しています。 

■他の交流センターも、更新する際には利用者・職員の性別、年齢、国籍、障がいの有無などに関わらず、誰もが

利用しやすい施設となるようユニバーサルデザイン化を進めていきます。 
  



170 

文化施設 

 

対象施設（1施設） 

①美濃加茂市文化会館（かも～る） 

 

 

 

 

 

現状と課題 

施

設

性

能 

■文化会館は築 41年が経過しています。内外装の修繕により、比較的良好な利用環境を維持しています

が、全体的に老朽化が進行しており、一部耐震性を満たしていない部分があったことから、令和元年度か

ら令和 3年度にかけて耐震補強等大規模改修を行い、令和 3年 10月に愛称を「かも～る」としてリニュ

ーアルオープンしました。 

■耐用年数を超過し、老朽化が進んでいる設備（電気設備、給排水衛生設備、空調設備など）がまだ残っ

ているため、今後も「文化会館長寿命化改修計画（個別施設計画）」に基づき、計画的に改修を行う必要

があります。 

利
用
者
数
・稼
働
率 

 美濃加茂市文化会館 

H27 72,042 人 38 ％ 

H28 75,111 人 43 ％ 

H29 86,694 人 47 ％ 

H30 84,266 人 49 ％ 

R1 58,850 人 50 ％ 

R2 13,735 人 23 ％ 

利

用

状

況 

■平成 28年度には市民参加型のあり方検討委員会において、新たな運営事業方法を検討した結果、文

化振興・文化活動の拠点として、市民が事業に参加・参画できる仕組みを整えていくこととなっています。 

■文化会館は、コンサートホールを有する市内唯一の公共施設であることから、文化・芸術関係の利用者

が多く、年間を通じて利用されています。今後は、文化事業のみの利用用途から、市民全般が集うことが

できる施設へと方向転換を図る必要があります。 

■ホールロビーを利用した無料コンサートの開催やグランドピアノの一般開放など、より多くの市民に利用して

もらうために各種事業を実施しています。今後は、屋内外のスペースをより有効活用するために、マルシ

ェなどのイベントを市民・民間事業者とともに積極的に共同開催し、指定管理者制度の導入を含めた民

間活用を検討していきます。 

基本的な方針 長寿命化、民間活用（公民連携） 

①点検・診断等の実施方針 

■12条点検を 3年周期で実施しており、今後も同様に建物、付属設備、音響設備等に対して定期的な点検を

実施していきます。 

施設名 
年度 

背景：国土地理院の電子地形図（タイル） 
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②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■平成 26年度に実施した定期調査及びその後の精密な診断結果を受けて、令和元年度から令和 3年度にか

けて耐震補強等大規模改修を行いました。 

■「美濃加茂市文化会館長寿命化改修計画（個別施設計画）」に基づき、損傷が軽微である早期段階に予防

的な中規模修繕を実施することで機能の保持・回復を図る「予防保全型維持管理」を行い、大規模な修繕や

更新をできるだけ回避します。 

③安全確保の実施方針 

■安全確保の観点から、耐震補強等大規模改修において、ホール棟の耐震化、特定天井（吊り天井）・外壁の

改修、エレベーター・非常灯・誘導灯の更新等を実施しました。 

■舞台機構など定期的な更新が必要な設備については、個別施設計画に基づき計画的に更新を行うことで、利

用者の安全確保を図ります。 

④耐震化の実施方針 

■耐震補強等大規模改修において、耐震性が不足していたホール棟の耐震補強を実施し、耐震化を完了する

とともに、特定天井（吊り天井）の補強等改修も実施することで、第 2次避難所としての機能を確保しました。 

⑤長寿命化の実施方針 

■耐震補強等大規模改修において、ホール棟の耐震化、特定天井の改修と併せて、外壁・屋上防水の改修や

受変電設備・受水槽の更新等を実施し、長寿命化を図ります。今後も、個別施設計画に基づき、計画的に予

防保全を図り、施設の長寿命化を推進します。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■あり方検討委員会及び市民アンケートの結果から、「文化会館は美濃加茂市の文化振興・文化活動の拠点と

して必要な施設である」との意見が大半でした。みのかも文化の森とも用途のすみ分けがなされており、用途が

重複した他の施設もないため、当面は施設を維持する方針です。ただし、今後は市民全般が集うことができる

施設へと方向転換を図り、民間活用を含む施設の有効活用を検討していきます。 

⑦ユニバーサルデザイン化の推進方針 

■耐震補強等大規模改修において、エレベーターの更新、トイレの改修等を実施し、可能な限りユニバーサルデ

ザイン化を図りました。 

■文化会館は昭和 55年に建設された古い施設であり、一部バリアフリー化が未実施の部分もあることから、誰も

が利用しやすい施設となるよう、今後も施設の改修を行う際には併せてユニバーサルデザイン化を進めます。 
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(3) 社会教育系施設の基本方針 （令和 3年度時点） 

 

図書館 

 

対象施設（2施設） 

①美濃加茂市中央図書館 

②美濃加茂市東図書館 

 

 

 

 

現状と課題 

施

設

性

能 

■中央図書館は、昭和 61年に竣工された新耐震基準の施設であり、耐震性能に問題はありません。劣化

調査においても、構造躯体部分の著しい劣化、ひび割れ等は確認されていません。しかし、構造躯体以

外の劣化状況については、仕上げ面の劣化・設備器具の劣化など、築 35年による経年劣化が多数見ら

れる状況です。 

■東図書館は、平成 8年に竣工された比較的新しい施設であり、耐震性能は十分満たしています。劣化調

査においても、構造躯体部分の著しい劣化は確認されていませんが、構造躯体以外の劣化状況につい

ては、築 25年による経年劣化が多数見られます。ただし、経年劣化のほとんどが内部仕上げ面の劣化

等であり、著しく危険といえる箇所はありません。 

■2施設とは別に、三和交流センター内に図書館北部分室を設置しています。 

利
用
者
数
・貸
出
数
・稼
働
率 

 中央図書館 東図書館 

H27 80,452 人 112,245 冊 8 ％ 126,760 人 157,907 冊 14 ％ 

H28 79,122 人 105,714 冊 9 ％ 122,394 人 153,200 冊 16 ％ 

H29 76,393 人 103,974 冊 6 ％ 119,852 人 152,447 冊 17 ％ 

H30 74,530 人 99,124 冊 5 ％ 120,392 人 151,743 冊 24 ％ 

R1 67,606 人 96,684 冊 4 ％ 107,940 人 136,908 冊 23 ％ 

R2 24,026 人 60,557 冊     2 ％ 38,999 人 80,175 冊  15 ％ 

利

用

状

況 

■2施設をコンパクトエリアの東西（太田地区と古井地区）に配置する形となっており、いずれの施設も多くの

方に利用されています。近年では、中央図書館が 7万人前後、東図書館の利用者が 10万人前後で推

移しているものの、どちらも減少傾向にあります。さらに令和 2年度には、新型コロナウイルス感染症の影

響により、利用者数・貸出数が著しく減少しています。 

■図書館北部分室は、年間約 700人が利用し、約 2,000冊を貸し出しています。 

■市民アンケートの結果から、利用者が多く、かつ市民が身近に感じ、愛着を持っている施設といえます。 

■市内の比較的近い位置に 2施設を配置していることから、今後は利用者ニーズの変化を適切に把握し、

将来的な統合・複合化も視野に入れ、各施設の利用・活用方法を検討していく必要があります。現在、み

のかも定住自立圏構想に基づき、坂祝町との図書館の共同利用を進めています。 

基本的な方針 長寿命化、統合、広域利用 

施設名 
年度 

背景：国土地理院の電子地形図（タイル） 
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①点検・診断等の実施方針 

■法定点検の結果の蓄積、活用を図るとともに、外観等の日常的な点検を実施し、日常的な点検結果について

も記録・蓄積を行っていきます。 

■5年ごとに劣化調査を実施し、施設の劣化状況を適切に把握します。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■「美濃加茂市図書館施設再配置・長寿命化計画（個別施設計画）」に基づき、維持管理・改修等を適切に行

い、現施設の有効活用を図ります。 

■施設の老朽化対策は、劣化調査をもとに優先順位を設定し、予算等を考慮して実施時期を定めます。 

■中央図書館については、耐用年数 50年を迎える時期で機能停止とし、建替え・更新を行わない方針としま

す。隣接する中央体育館の耐用年数が近づいていることを踏まえ、中央図書館・中央体育館一帯の将来的な

利用方針を別途検討します。 

■東図書館については、中央図書館との統合を検討することを踏まえ、築後 40年を目処に機能向上を含めた

長寿命化改修を予定していることから、それまでは劣化状況に基づく緊急性の高い修繕を中心に実施します。 

③安全確保の実施方針 

■劣化調査をもとに、人的被害が出る恐れや災害時等の避難に支障が出る恐れのある劣化部などを優先的に

改修し、利用者及び職員の安全確保を図ります。 

■劣化調査の結果、中央図書館の外壁、屋上防水、空調設備器具の劣化が確認されており、特に利用者の安

全に関わるタイルの浮き、剥離、ひび割れの補修は、早急に実施する必要があったことから、令和 3年度に外

壁改修を実施しました。 

④耐震化の実施方針 

■2施設とも、新耐震基準で建築された建物であり、耐震性能は十分に満たしています。 

⑤長寿命化の実施方針 

■東図書館については、中央図書館の除却時に、統合を考慮した機能向上を含む大規模改修を実施し、長寿

命化を図る方針とします。なお、利用者数増加・満足度向上を図るために、将来の利用状況、図書館のあり方

や新たな ICT技術の発展等を考慮のうえ、機能向上、快適性向上を図る改修を長寿命化と併せて検討しま

す。 

■長寿命化改修を行う際には、PFI等民間活力の導入を検討します。ただし、運営における民間導入について

は、現在の図書館サービスに対する評価が高いことから、慎重に検討します。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■今後、更新を除く新規の図書館は設置しませんが、既存の公共施設や民間施設を活用した「サテライト図書

館」・「新まちじゅう図書館」の設置を検討します。 

■中央図書館が耐用年数を迎える時期に、中央図書館と東図書館を統合することを検討します。その際は、東

図書館に機能を集中させることを基本とします。 

⑦ユニバーサルデザイン化の推進方針 

■中央図書館については一部バリアフリー化が未実施（エレベーター未設置など）ですが、2施設とも自動ドアや

スロープ、バリアフリートイレなどを設置しています。 

■個別施設計画に基づき、東図書館の長寿命化改修を行う際には、誰もが「それぞれ居心地のいい空間を見つ

けられる図書館」となることを目指して、機能向上・快適性向上と併せてユニバーサルデザイン化を進めます。 
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博物館等 

 

対象施設（2施設） 

①みのかも文化の森 

②津田左右吉博士記念館 

 

 

 

 

現状と課題 

施

設

性

能 

■みのかも文化の森は、市民ミュージアムと教育センターを併せ持つ複合施設であり、災害などにより市役

所庁舎が使用困難となった場合の代替防災拠点施設としても位置付けられています。 

■みのかも文化の森は、平成 12年に建設された比較的新しい施設であり、施設の性能（安全性・機能性）

に特に重大な問題はありません。しかし、空調設備の耐用年数が経過するなど築 22年による経年劣化

が一部では進んでおり、今後は様々な設備等が更新時期を迎える見込みです。 

■津田左右吉博士記念館は、明治初期に建てられた建物（津田左右吉博士の生家）を平成 13年に現在

地に移築・一部復元した建物です。外装の木部に経年劣化が見られるものの、移築の際に、耐震基準を

満たす建物として建築しているため、施設の性能としては比較的良好な状態です。 

利
用
者
数
・稼
働
率 

 みのかも文化の森 津田左右吉博士記念館 

H27 88,690 人 37 ％ 2,837 人 

H28 88,511 人 39 ％ 1,788 人 

H29 93,180 人 40 ％  690 人 

H30 86,701 人 39 ％ 1,552 人 

R1 73,557 人 36 ％ 2,082 人 

R2 33,380 人 22 ％  930 人 

利

用

状

況 

■みのかも文化の森は、文化・芸術関係の利用者が多く、県内外の学生等の研修や創作活動などに年間

を通じて利用されていますが、利用者数・稼働率ともに減少傾向にあります。特に令和 2年度は、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により、著しく減少しています。 

■今後は、「みのかも文化の森ビジョン」に基づき、みのかも文化の森が果たす役割や将来ニーズを再認識

することにより、利用目的の変更や利用者層の幅を拡大し、更なる有効活用策を検討する必要がありま

す。 

■津田左右吉博士記念館は、津田左右吉博士を顕彰するための重要な施設であり、地域の歴史に根差し

た建築物を見学・体験できる施設として、地域住民による顕彰活動や文化交流、行政による子育て支

援、下米田小学校による学外活動（郷土学習、文化体験）などに利用されています。県外からの視察・

研修等も受け入れていますが、利用者数が少ないことが課題となっています。 

■今後は、津田左右吉博士記念館の更なる有効活用策を検討し、市民団体等が参画しやすい環境（ハー

ド・ソフト）を整えていく必要があります。 

基本的な方針 長寿命化、民間活用（地域連携・市民協働） 

施設名 
年度 

背景：国土地理院の電子地形図（タイル） 
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①点検・診断等の実施方針 

■みのかも文化の森は、安全上・運営上必要な箇所の機械設備について、年間保守点検契約により毎年（一部

2年周期で）点検を行っています。今後は利用者の安全確保の観点から毎年の点検実施を検討していきま

す。 

■津田左右吉博士記念館においては、定期的な点検は実施していませんが、業務委託先の職員やボランティア

などによる日常的な維持管理業務において施設の状況を把握しています。今後は、定期的な点検の実施を検

討します。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■みのかも文化の森は、「みのかも文化の森長寿命化改修計画（個別施設計画）」に基づき、予防保全型管理

を実施し、緊急性の高い箇所から修繕・改修を行います。ただし、交換部品の供給が今後困難となる設備につ

いては更新を検討します。 

■また、みのかも文化の森は、災害時には展示・保管している貴重な市有財産を保護する機能に加え、庁舎の

代替施設としての機能が必要となる施設であることを鑑み、これらの機能を維持するために必要な修繕及び更

新を計画的に実施します。併せて、館内照明 LED化等により維持管理コスト削減を図ります。 

■津田左右吉博士記念館は、管理人が常駐しない施設のため、平日の開錠を下米田連絡所の職員が行い、清

掃及び土日・祝日の開錠を業務委託先のシルバー人材センター、管理運営を津田左右吉博士顕彰会の方が

それぞれ行っています。その中で施設の不具合などを確認し、速やかに修繕を行っています。 

■今後は、「津田左右吉博士記念館長寿命化計画（個別施設計画）」に基づき、計画的に修繕・更新等を実施

し、予防保全を図ります。 

③安全確保の実施方針 

■みのかも文化の森は、施設が比較的新しいため、現状では安全確保の観点から問題はありませんが、今後も

予防保全的な維持管理を継続します。 

■津田左右吉博士記念館は、特に安全性の問題はありませんが、重大な問題が発生しないように予防保全型

管理に切り替えていきます。 

④耐震化の実施方針 

■みのかも文化の森の建物は、耐震性に問題はありませんが、災害時の庁舎代替施設として機能するように適

切な時期に各種設備の修繕・更新を行い、施設性能を維持します。令和3年度には非常用発電機を設置しま

した。 

■津田左右吉博士記念館は、移築・一部復元した建物ですが、新耐震基準を満たしています。 

⑤長寿命化の実施方針 

■みのかも文化の森は、現時点で建物の性能は良好ですが、予防保全の観点から、施設の老朽化調査及び個

別施設計画に基づき、適切な時期に定期修繕・大規模修繕を実施することにより施設の長寿命化を図りま

す。 

■津田左右吉博士記念館については、建物の劣化が進行し、大規模修繕によるコストの拡大を回避するために

も、外壁の塗装や設備更新などを早めに実施し、予防保全を図ることで建物の性能を維持していきます。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■みのかも文化の森は、地域総合博物館としての役割に加えて、災害時の庁舎代替施設としても位置付けられ

ている重要な施設であることから、長寿命化を図り、現在の施設を維持していく方針です。ただし、会議室、研
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修室、調理室など集会施設と機能が重複する部分があることから、将来的には集会施設との複合化を検討し

ていきます。 

■津田左右吉博士記念館は、歴史的・文化的価値の高い建物であることから、現状保存に努めます。ただし、長

寿命化を図った後に更新の時期を迎えた際は、建て替える場所、方法、費用などについて地元の方と慎重に

協議する必要があります。 

⑦ユニバーサルデザイン化の推進方針 

■みのかも文化の森は、比較的新しい施設のため、誰もが利用しやすい施設となるよう自動ドアやスロープ、エレ

ベーター、バリアフリートイレなどを設置しています。 

■津田左右吉博士記念館は、明治初期の建物を移築・一部復元した歴史的な施設のため、完全な形でユニバ

ーサルデザイン化を図ることは困難ですが、バリアフリー化を一部実施しています。 
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(4) スポーツ・レクリエーション系施設の基本方針 （令和 3年度時点） 

 

スポーツ施設 

 

対象施設（10施設） 

①美濃加茂市中央体育館プラザちゅうたい 

②美濃加茂市西体育館 
（※Ｈ30.12建替え） 

⑦サン・スポーツランド美濃加茂 

③美濃加茂市西総合運動場 ⑧美濃加茂市市橋グラウンド 

④美濃加茂市前平総合運動場 ⑨美濃加茂市下米田グラウンド 

⑤旧美濃加茂市民プール 
（※H30.6廃止、R1.7除却） 

⑩牧野ふれあい広場 

⑥美濃加茂市東総合運動場  

現状と課題 

施

設

性

能 

■スポーツ施設の建物面積の約 68％を占めるプラザちゅうたいは、定期的に改修工事を実施していること

から施設の状態は比較的に良好ですが、築後 49年を経過しており、建物及び設備の老朽化は進行して

います。 

■旧耐震基準の建物であり耐震性を満たしていなかった西体育館は、コミュニティ施設・避難所としての機

能を併せ持つスポーツ施設として、平成 30年 12月に建替えを完了しました。 

■牧野ふれあい広場は、令和 3年度から陸上競技場、サッカー場等の整備を開始し、防災公園の機能を

併せ持つスポーツ施設として令和 7年度にリニューアルする予定です。 

利
用
者
数
（人
） 

 
プラザ 

ちゅうたい 
西体育館 

西総合 

運動場 

前平総合運

動場 

東総合 

運動場 

サン・スポー

ツランド 

市橋 

グラウンド 

下米田 

グラウンド 

H27 96,443 20,616 16,899 53,189 31,560 9,964 4,825 6,364 

H28 107,684 19,194 19,399 52,978 22,147 9,633 4,977 6,391 

H29 102,395 10,707 19,226 43,524 22,571 9,004 4,116 6,316 

H30 104,582 4,430 18,148 33,048 27,419 9,684 3,706 6,326 

R1 135,871 29,049 16,910 38,976 30,322 10,323 3,170 6,549 

R2 43,848 26,956 11,264 29,943 15,705 5,669 2,580 3,831 

稼
働
率
（％
） 

H27 70 56 24 39 31 29 19 16 

H28 76 55 23 41 31 28 17 17 

H29 74 50 25 35 33 32 18 18 

H30 72 18 25 36 32 31 18 21 

R1 72 23 24 38 32 34 15 17 

R2 39 15 12 25 19 20 11 10 

利

用

状

況 

■新型コロナウイルス感染症の影響を受けた令和 2年度を除き、天候に左右されない体育館や少人数で

の利用が可能なテニスコートの稼働率が高い傾向にあります。グラウンドは、団体競技での利用となるた

め、土日祝日はほぼ予約で埋まり、稼働率が高い一方で、平日の稼働率は低い状況にあります。今後

は、平日の施設の利活用を促進するとともに、各施設の利用実態に基づく機能移転や統廃合等について

も検討していく必要があります。 

背景：国土地理院の電子地形図（タイル） 

⑩ 

施設名 

年度 

5 4 
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■トレーニングルームの機器の老朽化が課題であったプラザちゅうたいについては、令和 2年度から民間事

業者にトレーニングルームを貸し付け、民間のノウハウを活かした運営を行うことにより、市民の健康増進

や市民交流の場として機能の向上を図っています。 

基本的な方針 長寿命化、統廃合 

①点検・診断等の実施方針 

■スポーツ施設は、専門性の高い施設であるため、管理マニュアル等の作成・活用による予防保全的な維持管

理への移行を進めていきます。 

■対症療法的な管理にとどまらず、技術研修等によるスキル向上を図っていきます。 

■定期的な点検を実施し、不具合箇所がある場合は早急に対応します。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■老朽化やそれに伴う維持管理費の増加に対応できるよう、「美濃加茂市スポーツ施設等長寿命化計画（個別

施設計画）」に基づき計画的に修繕・更新を実施し、コストの縮減を図ります。 

■体育館や管理棟などの建築物については、「予防保全型管理」を基本とし、建物の性能・機能の保持・回復を

図る大規模修繕の実施に際しては、施設の特性や安全性・経済性を考慮しつつ、修繕後の使用予定期間等

を考慮してライフサイクルコストが最小となるよう、様々な修繕内容・工法等を比較・検討します。 

■グラウンドやベンチ、防球ネットなどの付属物については、健全度調査に基づき「予防保全型管理」と「事後保

全型管理」に分類し、適切に維持管理を行います。 

■前平総合運動場については、「前平公園再整備基本構想」に基づき、令和 2年度からテニスコートの改修等を

開始しており、今後も前平公園と一体的に施設の再整備・長寿命化を進めていきます。 

■維持管理コストが増加傾向にあることから、受益者負担の原則に基づく施設の利用料金の見直しやネーミング

ライツの導入、包括的施設管理民間委託・指定管理者制度の導入などを検討し、施設の収益性を高めるとと

もに維持管理の効率化を図っていきます。 

③安全確保の実施方針 

■平成 26年度から老朽化により利用を中止し、平成 30年度に廃止した旧市民プールは、外壁剥離が見られる

危険な状態であったため、安全確保の観点から令和元年度に除却しました。 

■全体的に老朽化が進んでいるため、予防保全を基本としつつ、緊急性の高い施設については、安全性が確保

できるまでの利用停止や代替措置等により早急に対処し、廃止も視野に入れて安全を確保します。 

④耐震化の実施方針 

■耐震性を満たしていなかった西体育館は、平成 30年度に建替えによる更新を行い、体育館及び地域住民の

避難所としての機能を確保しました。 

■屋外便所やダッグアウトなど付属施設については、耐震性が不明なものが一部あるため、日常点検や定期点

検によって劣化や損傷の進行を的確に把握し、撤去・更新の必要性を判断していきます。 

⑤長寿命化の実施方針 

■予防保全型管理を行う建築物は、個別施設計画に基づき、定期的な修繕に加え、適切な時期に大規模修繕

を実施することにより、建物全体の長寿命化を図ります。 

■予防保全型管理を行う付属物は、施設の機能保全や安全性確保に支障となる劣化・損傷を未然に防止する

事を目的として、日常・定期点検の場を活用した定期的な施設調査を行うとともに、施設ごとに必要となる計画

的な補修を行い、長寿命化を図ります。 
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⑥統合や廃止の推進方針 

■体育館については、プラザちゅうたいと西体育館の良好な施設環境の維持に努め、新規の体育館建設は行い

ません。 

■スポーツ施設は、稼働率が低いグラウンドであっても、グラウンド自体が雨水の調整機能を持つなど、スポーツ

施設以外の機能を有している施設もあるため、短期的には現有施設を維持する方針です。しかし、将来的に、

今後の少子高齢化等による社会情勢の変化などにより、財政状況が逼迫し、総量コントロールが必要となった

場合には、施設廃止後の跡地の有効な利用について方針を示した上で、民間活用（PPP/PFI）の手法を駆使し

て、集約化、複合化、用途転用及び廃止を含めて再検討し、コスト縮減に努めます。 

⑦ユニバーサルデザイン化の推進方針 

■施設の大規模改修・更新を行う際は、バリアフリー化、トイレの洋式化などを併せて実施し、ユニバーサルデザ

イン化を進めていきます。 

  



180 

レクリエーション施設・観光施設 

 

対象施設（5施設） 
①美濃加茂市商業ビル（シティプラザ美濃加茂、シティホテル
美濃加茂） 

②太田宿中山道会館 

③みのかも健康の森 

④御殿山キャンプ場（※R3普通財産化・運営方式等変更） 

⑤下米田さくらの森（東山森林公園） 

 

現状と課題 

施

設

性

能 

■市商業ビルは、シティプラザ美濃加茂とシティホテル美濃加茂の複合施設です。平成 13年度以降、何

度も大規模修繕を実施していますが、築 33年が経過し、建物及び設備の老朽化が進行しています。 

■太田宿中山道会館は、新耐震基準を満たしており、建築後 16年と比較的新しい施設であることから、施

設の性能に大きな問題はありません。ただし、木造建築物のため外壁を中心に劣化が進みつつあり、開

館当初から使用している展示室機器の老朽化・陳腐化も著しい状況です。 

■みのかも健康の森は、管理棟の改修がおおむね完了しましたが、休憩所など築 25年以上を経過した木

造の建物が多くあることから、全体的に老朽化が進んでいます。遊具や遊歩道についても、経年劣化が

進んでおり、危険性が高いものから順次改修などの対応を行っています。下米田さくらの森は、みのかも

健康の森と同様の状況です。 

■御殿山キャンプ場は、全ての建物が耐用年数を超過しており、施設の老朽化・劣化が進行しています。 

利
用
者
数
・稼
働
率 

 
美濃加茂市 
商業ビル 

太田宿 
中山道会館 

みのかも 
健康の森 

御殿山キャンプ場 

H27 106,041人 71 ％ 96,227 人 65,164 人 41 ％ 165 人 － 

H28 98,791 人 65 ％ 101,388人 70,439 人 39 ％ 162 人 7 ％ 

H29 93,836 人 66 ％ 95,521 人 65,083 人 41 ％ 237 人 5 ％ 

H30 86,244 人 71 ％ 85,359 人 54,672 人 36 ％ 245 人 5 ％ 

R1 77,194 人 71 ％ 85,963 人 70,450 人 40 ％ 185 人 5 ％ 

R2 28,349 人 43 ％ 53,933 人 41,047 人 2 ％ － － 

 

 

 

利

用

状

況 

 

 

 

■市商業ビルは、景気の悪化や時代の流れにより、年間利用者数が減少傾向にあり、ピーク時の平成 20

年度（約 12.5万人）と比較すると、令和元年度は約 5万人減少という厳しい状況にあります。令和 2年

度は新型コロナウイルス感染症の影響により、さらに利用者数が減少し、稼働率が 5割を下回っていま

す。 

■太田宿中山道会館は、開館当初から指定管理者による適切かつ効率的な管理運営を継続しており、飲

食コーナー「お休み処やどりぎ」や野菜などの地場産品を販売する物販コーナーは、観光客だけではなく

地域住民からも幅広く安定した利用があります。利用者数は、平成 22年度以降は 9万人を超え、10万

人前後で推移してきましたが、近年はやや減少傾向にあります。さらに、令和 2年度には新型コロナウイル

ス感染症拡大防止の観点から、岐阜県の要請に基づき休業や収容人数の制限、営業時間の短縮など

を実施したため、利用者数が著しく減少しています。 

背景：国土地理院の電子地形図（タイル） 

施設名 
年度 



181 

 

 

 

 

 

 

利

用

状

況 

■みのかも健康の森は、指定管理者による適切かつ効率的な管理運営を行っており、新型コロナウイルス

感染症の影響を大きく受けた令和 2年度を除き、来園者数はおおむね 6万 5千人から 7万人で推移し

ています。特に近年、ツリートップアドベンチャーやバリアフリートイレの設置など園内・管理棟内の整備を

進めており、新型コロナウイルス終息後には来園者数は増加していくものと思われます。 

■みのかも健康の森は、市民満足度調査の「好きな公共施設」の結果において上位（平成 28年度第 3

位、平成 30年度から令和 2年度まで第 1位）に位置しているように、市民ニーズが高い施設です。 

■下米田さくらの森については、利用者数をカウントしていないものの、軽登山の利用者やバーベキューでの

利用など年間を通して多くの来園者が見られます。隣接する米田白山の遊歩道の整備も進められてお

り、ウォーキング利用者の増加などが見込まれています。 

■下米田さくらの森は、現在、園内花見の広場に限り火気の使用が許可されており、バーベキュー等の利

用が可能となっていますが、常駐の管理者がおらず、また森林公園の特性上、山火事等も懸念されるた

め、令和 3年市議会第 4回定例会において条例を改正し、令和 4年度からは火気の使用を禁止としま

した。 

■御殿山キャンプ場は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、令和 2年度は営業を中止しまし

た。また、施設の老朽化に加え、ピーク時と比較して近年利用者数が著しく減少していたことから、より自

由度の高い地域に根差した運営を行うために、令和 3年度から普通財産化した上で三和まちづくり協議

会に貸し付け、同協議会が維持管理・運営する方式に変更しました。 

基本的な方針 長寿命化、民間活用（公民連携） 

①点検・診断等の実施方針 

■市商業ビルについては、法定点検（12条点検）を実施しており、不適格等の指摘があるものについては改修等

を行っています。また、各設備の保守点検を業務委託により実施しており、緊急性・危険性の高い不具合につ

いては、速やかに対応しています。 

■太田宿中山道会館とみのかも健康の森については、指定管理者による点検の結果を年 3回のモニタリングに

より確認しています。今後もモニタリングを適切に実施し、施設の状態把握に努めます。 

■みのかも健康の森と下米田さくらの森は、定期的に遊具と遊歩道の点検を行っており、遊具の点検について

は、一般社団法人日本公園施設業協会の規定する「遊具の安全に関する規準」に基づき専門の点検業者が

実施しています。今後も利用者の安全確保のために点検を適切に実施し、予防保全に努めます。 

■御殿山キャンプ場は、維持管理・運営方式の変更に伴い、令和 3年度から管理・運営主体である三和まちづく

り協議会が、保全管理時に合わせて点検等を実施しています。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■市商業ビルについては、「美濃加茂市商業ビル長寿命化計画（個別施設計画）」に基づき、予防保全を図り、

良好な施設環境を維持します。 

■太田宿中山道会館とみのかも健康の森においては、指定管理者が維持管理及び軽微な修繕を適切に実施し

ており、緊急対処が必要な設備等については指定管理者と協議の上、順次修繕・更新等を行っています。今

後は、令和 2 年度に策定した「美濃加茂市太田宿中山道会館長寿命化計画（個別施設計画）」及び「みのか

も健康の森・下米田さくらの森長寿命化計画（個別施設計画）」に基づき、予防保全を図り、計画的に修繕・更

新等を実施していきます。 

■太田宿中山道会館は、劣化が進んでいる外装、屋根及び正門の改修を優先的に行い、観光資源としての魅
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力を再生するために、ＶＲなど最新技術を取り込んだ体験型展示室等へのリニューアルも検討します。 

■みのかも健康の森と下米田さくらの森については、個別施設計画に基づき予防保全を基本としつつ、施設や遊

具等の主要構造部材の材質に応じて予防保全型管理と事後保全型管理を設定し、適切な時期に修繕・更新

等を行います。加えて、公園作業員が日常的な維持管理を適切に行うことで、不備の早期発見・早期修繕に

つなげ、安心・安全な施設運営に努めます。 

■みのかも健康の森と下米田さくらの森の施設・遊具等を更新する際は、単に同等施設・遊具等を設置するとい

う考え方ではなく、利用状況・維持管理を踏まえた必要性を考慮しながら、機能見直しや再配置を検討しま

す。また、バリアフリー対応や耐用年数の長い構造等の施設・遊具等を選定していくよう努めます。 

■御殿山キャンプ場は、維持管理・運営方式の変更に伴い、令和 3年度から管理・運営主体である三和まちづく

り協議会が、軽微な修繕等を実施しています。 

③安全確保の実施方針 

■市商業ビルについては、全体的に老朽化が進んでいるため、緊急性の高い設備については、シティプラザ内の

テナント及びシティホテルに対し営業停止期間を設けて改修工事を行うなど、利用者の安全確保に努めます。 

■太田宿中山道会館については、平成 30年度に点字ブロックの敷設や車止め用ガードパイプの設置など、駐車

場内の安全確保を図りました。また、落木等を予防するために榎及び宿木の繁茂状況を適宜確認し、2～3年

ごとに剪定及び養生を実施していますが、今後も引き続き利用者の安全確保に努めます。 

■みのかも健康の森と下米田さくらの森については、公園施設の機能保全や安全性確保に支障となる劣化・損

傷を未然に防止する事を目的として、日常・定期点検の場を活用した定期的な劣化調査を行うとともに、施

設・遊具ごとに必要となる修繕・更新を計画的に行います。ブランコのチェーン等、遊具の消耗部材について

は、子どもの安全確保を優先するため、あらかじめ定めるサイクルに従って定期的に消耗部材の交換を実施し

ます。劣化調査の結果、利用者に危険が及ぶ可能性がある損傷については、緊急的な修繕で対応し、安全

性が確保できるまでは利用停止の措置を講じ、廃止も検討します。加えて、森林公園であることから池や崖か

らの転落等の安全対策や園内外の歩行者、車両の往来の注意喚起措置を講じていきます。 

■御殿山キャンプ場は、全ての建物が耐用年数を経過しているため、利用者の安全確保の観点から安全性が

維持できなくなった建物から順次除却を検討します。 

④耐震化の実施方針 

■いずれの施設も、新耐震基準で建築された建物であり、耐震性能に問題はありません。 

⑤長寿命化の実施方針 

■市商業ビルについては、個別施設計画に基づき、予防保全型管理により長寿命化改修等を実施し、安全性の

確保とライフサイクルコストの縮減を図っていきます。 

■太田宿中山道会館は、指定管理制度の継続的な活用により効率的かつ効果的な施設運営を維持しながら、

計画的に修繕・更新等を実施することで、施設の長寿命化を図る方針です。特に、展示室等の施設機能を中

心にリニューアルを行うことで、現在の役割を踏襲しつつ、観光客・地域住民など利用者の満足度向上を図り

ます。 

■みのかも健康の森と下米田さくらの森は、個別施設計画に基づき、予防保全型管理を行う施設・遊具等を設

定し、施設全体の長寿命化を図ります。 

■御殿山キャンプ場は、令和 3年度から維持管理・運営方式を変更したことに伴い、当面は現在の施設を維持

する方針ですが、建物の老朽化が進んでおり、将来的には統廃合も検討することから、長寿命化は実施しない
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方針です。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■太田宿中山道会館については、中山道太田宿の観光拠点・地域コミュニティを支える交流拠点として機能す

る唯一の施設であり、観光客や市民に対して重要な役割を果たしていることから、現在の施設を維持し、ソフト・

ハード両面の機能保全を図りながら長期的に運営する方針です。指定管理者に対し魅力的な施設運営を求

めるとともに展示室等の更新を行うことで、来場者の増加を図ります。 

■みのかも健康の森は、指定管理者制度を導入していますが、自然を身近に感じることができる森林公園として

現状での運営方法を継続していきます。自然資源を活用したイベントの実施に加え、施設内の Wi-fi エリアの

設置、魅力ある食堂メニューの作成などサービス向上にも取り組んでおり、今後も施設に長く滞在していただけ

る環境を整備し、来園者及び収入の増加を図っていきます。 

■下米田さくらの森は、地域の森林公園として有効に活用されていることから、当面は現状を維持する方針で

す。今後は、一般の来園者に加え、まちづくり協議会等地域団体の積極的活用や森のようちえんなどのフィー

ルドとしての活用を促し、下米田さくらの森の更なる有効活用を図っていきます 

■御殿山キャンプ場は、令和 3年度から維持管理・運営方式を変更したことに伴い、当面は現在の施設を維持

する方針ですが、他の施設にキャンプ場が開設された場合など状況の変化に応じて、管理・運営主体である三

和まちづくり協議会の意向と利用客の動向を考慮しながら統廃合を検討します。 

⑦ユニバーサルデザイン化の推進方針 

■市商業ビルは、個別施設計画に基づく改修を行う際に、併せてユニバーサルデザイン化を図っていきます。 

■太田宿中山道会館は、比較的新しい施設のため、誰もが利用しやすい施設となるよう自動ドアやバリアフリート

イレなどを設置しています。 

■みのかも健康の森と下米田さくらの森は、森林公園のため施設全体をバリアフリー化することは困難ですが、近

年、みのかも健康の森の管理棟にバリアフリートイレやWi-fiエリア、空調設備（天井ファン）を設置するなど、よ

り多くの方に快適に利用してもらえるよう施設環境の改善を実施しており、今後も可能な限りユニバーサルデザ

イン化を図っていきます。 

■御殿山キャンプ場は、令和 3年度から普通財産に変更し、三和まちづくり協議会に貸し付けているため、本市

においてユニバーサルデザイン化は実施しない方針です。 
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(5) 子育て支援施設の基本方針 （令和 3年度時点） 

 

幼保・こども園 

 

対象施設（10施設） 

①太田第一保育園 ⑦加茂野保育園 

②太田第二保育園 ⑧ほくぶ保育園 

③古井第一保育園 
（※R4.4.1廃止予定） 

⑨下米田保育園 

④古井第二保育園 
（※R4.4.1廃止予定） 

⑩あじさい保育園 
（※R4.4.1供用開始予定） 

⑤山之上こども園  

⑥蜂屋保育園 
（※R4.4.1廃止予定） 

 

現状と課題 

施

設

性

能 

■加茂野保育園は、加茂野児童館との複合施設であり、平成 10年度に建設された比較的新しい施設です。 

■その他の保育園・こども園については、建設から 40 年以上経過していますが、耐震診断の結果、耐震性に

問題のあった施設については耐震補強を実施しており、耐震性能に問題はありません。 

■旧耐震基準で建設された保育園・こども園は、特に老朽化が進行しており、今後は多くの施設が大規模修繕

や建替えの時期を迎えます。 

■子どもたちの安全・安心を実現するとともに、より良い保育環境を確保するため、令和4年4月には古井第一

保育園、古井第二保育園、蜂屋保育園を統合したあじさい保育園を供用開始する予定です。 

 

園
児
数
／
定
員
（人
） 

 
太田第一 

保育園 

太田第二 

保育園 

古井第一 

保育園 

古井第二 

保育園 

山之上 

こども園 

蜂屋 

保育園 

加茂野 

保育園 

ほくぶ 

保育園 

下米田 

保育園 

H27 71/75 107/110 160/145 61/80 54/70 103/95 193/195 30/45 91/90 

H28 66/75 95/110 155/145 62/80 49/70 92/95 178/195 32/45 91/90 

H29 71/75 96/110 151/145 54/80 46/70 98/95 180/195 34/45 95/90 

H30 68/75 90/110 163/145 53/80 46/70 100/95 180/195 32/45 99/90 

R1 62/75 76/110 159/145 44/80 42/70 89/95 168/195 35/45 84/90 

R2 64/75 75/110 144/145 47/80 56/70 92/95 164/195 32/45 85/90 

定
員
充
足
率
（％
） 

H27 95 97 110 76 77 108 99 67 101 

H28 88 86 107 78 70 97 91 71 101 

H29 94 87 104 67 65 103 92 75 105 

H30 90 81 112 66 65 105 92 71 110 

R1 83 69 110 55 60 94 86 78 93 

R2 85 68 99 59 80 97 84 71 94 

背景：国土地理院の電子地形図（タイル） 

⑩ 

施設名 

年度 
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利

用

状

況 

■平成 29年度から山之上保育園を山之上こども園（認定こども園）に移行し、利用者の幅広いニーズに対応

しています。 

■公立保育園・こども園の入所児童数（園児数）については、平成 27年度から平成 30年度までは 850人前

後で推移しており、平成 27年度に定員を 885名から 905名に増加したものの、全体としては 90％を超える

高い定員充足率となっています。しかし、令和元年度からは新型コロナウイルス感染症等の影響により、760

人前後まで著しく減少しており、保護者の就労状況等が改善するまでは同様の状況が続く見込みです。 

■新型コロナウイルス感染症が終息した後は、令和元年度から開始された保育料の無償化等の影響もあり、

保育ニーズは増加することが予想されています。 

■定員充足率が 100％を超える園がある一方で、60％前後にとどまっている園もあることから、施設の老朽化

対策と合わせて効率的かつ効果的な運営を図るために、保育園・こども園の統廃合、他の施設との複合化、

民間活用などを積極的に推進していく必要があります。 

基本的な方針 長寿命化、統合・複合化、民間活用（民営化） 

①点検・診断等の実施方針 

■法定点検及び職員による日常点検を実施しており、点検結果を蓄積・活用した予防保全的な維持管理への移行

を進めます。 

■あじさい保育園は、DBO（DBM）方式により整備していることから、供用開始予定の令和 4年 4月から令和 12年 3

月までの 8年間は、施設が適切な水準に保たれるよう受託業者が保守管理（建築物・建築設備・遊具の保守点

検業務、外構の保守管理業務及び機械警備業務）を行います。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■令和元年度に策定した「美濃加茂市子育て支援施設等再配置・長寿命化計画（個別施設計画）」に基づき、予

防保全型管理を基本とし、緊急性の高い箇所から修繕・改修等を実施します。 

■個別施設計画において長寿命化を基本方針とした施設については、予防保全により長寿命化を図った後に、老

朽化の著しい施設から計画的に更新を行います。なお、更新を行う際は、リース方式や DBO方式などの PPP/PFI

手法の導入及び他の公共施設との複合化を検討します。 

③安全確保の実施方針 

■園児の安全を確保する観点から、令和 2年度には全ての施設に防犯カメラを設置し、令和元年度から令和 2年

度にかけて、夏季の熱中症対策として保育室の空調設備を更新しました。 

■保育園・こども園の中でも、特に老朽化が進んでおり、早急な対処が必要であった古井第二保育園については、あ

じさい保育園に統合することで、園児及び職員の安全確保を図ります。 

■その他の施設も全体的に老朽化が進んでいることから、個別施設計画に基づき、予防保全による長寿命化や統

廃合を実施し、利用者の安全確保に努めます。 

④耐震化の実施方針 

■古井第一保育園、古井第二保育園、蜂屋保育園は耐震性能に問題はありませんが、施設の老朽化等の課題を

解決し、より良い保育環境を確保するために、令和 4年度に新設するあじさい保育園に統合します。 

■加茂野保育園は、新耐震基準の施設であり、耐震化の必要はありません。 

■その他の保育園・こども園は旧耐震基準の施設ですが、必要な耐震補強工事が完了しているため、耐震性能に

問題はありません。 
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⑤長寿命化の実施方針 

■個別施設計画において、長寿命化を基本方針とした施設については、公立保育園・こども園として維持するために

予防保全型管理を行い、長寿命化を図ります。 

■太田第一保育園、太田第二保育園及び下米田保育園については、将来的な民営化を検討していくものの、現時

点では「現有施設の維持・長寿命化」を基本方針とします。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■個別施設計画に基づき、順次既存施設の統廃合、民営化、更新等を進め、新規に保育園・こども園は設置しま

せん。 

■古井第一保育園、古井第二保育園、蜂屋保育園については、令和元年度に除却した下古井交流センターの代

替機能を備えたあじさい保育園に統合し、現在の施設を令和4年度から令和5年度にかけて除却する予定です。 

■複合施設である加茂野保育園・加茂野児童館は、令和 5年度から指定管理者制度を導入し、指定期間満了後

に民営化する予定です。 

■太田地区には、太田第一保育園と太田第二保育園の 2施設がありますが、いずれも老朽化が進んでおり、利用

者ニーズも高い状況にあることから、安全性と利便性を向上するために、長寿命化を図った後に統廃合及び民営

化を検討していきます。 

⑦ユニバーサルデザイン化の推進方針 

■令和 4年度に供用開始予定のあじさい保育園は、バリアフリートイレやおもいやり駐車場の設置などユニバーサル

デザイン化を図っており、利用者の安全性・快適性に配慮しています。また、保育園・こども園は第 2次避難所に

指定されるため、あじさい保育園には災害時に活用できる井戸や電気自動車からの受電設備も整備しています。 

■今後も、既存の保育園・こども園を更新する際は、ユニバーサルデザインに配慮した施設整備を行います。 
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幼児・児童施設 

 

対象施設（4施設） 

①加茂野児童館 

②美濃加茂市子育て支援センターほたるの広場 

③古井小学校区第2放課後児童クラブ（旧本郷教員住宅 1階） 

④美濃加茂市子育て支援センターにじいろ広場 
（※R4.1.4供用開始） 

 

 

現状と課題 

施

設

性

能 

■加茂野児童館は、平成 10年度に加茂野保育園に併設して建設された比較的新しい施設です。 

■ほたるの広場は、平成 26年 4月に旧三和保育園を旧伊深保育園に統合した際に、旧三和保育園の建

物を子育て支援センターに用途転換して設置した施設です。築 39年が経過しているため、外装や機械・

電気設備などの劣化が進行しています。 

■古井小学校区第 2放課後児童クラブは、平成 29年度から旧本郷教員住宅 1階部分を放課後児童ク

ラブとして使用している施設です。建物自体は築 38年が経過していますが、平成 28年度に旧本郷教員

住宅 1階を用途変更する際に改修を行っているため、施設の状態は良好です。 

■にじいろ広場は、新保健センター、家庭児童相談室及び女性活躍支援センターとともに、令和4年1月に

民間施設（みのかも健康プラザ：中部国際医療センターの付属施設）内に開設されました。にじいろ広場

は、ほたるの広場と異なり、出産・育児まで途切れることのない支援を行うことを目的とする子育て世代包

括支援センターの機能を併せ持っています。 

利 

用 
者 
数 

（人
） 

 加茂野児童館 ほたるの広場 
古井小学校区第 2放課後 

児童クラブ 

H27 6,450 3,523 ― 

H28 10,390 4,244 ― 

H29 9,787 4,688 49／定員 40 

H30 7,724 4,864 54／定員 40 

R1 8,209 4,468 44／定員 40 

R2 2,597 1,457 43／定員 40 

利

用

状

況 

■加茂野児童館は、年度によって利用者数に波があるものの、平成 27年度からは増加傾向にあり、利用

者 1人当たりのコストも良好な状態にあります。令和 2年度は新型コロナウイルス対策のため、事前予約

制としたことから利用者数が減少していますが、新型コロナウイルス終息後は元に戻る見込みです。 

■ほたるの広場では、子育て支援とともに地域の方との交流も行っており、市内全域や市外から年間 4千 5

百人前後の利用者があります。令和 2年度の減少理由と今後の予測は、加茂野児童館と同様です。 

■古井小学校区の放課後児童クラブは、第2放課後児童クラブの他に古井小学校内に設置された第1放

課後児童クラブがあります。慢性的に待機児童が発生しているため、１日の利用者が定員を上回らない

範囲でより多くの人に許可を出しています。本市では、古井小学校区以外にも各地区の小学校及び加茂

野児童館に 8つの放課後児童クラブを設置し、全てのクラブの運営を民間事業者に委託していますが、

施設名 
年度 

背景：国土地理院の電子地形図（タイル） 

④ 
③ 
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利用者数が年々増加しているため、新たな開設場所の確保が課題となっています。 

基本的な方針 長寿命化、民間活用（民営化・公民連携）、統合・複合化 

①点検・診断等の実施方針 

■法定点検及び職員による日常点検を実施しており、点検結果を蓄積・活用した予防保全的な維持管理への

移行を進めていきます。 

■にじいろ広場は、民間施設内に区分所有により整備された複合施設であるため、共用部分も含め、民間事業

者との役割分担・リスク分担を明確にした上で保守点検等を実施し、予防保全を図ります。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■加茂野児童館は、加茂野保育園に併設された施設のため、一体的に施設・設備の維持管理を行います。 

■ほたるの広場については、令和元年度に策定した「美濃加茂市子育て支援施設等再配置・長寿命化計画（個

別施設計画）」に基づき、予防保全型管理を基本とし、緊急性の高い箇所から修繕・改修等を実施します。 

■加茂野児童館及びほたるの広場は、保育園・こども園、カナリヤの家とともに施設・設備の保守管理（消防設備

保守、床・ガラス清掃、遊具保守等）を包括的に民間事業者に委託しており、今後も効率的かつ効果的な維

持管理を継続していきます。 

■古井小学校区第 2放課後児童クラブは、受託者である民間事業者が日常的に施設・設備の点検、施設内の

清掃、簡易な修繕等を実施しており、今後も適正な保育環境を維持していきます。 

■にじいろ広場は、新保健センター等との複合施設であるため、一体的に施設・設備の維持管理を行います。 

③安全確保の実施方針 

■加茂野児童館は、加茂野保育園に併設された施設のため、一体的に施設・設備の予防保全を図り、利用者

及び職員の安全を確保します。 

■ほたるの広場は、夏季の熱中症対策として令和 3年度に空調設備を更新しました。今後も、遊具点検にて要

更新と判断された遊具については順次撤去するなど、利用者の安全確保を図っていきます。 

■古井小学校区第 2放課後児童クラブは、受託者である民間事業者が日常的に施設・設備の点検を実施し、

安全対策や危険個所の事前把握、防犯対策、安全管理を徹底していきます。 

■にじいろ広場は、新保健センター等との複合施設であるため、一体的に施設・設備の予防保全を図り、利用者

及び職員の安全を確保します。また、民間施設との共用部分については、民間事業者との役割分担・リスク分

担を明確にした上で、安全管理を図ります。 

④耐震化の実施方針 

■いずれの施設も新耐震基準の施設であり、耐震化の必要はありません。 

⑤長寿命化の実施方針 

■複合施設である加茂野保育園・加茂野児童館は、一体的に施設の長寿命化を図ります。 

■ほたるの広場は、個別施設計画に基づき、緊急度に応じた対処を行うとともに、予防保全的な修繕により長寿

命化を図ります。 

■古井小学校区第2放課後児童クラブは、当面は予防保全型管理に努めますが、将来的には児童数が減少す

る見込みであることから、施設の利用状況に応じて廃止も検討していきます。 

■にじいろ広場は、民間施設内に整備された複合施設であることから、施設全体の長寿命化を図る際は、民間

事業者との協議が必要です。専有部分については、予防保全型管理により長寿命化を図ります。 
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⑥統合や廃止の推進方針 

■複合施設である加茂野保育園・加茂野児童館は、令和 5年度から指定管理者制度を導入し、指定期間満了

後に民営化する予定です。 

■ほたるの広場は、現時点では長寿命化を図り、施設を維持する方針ですが、建替えが必要となる場合には、類

似施設との統合や他の公共施設との複合化などを検討していきます。 

■古井小学校区第 2放課後児童クラブは、当面は現在の施設（旧本郷教員住宅 1階）にて事業を継続する方

針ですが、民間施設の利活用や学校体育館の改築等に合わせた児童クラブ教室の整備等を進め、将来的に

は除却を検討していきます。 

■にじいろ広場は、新保健センター、家庭児童相談室及び女性活躍支援センターとともに、民間施設内に移転し

て整備された複合施設です。 

⑦ユニバーサルデザイン化の推進方針 

■施設の更新や統合・複合化などを行う際は、ユニバーサルデザインに配慮した施設整備を行います。 
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(6) 保健・福祉施設の基本方針 （令和 3年度時点） 

 

高齢福祉施設 

 

対象施設（3施設） 

①すこやかタウン美濃加茂デイサービスセンター 

②みのかも西デイサービスセンターあじさい 
（※R3普通財産化・運営方式等変更） 

③ふれあいサロン福寿草 （※H31.4.1廃止） 

 

 

 

現状と課題 

施

設

性

能 

■すこやかタウン美濃加茂デイサービスセンターは、総合福祉会館すこやかタウン美濃加茂内に併設され

た施設です。築 28年が経過し、内装と機械設備の劣化が進んでいます。 

■みのかも西デイサービスセンターあじさいは、平成12年度に建設された比較的新しい施設であるため、施

設の性能に特に重大な問題はありませんが、機械設備等の経年劣化が見られます。 

■平成 23年に創設された介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）への移行を進め、平成 30年度

をもって「生きがい活動支援通所事業」を終了したことに伴い、ふれあいサロン福寿草は平成31年4月1

日に廃止しました。 

 

利
用
者
数
・稼
働
率 

 
すこやかタウン美濃加茂 
デイサービスセンター 

みのかも西デイサービス 
センターあじさい 

ふれあいサロン福寿草 

H27 7,641 人 86 ％ 7,825 人 88 ％ 2,629 人 

H28 7,641 人 87 ％ 7,825 人 88 ％ 2,566 人 

H29 7,278 人 83 ％ 7,171 人 81 ％ 1,898 人 

H30 7,553 人 87 ％ 6,524 人 74 ％ 599 人 

R1 7,731 人 88 ％ 7,345 人 84 ％ ― 

R2 7,184 人 81 ％ 7,287 人 82 ％ ― 

利

用

状

況 

■すこやかタウン美濃加茂デイサービスセンターは、指定管理者による健全な管理運営を行っており、高い

稼働率を維持しています。 

■デイサービス施設は民間事業者による運営が主流な時代であることから、公共施設として必要な施設で

あるか検討した結果、みのかも西デイサービスセンターあじさいについては、令和 3年度から普通財産化

した上で民間事業者に貸し付け、同事業者が維持管理・運営する方式に変更しました。しかし、令和 3年

度に令和4年度以降の運営を担う事業者を公募したところ応募がなかったため、今後はサウンディング型

市場調査等を通して民間事業者の意向を把握した上で、施設の利活用方法を改めて検討する方針で

す。 

 

基本的な方針 長寿命化、民間活用（公民連携） 

背景：国土地理院の電子地形図（タイル） 

施設名 

年度 
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①点検・診断等の実施方針 

■すこやかタウン美濃加茂デイサービスセンターは、指定管理者による点検の結果を年 3回のモニタリングにより

確認しています。今後もモニタリングを適切に実施し、施設の状態把握に努めます。 

■みのかも西デイサービスセンターあじさいは、維持管理・運営方式の変更に伴い、令和 3年度から管理・運営

主体である民間事業者が点検等を実施します。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■すこやかタウン美濃加茂デイサービスセンターにおいては、指定管理者が維持管理及び軽微な修繕を適切に

実施しており、緊急対処が必要な設備等については指定管理者と協議の上、順次修繕・更新等を行っていま

す。今後は、令和元年度に策定した「美濃加茂市福祉施設再配置・長寿命化計画（個別施設計画）」に基づ

き、予防保全を図り、計画的に修繕・更新等を実施していきます。 

■みのかも西デイサービスセンターあじさいは、維持管理・運営方式の変更に伴い、令和 3年度から管理・運営

主体である民間事業者が修繕等を実施します。 

③安全確保の実施方針 

■2施設とも、建物の性能に安全確保の観点から大きな問題はなく、通所介護サービスを提供する施設であるこ

とからバリアフリー化も実施しています。 

■すこやかタウン美濃加茂デイサービスセンターは、熱中症対策として令和2年度に空調設備を更新しました。ま

た、利用者の安全に係る設備の使用について、職員等が緊急時に対応できる体制を構築する等、施設の利

用面に関する安全性については万全を期しており、今後も適切な体制を維持していきます。 

■高齢者の利用が多いことから、地震発生時の安全確保のため、家具・備品の固定や転倒防止対策を講じてい

きます。 

④耐震化の実施方針 

■2施設とも、新耐震基準で建築された建物であり、耐震性能に問題はありません。 

⑤長寿命化の実施方針 

■すこやかタウン美濃加茂デイサービスセンターは、総合福祉会館内に設置された施設のため、個別施設計画

に基づき一体的に施設の長寿命化を図ります。また、設備の修繕・更新等を行う際は、長寿命化製品への切

替えも検討していきます。 

■みのかも西デイサービスセンターあじさいは、令和 3年度から維持管理・運営方式を変更したことに伴い、現時

点では施設を維持する方針ですが、今後の民間事業者の意向や通所介護サービスのニーズの変化に応じて

施設の譲渡や廃止も検討することから、長寿命化は実施しない方針です。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■総合福祉会館自体は長寿命化を図る方針ですが、すこやかタウン美濃加茂デイサービスセンターについては、

民間事業者との役割分担について見直していく中で施設のあり方を検討していきます。 

■みのかも西デイサービスセンターあじさいは、今後の民間事業者の意向や通所介護サービスのニーズの変化に

応じて施設の譲渡や廃止も検討します。 

⑦ユニバーサルデザイン化の推進方針 

■2施設とも通所介護サービスを提供する施設であることから、スロープやバリアフリートイレの設置などユニバー

サルデザイン化を図っています。 
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障害福祉施設 

 

対象施設（1施設） 

①美濃加茂市障害者支援施設ひまわりの家 

 

 

 

 

 

現状と課題 

施

設

性

能 

■ひまわりの家は、築 28年が経過しており、主に機械設備の劣化が進んでいます。特に浴室は不具合によ

り現在利用を停止しており、利用再開の要望が強いことから、バリアフリー化を含めた修繕が必要な状況

です。 

利
用
者
数
／
定
員
・稼
働
率 

 美濃加茂市障害者支援施設ひまわりの家 

H27 19/20 人 95 ％ 

H28 19/20 人 82 ％ 

H29 19/20 人 80 ％ 

H30 18/20 人 88 ％ 

R1 18/20 人 88 ％ 

R2 19/20 人 89 ％ 

利

用

状

況 

■ひまわりの家は、指定管理者制度を導入しており、維持管理・運営状況は良好です。 

■利用者数は定員20名に対して、近年18～19名で推移しており、利用者ニーズに合ったサービスを提供

している施設といえます。 

基本的な方針 民間活用（民営化）、長寿命化 

①点検・診断等の実施方針 

■指定管理者による点検の結果を年 3回のモニタリングにより確認しています。今後もモニタリングを適切に実施

し、施設の状態把握に努めます。 

■現在実施している定期点検及び日常点検の結果を活用し、予防保全的な維持管理へ移行していきます。 

 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■ひまわりの家においては、指定管理者が維持管理及び軽微な修繕を適切に実施しており、緊急対処が必要な

設備等については指定管理者からの報告に基づき、順次修繕・更新等を行っています。 

■「美濃加茂市福祉施設再配置・長寿命化計画（個別施設計画）」において設定した優先順位に基づき、令和

2年度には屋根の修繕を行いました。今後も計画的に修繕・改修等を実施します。 

 

施設名 
年度 

背景：国土地理院の電子地形図（タイル） 
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③安全確保の実施方針 

■安全確保の観点から建物の性能に大きな問題はありませんが、障がい者支援施設のため利用者の安全性を

特に配慮して事業を行います。 

■地震発生時の安全確保のため、家具・備品の固定や転倒防止対策を講じていきます。 

④耐震化の実施方針 

■新耐震基準で建築された建物であり、耐震性能に問題はありません。 

⑤長寿命化の実施方針 

■ひまわりの家は、現在の指定期間満了後に民間事業者への譲渡を検討しているため、令和 5年度までは民間

事業者にヒアリングをした上で民間に受け入れやすい施設への改修を実施する方針です。ただし、公共施設と

して存続することになった場合は、予防保全型管理により長寿命化を図ります。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■近年では、ひまわりの家で提供している生活介護や就労継続支援Ｂ型を行う民間事業所が増加しているため、

現在の指定期間満了後に民間事業者に施設を譲渡することを検討します。 

■すこやかタウン美濃加茂デイサービスセンターやカナリヤの家に機能の一部を移転し、「共生型サービス（通所

介護＋生活介護）」や「多機能型サービス（児童発達支援＋生活介護）」を導入する可能性についても検討を

行います。 

⑦ユニバーサルデザイン化の推進方針 

■ひまわりの家は、障がい者支援施設のためバリアフリー化や障がい者用トイレの設置などユニバーサルデザイン

化を図っていますが、トイレについてはバリアフリー化が不十分だったため、令和 3年度に改修を実施しました。 
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児童福祉施設 

 

対象施設（1施設） 

①美濃加茂市児童発達支援センターカナリヤの家 

 

 

 

 

 

現状と課題 

施

設

性

能 

■カナリヤの家は、建築後 34年が経過していますが、平成 14年と平成 26年に増築し、定期的に修繕を

実施していることから、施設の性能は良好な状態にあります。 

利 

用 

者 

数 

（人
） 

 美濃加茂市児童発達支援センターカナリヤの家 

H27 117 

H28 104 

H29 87 

H30 84 

R1 100 

R2 103 

利

用

状

況 

■カナリヤの家の利用者数は、年度によって若干ばらつきがあるものの 100人前後で推移しています。市内

で唯一の児童発達支援センターであることから、当面は現状の利用者数が大幅に減少することはないと

思われます。 

■今後は、少子化の影響を受けて利用者ニーズが低下する可能性も考慮しつつ、令和 7年度に供用開始

予定の（仮称）発達支援センターと連携し、乳幼児から成人まで一貫した切れ目のない支援を実施してい

く必要があります。 

 

基本的な方針 長寿命化 

①点検・診断等の実施方針 

■カナリヤの家は、2度の増改築を実施しているため、法定点検及び職員による日常点検により、施設の老朽化

状況を適切に把握することに努めます。また、点検結果は蓄積・活用し、予防保全的な維持管理につなげてい

きます。 

 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■令和元年度に策定した「美濃加茂市子育て支援施設等再配置・長寿命化計画（個別施設計画）」に基づき、

予防保全型管理を基本とし、緊急性の高い箇所から修繕・改修等を実施します。 

 

背景：国土地理院の電子地形図（タイル） 

施設名 
年度 



195 

③安全確保の実施方針 

■児童が利用する施設であるため、令和 2年度に防犯カメラを設置し、利用者（児童）の安全確保を図りました。 

■現状では建物の性能に安全確保の観点から大きな問題はありませんが、老朽化が進んでいる部分もあるた

め、今後も予防保全的な維持管理を継続します。 

④耐震化の実施方針 

■新耐震基準で建築された建物であり、耐震性能に問題はありません。 

⑤長寿命化の実施方針 

■カナリヤの家は、市内に１箇所の児童発達支援センターであり、利用者ニーズも高いことから、個別施設計画に

基づき予防保全型管理を行い、長寿命化を図ります。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■市内で唯一の児童発達支援センターであることから、長寿命化を図り、施設を維持する方針です。 

■今後は、乳幼児から成人まで一貫した切れ目のない支援を行うために、保健センターや子育て世代包括支援

センター、教育センター、（仮称）発達支援センター等との連携を強化し、将来的にはこれらの施設との複合化

も検討していきます。 

⑦ユニバーサルデザイン化の推進方針 

■カナリヤの家は、バリアフリー化が一部未対応ですが、2度の増改築においてバリアフリートイレを設置するなど

ユニバーサルデザイン化を図っています。 
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保健施設 

 

対象施設（2施設） 

①美濃加茂市保健センター （※R4.1.4移転） 

②新保健センター （※R4.1.4供用開始） 

 

 

 

 

現状と課題 

施

設

性

能 

■保健センターは、生涯学習センター内に設置された施設です。建築後 39年が経過し、施設・設備の老

朽化が進んでいることに加えて、保健事業の進展により施設の狭あい性が課題になってきたことから、令

和 4年 1月に民間施設（みのかも健康プラザ：中部国際医療センターの付属施設）内に移転しました。 

■新保健センターは、子育て支援センターにじいろ広場、家庭児童相談室及び女性活躍支援センターとと

もに、みのかも健康プラザ内に区分所有により整備され、令和 4年 1月に供用開始しました。 

利
用
者
数
・稼
働
率 

 美濃加茂市保健センター 

H27 21,212 人 64 ％ 

H28 21,412 人 65 ％ 

H29 7,475 人 61 ％ 

H30 7,272 人 62 ％ 

R1 7,744 人 61 ％ 

R2 5,732 人 61 ％ 

利

用

状

況 

■これまで成人・乳幼児健診（検診）時に、駐車場が混雑して利用しにくいという問題があったことから、平

成 29年度から集団検診の実施場所を文化会館等に変更しました。そのため、平成 29年度以降の利用

者数は 7千 5百人前後まで減少しています。 

■新保健センターに移転後は、駐車場を含めて十分なスペースを確保し、ユニバーサルデザインにも対応

していることから、利用者の利便性は向上する見込みです。 

基本的な方針 移転、複合化 

①点検・診断等の実施方針 

■新保健センターは、民間施設内に区分所有により整備された複合施設であるため、共用部分も含め、民間事

業者との役割分担・リスク分担を明確にした上で保守点検等を実施し、予防保全を図ります。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■新保健センターは、子育て支援センターにじいろ広場等との複合施設であるため、一体的に施設・設備の維持

管理を行います。 

③安全確保の実施方針 

■新保健センターは、子育て支援センターにじいろ広場等との複合施設であるため、一体的に施設・設備の予防

保全を図り、利用者及び職員の安全を確保します。また、民間施設との共用部分については、民間事業者との

役割分担・リスク分担を明確にした上で、安全管理を図ります。 

施設名 
年度 

背景：国土地理院の電子地形図（タイル） 

② 
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④耐震化の実施方針 

■新耐震基準で建築された建物であり、耐震性能に問題はありません。 

⑤長寿命化の実施方針 

■新保健センターは、民間施設内に整備された複合施設であることから、施設全体の長寿命化を図る際は、民

間事業者との協議が必要です。専有部分については、予防保全型管理により長寿命化を図ります。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■新保健センターは、子育て支援センターにじいろ広場、家庭児童相談室及び女性活躍支援センターとともに、

民間施設内に移転して整備された複合施設です。 

⑦ユニバーサルデザイン化の推進方針 

■新保健センターは、民間施設との共用部分も含めて、バリアフリートイレやエレベーターの設置などユニバーサ

ルデザイン化を図っており、利用者の安全性・快適性に配慮しています。 
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その他保健・福祉施設 

 

対象施設（2施設） 

①総合福祉会館すこやかタウン美濃加茂 

②（仮称）発達支援センター （※R7.4供用開始予定） 

 

 

 

 

現状と課題 

施

設

性

能 

■総合福祉会館は、すこやかタウン美濃加茂デイサービスセンターを施設内に設置した複合施設です。築

28年が経過し、内装と機械設備を中心に施設の劣化が進んでいます。特に浴場は水漏れや給排水管

の腐食が見られ、老朽化が著しい状況です。 

■乳幼児から成人まで一貫した切れ目のない発達支援（生涯支援）を行うために、令和 4～5年度に除却

予定の古井第一保育園跡地に、（仮称）発達支援センターを整備し、令和7年度に供用開始する予定で

す。 

利
用
者
数
・稼
働
率 

 総合福祉会館すこやかタウン美濃加茂 

H27 89,802 人 78 ％ 

H28 92,762 人 84 ％ 

H29 107,002 人 57 ％ 

H30 106,939 人 55 ％ 

R1 95,618 人 64 ％ 

R2 39,732 人 63 ％ 

利

用

状

況 

■総合福祉会館は、指定管理者制度を導入しており、維持管理・運営状況は良好です。ただし、ゲートボー

ル場や工芸室、憩いの館等は稼働率が低いため、一部転用や廃止を含めて今後のあり方を検討する必

要があります。 

■新型コロナウイルス感染症の影響を受けた令和 2年度を除き、利用者数は微増傾向にあります。高齢化

の進行によって、健康増進・介護予防・高齢者福祉の活動拠点としてさらなるニーズの増加が見込まれ

ます。 

■国が 2025年を目途としている地域包括ケアシステムの構築を実現するためには、高齢者に対して社会

への参加・多世代との交流を促し、高齢者が生活支援の担い手として社会的役割を持つことが重要で

す。そのためには、総合福祉会館を多世代が気兼ねなく利用でき、多世代交流が図れる施設とするな

ど、総合福祉会館の今後のあり方について見直し、変化するニーズに対応していく必要があります。 

基本的な方針 長寿命化、民間活用（公民連携）、一部転用・減築 

①点検・診断等の実施方針 

■指定管理者による点検の結果を年 3回のモニタリングにより確認しています。今後もモニタリングを適切に実施

し、施設の状態把握に努めます。 

■現在実施している定期点検及び日常点検の結果を活用し、予防保全的な維持管理へ移行していきます。 

施設名 
年度 

背景：国土地理院の電子地形図（タイル） 

② 
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■総合福祉会館は、福祉避難所に指定されており、日常的に要配慮者（高齢者、障がい者、乳幼児）の利用割

合が高いことから、施設・設備の日常的な点検を適切に実施し、事故の防止を図ります。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■総合福祉会館においては、指定管理者が維持管理及び軽微な修繕を適切に実施しており、緊急対処が必要

な設備等については指定管理者と協議の上、順次修繕・更新等を行っています。今後は、令和元年度に策定

した「美濃加茂市福祉施設再配置・長寿命化計画（個別施設計画）」に基づき、予防保全を図り、計画的に修

繕・更新等を実施していきます。 

③安全確保の実施方針 

■総合福祉会館は、高齢者、障がい者、母子の利用者が多く、施設の安全性を特に配慮する必要があるため、

点検の指摘事項等については早めの対処を実施します。 

■地震発生時の安全確保のため、家具・備品の固定や転倒防止対策を講じていきます。 

④耐震化の実施方針 

■総合福祉会館は、新耐震基準で建築された建物であり、耐震性能に問題はありませんが、指定避難所（初期

対応避難所・福祉避難所）に指定されていることから、災害時に必要な機能を発揮できるように予防保全を図

ります。 

⑤長寿命化の実施方針 

■総合福祉会館は、すこやかタウン美濃加茂デイサービスセンターとの複合施設のため、個別施設計画に基づ

き一体的に施設の長寿命化を図ります。また、設備の修繕・更新等を行う際は、ライフサイクルコストの縮減を

図るために長寿命化製品への切替え等も検討します。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■総合福祉会館は、利用者ニーズが高く、施設の維持管理・運営状況も良好であることから、本市が目指す福

祉及び健康増進の活動拠点として今後も活用していく方針です。ただし、ゲートボール場、工芸室、憩いの館、

貸室等の稼働率の低い機能については、他施設との複合化（受入）や一部転用、廃止（減築）等を検討しま

す。 

■浴場については、老朽化が進んでおり、維持管理費が施設全体の 4分の 1を占めている上に、今後維持する

ために必要となる修繕費が高額となる見込みです。費用対効果を考えると、浴場の受益者が限定的であり、必

要性が低いことから、廃止・転用について検討していきます。 

⑦ユニバーサルデザイン化の推進方針 

■総合福祉会館は、福祉サービスを提供する施設であることから、自動ドアやスロープ、バリアフリートイレなどを

設置し、ユニバーサルデザイン化を図っています。ただし、トイレについては、現状では和式トイレが多く、湿式に

伴い段差があることから、トイレの洋式化、乾式化、バリアフリー化を進め、利用者（高齢者等）の安全性・利便

性に配慮します。 
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(7) 行政系施設の基本方針 （令和 3年度時点） 

 

庁舎等 

 

対象施設（11施設） 

①美濃加茂市役所（本館） ⑦蜂屋連絡所 

②美濃加茂市役所（西館） ⑧加茂野連絡所 

③美濃加茂市役所（分庁舎） ⑨伊深連絡所 

④太田連絡所 ⑩三和連絡所 

⑤古井連絡所 ⑪下米田連絡所 

⑥山之上連絡所  

現状と課題 

施

設

性

能 

■本館は築 60年、西館は築 43年を経過した旧耐震基準の施設であり、いずれも建物及び設備の老朽化

が進んでいます。 

■本館及び西館は、耐震改修を行ったことにより、大震災発生時にも庁舎の倒壊は免れると思われます。し

かし、設備等の損壊により施設の機能を維持することが困難な状況になることが予想されており、施設の

狭あい性や防災機能の不足など課題も数多く見られることから、施設の更新（建替え）が必要な状況にあ

ります。 

■分庁舎は、平成2年に建築された新耐震基準の建物ですが、屋根や外壁を中心に施設の劣化が進んで

います。 

■連絡所は、各地区に配置されている交流センター内に併設されています。 

利

用

状

況 

■庁舎には、約 350名の職員が働いており、各課の窓口には多くの市民が行政手続きのために訪れていま

す。 

■窓口混雑時に通路幅の確保が困難な状況にあり、待合がなく居場所に困る来庁者（市民）が見受けられ

るなど、来庁者の利便性の向上が大きな課題となっています。 

■執務スペースについても、手狭であり、打ち合わせスペースや休憩スペースの確保ができていないなど、

数多くの課題があります。 

■本館及び西館の更新に向け、平成 29年度には「美濃加茂市新庁舎整備基本構想」を策定し、「2050

年になってもみんなが幸せを感じることができる市役所があるまち」を目指して、新庁舎整備の基本理念

を「みんなのまぁるいまちづくりひろば」と定めました。基本構想を受け、平成 30年度からは「美濃加茂市

新庁舎整備基本計画」の策定を進めています。 

基本的な方針 更新、長寿命化 

①点検・診断等の実施方針 

■本館及び西館については、法定点検(12条点検)及び日常点検により施設の状態把握に努めます。 

■12条点検の対象ではない施設については、12条点検の基準に準じて定期的に点検を実施します。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■本館及び西館については、施設の老朽化に伴い様々な箇所で故障等が発生してきていますが、新庁舎を整

備する方針であるため、大規模修繕は実施せず、事後保全型管理によって対応していきます。 

背景：国土地理院の電子地形図（タイル） 

3 
2 4 
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■分庁舎は、「美濃加茂市庁舎等長寿命化計画（個別施設計画）」に基づき、予防保全型管理を基本とし、緊

急性の高い箇所から修繕・改修等を実施します。 

■連絡所は、各地区の交流センター内に設置された施設であるため、「美濃加茂市集会施設長寿命化計画（個

別施設計画）」に基づき、交流センターと一体的に施設・設備の維持管理、修繕等を実施します。 

③安全確保の実施方針 

■本館及び西館については、法定点検及び日常点検を適切に実施し、緊急性が高い箇所を速やかに対処する

ことで、来庁者及び職員の安全確保に努めます。 

■分庁舎については、安全確保の観点から、既存不適格であるエレベーターの更新を行う予定です。 

■連絡所は、交流センターに併設された施設のため、一体的に施設・設備の予防保全を図り、利用者及び職員

の安全を確保します。 

④耐震化の実施方針 

■本館及び西館は、耐震診断の結果、耐震性に問題があったため、平成 15年度に耐震補強工事を実施しまし

た。 

■分庁舎については、新耐震基準で建築された建物であり、耐震性能に問題はありません。 

■耐震診断の結果、耐震性がないと診断された交流センター・連絡所は耐震補強を完了しているため、連絡所

の耐震性能に問題はありません。 

⑤長寿命化の実施方針 

■本館及び西館については、建築後年数が相当に経過していることから、長寿命化を図ることは難しい状況にあ

ります。そのため、緊急性の高い修繕を実施していくことで安全確保を図りつつ、新庁舎整備後は除却する方

針です。 

■分庁舎は、個別施設計画に基づき計画的に予防保全を図り、施設の長寿命化を推進します。 

■連絡所は、「美濃加茂市集会施設長寿命化計画（個別施設計画）」に定めた各交流センターの基本方針に従

って、長寿命化が可能な施設については一体的に施設の長寿命化を図ります。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■本館及び西館については、老朽化が著しく、様々な課題があることから、建替えを検討しています。 

■連絡所については、各地区において行政手続きを担う重要な施設であることから、統合や廃止は行わない方

針ですが、交流センターの統合・複合化を検討する際は、併せて連絡所の移転も検討していきます。 

⑦ユニバーサルデザイン化の推進方針 

■新庁舎を整備する際は、基本理念である「みんなのまぁるいまちづくりひろば」に基づき、高齢者や障がい者、

外国人、お子様連れなど多様な来庁者に配慮した安心して利用できる施設となるよう、バリアフリートイレや授

乳室、ピクトグラムのわかりやすいサイン、おもいやり駐車場等を整備します。 
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消防施設 

対象施設 各地区消防団消防車庫・倉庫、防災備蓄倉庫 

現状と課題 

施
設
性
能
・利
用
状
況 

■消防団消防車庫は、消防団活動の重要な拠点であり、消防団員の詰所としても利用されています。 

■昭和 36年から昭和 63年までに建設された古い消防車庫が多く、老朽化が進んでいます。 

■一部の消防車庫ではトイレ等がなく不便なうえに、隙間風が入り、雨漏りが発生するなど危険な状態にな

ってきており、消防団活動に支障が出ています。 

■現在の車庫を建設した当時と比較して消防車両が大型化しているため、古い消防車庫は手狭になってい

ます。 

■防災備蓄倉庫は、災害時に備えて各地区に設置されています。 

基本的な方針 更新 

①点検・診断等の実施方針 

■消防団消防車庫は、現時点では点検等を実施していませんが、災害発生時に機能を発揮できるように、定期

的な点検の実施を検討します。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■消防団消防車庫は、消防団活動の重要な拠点であり、災害時に消防団が機能しないと市民の安全や財産に

多大な影響が出ることから、老朽化が著しい建物については、災害時にも対応できるよう順次更新（建替え）を

行っています。令和元年には第 1分団 2班消防車庫を更新し、令和 3年度には第 6分団 2班消防車庫を、

令和 4年度には第 2分団 2班消防車庫を更新する予定です。 

■防災備蓄倉庫については、災害時に備蓄品が問題なく使用できるように、倉庫内の備蓄品の管理と合わせ

て、倉庫の不具合等を目視で確認していきます。 

③安全確保の実施方針 

■消防団員の安全確保の観点から、老朽化の著しい消防車庫については、優先順位を定めて順次建替えを実

施しています。 

④耐震化の実施方針 

■耐震性のない消防車庫については、順次建替えを実施しています。 

⑤長寿命化の実施方針 

■消防車庫は、更新を予定している車庫を除き、定期的な点検を行うなど予防保全的な維持管理に努めます。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■消防団消防車庫・倉庫については、消防団の組織自体に変更（分団の増減等）がない限り統合や廃止は行い

ません。 

■防災備蓄倉庫は、現在の配置状況の妥当性を再確認し、各地区の防災備蓄倉庫と避難所用備蓄倉庫との

統合について検討していきます。 

⑦ユニバーサルデザイン化の推進方針 

■消防車庫を更新する際は、洋式トイレや給湯室、空調設備等を整備し、消防団員の利便性向上に努めます。 
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その他行政系施設（倉庫・車庫） 

対象施設 

太田本町倉庫、下町倉庫、清水倉庫、本郷倉庫、境松倉庫、市バス車庫、 

旧バス車庫、旧学校給食センター倉庫、旧第 3分団 3班車庫、旧第 4分団車庫、

旧第 5分団 1班車庫 

現状と課題 

施
設
性
能
等 

■倉庫・車庫の大半が耐用年数を経過していますが、倉庫・車庫としての機能に問題はありません。 

■倉庫は、庁舎等に保管しきれない公用車のタイヤや備品等を保管するために利用しています。 

基本的な方針 事後保全型管理 

①点検・診断等の実施方針 

■倉庫・車庫は用途が限られており、日常的に多数の人の出入りがある施設ではないため、点検等は実施せず、

事後保全型の管理を行います。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■倉庫・車庫の適切な維持管理を図るために、令和元年度に「倉庫等の利用状況調査」を実施し、一部倉庫の

管理を管財担当部署（総務課）から実際の利用部署に移管しました。 

■事後保全型管理を基本とし、故障・不具合が発生したときは、その都度対処していきます。 

■更新時期を迎えた倉庫・車庫については、更新の必要性を充分に検証します。 

③安全確保の実施方針 

■危険性の高い故障・不具合が発生したときは、速やかに対処し、安全確保を図ります。 

④耐震化の実施方針 

■旧耐震基準で建築され、耐震性能が不明な倉庫が一部ありますが、日常的に人の出入りがある施設ではない

ため、耐震診断・耐震化は実施しません。 

⑤長寿命化の実施方針 

■事後保全型管理を基本とし、長寿命化は実施しません。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■倉庫・車庫は、更新する場合を除き、新規に整備しない方針です。 

■更新時期を迎えた際には、倉庫・車庫の必要性を改めて検証し、統合・廃止を推進していきます。 

⑦ユニバーサルデザイン化の推進方針 

■倉庫・車庫は用途が限られており、日常的に多数の人の出入りがある施設ではないため、ユニバーサルデザイ

ン化は図りません。 
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(8) 公営住宅の基本方針 （令和 3年度時点） 

 

公営住宅 

 

対象施設（12施設） 

①下町住宅 ⑦矢田住宅 

②平塚住宅 ⑧ハイツ矢田住宅 

③トドメキ住宅 ⑨土ヶ洞住宅 

④相生住宅 ⑩伊深住宅 

⑤上野住宅 ⑪三和住宅 

⑥森山住宅 ⑫牧野住宅 

現状と課題 

施

設

性

能 

■本市の市営住宅は、大半が建築から 30年以上が経過しているため、外壁及び屋上・屋根を中心に老朽

化が進んでおり、大規模修繕の検討が必要な時期を迎えています。 

■市営住宅の内部については、退去後に適宜必要な修繕を実施しており、良好な状態を保っています。 

■旧耐震基準の市営住宅を含めて、全ての市営住宅の耐震性能に問題はありません。しかし、施設の老

朽化は進行しており、快適な居住環境を維持するためには、予防保全の視点に基づき計画的な修繕を

進める必要があります。 

■平成 29年度に策定した「美濃加茂市公営住宅等長寿命化計画（個別施設計画）」に基づき、令和 2年

度にはハイツ矢田住宅 B棟の長寿命化改修を実施し、令和 3年度には下町住宅及び牧野住宅の計画

修繕と相生住宅の長寿命化改修を実施する予定です 

入
居
戸
数
／
管
理
戸
数 
 

 
下町 

住宅 

平塚 

住宅 

トドメキ 

住宅 

相生 

住宅 

上野 

住宅 

森山 

住宅 

矢田 

住宅 

ハイツ 

矢田 

住宅 

土ヶ洞 

住宅 

伊深 

住宅 

三和 

住宅 

牧野 

住宅 

H27 
16/16 
（30） 

36/38 
（85） 

12/12 
（25） 

17/18 
（38） 

23/24 
（62） 

5/6 
（7） 

15/18 
（33） 

67/72 
（138） 

11/12 
（28） 

20/20 
（65） 

13/18 
（41） 

12/12 
（25） 

H28 
15/16 
（29） 

33/38 
（79） 

11/12 
（19） 

17/18 
（40） 

20/24 
（59） 

4/6 
（7） 

17/18 
（40） 

68/72 
（139） 

10/12 
（25） 

18/20 
（56） 

11/18 
（29） 

10/12 
（21） 

H29 
15/16 
（30） 

32/38 
（78） 

12/12 
（22） 

16/18 
（38） 

21/24 
（60） 

3/6 
（6） 

15/18 
（38） 

63/72 
（128） 

9/12 
（25） 

18/20 
（56） 

12/18 
（38） 

11/12 
（22） 

H30 
14/16 
（27） 

32/38 
（82） 

11/12 
（19） 

17/18 
（43） 

19/24 
（52） 

3/6 
（6） 

14/18 
（32） 

59/72 
（119） 

11/12 
（32） 

18/20 
（56） 

12/18 
（33） 

9/12 
（16） 

R1 
13/16 
（23） 

33/38 
（79） 

11/12 
（18） 

17/18 
（40） 

18/24 
（42） 

2/6 
（4） 

13/18 
（27） 

61/72 
（109） 

10/12 
（24） 

17/20 
（51） 

12/18 
（32） 

8/12 
（14） 

R2 
14/16 
（23） 

34/38 
（77） 

11/12 
（12） 

18/18 
（46） 

20/24 
（47） 

3/6 
（8） 

11/18 
（25） 

62/72 
（113） 

10/12 
（22） 

15/20 
（46） 

12/18 
（36） 

10/12 
（21） 

（）内の数値は、入居者数（人）です。 

入
居
率
（％
） 

H27 100 95 100 94 96 83 83 93 92 100 72 100 

H28 94 87 92 94 83 67 94 94 83 90 61 83 

H29 94 84 100 89 88 50 83 88 75 90 67 92 

H30 88 84 92 94 79 50 78 82 92 90 67 75 

R1 81 87 92 94 75 33 72 85 83 85 67 67 

R2 88 90 92 100 83 50 61 86 83 75 67 83 

6 

施設名 

年度 

（戸
） 

5 

背景：国土地理院の電子地形図（タイル） 
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利

用

状

況 

■入居者数及び入居率は、大半の市営住宅において減少傾向にあり、ピーク時の平成 20年度と比較する

と全体で約 250人・約 12％の減少という状況にあるものの、約 80％の入居率は維持しています。 

■森山住宅は、入居率が 50％と低く、入居者 1人当たりの維持管理コストが突出して高いことから、早期に

上野住宅への集約化・用途廃止を検討する必要があります。 

■三和住宅は、入居率が低いことから平成 28年度に一部を定住促進住宅に移行しました。今後も一定期

間入居者の応募がない場合は、順次定住促進住宅へ移行する方針です。 

基本的な方針 長寿命化、統廃合 

①点検・診断等の実施方針 

■本市の市営住宅ストックの状況を適切に把握し、予防保全的な維持管理により良好な状態を維持していける

ように、法定点検に加えて定期点検及び日常点検を実施します。 

■定期点検は、法定点検の対象とならない設備や外壁、共用設備を対象として実施します。定期点検結果は、

それぞれデータベースに記録し、修繕・維持管理の的確な実施や次期の点検に役立てることとします。 

■日常点検は、遊具、外構、自転車置き場等も対象とし、年に一度程度「公営住宅等日常点検マニュアル 平

成 28年 8月 国土交通省住宅局」に基づき実施することを基本とします。日常点検の結果、不具合等がある

ことが判明した場合は、有資格者等の技術者による詳細調査を実施し、適切に対処します。 

■バルコニー等の入居者が専用的に使用する共用部分や、専用部分のうち台所・浴室のガスホース等の入居

者の安全性に係る部位・部品等については、住宅内部に立ち入る必要があることから、定期点検や日常点検

を実施することが困難であるため、入退去時に確実に点検を実施し、点検記録を蓄積します。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■個別施設計画に基づき、予防保全型管理に移行し、建物の内外装・設備等の経年劣化に応じて、修繕補修

（計画修繕）及び大規模修繕（長寿命化改修）を計画的に実施しています。 

■修繕を実施する際は、工事時期の近い修繕項目や建設年代の近い住棟の工事時期を調整する等、工事の

効率化・コストの軽減等を図ります。また、長寿命化改修と併せて計画修繕を実施する等、相互の関連性にも

配慮します。なお、定期点検や修繕実施前の事前調査の結果、建物の安全性等が確認された場合には、予

定していた計画修繕の実施時期を延期することも検討します。 

③安全確保の実施方針 

■個別施設計画において設定した優先順位に基づき、長寿命化改修及び計画修繕を実施し、入居者の安全確

保を図ります。なお、緊急性の高い箇所については、改修計画の見直しや改修時期までの暫定的な修繕を行

います。 

■入居者の安全を確保するために、建物の定期点検及び日常点検を適切に実施して不良箇所の確認を行い、

軽微な部分については応急修繕を実施していきます。 

④耐震化の実施方針 

■旧耐震基準の建物は、耐震診断により耐震性があることを確認しており、全ての市営住宅の耐震性能に問題

はありません。 

■倉庫、自転車置き場等の付属施設については、耐震化は実施しませんが、施設が存続できるように改修して

いきます。 
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⑤長寿命化の実施方針 

■トドメキ住宅、相生住宅、上野住宅、ハイツ矢田住宅については、予防保全的な維持管理により定期点検及び

日常点検、計画修繕等を実施し、安全性、居住性、環境機能等の向上を図りながら、耐久性の向上等のため

の長寿命化改修を実施することにより、市営住宅の長寿命化を図ります。 

■その他の市営住宅については、将来的に集約化による用途廃止を検討することから、長寿命化改修は実施し

ませんが、予防保全的な維持管理により定期点検及び日常点検、計画修繕等を実施し、安全性、居住性、

環境機能等の向上を図ります。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■統廃合による更新を除き、新規の市営住宅は設置しません。 

■森山住宅は、上野住宅との集約化を行い、用途廃止することを検討します。 

■下町住宅は、当面は維持する方針ですが、将来的には平塚住宅との集約化を行い、用途廃止することを検

討します。 

■矢田住宅は、当面は維持する方針ですが、将来的にはハイツ矢田住宅との集約化を行い、用途廃止すること

を検討します。 

■その他の市営住宅は、耐用年数に至った時点で用途廃止して民間賃貸住宅の活用を図るか、あるいは建替

えを実施するかを検討します。 

⑦ユニバーサルデザイン化の推進方針 

■市営住宅を更新（建替え）する際は、高齢者等が安全・安心して居住できるよう、住戸内、共用部、屋外のバリ

アフリー化を進めます。 
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(9) その他の公共施設の基本方針 （令和 3年度時点） 

 

その他（駅周辺施設） 

対象施設 
美濃太田駅自由通路・駐輪場（南北）・駅前集会所、前平公園駅駐輪場、 

加茂野駅駐輪場、古井駅駐輪場・古井駅屋外便所 

現状と課題 

施
設
性
能
・利
用
状
況 

■美濃太田駅自由通路は、美濃太田駅と一体的に平成 10年に整備された比較的新しい施設です。電

気・機械設備に経年劣化が見られるものの、適切に維持管理・修繕等を実施しており、施設の状態は良

好です。 

■美濃太田駅自由通路は、年間 120万人前後の美濃太田駅利用客に加えて、駅の南北を結ぶ通路とし

て、市民に日常的に利用されています。 

■美濃太田駅、前平公園駅、古井駅、加茂野駅に設置された駐輪場等は、築 20年以上を経過していま

すが、施設の性能（安全性・機能性）に特に重大な問題はありません。 

基本的な方針 長寿命化、民間活用（公民連携） 

①点検・診断等の実施方針 

■清掃委託業者による目視の日常点検を実施しており、今後は職員による定期点検を実施していきます。 

■日常点検項目を明確にし、様式化してデータを蓄積することで、予防保全的な維持管理への移行を進めま

す。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■現状は、点検等により確認された損傷箇所を順次修繕を実施し、事後保全的に対応しています。 

■美濃太田駅自由通路は本市が管理し、美濃太田駅は東海旅客鉄道株式会社（ＪＲ東海）が管理しているた

め、ＪＲ東海と連携し、情報共有を図りながら予防保全的な維持管理への移行を進めていきます。 

■美濃太田駅自由通路は、ＪＲ東海と十分な協議を行ったうえで、計画的に修繕・更新等を実施していきます。 

■駐輪場、集会所などその他の駅周辺施設についても、予防保全型管理への移行を進めていきます。 

③安全確保の実施方針 

■美濃太田駅自由通路は、現状としては安全性に問題ありませんが、鉄道軌道上の施設でもあるため、ＪＲ東海

と連携して予防保全に努めます。特にエレベーターやエスカレーターについては、事故防止の観点から定期点

検を確実に実施し、計画的に改修・更新を行うことで、利用者の安全確保を図ります。 

■駐輪場等についても、日常的に多数の人に利用されているため、安全性に十分に配慮して維持管理を行いま

す。 

④耐震化の実施方針 

■美濃太田駅自由通路は、新耐震基準で建築された建物であり、耐震性能に問題はありません。 

■耐用年数を経過した駐輪場については、点検結果に基づき必要に応じて更新を行います。 

⑤長寿命化の実施方針 

■美濃太田駅自由通路は、ＪＲ東海と連携して美濃太田駅と一体的に予防保全に努め、施設の長寿命化を図り

ます。 
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⑥統合や廃止の推進方針 

■駅周辺施設は、各駅に設置されており、ＪＲ高山本線、ＪＲ太多線及び長良川鉄道の利用者に日常的に利用

されていることから、利用状況が変わらない限り、統合や廃止は実施しない方針です。 

⑦ユニバーサルデザイン化の推進方針 

■美濃太田駅自由通路には、エレベーター、エスカレーター、障がい者用トイレ、ピクトグラムのサイン、点字ブロッ

ク（視覚障がい者誘導ブロック）等が整備されており、ユニバーサルデザインに配慮した施設となっています。 

 

  



209 

その他（普通財産①） 

対象施設 
交通安全古井分会、シルバー人材センター太田、シルバー人材センター下古井、 

森山団地集会所、旧学校給食センター 

現状と課題 

施
設
性
能
等 

■旧学校給食センターは、現在の学校給食センターの供用開始に伴い、平成 21年 1月以降利用されて

おらず、建物も老朽化が著しいことから、施設管理リスクの排除及び安全確保のため、令和3年度中に除

却する予定です。 

■その他の建物については、普通財産の貸付けにより、（公財）美濃加茂市シルバー人材センターなどが使

用していますが、老朽化が進んでいます。 

基本的な方針 普通財産貸付、除却・譲渡 

①点検・診断等の実施方針 

■法定点検の対象施設はなく、本市による点検等は実施していません。 

■貸し付けている普通財産(交通安全古井分会、シルバー人材センター太田・下古井、森山団地集会所)（以下

「貸付普通財産」と言います。)については、使用者が日常点検等を行っています。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■いずれの施設も、将来的には除却・譲渡する方針であることから、修繕、更新等は実施しません。 

■貸付普通財産については、使用者が維持管理、修繕等を行っています。 

③安全確保の実施方針 

■旧学校給食センターは、安全確保のために令和 3年度中に除却する予定です。 

■各施設の老朽化が進んでおり、安全性の確保が難しい施設は除却することを基本として、施設のあり方を検討

します。 

④耐震化の実施方針 

■貸付普通財産については、耐震化の予定はなく、いずれの施設も老朽化が著しいことから、将来的には除却又

は譲渡を検討します。 

⑤長寿命化の実施方針 

■貸付普通財産は、建物の老朽化が進んでおり、将来的には除却・譲渡を検討することから、長寿命化は実施

しない方針です。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■旧学校給食センターは、施設管理リスクの排除及び安全確保のため、令和 3年 9月に建物解体条件付き入

札により民間事業者に土地を売却し、令和 3年度中に建物を解体する予定です。 

■貸付普通財産は、当面は現在の施設を維持する方針ですが、老朽化が進んでいることから、将来的には使用

者の意向を踏まえながら、除却・譲渡を検討します。 

⑦ユニバーサルデザイン化の推進方針 

■貸付普通財産は、将来的には除却・譲渡する方針であることから、本市においてユニバーサルデザイン化は実

施しません。 
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その他（普通財産②） 

対象施設 旧伊深村役場庁舎、旧櫻井邸 

現状と課題 

施
設
性
能
・利
用
状
況 

■旧伊深村役場庁舎は、昭和 11年に旧伊深村の庁舎として建築された歴史のある建物であり、平成 28

年度に国登録有形文化財に登録されました。歴史的文化財として保存しながら、交流と賑わいを創出す

る拠点施設として活用することを目的に、平成 29年度に大規模改修を実施したため、施設の状態は良

好です。 

■旧伊深村役場庁舎は、平成 30年度から民間事業者に施設を貸し付け、地域交流の拠点となるカフェと

して運営を開始しました。令和 3年度からは新たな民間事業者により「いぶカフェ」がオープンし、里山地

域の文化に触れる玄関口として多くの方に親まれています。 

■旧櫻井邸は、伊深地区の大正時代の文化・景観を象徴する古民家であり、平成 29年度に寄付により本

市が取得しました。平成 27年度までは実際に民家として使用されていたものの、建築後 100年以上が

経過しているため、建物・設備の老朽化が著しく、耐震改修及び長寿命化改修が必要な状態です。 

■旧櫻井邸については、伊深地域の文化と歴史を継承する施設として保存しながら、地域活性化の拠点

施設として活用するために、平成 30年度から令和 2年度にかけて、現地見学会やワークショップ、勉強

会等を実施し、具体的な活用方法について検討を重ねてきました。令和 3年度中に今後の活用方法に

ついての方向性を示し、大規模改修を実施していく予定です。 

基本的な方針 普通財産貸付、民間活用（公民連携・地域連携） 

①点検・診断等の実施方針 

■旧伊深村役場庁舎は、使用者である民間事業者（運営事業者）が日常点検を行い、施設・設備の不具合等

の報告を受けています。有形文化財であることから、定期的に専門業者が点検を実施しており、今後も継続し

て実施することで、施設の状態把握に努めます。 

■旧櫻井邸については、令和 2年度に建物劣化・耐震診断を実施した結果、現状では大震災時に倒壊する可

能性が高いものの、再生は可能との診断がされています。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■旧伊深村役場庁舎については、運営事業者が日常的な維持管理、軽微な修繕等を行っています。平成 29

年度に大規模改修を実施しているため、現在の建物の状態は良好ですが、今後も予防保全を図り、建物の機

能維持に努めます。 

■旧櫻井邸については、令和 2年度から令和 3年度にかけて、上下水道、屋根、雨樋、床、躯体等の修繕・改

修を行いました。土間打ち、庭づくり等のワークショップや地域住民参加の敷地内清掃なども実施しており、地

域と連携して建物を維持管理しています。今後は、令和 3年度に決定される活用方針についての方向性に基

づき、計画的に老朽化対策を実施していきます。なお、大規模改修を行う際は、クラウドファンディング等も活

用し、財政負担の軽減を図ります。 

③安全確保の実施方針 

■旧伊深村役場庁舎は、平成29年度に実施した大規模改修により利用者の安全確保を図りました。今後も、運

営事業者の日常点検及び専門事業者の定期点検により、施設の状態を的確に把握し、緊急性・危険性の高

い故障・不具合については、速やかに対処していきます。 
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■旧櫻井邸は、現状では安全性に著しく問題があるため、計画的に維持・修繕を実施し、安全・安心に利用でき

る施設にしていきます。 

④耐震化の実施方針 

■旧伊深村役場庁舎は、建築基準法上の既存不適格の状態ですが、平成 29年度に実施した大規模改修によ

り、神社、仏閣、古民家に用いられている耐震基準は満たしています。 

■旧櫻井邸は、築 102年の木造建築物であり、耐震性が不足しているため、計画的に大規模改修を実施し、施

設を本格的に活用するまでに耐震化を図ります。 

⑤長寿命化の実施方針 

■旧伊深村役場庁舎は、築 86年の木造建築物であり、耐用年数を大幅に超過していますが、平成 29年度に

実施した大規模改修により、施設の長寿命化を図りました。 

■旧櫻井邸は、耐用年数を大幅に超過しており、建物・設備の経年劣化が著しいため、計画的に大規模改修を

実施し、施設の長寿命化を図ります。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■旧伊深村役場庁舎は、国登録有形文化財に登録されており、歴史的文化財として保存・活用するため、統合

や廃止は行わない方針です。 

■旧櫻井邸は、伊深地域の文化と歴史を継承する歴史のある施設であり、地域活性化の拠点として活用する方

針であることから、現時点では統合や廃止は行わない方針です。 

⑦ユニバーサルデザイン化の推進方針 

■旧伊深村役場庁舎は、平成 29年度の大規模改修において、バリアフリートイレの増築やスロープの設置などを

行い、可能な限りユニバーサルデザイン化を図りました。 

■旧櫻井邸を大規模改修する際は、あえて現代の基準には合わせず、里山のプラットフォームとして当時の状態

を可能な限り維持することに努めます。 
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10.2 個別施設計画に基づくインフラ施設の管理に関する基本的な方針 

(1) 道路（橋梁以外の施設）の基本方針 （令和 3年度時点） 

 

道路（市道） 

現状と課題 

施
設
性
能
等 

■令和 2年度末現在、本市では 743.6kmの市道を管理しており、幹線市道（1級、2級）が 127.6km

（17.2％）、生活市道（その他）が 616.0km（82.8％）となっています。 

■建設から年月の経った路線も多く、舗装の劣化が進行している箇所が多く存在しています。今後は舗装

の老朽化がさらに進み、維持管理にかかる費用が増加する見込みです。 

 

基本的な方針 長寿命化 

①点検・診断等の実施方針 

■国が定める舗装点検要領に基づく路面性状調査を定期的に実施し、「損傷レベル」や「ひび割れ」等のデータ

を取得し、劣化状況等について診断を実施します。 

■道路施設（トンネル、大型カルバート、横断歩道橋、標識、街路灯等）については、施設類ごとの点検基準に従

い、定期点検を実施します。 

■日常点検や道路パトロールについては、点検・診断結果の記録や活用業務を効率的に行う方法についても検

討し、予防保全的な維持管理への移行を図ります。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■「美濃加茂市道路長寿命化計画（個別施設計画）」に従い、効率的かつ計画的な維持管理の実現を図りま

す。 

■長寿命化計画（個別施設計画）の見直し・更新に当たっては、点検・診断結果を蓄積し、優先度の検討を行い

ます。 

■上・下水道の長寿命化等に係る工事計画を加味した修繕計画を検討し、市全体としての更新等費用縮減を

図ります（庁内 GISの活用 等）。 

③安全確保の実施方針 

■点検・診断の実施により、緊急的な対応が必要と判断された箇所について、安全確保のための緊急対処（利

用の制限、緊急工事等）を行う等、予防保全の推進による事故等の未然防止を図ります。 

④耐震化の実施方針 

■該当なし 

⑤長寿命化の実施方針 

■長寿命化計画（個別施設計画）の長期的な推進と、PDCA サイクルによる継続的な計画の更新・改善を図りま

す。 

■点検・診断結果を基に、全体的な長期の管理計画（30年間）と、短期の具体的な予算計画（5年間）をそれぞ

れ策定・更新していきます。 
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⑥統合や廃止についての推進方針 

■道路の必要性に関わる社会情勢の変化に対応していくため、財政状況、人口動態、公共施設等へのニーズ

変化等、状況に応じて道路や関連施設の廃止を含めた検討を行っていきます。 

⑦ユニバーサルデザイン化の推進方針 

■誰もが利用しやすい道路となるようバリアフリー化を進めます。 
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(2) 橋梁の基本方針 （令和 3年度時点） 

 

橋梁 

現状と課題 

施
設
性
能
等 

■令和 2年度末現在、本市が管理する橋梁は、全部で 260橋あり、うち橋長 15m以上の橋梁が 64橋

（24.6％）、橋長 2m以上 15m未満の橋梁が 196橋（75.4％）となっています。 

■いずれの橋梁も地域間を結ぶ重要な橋ですが、供用開始後の年数から高齢化橋梁が増大し、今後老

朽化への対応が必要となっています。 

■今後、増大が見込まれる橋梁の修繕等に要する経費に対し、可能な限りコスト縮減への取り組みが不可

欠となります。 

基本的な方針 長寿命化 

①点検・診断等の実施方針 

■「岐阜県橋梁点検マニュアル」を用いた定期的な点検を行い、岐阜県のアセットマネジメント手法の検討資料を

参考として、劣化状況等の健全度診断を実施します。 

■日常点検や道路パトロールについては、点検・診断結果の記録や活用業務を効率的に行う方法についても検

討し、予防保全的な維持管理への移行を図ります。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■「美濃加茂市橋りょう長寿命化修繕計画（個別施設計画）」に従い、点検・診断結果を基に補修優先順位を決

め、補修費用の平準化を含め、効率的かつ計画的な維持管理の実現を図ります。 

■予防保全型の維持管理を推進することにより、橋梁の長寿命化を図り、ライフサイクルコストの縮減を図ります。 

③安全確保の実施方針 

■個別施設計画において検討対象とした橋梁以外にも、地域の交通において重要な役割を果たす橋梁が多くあ

ることから、橋梁の劣化・損傷に起因した事故による人命・財産への危険を未然に防止するため、予防保全的

な維持管理の推進を図り、事故等の未然防止を図ります。 

④耐震化の実施方針 

■地震等の災害時における緊急輸送ルートとして機能するように、耐震補強がなされていない重要橋梁から順

次耐震化を進めていきます。 

⑤長寿命化の実施方針 

■個別施設計画にて検討対象とした橋梁の維持補修を計画的に推進しつつ、その他の橋梁についても点検・診

断結果を基に長寿命化の検討を行います。 

■長寿命化修繕計画の継続的な推進のため、PDCA サイクルを活用した定期的な見直しを図るとともに、点検・

診断に係る新技術の導入によるコスト縮減についても検討を行っていきます。 

⑥統合や廃止についての推進方針 

■橋梁の必要性に関わる社会情勢の変化に対応していくため、財政状況、人口動態、公共施設等へのニーズ

変化等、状況に応じて橋梁や関連施設の廃止を含めた再配置の検討を行っていきます。 

⑦ユニバーサルデザイン化の推進方針 

■該当なし  
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(3) 公園の基本方針 （令和 3年度時点） 

 

公園①（主要な公園） 
 

対象施設（2施設） 

①前平公園 

②中之島公園（リバーポートパーク美濃加茂） 

 

 

 

 

 

現状と課題 

施

設

性

能 

■前平公園は、供用開始から 45年以上が経過しており、管理棟、屋外便所、遊具等の老朽化が進んでい

ます。そのため、「前平公園再整備基本構想」及び「前平公園長寿命化計画（個別施設計画）」に基づ

き、前平総合運動場と一体的に施設の再整備・長寿命化を図っていく予定です。 

■中之島公園（リバーポートパーク美濃加茂）は、平成 28年度から平成 29年度にかけて、自然環境体験

学習館（ビジターハウス）やシャワールーム、バーベキュー広場などを整備し、人々が水辺や森など公園

周辺の自然に親しみ、街を散策する際の拠点として、平成 30年 4月にリニューアルオープンしました。 

■中之島公園は、慢性的な駐車場不足や夜間の照明不足などの課題がありましたが、順次対応しており、

現在は良好な施設環境を維持しています。 

利
用
者
数
・稼
働
率 

 中之島公園 

H27 ― ― 

H28 ― ― 

H29 ― ― 

H30 109,789 人 21 ％ 

R1 136,275 人 30 ％ 

R2 110,386 人 29 ％ 

利

用

状

況 

■前平公園は、昭和 50年に整備された本市を代表する都市公園であり、多目的広場や遊具広場等に加

えて、前平総合運動場（グラウンド、テニスコート）も整備されていることから、乳幼児から高齢者まで幅広

い世代の市民に利用されています。 

■中之島公園は、平成 30年度のリニューアルオープン以降、年間 10万人を超える人が市内外から訪れ

ており、バーベキューやアウトドアアクティビティなどを通じて、遊び・学び・体験の非日常を体感できる公園

として親しまれています。 

■中之島公園は、平成 30年度から指定管理者制度を導入しており、都市公園法の設置管理許可との組

み合わせにより、効率的かつ効果的な維持管理・運営を行っています。ただし、ビジターハウス内の貸室

とシャワールームの稼働率が低いため、稼働率を向上させる方策を検討する必要があります。 

基本的な方針 長寿命化、民間活用（公民連携） 

背景：国土地理院の電子地形図（タイル） 

① 

施設名 
年度 

② 
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①点検・診断等の実施方針 

■遊戯施設については、市が委託する専門業者による定期点検を 1年に 1回実施し、施設の劣化・損傷状態を

把握します。 

■電気設備施設の受変電設備(高圧用)については、これまでと同様、毎月 1回の月次点検と年 1回の法定点

検を実施します。 

■日常点検は、主に目視により施設の異常の有無を確認します。 

■定期点検は、目視、触診、聴診、打診、振動診断及び検測により、構造部材や消耗部材等についてより詳細・

入念な点検を行い、劣化状況の判定を行います。 

■中之島公園については、指定管理者が園地・施設の日常点検及び保守点検を確実に行っており、点検の結

果を年 3回のモニタリングにより確認しています。今後もモニタリングを適切に実施し、施設の状態把握に努め

ます。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■前平公園については、「前平公園長寿命化計画（個別施設計画）」に基づき、健全度判定に応じて各施設を

「予防保全型管理」と「事後保全型管理」に区分し、効率的かつ計画的な維持管理を推進します。 

■健全度が「Ｄ」判定で、緊急度が「高」となった施設は、早急に「撤去・更新」対策を検討します。 

■公園施設の種類に応じ、再塗装や消耗材の交換を定期的に実施します。ただし、実施予定時期の状況に応じ

て柔軟な対応を取ることとします。 

■事後保全型に区分した施設については、日常点検で施設の劣化や損傷、異常等が確認された時点で「撤去・

更新」対策を検討します。 

■中之島公園については、指定管理者が園地・施設の維持管理及び軽微な修繕を適切に実施しており、予防

保全を図っています。今後も、長寿命化の視点から予防保全に努め、良好な施設環境を維持します。 

 

③安全確保の実施方針 

■予防保全型に区分した施設については、点検により異常が確認された場合は、必要に応じて使用禁止の措置

を取ったうえで、修繕方法等について検討し、適切な対策を講じることとします。 

■事後保全型に区分した施設については、維持保全及び日常点検で施設の機能の保全と安全性を確保しま

す。 

■中之島公園は新しい施設であり、指定管理者が適切に維持管理を行っていることから、施設の安全性に問題

はありません。事業の実施にあたっては、指定管理者が安全確保及び事故防止を徹底しており、特にカヌーや

ラフティングなどアウトドアアクティビティを実施する際は、水難事故を防止し、緊急時に対応できる体制を構築

する等、施設の利用に関する安全性については万全を期しています。 

 

④耐震化の実施方針 

■前平公園管理棟は、老朽化が進んでおり、耐震性が不明なことから、建物の耐震診断・耐震化又は更新（建

替え）を検討します。 

■前平公園は、災害発生時の指定緊急避難場所に指定されているため、屋外便所等の建物についても、点検

結果に基づき必要に応じて耐震化を検討します。 

■中之島公園の施設は、全て新耐震基準で建築された建物であり、耐震性能に問題はありません。 
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⑤長寿命化の実施方針 

■「前平公園長寿命化計画（個別施設計画）」において予防保全型に区分した施設のうち、一般施設、土木施

設、建築物等については、5年ごとに健全度調査を実施し、適切な措置を講ずることで施設の長寿命化を図り

ます。 

■中之島公園は、指定管理制度の継続的な活用により効率的かつ効果的な施設運営を維持しながら、計画的

に修繕・更新等を実施することで、施設の長寿命化を図ります。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■前平公園は、第6次総合計画において「健康増進」の重要な拠点として位置付けられており、災害発生時の指

定緊急避難場所及びヘリコプター緊急離着陸場にも指定されているため、公園の統合や廃止は行いません。

ただし、前平公園に複数設置されている屋外便所については、施設の老朽化に加えて、中には利用者が極端

に少ないものや隣接しているものがあるため、施設の更新に併せて集約化を図ります。 

■中之島公園は、第 6次総合計画において「健康増進」、「地域再生」の重要な拠点として位置付けられており、

災害発生時の第 2次避難所、指定緊急避難場所及びヘリコプター緊急離着陸場にも指定されているため、統

合や廃止は行いません。 

⑦ユニバーサルデザイン化の推進方針 

■前平公園については、洋式トイレ及びバリアフリートイレの設置要望が多いため、屋外便所を洋式化するととも

に、既存便所の統合が可能な箇所については、バリアフリートイレの設置を優先的に実施します。その他にも、

スロープやピクトグラムを用いた分かりやすいサイン、安全性の高い遊具等を整備するなど、ユニバーサルデザ

インに配慮して前平公園の再整備・長寿命化を進めていきます。 

■中之島公園は、平成 28年度から平成 29年度にかけて実施した整備事業において、バリアフリートイレ、授乳

室、ピクトグラムのサイン、エレベーター、スロープなどを整備し、建物及び園地のユニバーサルデザイン化を図

っています。 
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公園②（その他の公園） 

対象施設 

都市公園（古井近隣公園、森山公園、大手町公園など 49施設）※前平公園及び

中之島公園を除く 

スポット公園（深田スポット公園、島スポット公園など 6施設） 

現状と課題 

施
設
性
能
等 

■いずれの公園にも、人が常駐する建築物はなく、屋外便所や東屋・休憩所、遊具等が整備されていま

す。遊具の老朽化対策及びトイレの洋式化が、共通の課題となっており、計画的に順次対応しています。 

■井戸畑児童公園については、令和 2年度から令和 3年度にかけて、遊具の更新やバリアフリートイレの設

置など、市民ワークショップに基づく公園の再整備を実施しています。 

 

基本的な方針 長寿命化 

①点検・診断等の実施方針 

■屋外便所については、清掃委託業者による、設備を中心とした日常点検を実施しています。 

■休憩所、東屋等その他の建物については、職員による年 2回の点検及び遊具点検者による年 1回の目視点

検を実施しています。 

■日常点検記録を様式化してデータを蓄積することで、予防保全的な維持管理への移行を進めていきます。 

■公園施設製品安全管理士と公園施設製品整備技士等により、「遊具の安全に関する規準 JPFA‐S：2014」に

基づいて「公園施設点検調査票」を作成し、調査判定を定期的に行います。 

■また、その判定結果を蓄積し、効率的な予防保全実施のための資料として継続的に整備します。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■現状は、点検等により確認された損傷箇所を順次修繕対応する事後保全的な対処を行っています。 

■今後は、予防保全に努めるとともに、適正な時期での更新を検討していきます。 

■「都市公園長寿命化修繕計画（個別施設計画）」に従い修繕等を実施し、維持管理予算の縮減や平準化を

図っていきます。 

■計画的・総合的な都市公園施策全体の中で、必要に応じて長寿命化修繕計画の見直しを行い、点検・診断

結果を基に決定した補修優先順位に基づいて、補修費用の平準化を検討するなど、効率的かつ計画的な維

持管理を推進します。 

③安全確保の実施方針 

■屋外便所においては、構造的な危険は把握されていませんが、利用者の利便性等を考慮し、トイレの洋式化と

ともに一部の建物では更新も検討します。 

■「健全度調査票」を作成し、公園施設の設置状況や構造材・消耗材の劣化・損傷状況を目視により確認すると

ともに、施設本体とその周辺に存在する危険性等の有無について、定期的な点検を実施します。 

④耐震化の実施方針 

■公園の建物（東屋・休憩所等）は小規模なものが多いため、耐用年数経過後の建替えを基本とします。 

■災害発生時の指定緊急避難場所として指定されている公園の屋外便所等については、点検結果に基づき必

要に応じて耐震化を図ります。 
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⑤長寿命化の実施方針 

■長寿命化修繕計画にて検討対象とした公園の維持補修を計画的に推進しつつ、その他の公園についても点

検・診断結果を基に長寿命化の検討を行います。 

■長寿命化修繕計画の継続的な推進のため、PDCAサイクルを活用した定期的な見直しを図るとともに、点検・

診断に係る新技術の導入によるコスト縮減についても検討を行っていきます。 

⑥統合や廃止の推進方針 

■地区別の人口推移等、公園の必要性の変化に対応し、指定緊急避難場所の適切な分布状況を維持しつつ、

状況に応じて施設の廃止を含めた再配置の検討を行っていきます。 

■市民のニーズに対応して、良好な生活空間確保のための公園の再配置についても併せて検討していきます。 

⑦ユニバーサルデザイン化の推進方針 

■洋式トイレ及びバリアフリートイレの設置要望が多いため、屋外トイレを更新する際は、屋外便所の洋式化ととも

にバリアフリートイレの設置も検討します。 
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(4) 農業用施設の基本方針 （令和 3年度時点） 

 

農業用施設（農業用ため池等） 

現状と課題 

施
設
性
能
等 

■農業用施設として 53箇所の農業用ため池と農業用水路・排水路等の土地改良施設を管理しています。 

■ため池は、農業用水の利用に加え、防火用水としての利用や洪水から人命・財産を守るための洪水調整

機能も備えている重要な施設です。 

■灌漑(かんがい)用の水を貯めている農業用ため池では、災害時に決壊すると隣接地に浸水被害を発生

させてしまうため、日常の点検を適切に行っていく必要があります。 

基本的な方針 長寿命化 

①点検・診断等の実施方針 

■灌漑用水利用者による日常点検とともに、職員による定期点検を確実に実施します。 

■岐阜県土地改良事業団体連合会による施設診断・管理指導を基に施設改修の優先度を判定し、補修費用

の平準化を図ります。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■点検、診断結果及び施設の利用状況に基づき、優先度の高い施設から修繕、更新を実施します。 

■灌漑用水利用者と連携し、情報共有により予防保全的な維持管理への移行を進めていきます。 

③安全確保の実施方針 

■点検、診断結果及び修繕、改修履歴を蓄積、管理し、これらのデータを施設の保全に活用することで安全確

保を図ります。 

④耐震化の実施方針 

■一定規模以上の農業用ため池では耐震診断が実施されており、今後耐震化が必要と判断された施設につい

ては県営事業による計画的な施設改修を実施し、耐震化を図ります。 

⑤長寿命化の実施方針 

■点検及び診断によって得られた施設の劣化状況を基に計画的な維持補修を行います。 

■灌漑用水利用者による日常点検及び維持管理の実施状況を把握し、安定的な維持管理を実施します。 

⑥統合や廃止についての推進方針 

■灌漑用水の利用状況及び調整池機能の有無などを基に、必要がなくなった農業用ため池等の施設について

は廃止を検討していきます。 

⑦ユニバーサルデザイン化の推進方針 

■該当なし 
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(5) 河川の基本方針 （令和 3年度時点） 

 

河川 

現状と課題 

施
設
性
能
等 

■準用河川加瀬田川（延長 1.8km）と普通河川を管理しています。 

■河川は洪水から人命や財産を守るための重要な役割を担う施設です。 

■予防保全と事後保全を状況に応じて使い分けて計画的に維持管理を行い、河川を常に良好な状態と

し、機能を確保する必要があります。 

基本的な方針 維持管理・安全確保 

①点検・診断等の実施方針 

■日常的な点検や豪雨が発生した後は、市民や自治会等からの情報提供や職員の確認により、土砂の堆積や

施設の異常など不具合箇所の早期発見に努めます。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■災害発生の防止、河川の正常な機能の維持及び河川環境の保全の観点から、河川の有する治水、環境等の

機能が常に発揮できるように維持管理を行います。 

■防災面から浸水被害が発生する危険性が高い地域を優先的に巡視し、異常が認められた施設は速やかに補

修等の対処を行います。 

③安全確保の実施方針 

■点検・診断等を適切な頻度で実施することで不具合を早期に発見し、異常が認められた施設は速やかに修

繕・更新を行うことによって、安全の確保を図ります。 

④耐震化の実施方針 

■点検や平常時の河川巡視を実施することで状況把握に努めるとともに、必要に応じて耐震性能の照査を実施

し、その結果を踏まえて耐震化の検討を行います。 

⑤長寿命化の実施方針 

■適切な時期に施設の整備・更新を実施することで、ライフサイクルコストの縮減を図ります。 

■整備・更新の規模によっては維持管理計画等を策定して河川施設の長寿命化を図ります。 

⑥統合や廃止についての推進方針 

■河川沿線における都市化や近年多発している豪雨により、河川への流入量は年々増加傾向にあることから、

機能を廃止する可能性は極めて低いため、統合や廃止は検討していません。 

⑦ユニバーサルデザイン化の推進方針 

■該当なし 
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10.3 個別施設計画に基づく上水道・下水道施設の管理に関する基本的な方針 

(1) 上水道の基本方針 （令和 3年度時点） 

 

上水道 

対象施設 森山浄水場、上水道ポンプ場、調整池、配水池、上水道管路 

現状と課題 

施
設
性
能
等 

■森山浄水場は、平成 21年度に更新した比較的新しい施設ですが、取水元である飛騨川の高濁度発生

や突発的な機器等の不具合も発生し、緊急時の迅速な対応が課題となっています。 

■上水道ポンプ場、調整池及び配水池については、一部の配水池・調整池が建設から 50年程度経過して

おり、それらの再配置・長寿命化が課題となっています。 

■上水道管路については、令和 2年度末現在、法定耐用年数である布設から 40年以上経過した配管は

少ない状況ですが、今後約 10年後からは急激に増加する見込みです。 

■東海・東南海地震のような大規模地震に対しても、断水被害が起こらないよう施設の耐震化など、地震

対策の取り組みが課題です。 

基本的な方針 長寿命化、民間活用 

①点検・診断等の実施方針 

■法定点検と併せて、職員及び必要に応じて民間委託により日常・定期点検を確実に実施します。 

■設備及び管路については、点検・修繕・故障等の履歴を蓄積・管理し、蓄積したデータを施設の保全に活用し

ており、今後も引き続き実施します。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■「美濃加茂市新水道ビジョン」及び「上水道老朽管更新計画」に基づき、重要管路である送水管と配水本管を

重点的に更新します。 

■予防保全の実施による施設のライフサイクルコスト縮減を図りつつ、上水道会計における中長期財政計画の定

期的な見直しや料金水準の適正化を検討し、中長期財政計画とも整合をとって維持管理の財源確保を図りま

す。 

■コスト縮減と上水道サービス向上の両立のため、民間技術や経営手法の調査研究に基づく改善に努め、必要

に応じて民間委託の導入も検討します。 

③安全確保の実施方針 

■設備及び管路については、点検・修繕・故障等の履歴を蓄積・管理し、蓄積したデータを施設の保全に活用し

ており、今後も引き続き実施します。 

■土木構造物（配水池のタンク等）及び建物については、定期的な点検等により安全確保に努めます。 

④耐震化の実施方針 

■耐震化を実施していない管路については、管路の老朽度、耐震性などを参考に更新の優先順位を定め、修繕

工事等と併せて耐震化を実施することにより工事の効率化を図ります。 

■調整池・配水池の建物については、耐震補強済みです。 
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⑤長寿命化の実施方針 

■上水道台帳及び GIS を活用したアセットマネジメントを実施しており、ライフサイクルコストが最小となるようにコス

トの平準化を図るため、予防保全による施設の長寿命化を引き続き推進していきます。 

■アセットマネジメントにおける優先施設の選定に当たっては、点検・診断によって得られた施設の劣化状況や耐

震性を基準とします。 

⑥統合や廃止についての推進方針 

■「美濃加茂市人口ビジョン」において目標とする将来人口を基に、給水人口及び有収水量の将来推移を予測

しつつ、「量的な充実」から「質的な充実」への軌道修正を視野に入れ、施設の総量について検討していきま

す。 

⑦ユニバーサルデザイン化の推進方針 

■浄水場内の見学スペースは、バリアフリートイレ、スロープなどを整備し、建物のユニバーサルデザイン化を図っ

ています。 
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(2) 下水道の基本方針 （令和 3年度時点） 

 

下水道 

対象施設 あじさいエコパーク、クリーンセンター、雨水ポンプ場、下水道管路 

現状と課題 

施
設
性
能
等 

■あじさいエコパークは、下水道事業の普及・PR及び市民の体育・レクリエーションの利用を目的として平成

15年に整備され、多くの市民に利用されています。施設の老朽化状況に応じて、利用者の安全に配慮し

た施設の修繕を実施していく必要があります。 

■クリーンセンター及び雨水ポンプ場については、安心安全な生活を維持するため、老朽化した設備の更

新を進めていく必要があります。 

■下水道管路については、平成元年度から平成 18年度にかけて集中的に整備しており、今後これらが一

斉に更新時期を迎える見込みです。 

基本的な方針 長寿命化 

①点検・診断等の実施方針 

■管路については、50年に1度（最重要施設5年に1度）の定期点検と併せて、職員による日常点検を実施し、

劣化状況の把握・情報の蓄積を行います。 

■クリーンセンターについては、施設管理者による建物・機械設備の日常点検、定期点検を実施します。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■点検・診断結果に基づき、優先度の高い管路から優先的に修繕・更新を実施します。 

■管路の長寿命化計画を策定し、施設全体のライフサイクルコスト縮減を図ります。 

■維持管理に係るコスト縮減を図るため、施設の保全関連業務の民間委託について検討します。 

③安全確保の実施方針 

■管路・建物については、点検・診断の実施結果を活用した保全により安全確保を図ります。 

■比較的新しい施設・設備が多いため、点検・診断結果に基づき、予防保全的な維持管理を進め、施設管理

者・利用者双方にとって安全な状況を維持していきます。 

④耐震化の実施方針 

■管路については、長寿命化の実施と併せた耐震管への更新を基本とし、効率的に耐震化を図ります。 

⑤長寿命化の実施方針 

■管路については、道路・上水道等の他インフラ施設の修繕計画等と整合した整備計画を策定し、長寿命化を

推進することで、ライフサイクルコストの縮減を図るとともに、安定的な維持管理のための財源確保を図ります。 

⑥統合や廃止についての推進方針 

■下水道普及率は 95％以上であり、今後は人口動態も鑑みつつ、長期的な収支を見通して、適正な施設の総

量について検討を行っていきます。 

⑦ユニバーサルデザイン化の推進方針 

■あじさいエコパークのバリアフリー化は行われており、今後は使用状況に応じたユニバーサルデザイン化を進め

ていきます。 
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10.4 個別施設計画に基づく公共施設の総量の見込み 

■本市では、平成 28年度に定めた「公共施設の総数・総量削減の 3大方針」において、「施設の総量（延床面積）

は現況（平成 27 年度末時点の延床面積）以上に増やさない」こととしていますが、令和 2 年度末時点で 1.7％

（2,771㎡）増加しています。 

■今後、個別施設計画に基づき、公共施設の統合・複合化、廃止等の対策を実施した場合、公共施設の総量（延

床面積）は、下記のとおり推移する見込みです。 

■あじさい保育園や新保健センターなどが完成することに伴い、令和 3年度に 170,331㎡まで増加するものの、令

和 11 年度には 165,293 ㎡まで減少する見込みです。ただし、平成 27 年度末時点と比較すると、公共施設の

総量は 0.6％（984㎡）増加する見込みとなっています。 

公共施設の延床面積の見込み（R3～R11） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ポイント 

●平成 27年度末時点と比較して、令和 11年度末までに公共施設の延床面積が 0.6％（984㎡）

増加する見込み。 
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H27 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

学校 その他教育施設 集会施設
文化施設 図書館 博物館等
ｽﾎﾟｰﾂ施設 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設 幼保・こども園
幼児・児童施設 高齢福祉施設 障害福祉施設
児童福祉施設 保健施設 その他保健・福祉施設
庁舎等 消防施設 その他行政系施設
公営住宅 公園 供給処理施設
その他 上水道施設 下水道施設
増減率（H27実績比）

<出典> 個別施設計画（令和２年度末時点） 

※増減率は、H27 実績と各年度の見込みを比較し、H27実績を 100％として表示 
※H27 と R2は実績 
 

【㎡】 
+984㎡（対 H27比） 基準値 

推 計（※長寿命化等対策を実施した場合） 実 績 
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10.5 個別施設計画に基づく維持管理・更新等に係る経費の見込み （令和 3年度時点） 

 

■「公共施設等の適正管理の更なる推進について（平成 30年 4月 25日付総務省自治財政局財務調査課事務

連絡）」に基づき、公共施設等の維持管理・更新等に係る経費の見込みを下記の条件で試算・集計しました。 

 

維持管理・更新等に係る経費見込額の試算・集計条件 

【対象施設】 

●本市が保有する「公共施設」及び「インフラ施設」 

※公共施設：学校教育系施設、市民文化系施設、行政系施設等の建築物 

※インフラ施設：道路、橋梁、河川、公園、上水道、下水道等及びそれらと一体となった建築物。本計画にお

いて「公共施設」に分類する「公園、上水道、下水道」の建物（ハコモノ）も含む。 

 

【対象経費】 

●「維持管理・修繕」、「改修」、「更新等」の経費 

※「維持管理・修繕」：施設、設備、構造物等の機能の維持のために必要となる点検・調査、補修、修繕などを

いう。なお、補修、修繕については、補修、修繕を行った後の効用が当初の効用を上回らないものをいう。例

えば、法令に基づく法定点検や施設管理者の判断で自主的に行う点検、点検結果に基づく消耗部品の取

替え等の軽微な作業、外壁コンクリートの亀裂の補修等を行うこと。 

※「改修」：公共施設等を直すこと。改修を行った後の効用が当初の効用を上回るものをいう。例えば、耐震改

修、長寿命化改修など。転用も含む。 

※「更新等」：老朽化等に伴い機能が低下した施設等を取り替え、同程度の機能に再整備すること。除却も含

む。 

 

【対象期間】 

●本計画の初年度から 40年間（平成 29年度（2017年度）～令和 38年度（2056年度）） 

●本計画の初年度から 10年間（平成 29年度（2017年度）～令和 8年度（2026年度）） 

※平成 28年度から令和 17年度までの 20年間を本計画の期間としているが、本計画は平成 29年 3月に策定

されており、実質的には平成 29年度が初年度となることから、試算における初年度を平成 29年度とする。 

 

【試算・集計方法】 

●個別施設計画に基づいて、次の 2ケースで経費見込額を試算し、その結果を一般会計、企業会計ごとに集計

する。 

①施設を耐用年数経過時に単純更新した場合 

②個別施設計画に基づき、施設の長寿命化、統合・複合化、更新、廃止等の対策を実施した場合 

●「現在要している維持管理・更新等に係る経費」と「対策の効果額」についても併せて算出し、一般会計、企業

会計ごとに集計する。 
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(1) 公共施設等の維持管理・更新等に係る経費の見込み（一般会計） 

① 公共施設（一般会計） 

１） 耐用年数経過時に単純更新した場合 

■公共施設を耐用年数経過時に単純更新した場合、一般会計においては、平成 29年度から 10年間で約 333

億円（1年当たり平均約 33.3億円）、40年間で約 1,024億円（1年当たり平均約 25.6億円）の維持管理・更新

等経費が必要となる見込みです。 

■更新等に係る経費が 40年間で約 741億円となり、総額の約 72％を占めています。 

■令和元年度から令和 11年度までに更新等が集中していることから、耐用年数を既に経過した施設又は今後 10

年以内に耐用年数を迎える施設が多いことが分かります。 

公共施設の維持管理・更新等経費の推計（一般会計・単純更新：H29～R38） 

  

対象期間 
維持管理 
・修繕（①） 

改修（②） 更新等（③） 
合計（④） 
（①+②+③） 

10年間（H29～R8） 3,707 5,966 23,671 33,345 

40年間（H29～R38） 14,441 13,905 74,094 102,439 
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維持管理・修繕 改修 更新等

【億円】 

※数値の端数処理の関係上、合計値が一致しない箇所があります。 

【単位：百万円】 

公共施設（一般会計） 

単純更新の場合 

維持管理・更新等経費 

40年間平均 約 25.6億円/年 

●公共施設（一般会計）：単純更新の場合 
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2） 長寿命化等の対策を実施した場合 

■個別施設計画に基づき、公共施設の長寿命化、統合・複合化等の対策を実施した場合、一般会計においては、

平成 29年度から 10年間で約 196億円（1年当たり平均約 19.6億円）、40年間で約 847億円（1年当たり

平均約 21.2億円）の維持管理・更新等経費が必要となる見込みです。 

■長寿命化等対策を実施することで、単純更新の場合と比べて、平成 29年度から 10年間で約 137億円（1年

当たり約 13.7億円）、40年間で約 178億円（1年当たり約 4.4億円）削減できる見込みです。 

■平成 29年度から令和 2年度までの 4年間で、公共施設の維持管理・更新等に約 50億円（1年当たり約 12.4

億円）を要しています。 

公共施設の維持管理・更新等経費の推計（一般会計・長寿命化等対策実施：H29～R38） 

 

対象期間 
維持管理 
・修繕（①） 

改修（②） 更新等（③） 
合計（④） 
（①+②+③） 

単純更新の
場合（⑤） 

対策の効果 
（④-⑤） 

10年間（H29～R8） 3,498 6,341 9,810 19,648 33,345 -13,696 

40年間（H29～R38） 18,078 17,941 48,656 84,676 102,439 -17,763 

●現在要している維持管理・更新等経費（公共施設・一般会計） 

対象期間 
維持管理 
・修繕（①） 

改修（②） 更新等（③） 
合計（④） 
（①+②+③） 

年平均（④÷４） 

4年間（H29～R2） 974 2,087 1,894 4,955 1,239 
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維持管理・修繕 改修 更新等
【億円】 

【単位：百万円】 

※数値の端数処理の関係上、合計値が一致しない箇所があります。 

【単位：百万円】 

単純更新の場合 

年平均 約 25.6億円 

対策の効果 

40年間：約-178億円 

1年当たり：約-4.4億円 

●公共施設（一般会計）：対策実施の場合 

実績 推計（※長寿命化等対策を実施した場合） 

公共施設（一般会計） 

対策実施の場合 

維持管理・更新等経費 

40年間平均 約 21.2億円/年 
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② インフラ施設（一般会計） 

１） 耐用年数経過時に単純更新した場合 

■インフラ施設を耐用年数経過時に単純更新した場合、一般会計においては、平成 29年度から 10年間で約 78

億円（1年当たり平均約 7.8億円）、40年間で約 296億円（1年当たり平均約 7.4億円）の維持管理・更新等経

費が必要となる見込みです。 

■改修等に係る経費が 40年間で約 154億円となり、総額の約 52％を占めています。 

■更新等に係る経費は 40年間で約 67億円（総額の約 22.6％）となり、公共施設と比べると総額に占める割合が

低くなっています。 

インフラ施設の維持管理・更新等経費の推計（一般会計・単純更新：H29～R38） 

  

対象期間 
維持管理 
・修繕（①） 

改修（②） 更新等（③） 
合計（④） 
（①+②+③） 

10年間（H29～R8） 1,548 4,229 1,975 7,752 

40年間（H29～R38） 7,523 15,404 6,701 29,629 
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維持管理・修繕 改修 更新等

【億円】 

【単位：百万円】 

※数値の端数処理の関係上、合計値が一致しない箇所があります。 

インフラ施設（一般会計） 

単純更新の場合 

維持管理・更新等経費 

40年間平均 約 7.4億円/年 

●インフラ施設（一般会計）：単純更新の場合 
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2） 長寿命化等の対策を実施した場合 

■個別施設計画に基づき、インフラ施設の長寿命化等対策を実施した場合、一般会計においては、平成 29年度

から 10年間で約 49億円（1年当たり平均約 4.9億円）、40年間で約 169億円（1年当たり平均約 4.2億円）

の維持管理・更新等経費が必要となる見込みです。 

■長寿命化等対策を実施することで、単純更新の場合と比べて、平成 29年度から 10年間で約 29億円（1年当

たり約 2.9億円）、40年間で約 127億円（1年当たり約 3.2億円）削減できる見込みです。 

■平成 29年度から令和 2年度までの 4年間で、一般会計におけるインフラ施設の維持管理・更新等に約 16億

円（1年当たり約 4.0億円）を要しています。 

インフラ施設の維持管理・更新等経費の推計（一般会計・長寿命化等対策実施：H29～R38） 

 

対象期間 
維持管理 
・修繕（①） 

改修（②） 更新等（③） 
合計（④） 
（①+②+③） 

単純更新の
場合（⑤） 

対策の効果 
（④-⑤） 

10年間（H29～R8） 2,117 1,173 1,583 4,872 7,752 -2,880 

40年間（H29～R38） 7,359 2,028 7,506 16,892 29,629 -12,736 

●現在要している維持管理・更新等経費（インフラ施設・一般会計） 

対象期間 
維持管理 
・修繕（①） 

改修（②） 更新等（③） 
合計（④） 
（①+②+③） 

年平均（④÷４） 

4年間（H29～R2） 702 433 443 1,578 395 
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維持管理・修繕 改修 更新等
【億円】 

【単位：百万円】 

【単位：百万円】 

単純更新の場合 

年平均 約 7.4億円 

●インフラ施設（一般会計）：対策実施の場合 

※数値の端数処理の関係上、合計値が一致しない箇所があります。 

実績 推計（※長寿命化等対策を実施した場合） 
 

インフラ施設（一般会計） 

対策実施の場合 

維持管理・更新等経費 

40年間平均 約 4.2億円/年 対策の効果 

40年間：約-127億円 

1年当たり：約-3.2億円 
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③ 公共施設＋インフラ施設（一般会計） 

１） 耐用年数経過時に単純更新した場合 

■公共施設とインフラ施設を耐用年数経過時に単純更新した場合、一般会計においては、平成 29年度から 10

年間で約 411億円（1年当たり平均約 41.1億円）、40年間で約 1,321億円（1年当たり平均約 33.0億円）の

維持管理・更新等経費が必要となる見込みです。 

■更新等に係る経費が 40年間で約 808億円となり、総額の約 61％を占めています。 

■ピーク時である令和 10年度の約 84億円と他の年度の見込みを比較すると、9～73億円の差があり、年度によ

って必要な経費に偏りがあることが分かります。 

維持管理・更新等経費の推計（一般会計・単純更新：H29～R38） 

  

対象期間 
維持管理 
・修繕（①） 

改修（②） 更新等（③） 
合計（④） 
（①+②+③） 

10年間（H29～R8） 5,255 10,194 25,646 41,096 

40年間（H29～R38） 21,964 29,309 80,795 132,068 

  

23

16

67

48

57

34

41

35

51

39
44

84

75

30

17

33

1719

24

32

25

33

39

67

1820

313230

20

35

2526

37

2020
1716

11
14

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2
0
1
7
（
H
2
9
）

2
0
1
8
（
H
3
0
）

2
0
1
9
（
R
1
）

2
0
2
0
（
R
2
）

2
0
2
1
（
R
3
）

2
0
2
2
（
R
4
）

2
0
2
3
（
R
5
）

2
0
2
4
（
R
6
）

2
0
2
5
（
R
7
）

2
0
2
6
（
R
8
）

2
0
2
7
（
R
9
）

2
0
2
8
（
R
1
0
）

2
0
2
9
（
R
1
1
）

2
0
3
0
（
R
1
2
）

2
0
3
1
（
R
1
3
）

2
0
3
2
（
R
1
4
）

2
0
3
3
（
R
1
5
）

2
0
3
4
（
R
1
6
）

2
0
3
5
（
R
1
7
）

2
0
3
6
（
R
1
8
）

2
0
3
7
（
R
1
9
）

2
0
3
8
（
R
2
0
）

2
0
3
9
（
R
2
1
）

2
0
4
0
（
R
2
2
）

2
0
4
1
（
R
2
3
）

2
0
4
2
（
R
2
4
）

2
0
4
3
（
R
2
5
）

2
0
4
4
（
R
2
6
）

2
0
4
5
（
R
2
7
）

2
0
4
6
（
R
2
8
）

2
0
4
7
（
R
2
9
）

2
0
4
8
（
R
3
0
）

2
0
4
9
（
R
3
1
）

2
0
5
0
（
R
3
2
）

2
0
5
1
（
R
3
3
）

2
0
5
2
（
R
3
4
）

2
0
5
3
（
R
3
5
）

2
0
5
4
（
R
3
6
）

2
0
5
5
（
R
3
7
）

2
0
5
6
（
R
3
8
）

維持管理・修繕 改修 更新等

【単位：百万円】 

※数値の端数処理の関係上、合計値が一致しない箇所があります。 

一般会計：単純更新の場合 

維持管理・更新等経費 

40年間平均 約 33.0億円/年 

●公共施設＋インフラ施設（一般会計）：単純更新の場合 

【億円】 
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2） 長寿命化等の対策を実施した場合 

■個別施設計画に基づき公共施設等の長寿命化等対策を実施した場合、一般会計においては、平成 29年度か

ら 10年間で約 245億円（1年当たり平均約 24.5億円）、40年間で約 1,016億円（1年当たり平均約 25.4億

円）の維持管理・更新等経費が必要となる見込みです。 

■長寿命化等対策を実施することで、単純更新の場合と比べて、平成 29年度から 10年間で約 166億円（1年

当たり約 16.6億円）、40年間で約 305億円（1年当たり約 7.6億円）削減できる見込みです。 

■平成 29年度から令和 2年度までの 4年間で、一般会計における公共施設とインフラ施設の維持管理・更新等

に約 65億円（1年当たり約 16.3億円）を要しています。 

維持管理・更新等経費の推計（一般会計・長寿命化等対策実施：H29～R38） 

 

対象期間 
維持管理 
・修繕（①） 

改修（②） 更新等（③） 
合計（④） 
（①+②+③） 

単純更新の
場合（⑤） 

対策の効果 
（④-⑤） 

10年間（H29～R8） 5,614 7,514 11,392 24,520 41,096 -16,576 

40年間（H29～R38） 25,437 19,969 56,162 101,568 132,068 -30,500 

●現在要している維持管理・更新等経費（公共施設＋インフラ施設・一般会計） 

対象期間 
維持管理 
・修繕（①） 

改修（②） 更新等（③） 
合計（④） 
（①+②+③） 

年平均（④÷４） 

4年間（H29～R2） 1,675 2,521 2,337 6,533 1,633 
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維持管理・修繕 改修 更新等

【単位：百万円】 

単純更新の場合 

年平均 約 33.0億円 対策の効果 

40年間：約-305億円 

1年当たり：約-7.6億円 

一般会計：対策実施の場合 

維持管理・更新等経費 

40年間平均 約 25.4億円/年 

●公共施設＋インフラ施設（一般会計）：対策実施の場合 

【億円】 

【単位：百万円】 

※数値の端数処理の関係上、合計値が一致しない箇所があります。 

実績 推計（※長寿命化等対策を実施した場合） 
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(2) インフラ施設の維持管理・更新等に係る経費の見込み（企業会計） 

① インフラ施設（水道事業会計・下水道事業会計） 

１） 耐用年数経過時に単純更新した場合 

■インフラ施設を耐用年数経過時に単純更新した場合、企業会計においては、平成29年度から10年間で約180

億円（1年当たり平均約 18.0億円）、40年間で約 730億円（1年当たり平均約 18.2億円）の維持管理・更新

等経費が必要となる見込みです。 

■更新等に係る経費が 40年間で約 577億円となり、総額の約 79％を占めています。 

インフラ施設の維持管理・更新等経費の推計（企業会計・単純更新：H29～R38） 

  

対象期間 
維持管理 
・修繕（①） 

改修（②） 更新等（③） 
合計（④） 
（①+②+③） 

10年間（H29～R8） 3,310 0 14,736 18,047 

40年間（H29～R38） 15,336 0 57,688 73,024 
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維持管理・修繕 改修 更新等

インフラ施設（企業会計） 

単純更新の場合 

維持管理・更新等経費 

40年間平均 約 18.2億円/年 

【単位：百万円】 

※数値の端数処理の関係上、合計値が一致しない箇所があります。 

●インフラ施設（企業会計）：単純更新の場合 

【億円】 
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2） 長寿命化等の対策を実施した場合 

■個別施設計画に基づき、インフラ施設の長寿命化等対策を実施した場合、企業会計においては、平成 29年度

から 10年間で約 87億円（1年当たり平均約 8.7億円）、40年間で約 597億円（1年当たり平均約 14.9億円）

の維持管理・更新等経費が必要となる見込みです。 

■長寿命化等対策を実施することで、単純更新の場合と比べて、平成 29年度から 10年間で約 93億円（1年当

たり約 9.3億円）、40年間で約 134億円（1年当たり約 3.3億円）削減できる見込みです。 

■平成 29年度から令和 2年度までの 4年間で、企業会計におけるインフラ施設の維持管理・更新等に約 32億

円（1年当たり約 7.9億円）を要しています。 

インフラ施設の維持管理・更新等経費の推計（企業会計・長寿命化等対策実施：H29～R38） 

 

対象期間 
維持管理 
・修繕（①） 

改修（②） 更新等（③） 
合計（④） 
（①+②+③） 

単純更新の
場合（⑤） 

対策の効果 
（④-⑤） 

10年間（H29～R8） 3,045 32 5,629 8,706 18,047 -9,341 

40年間（H29～R38） 15,094 32 44,527 59,653 73,024 -13,372 

●現在要している維持管理・更新等経費（インフラ施設・企業会計） 

対象期間 
維持管理 
・修繕（①） 

改修（②） 更新等（③） 
合計（④） 
（①+②+③） 

年平均（④÷４） 

4年間（H29～R2） 949 32 2,188 3,170 792 
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維持管理・修繕 改修 更新等

【単位：百万円】 

単純更新の場合 

年平均 約 18.2億円 
対策の効果 

40年間：約-134億円 

1年当たり：約-3.3億円 

インフラ施設（企業会計） 

対策実施の場合 

維持管理・更新等経費 

40年間平均 約 14.9億円/年 

●インフラ施設（企業会計）：対策実施の場合 

【億円】 

【単位：百万円】 

※数値の端数処理の関係上、合計値が一致しない箇所があります。 

実績 推計（※長寿命化等対策を実施した場合） 
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(3) 維持管理・更新等に係る経費の見込み（一般会計＋企業会計） 

① 40年間の経費見込み 

■個別施設計画に基づき長寿命化等対策を実施した場合、一般会計と企業会計を合わせて、平成 29年度から

40年間で約 1,612億円（1年当たり平均約 40.3億円）の維持管理・更新等経費が必要となる見込みです。 

■長寿命化等対策を実施することで、単純更新の場合と比べて、平成 29年度から 40年間で約 439億円（1年

当たり約 11.0億円）削減できる見込みです。 

維持管理・更新等経費の推計（一般会計＋企業会計・長寿命化等対策実施：H29～R38） 

 

●公共施設等の維持管理・更新等に係る経費の見込み（平成 29 年度から 40年間）  

区分 
維持管理 
・修繕(①) 

改修(②) 更新等(③) 
合計(④) 

(①＋②＋③) 
単純更新の 
場合（⑤） 

対策の効果
（④-⑤） 

一般会計 

公共施設(a) 18,078  17,941  48,656  84,676  102,439  -17,763  

インフラ施設(b) 7,359  2,028  7,506  16,892  29,629  -12,736  

計(a＋b) 25,437  19,969  56,162  101,568  132,068  -30,500  

企業会計 

公共施設(c) 0  0  0  0  0  0  

インフラ施設(d) 15,094  32  44,527  59,653  73,024  -13,372  

計(c＋d) 15,094  32  44,527  59,653  73,024  -13,372  

公共施設計(a＋c) 18,078  17,941  48,656  84,676  102,439  -17,763  

インフラ施設計(b＋d) 22,452  2,060  52,033  76,545  102,653  -26,108  

合計(a＋b＋c＋d) 40,531  20,001  100,689  161,221  205,092  -43,871  
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維持管理・修繕 改修 更新等【億円】 

※数値の端数処理の関係上、合計値が一致しない箇所があります。 

実績 推計（※長寿命化等対策を実施した場合） 
 

【単位：百万円】 

対策実施の場合 

維持管理・更新等経費 

40年間平均 約 40.3億円/年 

単純更新の場合 

年平均 約 51.3億円 

対策の効果 

40年間：約-439億円 

1年当たり：約-11億円 
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② 10年間の経費見込み 

■個別施設計画に基づき長寿命化等対策を実施した場合、一般会計と企業会計を合わせて、平成 29年度から

10年間で約 332億円（1年当たり平均約 33.2億円）の維持管理・更新等経費が必要となる見込みです。 

■長寿命化等対策を実施することで、単純更新の場合と比べて、平成 29年度から 10年間で約 259億円（1年

当たり約 25.9億円）削減できる見込みです。 

■一般会計と企業会計を合わせて、平成 29年度から令和 2年度までの 4年間で、公共施設等の維持管理・更

新等に約 97億円（1年当たり約 24.3億円）を要しています。 

維持管理・更新等経費の推計（一般会計＋企業会計・長寿命化等対策実施：H29～R8） 

 

●公共施設等の維持管理・更新等に係る経費の見込み（平成 29 年度から 10年間）  

区分 
維持管理 
・修繕(①) 

改修(②) 
更新等
(③) 

合計(④) 
(①＋②＋③) 

単純更新の
場合（⑤） 

対策の効
果（④-⑤） 

現在要して
いる経費
（H29～R2

平均） 

一般会計 

公共施設(a) 3,498  6,341  9,810  19,648  33,345  -13,696  1,239  

インフラ施設(b) 2,117  1,173 1,583 4,872 7,752 -2,880 395  

計(a＋b) 5,614 7,514 11,392 24,520 41,096 -16,576 1,633  

企業会計 

公共施設(c) 0  0  0  0  0  0  0  

インフラ施設(d) 3,045 32 5,629 8,706 18,047 -9,341 792  

計(c＋d) 3,045 32 5,629 8,706 18,047 -9,341 792  

公共施設計(a＋c) 3,498 6,341 9,810 19,648 33,345 -13,696 1,239  

インフラ施設計(b＋d) 5,161 1,205 7,211 13,578 25,798 -12,221 1,187  

合計(a＋b＋c＋d) 8,659 7,546 17,021 33,226 59,143 -25,917 2,426  
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維持管理・修繕 改修 更新等

実績 推計（※長寿命化等対策を実施した場合） 

※数値の端数処理の関係上、合計値が一致しない箇所があります。 

【億円】 

【単位：百万円】 

対策実施の場合 

維持管理・更新等経費 

10年間平均 約 33.2億円/年 

単純更新の場合 

年平均 約 59.1億円 

対策の効果 

10年間：約-259億円 

1年当たり：約-25.9億円 
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一般財源 国県支出金 その他補助金 地方債 基金

③ 財源の見込み 

■個別施設計画に基づく経費見込を集計した結果、長寿命化等対策を実施した場合の財源として、一般会計にお

いては、平成 29年度から 10年間で一般財源が約 116億円、国県支出金が約 41億円、その他補助金が約

0.7億円、地方債が約 81億円、基金が約 7億円と見込まれています。 

■一方、企業会計においては、平成 29年度から 10年間で一般財源が約 74億円、国県支出金が約 8億円、地

方債が約 4億円と見込まれています。 

財源見込み（一般会計＋企業会計・長寿命化等対策実施：H29～R8） 

 

●公共施設等の維持管理・更新等に係る経費の財源見込み（対策実施：平成 29年度から 10 年間） 

区分 
一般財源

(①) 
国県支出金 

(②) 
その他 

補助金(③) 
地方債(④) 基金（⑤） 

合計 

(①＋②＋③

＋④＋⑤) 

一般会計 

公共施設(a) 9,659 2,445 70 6,775 700 19,648 

インフラ施設(b) 1,934 1,636 0 1,301 0 4,872 

計(a＋b) 11,593 4,081 70 8,076 700 24,520 

企業会計 

公共施設(c) 0 0 0 0 0 0 

インフラ施設(d) 7,440 836 0 430 0 8,706 

計(c＋d) 7,440 836 0 430 0 8,706 

公共施設計(a＋c) 9,659 2,445 70 6,775 700 19,648 

インフラ施設計(b＋d) 9,374 2,472 0 1,731 0 13,578 

合計(a＋b＋c＋d) 19,033 4,917 70 8,506 700 33,226 

  

【億円】 

実績 推計（※長寿命化等対策を実施した場合） 
 

※数値の端数処理の関係上、合計値が一致しない箇所があります。 

【単位：百万円】 
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ポイント 

【一般会計（公共施設・インフラ施設）】 

●長寿命化等対策を実施した場合、平成 29年度から 40年間で、約 1,016億円（年平均約 25.4

億円）の維持管理・更新等経費が必要となる見込み。 

●単純更新の場合と比べて、40年間で約 305億円（1年当たり約 7.6億円）削減できる見込み。 

 

 

【企業会計（インフラ施設）】 

●長寿命化等対策を実施した場合、平成 29年度から 40年間で、約 597億円（年平均約 14.9

億円）の維持管理・更新等経費が必要となる見込み。 

●単純更新の場合と比べて、40年間で約 134億円（1年当たり約 3.3億円）削減できる見込み。 
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10.6 「財政見通し」と「個別施設計画に基づく経費見込み」の比較 

 

■「9.2 財政の見通し」にて示した「投資的経費等見込額」は、財政担当課が全庁的な視点で試算した見込額であ

り、本市における令和 22 年度までの公共施設等の維持補修、更新等に係る経費の上限額とも言えます。一方

で、前述の「個別施設計画に基づく維持管理・更新等に係る経費見込額」は、策定済みの個別施設計画に基づ

き、公共施設及びインフラ施設を所管する担当課が各自で試算した結果を集計した見込額であり、「投資的経費

等見込額」とは一致しません。 

■そのため、ここでは「財政見通しに基づく投資的経費等見込額」と「個別施設計画に基づく維持管理・更新等に係

る経費見込額」を下記の条件で比較し、財源の不足見込額を試算しました。 

 

「財政見通し」と「個別施設計画に基づく経費見込み」の比較条件 

【比較する経費】 

●「①投資的経費等見込額」 

・「9.2（2）投資的経費等の見通し」（158～159 頁参照）に記載の公共施設等の維持補修、更新等に係る経

費見込額 

※一般会計：投資的経費＋維持補修費 

※企業会計：建設改良費＋修繕費・工事請負費 

 

●「②個別施設計画に基づく維持管理・更新等経費見込額」 

・「10.5 個別施設計画に基づく維持管理・更新等に係る経費の見込み」（226～238 頁参照）において試算・

集計した経費見込額 

※長寿命化等対策を実施した場合の見込額 

※ただし、②の見込額には、保守点検、調査等の委託費が含まれている一方で、①の見込額には保守点検等

委託費が含まれていないため、②の見込額から「保守点検等委託費に係る見込額」を差し引いた値を使用

する。 

 

【対象期間】 

●財政見通しに合わせて、令和 3年度（2021年度）から令和 22年度（2040年度）までの 20年間とする。 

 

【試算方法】 

●一般会計、企業会計ごとに、次の式にて財源の不足見込額を試算する。 

・「①投資的経費等見込額」－「②個別施設計画に基づく維持管理・更新等経費見込額」＝「③財源不足見

込額」 
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(1) 一般会計における比較 

① 財政見通しに基づく投資的経費等見込額 

■中長期財政見通しでは、一般会計における公共施設等の投資的経費等見込額は、令和 3年度から令和 22年

度までの 20年間で総額約 389億円（公共施設：約 215億円、インフラ施設：約 174億円）、年平均約 19.5億

円（公共施設：約 10.8億円、インフラ施設：約 8.7億円）となる見込みです。 

投資的経費＋維持補修費の推計（一般会計：R3～R22） 

  

 

② 個別施設計画に基づく維持管理・更新等経費見込額（長寿命化等対策実施） 

■個別施設計画に基づく試算では、一般会計における公共施設等の維持管理・更新等経費は、長寿命化等対策

を実施した場合でも、令和3年度から令和22年度までの20年間で総額約537億円（公共施設：約446億円、

インフラ施設：約 91億円）、年平均約 26.9億円（公共施設：約 22.3億円、インフラ施設：約 4.6億円）が必要と

なる見込みです。なお、対策を実施しない場合は、必要な経費が約 756億円まで増加する見込みです。 

維持管理・更新等経費の推計（一般会計・長寿命化等対策実施：R3～R22） 
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子育て支援施設 保健・福祉施設 行政系施設 公営住宅

その他公共施設 公園 道路 その他インフラ施設

【億円】 
②維持管理・更新等経費見込額 

20年間総額 約 537億円 

     年平均 約 26.9億円 

参考：単純更新の場合 

20年間約 756億円 

年平均約 37.8億円 

【億円】 

<出典> 中長期財政見通し（令和 3年 7月時点） ※R3は令和 3年 7月時点の決算見込み 

①投資的経費等見込額 

20年間総額 約 389億円 

年平均 約 19.5億円 
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■用途別の割合は、学校教育系施設が約 162億円と最も多額の維持管理・更新等経費が必要となる見込みであ

り、全体の 30.2％を占めています。続いて、行政系施設 15％（約 81億円）、スポーツ・レクリエーション系施設

14.8％（約 80億円）、道路 8.7％（約 47億円）、公園 6.1％（約 33億円）となる見込みです。 

維持管理・更新等経費の用途別割合（一般会計・長寿命化等対策実施：R3～R22） 

  

 

■個別施設計画に基づく試算では、一般会計における公共施設等の維持管理・更新等経費の財源は、長寿命化

等対策を実施した場合、令和 3年度から令和 22年度までの 20年間で、一般財源が約 286億円（年平均約

14.3億円）、国県支出金が約 79億円（年平均約 4億円）、その他補助金が約 0.5億円、地方債が約 146億

円（年平均約 7.3億円）、基金が約 25億円と見込まれています。 

維持管理・更新等経費の財源見込み（一般会計・長寿命化等対策実施：R3～R22） 
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【データラベルの見方】 

①施設類型名（大分類） 

②20 年間経費見込総額（千円） 

③割合（％） 

【億円】 

学校教育系施設

16,217,842

30.2%

市民文化系施設

2,285,020

4.3%

社会教育系施設

1,946,320

3.6%

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系

施設

7,951,011

14.8%

子育て支援施設

2,033,927

3.8%

保健・福祉施設

2,839,184

5.3%

行政系施設

8,070,888

15.0%

公営住宅

941,622

1.8%

その他公共施設

2,316,210

4.3%

公園

3,296,480

6.1%

道路

4,653,849

8.7%

その他インフラ施設

1,184,952

2.2%
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③ 財源不足見込額の試算 

■「①財政見通しに基づく投資的経費等見込額」と「②個別施設計画に基づく維持管理・更新等経費見込額」を比

較した結果、一般会計においては、個別施設計画に基づき長寿命化等対策を実施したとしても、令和 3年度か

ら令和 22年度までの 20年間で総額約 148億円、年平均約 7.4億円の財源が不足する見込みです。なお、

長寿命化等対策を実施しないと、財源不足額が約 367億円（年平均約 18.3億円）まで増加する見込みです。 

財源不足額の推計（一般会計・長寿命化等対策実施：R3～R22） 

    

区分 
①投資的経費等 

見込額 
②維持管理・更新
等経費見込額 

差額（③財源不足
見込額）（①-②） 

不足見込額 
年平均（③÷20） 

公共施設 
21,493 

（1,075） 

44,602 

（2,230） 
-23,109 -1,155 

インフラ施設 
17,412 

（871） 

9,135 

（457） 
8,276 414 

合計 
38,905 

（1,945） 

53,737 

（2,687） 
-14,832 -742 
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①投資的経費等見込額 ②維持管理・更新等経費見込額 ③財源不足見込額（①-②）

【億円】 

●財源不足見込額の試算結果（一般会計・対策実施：令和 3年度から 20年間） 【単位：百万円】 

※（ ）内の数値は、当該見込額の年平均値 

※数値の端数処理の関係上、合計値が一致しない箇所があります。 

参考：単純更新の場合 

20年間 約 367億円不足 

年平均 約 18.3億円不足 

③財源不足見込額 

20年間総額 約 148億円 不足 

     年平均 約 7.4億円 不足 
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■財源別の試算では、一般会計においては、長寿命化等対策を実施した場合、令和 3年度から令和 22年度まで

の 20年間で一般財源が約 128億円（年平均約 6.4億円）、地方債が約 29億円（年平均約 1.5億円）不足す

る見込みです。ただし、特定財源（国県支出金）の余剰見込額約9億円（年平均約0.5億円）を一般財源に充当

することで、一般財源の不足見込額は約 119億円（年平均約 5.9億円）となる見込みです。 

財源別の比較（一般会計・長寿命化等対策実施：R3～R22） 

  

 

 

区分 
一般財源
（A） 

特定財源
（国県支出
金等）（B） 

地方債（C） 
繰入金 
（基金等） 
（D） 

合計（E）
（A+B+C+D） 

年平均 
（E÷20） 

①投資的経費等 
見込額 

15,782 8,923 11,699 2,500 38,905 1,945 

②維持管理・更新 
等経費見込額 

28,603 8,001 14,633 2,500 53,737 2,687 

③財源不足見込額 
（①-②） 

-12,821 922 -2,934 0 -14,832 -742 

不足見込額 
年平均（③÷20） 

-641 46 -147 0 -742  
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【単位：百万円】 

【億円】 

※数値の端数処理の関係上、合計値が一致しない箇所があります。 

●財源別の試算結果（一般会計・対策実施：令和 3年度から 20年間） 
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(2) 企業会計における比較 

① 財政見通しに基づく投資的経費等見込額 

■上下水道課データに基づく推計では、企業会計におけるインフラ施設の投資的経費等見込額は、令和 3年度か

ら令和22年度までの20年間で総額約202億円（水道事業会計：約125億円、下水道事業会計：約77億円）、

年平均約 10.1億円（水道事業会計：約 6.3億円、下水道事業会計：約 3.8億円）となる見込みです。 

建設改良費＋修繕費・工事請負費の推計（企業会計：R3～R22） 

  

 

② 個別施設計画に基づく維持管理・更新等経費見込額（長寿命化等対策実施） 

■個別施設計画に基づく試算では、企業会計におけるインフラ施設の維持管理・更新等経費は、長寿命化等対策

を実施した場合でも、令和 3年度から令和 22年度までの 20年間で総額約 269億円（水道事業会計：約 211

億円、下水道事業会計：約 57億円）、年平均約 13.4億円（水道事業会計：約 10.6億円、下水道事業会計：

約 2.9億円）が必要となる見込みです。 

維持管理・更新等経費の推計（企業会計・長寿命化等対策実施：R3～R22） 
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【億円】 

①投資的経費等見込額 

20年間総額 約 202億円 

年平均 約 10.1億円 

<出典> 上下水道課データ 

②維持管理・更新等経費見込額 

20年間総額 約 269億円 

     年平均 約 13.4億円 

参考：単純更新の場合 

20年間約 284 億円 

年平均約 14.2 億円 

【億円】 
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■用途別の割合は、上水道（水道事業会計）が約 211億円と、企業会計におけるインフラ施設の維持管理・更新

等経費の 78.7％を占めており、下水道（下水道事業会計）は 21.3％（約 57億円）となる見込みです。 

維持管理・更新等経費の用途別割合（企業会計・長寿命化等対策実施：R3～R22） 

  

 

 

■個別施設計画に基づく試算では、企業会計におけるインフラ施設の維持管理・更新等経費の財源は、長寿命化

等対策を実施した場合、令和 3年度から令和 22年度までの 20年間で、一般財源が約 242億円（年平均約

12.1億円）、国県支出金が約 17億円（年平均約 0.9億円）、地方債が約 9億円（年平均約 0.5億円）と見込ま

れています。 

維持管理・更新等経費の財源見込み（企業会計・長寿命化等対策実施：R3～R22） 
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【データラベルの見方】 

①施設類型名（大分類） 

②20 年間経費見込総額（千円） 

③割合（％） 

上水道

21,149,415

78.7%

下水道

5,715,635

21.3%

【億円】 
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③ 財源不足見込額の試算 

■「①財政見通しに基づく投資的経費等見込額」と「②個別施設計画に基づく維持管理・更新等経費見込額」を比

較した結果、企業会計においては、個別施設計画に基づき長寿命化等対策を実施したとしても、令和 3年度か

ら令和 22年度までの 20年間で総額約 67億円、年平均約 3.3億円の財源が不足する見込みです。なお、長

寿命化等対策を実施しないと、財源不足額が約 82億円（年平均約 4.1億円）まで増加する見込みです。 

財源不足額の推計（企業会計・長寿命化等対策実施：R3～R22） 

    

区分 
①投資的経費等 

見込額 
②維持管理・更新
等経費見込額 

差額（③財源不足
見込額）（①-②） 

不足見込額 
年平均（③÷20） 

水道事業会計 
12,506 

（625） 

21,149 

（1,057） 
-8,643 -432 

下水道事業会計 
7,706 

（385） 

5,716 

（286） 
1,990 99 

合計 
20,212 

（1,011） 

26,865 

（1,343） 
-6,653 -333 
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①投資的経費等見込額 ②維持管理・更新等経費見込額 ③財源不足見込額（①-②）

③財源不足見込額 

20年間総額 約 67億円 不足 

    年平均 約 3.3億円 不足 

●財源不足見込額の試算結果（企業会計・対策実施：令和 3年度から 20年間） 【単位：百万円】 

※（ ）内の数値は、当該見込額の年平均値 

※数値の端数処理の関係上、合計値が一致しない箇所があります。 

参考：単純更新の場合 

20 年間 約 82億円不足 

年平均 約 4.1億円不足 

【億円】 
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(3) 財源不足額の見込み（一般会計＋企業会計） 

■前頁までの一般会計と企業会計の試算結果を合算すると、本市においては、令和 3年度から令和 22年度まで

の 20年間で、総額約 806億円（年平均約 40.3億円）の維持管理・更新等経費が必要となる見込みです。 

■一方で、投資的経費、建設改良費等の財源は、総額約 591億円（年平均約 29.6億円）と見込んでおり、個別

施設計画に基づき長寿命化等対策を実施したとしても、差額である約 215億円（年平均約 10.7億円）が今後

20年間で不足する見込みです。 

財源不足額の推計（一般会計＋企業会計・長寿命化等対策実施：R3～R22） 

    

区分 
①投資的経費等 

見込額 

②維持管理・更新等 

経費見込額 

差額（③財源不足 

見込額）（①-②） 

不足見込額年平均

（③÷20） 

一般会計 

公共施設(a) 
21,493 
（1,075） 

44,602 
（2,230） 

-23,109 -1,155 

インフラ施設(b) 
17,412 
（871） 

9,135 
（457） 

8,276 414 

計(a＋b) 
38,905 
（1,945） 

53,737 
（2,687） 

-14,832 -742 

企業会計 インフラ施設(c) 
20,212 
（1,011） 

26,865 
（1,011） 

-6,653 -333 

インフラ施設計(b＋c) 
37,624 
（1,881） 

36,000 
（1,800） 

1,624 81 

合計(a＋b＋c) 
59,117 
（2,956） 

80,602 
（4,030） 

-21,485 -1,074 
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①投資的経費等見込額 ②維持管理・更新等経費見込額 ③財源不足見込額（①-②）

【億円】 

●財源不足見込額の試算結果（一般会計＋企業会計・対策実施：令和 3年度から 20年間） 【単位：百万円】 

③財源不足見込額 

20年間総額 約 215億円 不足 

    年平均 約 10.7億円 不足 

※（ ）内の数値は、当該見込額の年平均値 

※数値の端数処理の関係上、合計値が一致しない箇所があります。 

参考：単純更新の場合 

20年間 約 449億円不足 

年平均 約 22.4億円不足 
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■長寿命化等対策を実施しないと、財源不足額が約 449 億円（年平均約 22.4 億円）まで増加する見込みである

ことから、まずは個別施設計画に定める対策を確実に実施することが重要です。 

■試算の条件・方法が異なるため単純な比較はできませんが、本計画策定時（平成 28 年度）に行った試算結果

（31～37 頁参照）と比べると、１年当たりの財源不足見込額が、一般会計と企業会計を合わせて約 25.3 億円

少ない見込みとなりました。 

■ただし、企業会計については、個別施設計画が一部未策定のため、上水道及び下水道の一部施設（上水道ポ

ンプ場、調整池、あじさいエコパーク等）に係る維持管理・更新等経費見込額が少なく計上されていることから、

財源不足見込額は今回の試算結果よりも増加する見込みです。 

 

ポイント 

【一般会計（公共施設・インフラ施設）】 

●「財政見通し」と「個別施設計画に基づく経費見込み」を比較すると、個別施設計画に定める長

寿命化等対策を実施しても、令和 3年度から令和 22年度までの20年間で総額約 148億円、

年平均約 7.4億円の財源が不足する見込み。 

●内訳は、一般財源が約 119億円（年平均約 5.9億円）、地方債が約 29億円（年平均約 1.5

億円）不足する見込み。 

●長寿命化等対策を実施しないと、財源不足額が約 367億円（年平均約 18.3億円）まで増加す

る見込み。 

 

 

【企業会計（インフラ施設）】 

●個別施設計画に定める長寿命化等対策を実施しても、令和 3年度から令和 22年度までの 20

年間で総額約 67億円、年平均約 3.3億円の財源が不足する見込み。 

●個別施設計画が一部未策定のため、上水道及び下水道の一部施設（上水道ポンプ場、調整

池、あじさいエコパーク等）に係る維持管理・更新等経費見込額が少なく計上されていることか

ら、財源不足見込額は今回の試算結果よりも増加する見込み。 

●長寿命化等対策を実施しないと、財源不足額が約 82億円（年平均約 4.1 億円）まで増加する

見込み。 
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10.7 個別施設計画に基づく数値目標の再設定 （令和 3年度時点） 

(1) 数値目標の再設定 

■前述のとおり、「財政見通しに基づく投資的経費等見込額」と「個別施設計画に基づく維持管理・更新等経費見

込額」を比較した結果、個別施設計画に定めた各種対策（長寿命化、統合・複合化、民営化、廃止等）を実施し

たとしても、一般会計、企業会計はともに多額の財源が不足する見込みであることが分かりました。（239～248

頁参照） 

■今回の試算結果を踏まえ、改めて本計画における数値目標を以下のとおり設定します。 

 

① 一般会計における公共施設・インフラ施設の数値目標 

■一般会計における公共施設・インフラ施設を維持していくためには、個別施設計画に定める長寿命化等対策を

実施した場合でも、今後年間約 7.4億円（令和 3年度から令和 22年度までの 20年間で約 148億円）の財源

が不足するという試算結果になりましたが、この不足見込額は、「社会教育系施設」、「スポーツ・レクリエーション

施設」、「子育て支援施設」及び「保健・福祉施設」の維持管理・更新等見込額の合計金額に相当します。個別

施設計画において統合、民営化、廃止を検討している施設に加えて、これら 4類型の施設を全て廃止（総延床

面積の約 26％（約 43,600㎡）を削減）すれば財源不足を解消することができますが、現実的ではありません。 

■そのため、一般会計における公共施設・インフラ施設については、個別施設計画に定める対策の実施（年間10.9

億円のコスト縮減）を必須とした上で、次頁の各種取組を実施し、公共施設等の最適化を図ることで、年間の維

持管理・更新等経費を 7.4億円縮減し、上限見込額 19.5億円以内に抑えることを目標とします。 

公共施設・インフラ施設の年間コスト縮減目標（一般会計） 

・長寿命化等対策によるコスト縮減（10.9億円縮減）に加えて、各種取組により 7.4億円縮減し、 

年間の維持管理・更新等経費を上限見込額 19.5億円以内に抑える 

 
 

耐用年数経過時に単純更新し、長寿命化等対策を実施しなかった場合 

20年間総額：約 756億円 ・ 年間：約 37.8億円 

 
 

個別施設計画に定める長寿命化等対策を実施 

20年間総額：約 537億円 ・ 年間：約 26.9億円 
 

 
 

財政見通しに基づく上限見込額 

総額：約 389億円 ・ 年間：約 19.5億円 

財源不足見込額 

総額：約 148億円 
年間：約 7.4億円 

 
 
 

71％ 52％ 0％ 

約 19％縮減※ 上限額（約 52％）以内に抑える 

●維持管理・更新等経費（一般会計：R3～R22） 

長寿命化等対策効果 

年間：約 10.9億円 

未
対
処 
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に相当 
100％ 
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数値目標達成のための取組（一般会計） 

① 個別施設計画の適切な運用 

■年 2回実施している個別施設計画の審査において、公共施設等の整備、改修等に係る事業の必要性を全庁

的な視点から厳格に判断し、必要と判断した事業についても、財政査定において維持管理・更新等経費の圧

縮を図ります。 

② 民間活用の推進 

■PPP/PFI手法導入優先的検討の対象となる事業については、優先的検討規程及び PPP/PFI導入ガイドライン

に基づき、民間活用（PPP/PFI手法の導入、民間施設の活用・借り上げ、民営化等）を積極的に検討・推進し、

公共サービスの向上とともに維持管理・更新等経費の縮減を図ります。 

③ 統合・複合化の推進 

■施設の更新時には、3大方針及び 5原則に基づき、統合・複合化を図り、延床面積及び維持管理・更新等経

費を削減します。なお、個別施設計画において統合・複合化、民営化等を今後検討するとしている施設につい

て統合・複合化等を実施した場合は、維持管理・更新等経費見込額が約510億円となり、財源不足見込額が

年間約 1.4億円削減できる見込です。 

④ ライフサイクルコストの縮減 

■施設設備の改修、更新時には、省エネ化（照明設備の LED化、高機能高効率空調設備・換気設備への更新

など）や再エネ設備の設置等を推進し、ライフサイクルコストの縮減を図ります。 

⑤ 財源の確保 

■維持管理・更新等経費の縮減を図るとともに、財源不足見込額に充当可能な特定財源（国県補助金等）がな

いか調査・研究し、財源の確保に努めます。その他の財源確保の手法として、クラウドファンディングやネーミン

グライツなどの導入も検討し、可能な限り活用していきます。また、普通財産の売却・貸付、行政財産の貸付に

より収入の増加を図ります。 
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② 企業会計におけるインフラ施設の数値目標 

■企業会計におけるインフラ施設の維持管理・更新等経費については、個別施設計画に定める長寿命化等対策

を実施した場合でも、今後年間約 3.3億円（令和 3年度から令和 22年度までの 20年間で約 67億円）の財源

が不足する見込みであることから、個別施設計画に定める対策の実施（年間 0.8億円のコスト縮減）を必須とした

上で、一般会計と同様の各種取組を実施することで、年間の維持管理・更新等経費を 3.3億円縮減し、上限見

込額 10.1億円以内に抑えることを目標とします。 

■この不足見込額は、「下水道施設」の維持管理・更新等経費見込額を上回る金額となっていますが、インフラ施

設は総量を削減することが困難なため、「水道事業経営戦略」及び「下水道事業経営戦略」に基づきライフサイ

クルコストの縮減と財源確保を図ることで、将来にわたって安定的に上水道・下水道事業を継続していきます。 

 

インフラ施設の年間コスト縮減目標（企業会計） 

・長寿命化等対策によるコスト縮減（0.8億円縮減）に加えて、各種取組により 3.3億円縮減し、 

年間の維持管理・更新等経費を上限見込額 10.1億円以内に抑える 

 
 

耐用年数経過時に単純更新し、長寿命化等対策を実施しなかった場合 

20年間総額：約 284億円 ・ 年間：約 14.2億円 

 
 

個別施設計画に定める長寿命化等対策を実施 

20年間総額：約 269億円 ・ 年間：約 13.4億円 
 

 
 

財政見通しに基づく上限見込額 

総額：約 202億円 ・ 年間：約 10.1億円 

財源不足見込額 

総額：約 67億円 
年間：約 3.3億円 

 
 
 

 

  

●維持管理・更新等経費（企業会計：R3～R22） 
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(2) 数値目標の達成に向けて 

■本市では、本計画策定時（平成 28年度）に、「6.1全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策」と「6.2

フォローアップの実施方針」（102～104頁参照）を定め、本計画を推進してきましたが、今回の改訂に当たり、前

述の数値目標の達成に向けて本計画をより実効性の高い計画とするために、新たに以下の方針を追加しまし

た。 

 

① 地方公会計（固定資産台帳）の活用方針 

■本市では、平成 28年度に構築した「公有資産管理 GIS」において、固定資産台帳の情報を公有財産台帳や公

共施設カルテ、地理情報等と紐付けて可視化することで、公共施設等マネジメントの推進に活用しています。

（113頁参照） 

■現在、固定資産台帳は、公有財産台帳と同様に毎年度情報を更新し、「公有資産管理 GIS」のデータ上で紐付

けていますが、固定資産台帳と公有資産台帳の一元化を図ることで、複数の部署で管理している公共施設等の

情報を今よりも適正かつ容易に管理できるようになり、より正確な情報に基づき再配置・統合・複合化等の検討を

行うことが可能になることから、将来的には公有財産台帳との一元化を目指します。 

 

 

② 保有する財産（未利用資産等）の活用や処分に関する基本方針 

■本市では、平成 28年度に本計画を策定する前から未利用資産（普通財産）については、民間事業者等への貸

付や売却を進めてきており、平成 28年度以降も旧伊深村役場庁舎、可茂聖苑跡地等の貸付や旧ふれあいサ

ロン福寿草の譲渡、旧学校給食センター跡地の売却など、未利用資産の有効活用に努めています。 

■今後も、市が所有・管理する必要のない普通財産は、積極的に処分（売却・譲渡等）を行います。また、現在、

民間事業者等へ貸し付けている普通財産についても、譲渡等を検討します。 

■売却・譲渡等が困難な普通財産については、サウンディング型市場調査等により民間事業者等の意向を把握し

た上で、公募による貸付けを進め、未利用資産の有効活用及び維持管理経費の削減を図ります。 

■行政財産についても、未利用スペースがある場合は、民間事業者等に積極的に貸し付け、収入の増加を図りま

す。 
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11. 目指すべき将来像の達成状況 

11.1 市民満足度調査（市民アンケート）結果 

■本市では、平成 28年度に「あるべき全ての公共施設が、市民に愛され、活用されているまち」を目指すべき将来

像に設定し、これまで前述した各種取り組みを実施してきましたが、この将来像の達成状況を把握するために、

毎年実施している市民満足度調査（市民アンケート）において、公共施設への関心度や愛着度等について質問

を設け、市民の意向を調査しています。18歳以上の1,500名の市民（無作為抽出）を対象として実施した令和3

年度までの市民満足度調査の結果は、以下のとおりです。 

 

(1) 公共施設に対する関心度等 

① 公共施設の現状と課題に対する関心度 

■「公共施設の現状と課題に対する関心度」に関する質問については、「大変関心がある」または「少し関心がある」

と回答した人の割合が、令和 3年度は約 64％となり、平成 28年度と比べて約 12ポイント増加しています。 

■公共施設に対する市民の関心は高まっており、公共施設の現状や課題について知りたいと考えている市民が多

いことからも、今後も公共施設カルテ等を毎年更新し、市民との情報共有を積極的に図っていく必要があります。 

調査結果① 「公共施設の現状と課題に対する関心度」 

問１ 美濃加茂市では、今後、公共施設の老朽化に伴い、多くの施設で大規模改修や建替えなどが必要になりま

すが、人口減少や税収減などにより、それらの施設のすべてを建替え、維持していくことは困難となる見込み

です。公共施設の現状や課題についてどのくらい関心がありますか。（○は１つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

年度 1．大変関心がある 2．少し関心がある 3．どちらともいえない 4．あまり関心がない 5．関心がない 無回答 

H28 87 231 119 95 23 57 

R3 116 340 149 76 26 11 

平均 102 286 134 86 25 34 
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② 公共施設の今後のあり方 

■「公共施設の今後のあり方」に関する質問については、「積極的に減らしていくべき」または「できるだけ減らしていく

べき」と回答した人の割合が、令和3年度は約62％となり、平成28年度と比べて約13ポイント増加しています。 

■多くの市民は、限られた財源の中で、現在の公共施設を維持するよりも、一定のサービスを維持しつつ可能な限

り公共施設を削減し、健全な財政を維持することを望んでいることが分かります。 

調査結果② 「公共施設の今後のあり方」 

問２ あなたは、公共施設を今後どのようにしていくべきだと思いますか。適切だと考えるものを選んでください。

（○は１つ） 

１．公共施設の維持には費用がかかるため、積極的に減らしていくべきである 

２．統廃合・複合化・民間活用などにより、一定のサービスを維持しつつもできるだけ公共施設を減らしていくべ

きである 

３．管理運営方法の見直しによる経費削減や利用料金の値上げ、借金などにより、今ある公共施設を維持して

いくべきである 

４．公共施設はまだ不足しているので、他のサービスを削減したり多額の借金をしたりしてでも、公共施設をもっ

と増やしていくべきである 

５．わからない 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

年度 
1．積極的に 

減らしていくべき 

2．できるだけ 

減らしていくべき 

3．今ある公共施設を

維持していくべき 

4．もっと公共施設を

増やしていくべき 
5．わからない 無回答 

H28 37 260 155 23 77 60 

R3 53 391 97 28 129 20 

平均 45 326 126 26 103 40 
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③ 優先的に維持すべき公共施設 

■「優先的に維持すべき公共施設」に関する質問については、「保健・福祉施設」、「学校教育系施設」、「行政系

施設」を優先的に維持すべきと回答した人の割合が、平成 28年度と同様に 6割前後と高く、多くの市民が公共

施設に福祉や教育、防災拠点としての機能を求めていることが分かります。 

■上記の施設に加えて、「市民文化系施設」と「子育て支援施設」も回答者の 50％以上が選択しており、市民ニー

ズの高い施設と言えます。 

調査結果③ 「優先的に維持すべき公共施設」 

問３ 美濃加茂市が将来にわたって優先的に維持していくべきと考える公共施設を５つ選んでください。 

（優先すべきもの５つに○） 

１．市民の文化活動や生涯学習活動を支援する施設（文化会館、文化の森、生涯学習センターなど） 

２．市民の社会教育を支援する施設（図書館、津田左右吉博士記念館など） 

３．ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・観光施設（プラザちゅうたい、西総合運動場、健康の森、太田宿中山道会館など） 

４．子育てを支援する施設（保育園、ほたるの広場、加茂野児童館など） 

５．福祉サービスの提供や保健活動の支援を行う施設（総合福祉会館、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、保健センターなど） 

６．学校教育を行う施設（小学校、中学校 ※体育館、運動場などの学校開放を含む） 

７．災害時の防災拠点となる行政施設（市役所、連絡所） 

８．公営住宅（市営住宅） 

９．公園施設（前平公園、リバーポートパークなど） 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

年度 
1．市民 

文化系  
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教育系 
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ﾚｸ系  

4．子育て

支援 

5．保健・

福祉 
6．学校 7．行政系 

8．公営 

住宅 
9．公園 無回答 

H28 279 234 282 359 381 373 384 62 180 49 

R3 400 239 348 395 482 434 421 82 289 27 

平均 340 237 315 377 432 404 403 72 235 38 
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(2) 公共施設に対する愛着度等 

① 公共施設に対する愛着度 

■「公共施設に対する愛着度」に関する質問については、「とても愛着がある」または「少し愛着がある」と回答した人

の割合が、令和 3年度は約 40％となり、平成 30年度と比べて約 4ポイント増加しています。 

■市民の公共施設に対する愛着度は少しずつ高まってきているものの、「どちらともいえない」「あまり愛着がない」

「愛着がない」と回答した人は、いずれの年度も合わせて 55％を超えています。公共施設を日常的に利用する

人ほど愛着度が高い傾向にあることから、より多くの市民に公共施設を利用してもらえるように、市民ニーズに基

づいてソフト面（サービス）の改善・充実を図る必要があります。 

調査結果④ 「公共施設に対する愛着度」 

問４ 美濃加茂市の公共施設（例：健康の森、太田宿中山道会館、中央図書館、加茂野交流センター、リバーポ

ートパークなど）についてどのくらい愛着がありますか（○は１つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

年度 1．とても愛着がある 2．少し愛着がある 3．どちらともいえない 4．あまり愛着がない 5．愛着がない 無回答 

H30 44 180 165 110 82 36 

R1 42 184 168 110 63 45 

R2 39 234 215 172 99 25 

R3 53 231 195 128 80 31 

平均 45 207 186 130 81 34 
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② 好きな公共施設 

■「好きな公共施設とその理由」をたずねる質問に対して、令和 3年度は「前平公園」を選ぶ市民が最も多く、次い

で「文化の森」、「図書館」に対する市民の愛着度が高いという結果となりました。 

■好きな理由を見ると、多世代がのんびりと快適に過ごすことができる場所、いわゆるサードプレイスが求められてい

ることが分かります。 

調査結果⑤-1 「好きな公共施設とその理由」 （※R3上位 7施設） 

問５ あなたの好きな公共施設（例：文化の森、文化会館、プラザちゅうたい、総合福祉会館、前平公園、生涯学

習センター、など）とその理由を教えてください。 

 

 

順位 施設名 好きな理由（一部抜粋） 

1位 
（125人） 

前平公園 

・子どもから大人まで、全ての世代が有効に活用できるから。 
・自然が豊かで、四季を感じる事が出来るから。 
・子供達が遊びやすい環境に加え、サッカー場や野球場といった運動がで
きる環境があるから。 
・広くて、歩いていて気持ちが良い。 

2位 
（106人） 

文化の森 

・子どもから大人まで遊べて勉強ができる。 
・美味しい食事ができるレストランがあるため。 
・現代アートから子供にむけた企画まであり、市の文化の拠点としての機能
を果たしている。 
・自然と触れ合いながら、広い敷地でのびのび過ごすことができるから。 

3位 
（70人） 

図書館 

・年齢性別問わず利用しやすい。学びたい人が使いやすいから。 
・静かだから。資格試験の勉強でお世話になった。 
・教養を身につけるのに最適。落ち着いた空間が癒し。 
・蔵書リクエストや新刊入荷が早いのでありがたい。スタッフさんの臨機応
変な対応も好感。 

4位 
（52人） 

健康の森 

・森の地形を活かし自然豊か。年齢問わず楽しめる。 
・手ぶらで行って子供と 1日遊べるから。 
・展望台から眺める景色が好きだから。 
・運動不足解消にウォーキングなどが出来る。 

5位 
（41人） 

総合福祉会館
（ｻﾝｻﾝﾙｰﾑ） 

・同年配の方々とのコミュニケーションが取れる。 
・体操が出き、カフェがあり、ゆっくり会話が出き、従業員は親切でありがた
い場所。 
・サンサンルームが好きで子どもとよく行きます。 
・母子の交流の場で、子育ての息抜きになる。 

6位 
（39人） 

中之島公園 
（リバーポートパ
ーク美濃加茂） 

・木曽川を見ながらお茶したり、周辺を散策したりしてリラックスできる。 
・子供から大人まで広々と遊べるから。 
・川も近くにあり色々なイベントもしている。開放感がある。 
・BBQができたり、芝生で遊べたりとリフレッシュできる。 
・他県などからの人も集まりやすく、若い方の交流の場になっているから。 

7位 
（各 29人） 

プラザちゅうたい 
・週 2～3回利用し、楽しんで健康維持に役立っている。 
・スポーツに熱中したり楽しんだりできるから。 

文化会館 
・芸術、発表会、講演等、文化的教養の場であり、主張の場でもあるから。 
・多くのイベントがあるから。 
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■「好きな公共施設」の推移を見てみると、みのかも健康の森が令和 2年度まで 3年連続で 1位になるなど、上位

の施設は固定化されつつあり、多世代が気軽に利用できる施設に対する愛着度が高いことが分かります。 

■5ヶ年の平均を見ると、上位 10施設を好きな公共施設に選んだ人の割合が、合わせて回答者の 95％に上って

いることからも、市民の愛着度が一部の施設に集中していることが読み取れます。市民の愛着度が低い施設や

愛着度が低下傾向にある施設については、改めて市民ニーズに沿った運営ができているか見直すことが必要で

す。 

調査結果⑤-2 好きな公共施設の推移 （※各年度上位 7施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

順位 H28 H30 R1 R2 R3 平均 

1位 図書館（101） 健康の森（161） 健康の森（111） 健康の森（142） 前平公園（125） 健康の森（106） 

2位 文化の森（78） 中山道会館（55） 

図書館 

（81：中央 30, 東

27, 不明 24） 

図書館 

（106：中央 59, 

東 40, 不明 7） 

文化の森（106） 図書館（74） 

3位 健康の森（65） 文化の森（40） 中之島公園（45） 中之島公園（96） 

図書館 

（70：中央 20, 東

15, 不明 35） 

文化の森（53） 

4位 中山道会館（47） 中之島公園（31） 中山道会館（36） 中山道会館（32） 健康の森（52） 中之島公園（43） 

5位 前平公園（33） 
加茂野交流 

センター（25） 
文化の森（18） 文化の森（21） 

総合福祉会館 

（サンサンルーム）

（41） 

前平公園（36） 

6位 文化会館（25） 

総合福祉会館 

（サンサンルーム）

（16） 

加茂野交流 

センター（16） 

加茂野交流 

センター（20） 
中之島公園（39） 中山道会館（35） 

7位 
総合福祉会館 

（サンサンルーム）

（20） 

図書館（13：中央

1, 東 6, 不明 6） 
前平公園（4） 前平公園（12） 

プラザちゅうたい、

文化会館（各 29） 

総合福祉会館 

（サンサンルーム）

（17） 
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③公共施設の活用 

■「公共施設の活用」に関する質問については、公共施設を利用して自分の能力を「積極的に活かしたい・活かし

ている」または「自由な時間や機会があれば活かしてみたい」と回答した人の割合が、令和 3年度は約 40％とな

り、平成 28年度と比べて約 3ポイント減少しています。 

■「積極的に活かしたい・活かしている」と回答した人の割合が 5％前後にとどまっていることから、「機会があれば活

かしてみたい」という市民の意向を実現できる仕組みを作る必要があります。 

調査結果⑥ 「公共施設の活用」 

問６ あなたは、自分の好きなことや得意なことなどできることを公共施設で活かしてみたいですか（例：ボランティ

アとして関わりたい、イベントや講座を開催してみたいなど）（○は１つ） 

 
 

１．積極的に活かしたい・活かしている 

２．自由な時間や機会があれば活かしてみたい 

３．どちらともいえない 

４．どちらかといえば活かしたくない 

５．活かしたくない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

年度 
1．積極的に 

活かしたい 

2．自由な時間等が 

あれば活かしたい 

3．どちらとも 

いえない 

4．どちらかといえば 

活かしたくない 
5．活かしたくない 無回答 

H28 33 232 194 29 46 78 

R1 17 157 233 52 84 69 

R2 23 264 322 62 76 37 

R3 44 241 284 47 60 42 

平均 29 224 258 47 66 57 
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■令和 3年度までの市民満足度調査の結果を見ると、公共施設に対して「愛着」を持ち、「公共施設を利用して自

分の能力を活かしたい」と考える市民は、どちらも 40％前後で推移しており、大幅な増加は見られないことから、

目指すべき将来像（「あるべき全ての公共施設が、市民に愛され、活用されているまち」）を達成したとは言い難

い状況にあります。 

■一方で、今回の結果から、公共施設の現状と課題に関心を持ち、健全財政を維持するために公共施設を可能

な限り削減することを望んでいる市民が、平成 28年度と比べて増加していることが分かりました。 

■本市は、このような市民満足度調査の結果を踏まえ、「あるべき全ての公共施設が、市民に愛され、活用されて

いるまち」を実現するために、改めて公共施設に対する市民ニーズの把握に努めるとともに、「あるべき公共施設」

の姿を全庁的な視点で見直していき、引き続き公共施設の最適化を図っていきます。 

 

ポイント 

●公共施設の現状と課題に対して「大変関心がある」または「少し関心がある」と回答した市民の

割合が、令和 3年度は約 64％となり、平成 28年度と比べて約 12ポイント増加している。 

●「今後は公共施設を積極的に減らしていくべき」または「できるだけ減らしていくべき」と回答した

市民の割合が、令和3年度は約62％となり、平成28年度と比べて約13ポイント増加している。 

●市民が優先的に維持すべきと考える公共施設は、平成 28年度と同様に「保健・福祉施設」、

「学校教育系施設」、「行政系施設」が 6割前後と高く、次いで「市民文化系施設」、「子育て支

援施設」となっている。 

●公共施設に「とても愛着がある」または「少し愛着がある」と回答した市民の割合が、令和 3年度

は約 40％となり、平成 30年度と比べて約 4ポイント増加している。 

●「みのかも健康の森」や「図書館」など、多世代が気軽に快適に過ごすことができる場所に対する

市民の愛着度が高い。 

●公共施設を利用して自分の能力を「積極的に活かしたい」または「自由な時間や機会があれば

活かしてみたい」と回答した人の割合が、令和 3年度は約 40％となり、平成 28年度と比べて約

3ポイント減少している。 

●公共施設に対して「愛着」を持ち、「公共施設を利用して自分の能力を活かしたい」と考える市民

は大幅な増加が見られないことから、目指すべき将来像を達成したとは言い難い。 

●一方で、公共施設の現状と課題に関心を持ち、公共施設を可能な限り削減し、健全財政を維

持することを望んでいる市民が多いことから、改めて市民ニーズの把握に努めるとともに、「ある

べき公共施設」の姿を全庁的な視点で見直す必要がある。 
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【資料編Ⅰ】 専門用語集 

50音順 

用語 意味 

アセットマネジメント 

・和訳では「資産管理」を意味します。道路管理においては、橋梁、

トンネル、舗装等を道路資産ととらえ、その損傷・劣化等を将来にわ

たり把握することにより、最も費用対効果の高い維持管理を行うため

の方法をいいます。 

一時退避広場 

・災害発生時、避難広場(避難場所)へ避難する前に、組織的な避難が

円滑に行えるように自主防災組織、自治会ごとに一時的に集合して待

機する場所を、一時退避広場といいます。 

一般会計 ・地方公共団体の行政運営の基本的な経費を網羅した会計です。 

インフラ（インフラ施設） 
・道路、橋梁、上・下水道などの社会基盤・下部構造をインフラ

（Infrastructure:インフラストラクチャー）といいます。 

インフラ長寿命化基本計画 

・国民の安全・安心を確保し、中長期的な維持管理・更新等に係るト

ータルコストの縮減や予算の平準化を図るとともに、維持管理・更新

に係る産業（メンテナンス産業）の競争力を確保するための方向性を

示すことを目的として、国が策定した計画です。 

 

改修 

・公共施設等の損傷や劣化を修繕するのに加え、今後期待される用途

や目的を加味して機能を向上することをいいます。 

カルバート 

・道路や鉄道などの下に埋設された水路（用水、排水）をカルバート

（暗渠
あ ん き ょ

）といい、水路の断面形状によって、ボックスカルバートやア

ーチカルバートなどがあります。 

企業会計 
・地方公共団体が経営する水道・下水道・病院・交通事業などの公営

企業における会計です。 

義務的経費 
・一般会計の歳出のうち、支出することが義務付けられている費用で

ある人件費、扶助費及び公債費をまとめて義務的経費といいます。 

旧耐震基準 
・昭和 56年 6月 1日より前の建築確認において適用された耐震性の

基準を旧耐震基準といいます。 

行政財産 
・公有財産のうち、公用又は公共用に使用、又は使用することと決定

した財産を行政財産といいます。 

躯体
く た い

 ・床や壁、梁など建物の構造を支える骨組のことをいいます。 

建設改良費 
・公営企業において、固定資産（建物・土地等）の新規取得又はその

価値の増加のために要する経費を建設改良費といいます。 

公会計システム 

・本市の財務会計や固定資産台帳の管理機能を備え、総務省の新地方

公会計制度の統一的な基準に基づいた財務書類を作成するシステム

です。 

公共施設 ・地方公共団体が所有する建築物、いわゆるハコモノを指します。 

公共施設等 
・本計画においては、公共施設とインフラ施設を総称して、公共施設

等といいます。 

公共施設等マネジメント 

・「公共施設等マネジメント」とは、地方公共団体等が所有し、又は

借り上げている全公共施設等を、自治体経営の視点から総合的かつ統

括的に企画、管理及び利活用する仕組みを指します。 

更新 
・老朽化が進行した公共施設等の建替えや複合化など、施設全体に係

る工事を伴う施設の再建を更新といいます。 

公有財産 
・地方公共団体が所有する財産のうち、公共施設等の不動産や、各種

の権利等を総称して公有財産といいます。 

個別施設計画 
・本計画を上位計画として、公共施設の類型別、またインフラ施設の

種別に策定する個別の長寿命化計画を個別施設計画といいます。 

【あ行】 

【か行】 
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用語 意味 

コンパクトエリア 

・本市において、コンパクトシティ化を図るうえでの中心地区として、

主要な公共施設を集約する地区（太田地区、古井地区）をコンパクト

エリアと呼称します。 

コンパクトシティ 

・拡散した公共施設等を中心市街地に集約化して都市機能を近接化

し、生活圏を再構築し、社会インフラを賢く使っていくための施策を、

集約型都市（コンパクトシティ）の形成といいます。 

人口減少や高齢化が進行するなかで、公共サービスが集約化された

「歩いて暮らせるまちづくり」を目指すものです。 

 

再配置 

・公共施設等の統廃合や複合化等の手法をもって、市の情勢に対する

最適な施設の配置を検討・実現していくことを再配置といいます。 

サウンディング型市場調査 

・サウンディング型市場調査とは、直接対話により民間事業者等の意

向やアイデアなどを把握する市場調査手法の一つです。通常は、対話

の相手方を公募し（任意・無償が原則）、公平性・透明性を確保して

実施します。 

サテライトエリア 

・コンパクトエリアの周辺に位置し、コンパクトシティ化を推進する

に当たっては、公共交通などを利用してコンパクトエリアにアクセス

することを前提として、最小限の公共施設等を整備していくものとし

て考える地区（山之上、蜂屋、加茂野、伊深、三和、下米田）をサテ

ライトエリアと呼称します。 

サービス購入型 

・PFI事業類型の一つであり、民間事業者が自ら調達した資金により

施設の設計・建設・維持管理・運営等を行い、公共側がそのサービス

の提供の対価としてサービス購入料（建設費、運営費など）を一括ま

たは事業期間に平準化して民間事業者に支払う事業類型をサービス

購入型といいます。 

資金不足比率 

・資金不足比率とは、公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模で

ある料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを

示すものです。 

※資金不足比率＝資金の不足額÷事業の規模 

事後保全 

・公共施設等を利用するに当たって深刻な影響を及ぼす劣化や損傷が

発生してから、対症療法的に修繕等を実施する維持管理の方法を事後

保全といいます。 

自主財源 

・地方税、手数料、施設の使用料、財産収入及び寄付金など、地方公

共団体が自主的に確保・調達可能な財源を自主財源といいます。一般

に、自主財源の比率が高いほうが健全な財政であるといえます。 

施設量 ・公共施設の保有量として、施設の数や延床面積を施設量といいます。 

実質公債費比率 

・財政健全化法に定める指標の一つで、地方公共団体の借入金（地方

債）の返済額（公債費）の大きさを、その地方公共団体の財政規模に

対する割合で表したものです。この数値が早期健全化基準（25％）以

上になると財政健全化団体となり「財政健全化計画」を定め、自主的

な改善努力による財政健全化に取り組む必要があります。 

指定管理者制度 

・公共施設の維持管理について、従来型の民間委託と比較して、公の

利用料金の設定及び直接授受、施設の使用許可等、権限を拡大して民

間事業者にゆだねる制度です。 

資本的支出 

・法人が有する固定資産の修理や改良などのために支出した金額のう

ち、資産の耐久性を増すことを目的とした金額を資本的支出といいま

す。美濃加茂市においては、企業会計である上・下水道施設の修繕や

改修などがこれに当たります。 

【さ行】 
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用語 意味 

社会保障費 

・市民が安心して生活していくために必要な、医療、年金、福祉、介

護、生活保護などの公共サービス事業にかかる費用を社会保障費とい

います。 

修繕 
・屋根や壁、床などの長期使用による損傷や劣化などを復元する、比

較的小規模な工事を修繕といいます。 

縮減 ・事業の計画規模や予算などを小さくすることを縮減といいます。 

将来負担比率 

・地方公共団体の借入金（地方債）など現在抱えている負債の大きさ

を、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表した指標を将来負

担比率といいます。この値が大きいほど、将来的に財政を圧迫する可

能性が高いことを意味します。 

初期対応避難所 
・災害が発生するおそれのある場合又は災害発生時等において応急的

に開設する施設を初期対応避難所といいます。 

除却 

・市の固定資産台帳上で管理されている施設や設備について、使用を

停止し、資産としての価値もゼロして扱う状態とすることを除却とい

います。 

新耐震基準 
・昭和 56年 6月 1日以後の建築確認において適用された耐震性の基

準を新耐震基準といいます。 

ストック 

・道路や港、水道、公園のように生活や経済活動に必要な公共施設な

どを社会資本といい、その整備量を社会資本ストックといいます。例

えば道路関連のストックは「道路ストック」と称します。 

設置管理許可 

・都市公園法に基づき、公園管理者である自治体が民間事業者等に対

して、都市公園に公園施設（飲食店、売店等）を設置又は管理する許

可を与えることを言います。 

 

第１次避難所 

・災害などの発生に伴い、市民の避難が必要であると認められる場合

及び自主避難が予想されるときに開設する避難施設を第1次避難所と

いいます。 

大規模修繕 
・大きな建造物の基本性能を維持するために定期的（10～30年ごと）

に実施される修繕のことをいいます。 

対症療法 
・根本的な原因の解決ではなく、既に発生している症状・課題に対し

て個々に対処していくような手法を対症療法と表現します。 

耐震化率 
・旧耐震基準であっても耐震補強を行った建物と、新耐震基準で建て

られた建物の合計の、全建物に占める割合を耐震化率といいます。 

耐震基準 ・建物が地震の振動に耐え得る能力を定めるものです。 

耐震性 

・耐震改修などで、一定の耐震基準を上回る場合、耐震性があるとい

います。一方で、耐震基準を下回る場合は耐震性がないとされ、耐震

補強の必要があると判断されます。 

耐用年数 

・公共施設や設備などの固定資産が使用可能な期間として法で定めら

れている年数を耐用年数といい、各資産の減価償却費の算定にも使用

されます。 

単純集計 

・アンケートの設問に対し、回答者の性別や年代などの属性を考慮せ

ずに、全ての回答に対してまとめて集計する方法を単純集計といい、

全体の傾向を把握する際に用いられます。一方で、性別や年代別など、

特定の属性に一致する回答を集計する方法をクロス集計といい、回答

者ごとの条件によって異なる回答の傾向を把握する場合に用いられ

ます。 

地方交付税 

・地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、全ての地方公共団体が一

定の水準を維持しうるよう財源を保障するため、国税として国が代わ

って徴収し、一定の基準によって再配分する「国が地方に代わって徴

収する地方税」を地方交付税といいます。 

【た行】 
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用語 意味 

長寿命化 

・予防保全の考え方を取り入れた計画的な維持管理により安全性確保

と機能保全を図りつつ、施設の寿命を延ばし、維持管理予算の縮減や

平準化を図ることをいいます。 

長寿命化計画 

・公共施設等の長寿命化を図るため、施設ごとの対策の優先順位の検

討や、施設の現況に応じた対策の内容、時期、費用などをとりまとめ

た、メンテナンスサイクルの実施計画を長寿命化計画といいます。 

定員管理 

・行政運営を行ううえで最小の経費で最大の効果を挙げるとともに、

常にその組織及び運営の合理化に努め、その規模の適正化を図ること

をいいます。 

定性的/定量的 

・ものごとについて、性質的な表現（例：サービスを向上させる）を

「定性的」といい、一方、数値的・量的な表現（例：コストを 100万

円カットする）を「定量的」といいます。 

投資的経費 

・公共施設やインフラ施設等の社会資本の整備等にかけられる費用で

あり、普通建設事業費、災害復旧事業費及び失業対策事業費をまとめ

て投資的経費といいます。 

統廃合 
・既存の公共施設等を統合や廃合（廃止）することをまとめて統廃合

といいます。 

都市公園 
・都市公園法において、地方公共団体等の規模によって一定数の設置

が定められている公園や緑地を、都市公園といいます。 

トライアルサウンディング 

・トライアルサウンディングとは、公共施設等において民間活力の導

入を検討するに当たり、公共施設等の暫定利用を希望する民間事業者

を募集し、一定期間実際に利用してもらうことで、施設の効果的な利

活用方法を調査する制度です。 

 

ネーミングライツ 

・一般に、公共施設やイベントの愛称として企業の社名や商品ブラン

ド名を付けるもので、施設運営等の経費を捻出する方法の一つとされ

ているものです。 

延床面積 ・建物の各階の床面積の合計のことを延床面積といいます。 

避難広場 

・大規模な災害により、市街地域(太田、古井地区)において郊外の安

全な場所に避難することが困難な場合に、周囲が火災等に包まれても

安全な場所として指定する公園や学校の施設を、避難広場といいま

す。 

複合化・複合施設 

・同一建物内に 2つ以上の用途の異なる公共施設を設置することをい

います。公共施設内で民間のサービスを提供する場合や、民間の施設

の一部を利用して公共サービスを提供するような形態をとる場合も

あります。 

福祉避難所 
・避難施設のうち、一定程度の要介護者等の受入れ可能な施設を、福

祉避難所といいます。 

扶助費 

・社会保障制度の一環として、地方公共団体が各種法令に基づいて実

施する給付や、地方公共団体が単独で行っている各種扶助に係る経費

を扶助費といいます。 

普通財産 
・用途を終えた旧公共施設の建物など、公有財産のうち行政財産以外

の財産を普通財産といいます。 

（財政負担の）平準化 

・公共施設等の建設時期のばらつきから、それらの更新等の時期や費

用にもばらつきが生じるため、対応の優先順位の検討や長寿命化の推

進等によってそれらのばらつきをならし、財政負担を安定化させるこ

とを平準化といいます。 

【な行】 

【は行】 
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用語 意味 

包括的業務委託 

（包括的民間委託） 

・包括的業務委託とは、受託した民間事業者が創意工夫やノウハウの

活用により効率的・効果的に運営できるよう、複数の業務や複数の施

設にわたる同種の業務を包括的に委託することをいいます。効果を発

揮するため、複数年契約や、運営方法の詳細を受託者の裁量に任せる

などの特徴があります。  

マトリクス分析 

・異なる性質を持つ 2つの評価軸を、それぞれ縦軸、横軸として交差

させたグラフで、ある対象がグラフのどこに位置付けられるかによっ

て評価する分析手法を、マトリクス分析といいます。本計画では、各

公共施設の優先度検討に使用しています。 

有形固定資産減価償却率 

・有形固定資産（建物や工作物等）の取得価格に対する減価償却の割

合を、有形固定資産減価償却率といいます。有形固定資産減価償却率

が高いほど、法定耐用年数に近い老朽化が進んだ資産が多いことを表

します。 

ユニバーサルデザイン 

・利用者の性別、年齢、能力などに関わらず、できるだけ多くの人に

とっての高い利便性を目指したデザインや機能をユニバーサルデザ

インといいます。 

予測保全 

・劣化状況等を目視で確認できない施設について、未然に損傷を防ぐ

ために、定期的な保守点検時に測定機器等から劣化状況を予測し、計

画的に修繕などを行う維持管理の手法を予測保全といいます。 

予防保全 

・公共施設等の劣化が進行し深刻な損傷等が発生する前に、劣化診断

等から劣化の有無や兆候を事前に把握し、設定した修繕サイクルに従

い計画的に修繕などを行う維持管理の手法を予防保全といいます。予

防保全は、結果的にコストを低減させることにつながります。 

 

ライフサイクルコスト 

（LCC：Life Cycle Cost） 

・公共施設等の設計段階から、建設、維持管理・運営を経て、最終的

に廃棄となり、解体されるまでに掛かるトータルコストをライフサイ

クルコストといいます。 

劣化診断 

・建物の部位に応じた点検項目について、目視・触診・打診等の手法

で行う点検・診断を劣化診断といいます。各施設の修繕計画を策定す

る際には劣化診断の結果を基に対策の内容や優先度などを決定しま

す。 

老朽化 

・公共施設等の長期にわたる使用に伴って、内外装の損傷や汚れ、設

備の陳腐化など、今後継続的に使用することが難しい状況となること

を老朽化といいます。 

 

 

 

 

アルファベット順 

用語 意味 

BTO 

・民間事業者が施設を設計・建設（Build）し、施工後に公共側に施

設の所有権を移転（Transfer）した上で、民間事業者が施設を維持管

理・運営（Operate）し、公共サービスを提供する PFI事業方式を BTO

方式といいます。 

DBO（DBM） 

・民間事業者に設計（Design）、建設（Build）、運営（Operate）を

一括して委ね、施設の所有、資金の調達については公共側が行う事業

方式を DBO方式といい、資金調達を公共側が実施することから、一般

的に PFI類似方式に分類されます。なお、運営の範囲を施設の維持管

理（Maintenance）に限定する場合は、DBM方式ともいいます。 

【ま行】 

【や行】 

【ら行】 
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用語 意味 

GIS 

・GIS（Geographic Information System:地理情報システム）とは、

位置に関する様々な情報を持ったデータを加工・管理・表示し、

地図の作成や高度な分析などを行うシステム技術の総称です。複

数のデータを地図上で重ね合わせ、視覚的に判読しやすい状態で

表示できるため、分析結果の判断や管理もしやすくなります。 

ICT 

・ICT は「Information and Communication Technology:インフォ

メーション・アンド・コミュニケーション・テクノロジー」の略

で、IT の概念に通信・コミュニケーションの要素を加味した言葉

です。 

ParkPFI（P-PFI） 

・飲食店、売店等の公園利用者の利便性向上を目的とした公園施

設の設置と、当該施設から生ずる利益を活用してその周辺の園路

や広場などの整備を一体的に行う民間事業者等を、公募により選

定する「公募設置管理制度」のことを呼称して「ParkPFI」といい

ます。 

PDCAサイクル 

・事業等を円滑かつ改善を図りながら進行させるため、計画

（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action/Act）の工

程を順に繰り返していくことを、工程の頭文字をとって PDCAサイ

クルといいます。 

PFI 

・PFI（Private Finance Initiative：民間資金等活用事業）とは、

公共施設等の建設、維持管理、運営等に民間の資金、経営能力及

び技術的能力を活用することで、効率化やサービス向上を図る公

共事業の手法をいいます。 

PPP 

・PPP（Public Private Partnership：官民連携）とは、公共サー

ビスの提供に民間が参画する手法を幅広く捉えた概念で、民間資

本や民間のノウハウを利用し、効率化や公共サービスの向上を目

指すものです。 

PRE 
・PRE（Public Real Estate：公的不動産）とは、国や地方公共団

体が所有する不動産のことを指します。 

VFM 

・VFM（Value For Money）とは、一般に、「支払に対して最も価

値の高いサービスを供給する」という考え方のことをいいます。

公共施設等の整備等に関する事業を PFI 事業として実施するか判

断する際に、地方公共団体などが自ら実施する場合に比べて VFM

があるかどうかを基準として考えます。 

 

 



 

   

2
6
7
 

【資料編Ⅱ】 主要施設一覧表 ※令和 2年度末時点 
 

※赤字の施設は、平成 28年度から令和 2年度までの間に廃止した施設 

大分類 中分類 
施設 
番号 

施設名称 所在地 延床面積 
主な建物の 
建築年度 

備考 

学校教育系 

施設 

学校 

1 太田小学校 太田本町 5丁目 4番 39号 6,749 ㎡ 昭和 52年度  

2 山手小学校 田島町 2丁目 6番 6号 6,566 ㎡ 昭和 49年度  

3 古井小学校 本郷町 1丁目 9番 8号 7,346 ㎡ 昭和 55年度  

4 山之上小学校 山之上町 3495番地 2 3,739 ㎡ 昭和 61年度  

5 蜂屋小学校 蜂屋町上蜂屋 11番地 5,040 ㎡ 昭和 44年度  

6 加茂野小学校 加茂野町今泉 1541番地 6,280 ㎡ 昭和 52年度  

7 伊深小学校 伊深町 888番地 2 2,305 ㎡ 昭和 40年度  

8 三和小学校 三和町川浦 2560番地 2,350 ㎡ 昭和 62年度  

9 下米田小学校 下米田町西脇 578番地 5,121 ㎡ 昭和 53年度  

10 西中学校 西町 1丁目 30番地 7,461 ㎡ 昭和 41年度  

11 東中学校 本郷町 8丁目 8番 52号 9,723 ㎡ 平成 23年度  

その他教育施設 
12 

美濃加茂市学校給食センター 

（あじさい Lunchの森） 
蜂屋台 1丁目 3番地 1 4,047 ㎡ 平成 20年度  

83 美濃加茂市のぞみ教室 本郷町 1丁目 9番 8号 345 ㎡ 平成 30年度  

市民文化系 

施設 
集会施設 

13 美濃加茂市生涯学習センター 太田町 3425番地 1 3,217 ㎡ 昭和 57年度  

14 太田交流センター（併設：太田連絡所） 太田本町 2丁目 7番 12号 611 ㎡ 昭和 62年度  

15 上古井交流センター（併設：古井連絡所） 本郷町 8丁目 8番 48号 729 ㎡ 昭和 48年度  

16 下古井交流センター 島町 1丁目 3番 7号 460 ㎡ 昭和 45年度 Ｒ1.10.1廃止 

17 山之上交流センター（併設：山之上連絡所） 山之上町 3457番地 1 478 ㎡ 平成 18年度  

18 蜂屋交流センター（併設：蜂屋連絡所） 蜂屋町上蜂屋 3637番地 465 ㎡ 昭和 54年度  

19 加茂野交流センター（併設：加茂野連絡所） 加茂野町今泉 1546番地 4 1,380 ㎡ 平成 28年度  

20 伊深交流センター（併設：伊深連絡所） 伊深町 909番地 240 ㎡ 昭和 55年度  
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※赤字の施設は、平成 28年度から令和 2年度までの間に廃止した施設 

大分類 中分類 
施設 
番号 

施設名称 所在地 延床面積 
主な建物の 
建築年度 

備考 

市民文化系 

施設 

集会施設 

21 
三和交流センター 

（併設：・三和連絡所・図書館北部分室） 
三和町川浦 2565番地 398 ㎡ 平成 15年度  

22 下米田交流センター（併設：下米田連絡所） 下米田町則光 182番地 539 ㎡ 昭和 55年度  

23 牧野交流センター 牧野 1941番地 1 909 ㎡ 平成 4年度  

文化施設 24 美濃加茂市文化会館 島町 2丁目 5番 27号 4,623 ㎡ 昭和 55年度  

社会教育系 

施設 

図書館 
25 美濃加茂市中央図書館 太田町 1921番地 1 1,237 ㎡ 昭和 61年度  

26 美濃加茂市東図書館 本郷町 9丁目 2番 22号 1,555 ㎡ 平成 8年度  

博物館等 
27 みのかも文化の森 蜂屋町上蜂屋 3299番地 1 6,685 ㎡ 平成 11年度  

28 津田左右吉博士記念館 下米田町西脇 1471番地 1 166 ㎡ 平成 12年度  

ｽﾎﾟｰﾂ・ 

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系 

施設 

スポーツ施設 

29 美濃加茂市中央体育館プラザちゅうたい 太田町 1916番地 1 5,659 ㎡ 昭和 47年度  

30 美濃加茂市西体育館 西町 3丁目 232番地 1,454 ㎡ 平成 30年度  

31 美濃加茂市西総合運動場 西町 3丁目 209番地 76 ㎡ 昭和 51年度  

32 美濃加茂市前平総合運動場 前平町 3丁目 1番地 542 ㎡ 昭和 59年度  

33 美濃加茂市東総合運動場 本郷町 2丁目 1915番地 1 71 ㎡ 平成 14年度  

34 サン・スポーツランド美濃加茂 山之上町 1090番地 330 ㎡ 平成 3年度  

35 美濃加茂市市橋グラウンド 加茂野町市橋 148番地 68 ㎡ 平成 7年度  

36 美濃加茂市下米田グラウンド 下米田町則光 480番地 130 ㎡ 平成 10年度  

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・ 

観光施設 

37 

美濃加茂市商業ビル 

（複合：シティプラザ美濃加茂、シティホテル 

美濃加茂） 

太田町 2565番地 1 7,173 ㎡ 昭和 63年度  

38 太田宿中山道会館 太田本町 3丁目 3番 31号 866 ㎡ 平成 17年度  

39 みのかも健康の森 山之上町 7559番地 1,068 ㎡ 平成 5年度  

40 御殿山キャンプ場 三和町廿屋 979番地 1 243 ㎡ 平成元年度  

41 下米田さくらの森（東山森林公園） 下米田町則光 491番地 1 273 ㎡ 平成 9年度  
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※赤字の施設は、平成 28年度から令和 2年度までの間に廃止した施設 

大分類 中分類 
施設 
番号 

施設名称 所在地 延床面積 
主な建物の 
建築年度 

備考 

子育て支援 

施設 

幼保・こども園 

42 太田第一保育園 太田本町 5丁目 3番 24号 848 ㎡ 昭和 54年度  

43 太田第二保育園 西町 3丁目 249番地 1 916 ㎡ 昭和 49年度  

44 古井第一保育園 本郷町 2丁目 8番 1号 1,135 ㎡ 昭和 51年度  

45 古井第二保育園 古井町下古井 207番地 472 ㎡ 昭和 46年度  

46 山之上こども園 山之上町 2812番地 1 428 ㎡ 昭和 47年度  

47 蜂屋保育園 蜂屋町中蜂屋 4474番地 627 ㎡ 昭和 56年度  

48 加茂野保育園 加茂野町鷹之巣 1453番地 1,321 ㎡ 平成 10年度  

49 ほくぶ保育園 伊深町 1563番地 3 395 ㎡ 昭和 44年度  

50 下米田保育園 下米田町今 109番地 2 528 ㎡ 昭和 47年度  

幼児・児童施設 
51 加茂野児童館 加茂野町鷹之巣 1453番地 270 ㎡ 平成 10年度  

52 美濃加茂市子育て支援センターほたるの広場 三和町川浦 2556番地 1 266 ㎡ 昭和 57年度  

保健・福祉 

施設 

高齢福祉施設 

53 すこやかタウン美濃加茂デイサービスセンター 
新池町 3丁目 4番 1号 

（総合福祉会館内） 
370 ㎡ 平成 5年度  

54 みのかも西デイサービスセンターあじさい 加茂野町鷹之巣 2157番地 611 ㎡ 平成 12年度  

55 ふれあいサロン福寿草 加茂野町加茂野 5番地 9 97 ㎡ 平成 11年度 Ｈ31.4.1廃止 

障害福祉施設 56 美濃加茂市障害者支援施設ひまわりの家 新池町 2丁目 5番 48号 335 ㎡ 平成 5年度  

児童福祉施設 57 
美濃加茂市児童発達支援センター 

カナリヤの家 
本郷町 2丁目 8番 25号 808 ㎡ 昭和 62年度  

保健施設 58 美濃加茂市保健センター 太田町 3425番地 1 485 ㎡ 昭和 57年度  

その他保健・福祉 

施設 
59 総合福祉会館すこやかタウン美濃加茂 新池町 3丁目 4番 1号 3,501 ㎡ 平成 5年度  

行政系施設 庁舎等 

60 美濃加茂市役所（本館） 太田町 3431番地 1 3,495 ㎡ 昭和 36年度  

61 美濃加茂市役所（西館） 太田町 3431番地 1 1,672 ㎡ 昭和 53年度  

62 美濃加茂市役所（分庁舎） 太田町 1900番地 1,960 ㎡ 平成元年度  
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※赤字の施設は、平成 28年度から令和 2年度までの間に廃止した施設 

大分類 中分類 
施設 
番号 

施設名称 所在地 延床面積 
主な建物の 
建築年度 

備考 

公営住宅 公営住宅 

63 下町住宅 
加茂川町 2 丁目 7 番 15・16・18・19

号 
1,179 ㎡ 昭和 56年度  

64 平塚住宅 A棟 
加茂川町 2丁目 4番 11・12・15・17・

21号 
1,653 ㎡ 昭和 57年度  

65 平塚住宅 B棟 
加茂川町 2丁目 4番 11・12・15・17・

21号 
1,173 ㎡ 昭和 58年度  

66 トドメキ住宅 西町 3丁目 258番地 852 ㎡ 昭和 62年度  

67 相生住宅 本郷町 1丁目 1番 26号 1,273 ㎡ 昭和 53年度  

68 上野住宅 A棟 森山町 3丁目 4番 107号 455 ㎡ 昭和 54年度  

69 上野住宅 B棟 森山町 3丁目 4番 107号 428 ㎡ 昭和 54年度  

70 上野住宅 C棟 森山町 3丁目 4番 107号 856 ㎡ 昭和 54年度  

71 森山住宅 森山町 3丁目 5番 8号 457 ㎡ 平成 3年度  

72 矢田住宅 蜂屋町中蜂屋 2735番地 145 1,320 ㎡ 昭和 55年度  

73 ハイツ矢田住宅 A棟 蜂屋町矢田 20番地 1 1,802 ㎡ 昭和 63年度  

74 ハイツ矢田住宅 B棟 蜂屋町矢田 20番地 1 1,754 ㎡ 平成元年度  

75 ハイツ矢田住宅 C棟 蜂屋町矢田 20番地 1 1,849 ㎡ 平成 2年度  

76 土ヶ洞住宅 蜂屋町中蜂屋 2565番地 9 891 ㎡ 平成 11年度  

77 伊深住宅 A棟 伊深町 1095番地 1 702 ㎡ 平成元年度  

78 伊深住宅 B棟 伊深町 1095番地 1 696 ㎡ 平成 2年度  

79 三和住宅第 1期 三和町川浦 1418番地 1 799 ㎡ 平成 8年度  

80 三和住宅第 2期 三和町川浦 1418番地 1 645 ㎡ 平成 9年度  

81 牧野住宅 牧野 603番地 912 ㎡ 平成 4年度  

公園 公園 82 中之島公園（リバーポートパーク美濃加茂） 御門町 2丁目 6番地 6 1,384 ㎡ 平成 29年度  
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